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はじめに；着想に至った経緯 

 本研究では、子ども虐待対応（child protection）のために行われる多機関・多職種連携

の「調整」について検証する。なお、ここでは「調整」について、「多機関・多職種連携の

不調和の解消」として扱いたい。子ども虐待対応では、複数の機関や職種で援助をするこ

とが原則とされている。これに伴い、制度上、「調整」を担当する機関を定めることが市町

村には努力義務として課せられた。これまで、子ども虐待対応の中心的存在としては児童

相談所であると考えられてきた。しかしながら、児童相談所頼みの対応には限界が指摘さ

れるようになってきている。詳細については本論の中で整理するとして、こうした児童相

談所の限界説が説かれるようになると、多機関・多職種連携の重要性はさらに強調され、

それを「調整」する担当者の能力も問われるようになる。本研究は、こうした子ども虐待

対応が直面する新たなステージに対応するためのものである。 

 しかしながら、研究の着想に至った経緯は、個人的な動機に基づいている。論者自身の

「調整」に対する苦手意識が、その端緒であった。子どもと妊産婦のために医療を提供す

る高度医療センターにおいて、ソーシャルワーカーとして従事する際、常に子ども虐待が

疑われるケースを担当していた。当然、病院内はもちろん、病院外の機関や職種と連携し

なければならない。社会福祉やソーシャルワークをタイトルに掲げる多くの書物に連携に

関する様々な記述が溢れているが、現場感覚では、自分とは異なる論理を持つ人たちと一

緒に働く難しさを感じていた。専門性・専門職性の違い、組織の違い、クライエントとの

距離感の違い、年齢差や性差の問題、個性の違い。一番苦労する「違い」があるのではな

く、それぞれの「違い」が影響を及ぼしあうため、状況によって困難感を感じさせる「違

い」も変わってくる。子ども虐待の場合、少しの油断で簡単に子どもが不可逆的な影響を

負う、あるいは最悪の場合には死に至ることもあるため、子どもを人質に取られているよ

うな感覚になる。思い通りに動いてくれない連携相手にしばしばストレスを感じるように

なった。他者が自分の思い通りにならないことなど当たり前のはずなのに、それが受け容

れられない。「調整」をするたびに、寛容な人間になりたいと思うようになった。 

 「調整」に苦手意識を感じつつ、やらなければならないという職責があるため、実践し

続けていく中で、手続きとして「調整」をこなすことはできるようになった。たとえば、

情報を集約し、共有する。役割を分担する。複数の援助職のアセスメントを持ち寄って、

クライエント像を多角的に検証する。ケース会議のファシリテーションにも慣れた。テキ

ストに書かれているようなことをそつなくこなすことは、さほど難しくなかった。そして、

連携相手に必要な情報は伝えるが、判断や選択は委ねる。自分の考えを連携相手に押し付

けないようにすれば、他の機関から煩がられることもない。「調整」する時には、連携相手

という他者が思い通りにならないことに適応するために、専門職としての自我を抑制する

ことを覚えた。そうした実践の中で、ときには、自分には思いつかない発想に出会うこと

もあり、「調整」を行うことで自分の世界が広がるといった経験を積むこともできた。 

一つの契機となったのは、ある子どもと母親に出会ったことだったのだと思う。そのケ

ースでは、子どもが明確に虐待を受けた証拠があるわけではなかった。しかし、子ども虐

待に関する教科書に常に記載されているようなリスク要因を複数かかえる親子だった。病

院内で複数の職種で検討し、児童相談所に通告するのが妥当だろうと判断した。それ以外

にも、母子保健担当の保健師を含めた家庭訪問できるサービスを複数導入し、見守り体制
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を作ろうとした。ただし、児童相談所には「遠いから」とケース会議の開催を断られた。

保健師を含めて家庭訪問をお願いした人たちは、だれ一人、この親子に会うことができな

かった。母親が居留守を使ったからである。保健師から家庭訪問をしても会えないという

ことを児童相談所に伝え、虐待のリスクがあることを伝えてほしいと依頼したところ、「虐

待なんて、そんな恐ろしい」といわれた。児童相談所や保健師の対応に、違和感がなかっ

たわけではない。しかし、それ以上、児童相談所にも、保健師にも、何も言わなかった。

そして、通告してから 2 ヵ月後、子どもは極度の栄養失調で入院することになった。全身

には抓られた痕があり、医師はあと 3 日遅ければ亡くなっていた、と説明した。母親に虐

待の事実を直面化した後、彼女にいわれた言葉は生涯忘れないと思う。彼女は、「こんなは

ずじゃなかった」と泣いていた。 

このケースを通して、寛容になるということはどういうことなのか、という疑問が生ま

れた。誤解がないように説明すると、ケース会議を開かなかったことが、直接的に子ども

や母親を追い込んだわけではない。他にも母親を追い込んだ要因は複数あった。ただ、母

親の拒否にあい、クライエントの同意に基づき家庭内の見守り体制が構築できないことが

分かった以上、別の方法を考えるための打ち合わせは必要だった。そういう意味において、

児童相談所や保健師に対して、何かしらの働きかけとしての「調整」が必要だったと考え

られる。このケースを通して、思い通りにならない連携相手に対して、ただ連携相手の言

うに任せればよいわけではないということを思い知った。しかし、他者を自分の思い通り

に動かそうとするなど、それはもはやソーシャルワークではない。そもそも、認識主体で

ある「私」が間違っていた場合、その「私」に従わせることで他者を誤りに導くことさえ

あり得る。では、他者（連携相手）を受け容れながら、子どもやその家族を支えていくた

めには、「私」はどのように「調整」すればよいのだろうか。  

こうして、本研究は、一人の実践家の立場から捉えられた「調整」の困難感を出発点と

して、デザイン化された。そのため、特徴として、「調整」を現に担当する認識主体からみ

た困難感、「思い通りにならない」という感覚に注目した点が挙げられる。「調整」を担当

する者は、連携する人々と関係をもつ中でこうした「思い通りにならない感覚」を感じる

ことになる。こうした人間関係の中で感じる「思い通りにならない感覚」は、概念として

は、他者性、あるいは差異と説明される。他者性や差異を尊重する実践を、いかにして、

助けを必要とする子どもやその家族のために活かすのか。「調整」という実践がもつ可能性

について検討してみたい。 
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序章 研究枠組み 

 

第一節 子ども虐待対応 

1）子ども虐待対応 

子ども虐待（child abuse & neglect；maltreatment）とは、養育上起こり得る子どもに

対する権利侵害の総称である。人としての権利、人権は、13 世紀にイギリスで貴族や僧侶

らが国王に対して自らの権利を求め、国王の権限の制限を規定したマグナ・カルタ（大憲

章）がその起源といわれ、当初は貴族や僧侶などの限られた社会階層にのみ許されていた

（小林登 2002）。現在では、主に道徳的権利と法制度化された法的権利とに分けて論じら

れることが多く、福祉に関する権利を含め、多くの社会的・経済的権利が人権カタログの

中に含まれる（秋元 2010：143-148）。 

「子ども」という属性をもつ人たちの権利は、1990 年に発効された「子どもの権利に関

する条約（Convention on the Rights of the Child：以下、子どもの権利条約）」において

も示されている。日本では 1994 年に批准されたこの条約において、子どもの権利は「生

きる権利（Survival）」、「育つ権利（Development）」、「守られる権利（Protection）」、「参

加する権利（Participation）」の四分類として整理されている。本義的には、家庭内およ

び施設内における養育上起こり得る子どもに対する権利侵害は、すべて、虐待に該当する。

ただし、本研究で扱うのは前者の家庭内で発生する子ども虐待である。  

子どもの権利条約第 19 条 1 には「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護

する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な

暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待

を含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、および教育上の措

置をとる」と規定されている。1994 年にこの条約に批准した日本もまた、子ども虐待に対

応する国家的責任を負っている。この子ども虐待の分類には、身体的虐待、性的虐待、ネ

グレクト、心理的虐待、の四分類が国際的にも用いられる。日本でもこれに倣い、児童虐

待の防止等に関する法律（以下、児童虐待防止法）の第 2 条において次のように定義され

ている。 

1  児童の身体に外傷を生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。 

2  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

3  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の

同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての

監護を著しく怠ること。 

4 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者

に対する暴力(配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

るものを含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及

びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)その他の児童に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

そして、本研究では、子ども虐待対応を、子どもやその家族を子ども虐待という現象か

ら守り、子どもや家族の生命・生活・人生を支えることと定義したい。つまり、子どもの
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権利を擁護することが家族にとっての利益となるものと考え、子どもと親を分離するとい

った行政権限を用いた強制的介入に限定して子ども虐待対応を捉えることを避ける。歴史

的にみると、子どもは長い間、成人と対等な法的地位を持つ個人としてではなく、親や国

家の所有物として扱われてきた（Clark et al.=2002：55）。子どもは経済的資産とみなさ

れており、子どもの労働が家族の生活を支えることも珍しくはなかった（ Clark et 

al.=2002：55）。子どもを一人の人間として尊重することは、現代において当然とされる

ようになってはきた。しかしながら、未成年の子どもと親との関係では、親のほうが圧倒

的に有利な立場にある（Clark et al.=2002：55）。ゆえに、子ども虐待という権利侵害へ

の対応では、子どもの最善の利益（best interests of the child）が優先される。 

児童虐待防止法の第 1 条には、子ども虐待がもたらす影響として「その心身の成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を

及ぼす」と記載されている。子ども虐待は、子どもにとっては「生物学的に」極めて不利

な体験を強制し、子どもたちが身体的、情緒的、認知的、社会的に正常な発達を達成する

ことを妨害し、子どもたちが環境に適応して生き延びていく能力の獲得を阻害するといわ

れる（Steele=2003）。直接的な外傷以外でも、虐待の影響は身体面および心理面など全人

的に及ぶ。たとえば、被性的虐待群は対照群と比して有意に左の一次視覚野の容積減少が

認められることが分かった（Tomoda et al.2009a）。一次視覚野容積と視覚性記銘力は強い

正の関連があり、性的虐待を受けた場合には視覚短期記憶能力が低下することが実証され

ている。また、暴言や体罰によっても、同様に脳実質に影響を与えるという研究成果も報

告されている（Tomoda et al.2009b；Tomoda et al. 2011）。また奥山（2008）は、虐待を

受けた子どもの大きな特徴は「守られていない自己」と言う感覚を強くすることにあると

指摘する。その結果として、攻撃的態度や過覚醒状態の維持、刹那的・衝動的な行動パタ

ーンの形成、他者との距離感の調節の不具合、自己卑下、否認・解離などの状態像がしば

しば観察される（奥山 2008）。 

この子ども虐待という現象から子どもやその家族を守る援助が子ども虐待対応である。

発生予防から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない支援、および子どもの

みならず親を含めた家庭への支援に留意し、その原則は、①迅速な対応、②子どもの安全

確保の優先、③家族の構造的問題としての把握、④十分な情報収集と正確なアセスメント、

⑤組織的な対応、⑥子ども及びその家族への十分な説明と見通しの提示、⑦法的対応など

的確な手法の選択、そして、⑧複数の機関・職種の連携による支援、とされる（厚生労働

省 2013b：9-12）。松本（2007）は、子ども虐待対応の特徴は、家族への介入という契機

と、家族・子どもへの支援という契機を同時的に、必要不可欠なものとして含むことにあ

ると指摘する。子どもやその家族が抱える「生」の困難度（生命・生活・人生における危

機的状況の程度）とそれに応じた対応例を図 1 に示す。子ども虐待対応は子どもの保護を

優先する原則から、子どもの生命の維持、生活や発達に明らかな支障が生じるほどに行政

権限による強制的な介入の色彩を強くするのだが、強制的介入を行うほどに、親との信頼

関係の構築が難しくなるという、ある種の葛藤状況も存在している。 

国際ソーシャルワーカー連盟（International Federation of Social Workers；以下、IFSW）

が定めるソーシャルワークのグローバル定義では、ソーシャルワークとは、社会変革と社

会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専

門職であり学問であるとされる。そして、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェ
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ルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかけるという（IFSW2014）。

その中核に据えられた行動原理の一つが、人権の尊重である（IFSW2014）。人権の尊重は、

“人間である”ということ自体に価値を置き、その存在への援助がソーシャルワークの基

底をなすという考え方に基づく（岩間 2000）。窪田（2013：4-8）は、life の三意（生命・

生活・人生）はそれぞれが関連しつつも独自の領域を構成しており、この三つの次元の内

容を表すには「生」と訳すのが相応しいと述べ、福祉の援助対象を「生」の困難と示した。

子ども虐待という権利侵害もまた、「生」の困難の一種である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

2）子ども虐待対応のアクター 

子ども虐待対応を現場レベルで実践するアクターは、児童福祉法第 25 条の 2 第 1 項が

規定する「関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係

者」である。例えば、児童相談所、市町村の児童福祉主管課、保健所、市町村の保健担当

窓口、福祉事務所、保育所、幼稚園、教育委員会、小学校、中学校、高等学校、特殊支援

学校、地域子育て支援センター、児童養護施設等の児童福祉施設、里親、児童館、主任児

童委員、民生・児童委員、社会福祉士、社会福祉協議会、医師、歯科医師、保健師、助産

師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士などの他にも、警察・司法関係の機関・職種（警

視庁及び道府県警察本部・警察署 / 弁護士会、弁護士）、人権擁護関係（法務局 /人権擁護

委員）などが想定される（厚生労働省 2007a）。また、配偶者間での家庭内暴力（Domestic 

Violence； DV）の目撃も子どもに対する心理的虐待に分類されるため（児童虐待防止法

第 2 条）、配偶者暴力相談センター等配偶者からの暴力に対応している機関の参加や、NPO

団体、ボランティア団体などが参加する場合もある（厚生労働省 2007a）。 

こうしたアクターの役割は、大きく二つに分けることができる。一つは、直接的に子ど

もやその家族に対するサービス提供や相談に応じる機関や職種である。便宜上、直接的援

助機能と呼称するが、担い手となる機関・職種の例としては、幼稚園、保育所、小学校・

中学校などの教育機関、学童保育、医師、看護師、助産師、保健師、ソーシャルワーカー

などが挙げられる。「虐待は本質的に潜在化するため、学校や幼稚園、保育所、医療機関、

保健所、市町村保健センター、児童委員（主任児童委員）など子どもや家庭に日常的に関

「生」の困難度 

・親権者の変更（親権停止含む） 

・施設への親の同意のない措置  

・強制的な親子分離  

・行政権限による指導  

・親の自由意思に基づく施設入所  

・子育て支援サービスの利用  

・各分野によるサービス提供  

・自由意思に基づく相談  

対応例 

 

 

強制力の程度 

図 1 子ども虐待が及ぼす子どもへの影響とその対応例 （論者作成） 

 

 

高  

低

い  
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わっている機関によって発見されることが多く、これらの機関による情報提供が援助の端

緒となる場合が少なくない」（才村 2008：315）と言われており、直接的援助機能を担う

機関や職種は、早期発見・早期対応の要といえる。特に子ども達に生活の場を提供するこ

とになる幼稚園や保育所（認定こども園も含む）、学校などには、安全な場所の確保、家庭

状況の把握と変化の観察、家庭と違う価値観（自己肯定感の担保、他者を尊重する姿勢等）

の提供、同年齢集団内での心の癒し、家庭内でのストレスの発散（時には集団不適応行動

の受容も必要）が求められる（厚生労働省 2013b：251）。 

間接的な援助としては、個別のケースを検討するための会議を準備する、または関係す

る機関や職種の連絡をとりもつ、収集された情報の集約や整理を行う、などといった役割

もある。本研究が扱う「調整」はこの間接的な援助に該当する。また、ケース全体に対す

る責任を負い、危険度の判断や援助計画の策定、進行管理を行う、ケースマネジメント機

能を担う機関・職種は、「主担当」と呼ばれることがある。従来は行政権限の行使とともに、

児童相談所がコーディネーターやケースマネージャーのような役割をも担ってきた。しか

し、その限界も指摘されるようになる。児童虐待防止法制定後 1 回目の改正（2004 年）

に向けて課題を検討した『「児童虐待の防止等に関する専門委員会」報告書』では、特に住

民に最も身近な市町村は、子どもに関する第一義的な相談に積極的に関わるなど、虐待予

防についての役割強化が必要との意見が提出されている（厚生労働省 2003）。 

これを踏まえ、2005 年以降、市町村の児童福祉主管課には従来からの通告窓口以外にも、

児童家庭相談窓口の機能強化、および多機関・多職種連携における調整機関を設けること

が定められた。市町村の児童福祉主管課は、子どもと家庭に最も身近な行政機関であり、

母子保健や子育て支援、学校教育等の所管事業を通じて、虐待の発生予防、早期発見や重

篤化を防ぐための適切な対応、親子（家族）が共に地域で暮らし続けていけるための支援、

加えて施設を退所した後の在宅支援等の役割を担っている（厚生労働省 2015b）。 

 

3）援助システムとしての多機関・多職種連携 

虐待が発生する家庭は、経済や就労、家族や地域の人たちとの人間関係、疾病など、同

時に多くの問題を抱えている場合が多く、多面的な支援が必要といわれる（高橋 2008：

138）。一方、家族を支援する機関には様々あるが、それぞれが固有の機能と限界を有して

おり、そのために関係機関が密接な連携を図りながら一体となって援助していくことが重

要と考えられてきた（高橋 2008：138）。佐野ら（2003）は、子ども虐待という複合的病

理現象の全ての領域に精通した「児童虐待専門家」などどこにも存在しないと述べ、子ど

も虐待対応に関わるすべてのアクターが共に援助する意義を強調する。才村（2005：24）

は、従来、福祉的援助は、秘密保持の原則に基づき各機関がそれぞれ自己完結型の援助を

行うことが多かったといえるが、子ども虐待対応では外に開かれた援助姿勢が求められる

と述べた。 

本研究では多機関・多職種連携を、「対人援助において一定の責任を負う複数の機関・

職種が共に活動することにより、何らかの困難な状況を抱える人（たち）を援助するため

のシステム」と定義し、多機関・多職種連携を一つのシステムとして扱う立場をとる。な

お、子ども虐待対応では、必ずしも専門機関や対人援助職だけが連携するわけではなく、

民生委員・児童委員や NPO 法人、ボランティアなどの非専門機関・非専門職との間でも

求められている。ただし、本研究では職業的責任を負う人たちの間で行われる連携に研究
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対象を限定し、職業的責任によりある種の拘束を受けた状況下における援助システムにつ

いて取り上げる。職業的責任による拘束のある人々と（原則的には）自由意思に基づくボ

ランタリーな支援者とは、それぞれが異なる論理を用いて子ども虐待対応に関わっている。

将来的に職業的責任を負う人とそうでない人との連携について論じるためにも、まずは、

職業上の拘束を受ける人々の間で行われる連携に限定して論じていきたい。システムとは、

「何らかの関係性を持ったまとまり」(石川 1999：73)のことである。一般システム理論

では「システムはより大きなシステムの部分であり、同時により小さな諸システム(要素)

の相互作用から構成される」(狭間 2012：41)といった考え方を用いる。一般システム理

論という考え方は、多くの変数を持つ複雑な事象を、その要素の相互作用に注目すること

によって、科学的に把握・記述しようとすることに長けた理論である（稲沢 1992）。この

システム概念の記述力を借りながら、多機関・多職種連携が行われる過程を「システム化

の過程」として捉えてみたい。 

多機関・多職種連携のシステム化は、問題解決のサイクルと二重構造化されており、そ

のプロセスは互いに連動するといわれる（埼玉県立大学 2009：31）。複数の機関や職種が

連携を開始する背景には、援助自体の必要が生じている。「ちょっと気になる親子」との出

会い、子ども虐待を疑うような場面との遭遇などがあり、出会ったその人（たち）をクラ

イエント（援助の対象）と認識することで、はじめて援助は開始される。そして、クライ

エントと出会った誰かが、自分以外の誰かの力を必要とする時、連携のシステム化は始ま

る。このように、連携はまず、援助者自身の限界の認識から開始する（山中 2003）。自分

一人でできると認識していれば、他機関や他職種に連絡を取ることに積極的な意味を見出

すことはないからである（山中 2003）。 

課題を共有し得る自分以外の援助職（栄 2010）、自分にできないことを補い得る連携相

手がみつかれば、接触をはかり、協力を打診することになる（山中 2003；栄 2010）。そし

て、連携の必要性を共有し（志村 2009；水馬ら 2006；大橋 2006）、連携の目的と目標を

設定する（松原 2001；埼玉県立大学 2009；栄 2010）。山中（2003）は、これらはなるべ

く早い段階で行われる必要があると指摘した。一方、連携への参加を促す過程では、クラ

イエントに関する情報の受け渡しが必要となる。この場合、可能な限り子どもやその家族

の了解を得ることが原則となるのだが、了承を得ることが困難な場合も想定される。本人

の同意のない第三者への情報提供について、個人情報保護法では「法令に基づく場合」と

いう除外規定がある。児童福祉法第 25 条や児童虐待防止法第 6 条にある子ども虐待の通

告義務などがその代表例である。また、法律などにより各機関や職種には守秘義務が課せ

られるが、法令に準じた正当な行為については、違法性は阻却される（刑法第 35 条）。 

次の段階では、援助の実質的内容について協議されるようになる。責任を確認する作業

や（栄 2010）、単なる情報の付き合わせに留まらないアセスメントを関係者全員で協議し、

共有化する  （加藤 2010）。アセスメント内容や、目的、目標を基盤に計画を立て、同時に、

お互いの「できること」、「できないこと」を確認し合いながら（小林剛 2002；松宮 2011）、

計画の実行可能性について協議する（佐野ら 2003）。連携開始当初は、情報や判断の単発

的な交換が行われ、やがて、それが当たり前のこととして定着する（山中 2003）。その結

果、定期的な会合の開催など形式的な発展に波及することもあれば、各自が援助活動を行

う時に他の援助者の関わりを意識しながら自分の援助を行うなどといった意識の芽生えが

みられることもある（山中 2003）。相互作用が増し、メンバー間で互いの活動に対する相
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互補完性を担保し合えるようになると「連続的な協力関係の展開」（栄 2010：55）が生ま

れる。子ども虐待対応に関して言えば、表 1 にあるような状態像が望まれるといわれる。 

こうしたシステムが統合化された状態像は何もせずとも、最初から存在しているとは考

え難い。様々にあり得る姿のなかから、相互作用を展開し、相互補完性をもった連続的な

協力関係を含む「よい連携」などといった意味を獲得する必要がある。Luhmann（＝1990；

＝2007；＝2014）は、システム化の過程を意味の獲得過程と考えた。現実世界の解釈は多

様に存在し得る。この複雑な世界に秩序を与えるという、生を方向づける最も根源的な機

能を担うものを、Luhmann は「意味（semantics）」と名付けた（廣松ら 1998：1708）。

つまり、人間の共同生活は意味によって世界を秩序化するシステムの働きに基礎づけられ

ており（廣松ら 1998：1708）、コミュニケーションのみが社会システムとしての社会を自

己生産（autopoiesis）しているという考え方を採用する（Luhmann＝1990；＝2007；＝

2014）。多機関・多職種連携のシステム化を、「よい連携」という意味を獲得する過程と捉

えるならば、「よい連携」という意味を持たない「複数の機関・職種が一緒に援助する」場

合があり得ることも仮定される。そして、本研究が焦点を当てる「調整」は、「よい連携」

という意味の獲得に向けた働きかけである。 
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表 1 多機関・多職種連携の「あるべき姿」に関する記述 （実方 2014） 

記述内容         （ ）内は出典 

関係者間では「全ての家庭において子ども虐待は起こり得るもの」という認識が共有されていた。             

（徳永 2004；加藤 2007；厚生労働省 2008 等）  

関係者間では「子どもの最善の利益を守る」という価値観を共有していた。（伊藤ら 2005）  

関係者全員は「子どもの人権」を守るという価値観を共有していた。（徳永 2004；渡邉 1998）  

関係者間では、「子どもの生命・身体の安全が最優先」とされていた。  

（畠山 2005；小林ら 2007；田辺 2011 等）  

必要な時に子どもの安全を確保できるよう、子どもを養育者から分離（一時保護）する目安について

関係者全員で確認していた。（安部 2004；畠山 2005；市川 2011）  

子どものウェルビーイングを保障するための支援のあり方について、関係者間で話し合っていた。（芝

野 2005）  

子ども自身が持つ地域での人間関係や生活の場を保障するための支援のあり方について、関係者間で

話し合っていた。（芝野 2005）  

養育者を責めずに支えるための支援を実行していた（小林剛）2002；後藤 2005；小林ら 2007 等）  

養育者の今までの生き様や、養育者なりの「やり方」を尊重しようとする価値観が、関係者間では共

有されていた。（小川 2006；加藤 2009；山野 2010）  

関係者間で、養育者が「困っていること」「悩んでいること」に焦点をあてて支援の方法について検

討していた。（山野 2009；厚生労働省 2011b）  

関係者が行っていた、子どもやその家族への支援は統一されていた。（徳永 2004；小川 2006）  

この事例の対応において、関係者の中で誰が「最も困っていたか」について、関係者全員が理解して

いた。  （佐野ら 2003）  

支援の効果・成果に関する事後評価を関係者間で行った。   

（小林剛 2002；奥山 2002；高橋ら 2011）  

再評価（再アセスメント）を行う時期をその都度決めていた。（安部 2002；大橋 2006；波多野 2006） 

関係者間での連絡系統及び連絡調整のルールを確認していた。  

（黒葛原ら 2005；森田 2006；才村 2008）  

関係者間で、共有・合意された事項は、記録されていた。（加藤 2006；大橋 2006）  

支援するにあたり、養育者と一緒に課題や目標の設定を行っていた。   

（加藤 2004；田澤 2006；松宮 2011 等）  

お互いの都合や課題への取り組みについて、困難が生じていれば、補足しあえるように、関係者同士

で調整し合っていた。（堀内 2001；徳永 2004）  

関係者間では、お互いがどのように動いているのか理解していた。（小林ら 2007、山野 2009）  

ケース  においての各々の負担が偏っていないか、関係者同士で気を配っていた。（堀内 2001）  

 

 

第二節 研究の焦点としての「調整」 

1）調整の語意 

調整（coordination）とは、辞書には「調子をととのえ過不足をなくし、程よくするこ

と」（広辞苑第 6 版）とある。この概念は多義的に用いられており、関係各方面の了解を

とるといった広い意味から、市場の需給調整といった経済学に固有の意味まで様々にある
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（牧原 2009：6）。たとえば、法律学用語としての調整は、一般的には、利害関係を異に

する複数の当事者間の主張、企画、行為等の不一致について、調和を図り、解決を見出す

との意味で用いられる（佐藤ら 2003：1112）。子ども虐待という現象に巻き込まれた子ど

もやその家族を単独の機関・職種で支えることができないとすれば、クライエントはそれ

ぞれの機関・職種と援助関係を結ばなければならない。岡村（1955）は、相互に調和の保

障のない多数の社会関係を取り結ばなければならないこと自体、すでに重大な社会生活上

の困難を意味すると指摘していた。 

社会福祉実践、あるいはソーシャルワークにとって、調整はよく耳にする単語である。

岡村（1955）もまた、調整的援助をソーシャルワークの本質的機能の一つとしていた。「社

会福祉士及び介護福祉士法」第 2 条においては、社会福祉士の職務の一つとして「医師そ

の他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整」が含まれている。

『子ども虐待対応の手引き』には、連携は「伝える」ことから始まるが、一方的に伝えて

終わりではないと示されている。「連携」とは、互いに協力して同じ目的を持つことであり、

責任を共に担うという意識が大切とされ、「伝え、つなぎ、ともに考えていく作業」を行わ

なければならない（厚生労働省 2013b：204）。一方、調整の語義に従うのであれば、何ら

かの不調和が存在するがゆえに、調整する必要が生じていることになる。この不調和は、

「よい連携」という意味の獲得に失敗したと言い換えることもできるだろうし、「伝え、つ

なぎ、ともに考えていく作業」に不具合が生じた状態といえる。そして、この不調和が、

クライエントに「生」の困難をもたらす可能性をも含有するがゆえに、「調整」は子ども虐

待対応において必要とされているものと考えられる。 

 

2）死亡事例検証にみる連携の失敗 

「よい連携」という意味を獲得しそこなった連携についての理解は、「調整」が必要と

される背景を知ることにつながる。そこで、子ども虐待という現象の帰結としては最悪の

結果ともいえる死亡事例を参照することで、多機関・多職種連携において生じ得る不調和

について確認する。日本では児童虐待防止法第4条第5項において、国及び地方公共団体に

よる子ども虐待（心中事例も含む）が疑われる状況下において死亡した子どもの事例検証

（以下、死亡事例検証）を行う義務が定められており、厚生労働省社会保障審議会児童部

会の下に設置された専門委員会や各自治体が定めるワーキンググループなどで検証されて

きた。その目的は、事例の分析・検証を通して明らかとなった問題点・課題から具体的な

対応策の提言を行うこととされる（厚生労働省2014）。 

ここでは、主に国が行った死亡事例検証を取り上げる。医療・保健・福祉・司法など様々

な領域の専門家により構成された委員（社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の

検証に関する専門委員会）と厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課の職員がチームを組

み、現地に赴いてヒアリング調査を行い、年 5～6 回の検討委員会が開催されている。こ

の検討委員会での検証内容に、関係部署からの回答内容を加えて検証した結果を報告書に

まとめている。国による死亡事例検証は 2004 年から開始され、第 1 次から第 12 次報告ま

でに報告された対象事例は 918 件（1,080 人）、内訳としては心中以外の事例 558 件（651

人）、心中事例 330 件（454 人）である。これは年平均約 76.5 件（心中以外の事例のみで

は 51 件）となる（表 2）。対象となる子どもの年齢が低年齢層に集中しており、0 歳児だ

けで全体の約 40%、0 歳児を含めた 3 歳以下で約 70％を占める（表 3）。虐待分類として
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は身体的虐待が多いが、ネグレクトも毎年必ず報告されている。なお、心中事例はまた別

枠での議論が必要となるため、心中以外の事例を中心に取り上げる。この死亡事例検証で

は、子ども・養育者・そして家族全体の要因、社会的環境を含めた養育環境の要因などの

検証に加え、援助実態に関する検証も行われる。その中では、「調整」やケースマネジメン

トを担当する児童相談所や市町村の関与の有無についても調査項目に含まれる。第 1 次報

告から第 12 次報告までの児童相談所及び市町村の関与が認められた事例件数を表 4 に示

すが、報告された事例の内には一定数が児童相談所や市町村が関与していた。  

複数の関係機関や職種が関与していた事例に関する指摘事項を概観すると、情報共有や

役割分担の明確化が不十分な事例が報告されている（厚生労働省 2008；2009a；2014；

2015b）。クライエントが転居した際の自治体間での情報共有に関する問題や（厚生労働

省 2013a）、施設入所措置解除後の情報伝達の不備（厚生労働省 2011）、各機関が得た情報

が各機関間での共通認識やアセスメントに活かされていない（厚生労働省 2009a；2011；

2012b）、等といった指摘があった。厚生労働省（2011）によれば、家族構成員間の関係性

（役割、緊張関係、力と支配の関係など）、家族メンバーの養育上の信念などの観点から家

族がそれぞれどのような役割を果たしているか検討し、子どもの置かれた状況に関する共

通認識を形成することが重要との見解が示されている。また、関係機関において既に得て

いる情報が活用されず、全体を俯瞰した判断がなされていない事例も報告されていた（厚

生労働省 2016a）。 

役割分担については、学校が最初に虐待通告を児童相談所に行い、複数の機関が継続的

に関与する中でカンファレンスも開催されていたが、児童相談所任せの対応になっていた

との報告例もあった（厚生労働省 2009a）。逆に学校にリスク判断を委ねてしまい、児童

相談所が自らの役割を担うことができなかったケースもある（厚生労働省 2011）。役割分

担を決めないと関係機関同士で役割の重複や、援助の過程で本来実施しなければならない

ことが洩れてしまう状況が生じ、また進行管理担当を決めておかないと援助のタイミング

を逸する可能性があるとの指摘もあった（厚生労働省 2009a）。ただし、役割分担をすれ

ばよいといえるほど、単純でもない。松田（2008：299）は、自分たちのテリトリーの中

では、熱心に、苦労をいとわず、自分のやるべきことはきっちりやる傾向があるものの、

自分のテリトリーからはずれる範囲のことになると、一緒にやりましょうというスタンス

ではなく、「ここまでやりましたから、あとはお願いします」ということになりやすいと指

摘した。役割分担ではそれぞれの分担する役割が明らかになるが、これは「自分の分担で

はないこと」を明らかにする作業でもある。複数の援助者が関与することにより「人任せ」

になってしまう可能性もある。ゆえに、それぞれの機関が、互いに一歩前に踏み込んだ対

応をすることが必要との指摘もあった（厚生労働省 2016a）。こうした指摘からは、多機

関・多職種連携では、自分以外の援助職がかかわるがゆえに、「他人任せ」になってしま

う可能性も含んでいることがわかる。 

多機関・多職種連携では、それぞれの機関や職種は異なる「原理・原則」に従って援助

行動をとる。松田（2008：299）も子ども虐待には、多くの機関、組織と専門職がかかわ

りを持たざるを得ず、それぞれの機関で考え方、評価の仕方、支援の方法は同じではない

と警告する。情報共有や共通認識の形成、役割分担にしても、そうした差異をどのように

統合するかという課題のあらわれといえるだろう。そのため、死亡事例検証においては、

各援助者の物事の捉え方の違いへの対処に関する指摘もある。見解の相違により、機関同
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士が措置解除や支援方針等に関して対立することもあるが、それ以外にも、援助対象であ

る同一人物に対する評価が、援助者によって異なる場合があることも指摘されている（厚

生労働省 2016a）。通告元は子ども虐待の深刻さを過小評価している可能性もあり、子

どもや養育者に直接関わりを持つ人達のリスク判断と通告を受ける側のリスク判断が異な

る場合もあるため、それぞれの視点を活かすためには通告を受ける側の主体的な安全確認

も求められている（厚生労働省 2011）。また、「見守り」という援助方法は、様々に解釈

可能なために具体性に欠ける側面がある。事態の変化があった場合でも見守りを継続して

いたケースもあり（厚生労働省 2010）、複数の関係者や機関で関わる場合には、具体的な

見守りの内容やどのような場合に互いに連絡すべきかといった基準を明確にする必要性が

指摘されていた（厚生労働省 2009；2010；2011）。 

ここでは、多機関・多職種連携に関する指摘事項のみを抽出したが、当然、子ども虐待

の深刻化は連携上の課題にのみ依存するものではない。しかし、その一因となり得るとい

うことを肝に銘じる必要はあるだろう。死亡事例を契機に、多機関・多職種連携の仕組み

作りの再編に着手した国もある。例えば、イギリスでは、1970年代から1980年代にかけて

行政機関が関与していたにもかかわらず子どもが死亡した事例が相次ぎ、1990年前後に大

幅な法制度やシステムの改革が行われた（櫻谷2009）。1989年にChild Actの制定、連携に

関する運営マニュアルであるWorking Together to Safeguard Childrenが1991年に刊行さ

れた。そのような中で2000年にVictoria Climbié事件と呼ばれる子ども虐待事例が発覚し

た。この事例では子どもが亡くなった時の凄惨さ（養母となった叔母と内縁関係のパート

ナーからの日常的な暴力に加えて、悪質なネグレクトがあり、最期は真冬に暖房のないバ

スルームで排泄物にまみれて亡くなった）に加えて、複数の関係機関（9機関）が関与し

たにもかかわらず子どもが死亡したという衝撃の大きさから、イギリスの政策方針に一石

を投じたと言われる（藤田2004；柏野2007；櫻谷2009）。「亡くなった子どもに報いる」（厚

生労働省2008：1）ためにも、実践上明らかになった問題点から学ぶ必要があり、日本に

おいても制度設計への反映が望まれてきた。 
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表 2 死亡事例検証報告数  

  
件数 人数    件数 人数 

第

1

次  

心中以外  24 25  第

7

次  

心中以外  47 49 

心中 － －  心中  30 39 

計 24 25  計  77 88 

第

2

次  

心中以外  48 50  第

8

次  

心中以外  45 51 

心中 5 8  心中  37 47 

計 53 58  計  82 98 

第

3

次  

心中以外  51 56  第

9

次  

心中以外  56 58 

心中 19 30  心中  29 41 

計 70 86  計  85 99 

第

4

次  

心中以外  52 61  第

10

次  

心中以外  49 51 

心中 48 65  心中  29 39 

計 100 126  計  78 90 

第

5

次  

心中以外  73 78  第

11

次  

心中以外  36 36 

心中 42 64  心中  27 33 

計 115 142  計  63 69 

第

6

次  

心中以外  64 67  第

12

次  

心中以外  43 44 

心中 43 61  心中  21 27 

計 107 128  計  64 71 

（厚生労働省 2008；2009；2010；2011；2012b；2013a；2014；2015b；2016a をもとに論者作成）  

 

表 3 死亡事例検証報告 年齢構成 

年齢 件数  構成割合  

0 歳 283 45.20% 

1 歳 76 12.10% 

2 歳 53 8.50% 

3 歳 64 10.20% 

4 歳 36 5.80% 

5 歳 28 4.50% 

6 歳 13 2.10% 

7 歳 13 2.10% 

8 歳 3 0.50% 

9 歳 7 1.10% 

10 歳 4 0.60% 

11 歳 7 1.10% 

12 歳 3 0.50% 

13 歳 4 0.60% 

14 歳 4 0.60% 

15 歳 3 0.50% 

16 歳 6 1.00% 

17 歳 3 0.50% 

18 歳 16 2.60% 

 

 

 

0歳

45%

1歳

12%2歳

9%

3歳

10%

4歳

6%

5歳

5% 6歳

以上

13%

図 2 死亡事例検証報告 年齢構成割合  

（表 3 及び図 2 ともに厚生労働省 2008；2009；2010；2011；2012b；2013a；2014；2015b；2016a をもとに

論者作成）  
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表 4 死亡事例検証報告 児童相談所や市町村の関与 

 児童相談所の関与   市町村の関与  

 
件数 構成割合   件数 構成割合  

第１次  12 50.5%  － － 

第２次  14 29.2%  － － 

第３次  10 19.6%  － － 

第４次  12 23.1%  － － 

第５次  15 20.5%  － － 

第６次  7 10.9%  － － 

第７次  12 25.5%  － － 

第８次  7 15.6%  10 22.2% 

第９次  17 30.4%  16 28.6% 

第１０次  15 30.6%  13 26.5% 

第１１次  13 36.1%  10 27.8% 

第１２次  11 25.6%  12 27.9% 

（厚生労働省 2008；2009；2010；2011；2012b；2013a；2014；2015b；2016a をもとに論者作成）  

 

 

3）本研究が題材とする「調整」 

死亡事例検証の報告内容の多機関・多職種連携に関する指摘事項は、複数の機関・職種

の間にある調和の欠如とまとめることができるだろう。システム化の過程において、情報

の共有に不具合や、役割に関する認識のズレ、曖昧な言葉（例えば「見守り」）の解釈をめ

ぐる相違などが生じることにより、相互補完性や協力関係の連続性が阻害される場合があ

る。ここで問題となるのは、連携する人々の間に存在する「違い」である。こうした連携

する機関や援助職間の差異の問題は、多機関・多職種連携の不調和と関連付けられてきた。  

野中（2014：12）は、多機関・多職種連携においては、職種間の権力格差や性別による

格差が問題になることがあると指摘する。そして、それぞれの職種は、自分たちの価値観

と専門用語を持っていて、なかなか相手のことを認めようとしないと述べ、自らこそ犠牲

者であり、問題は相手の職種にあるという認識から離れにくいと指摘した（野中 2014：

12）。関わる職種や人数が多くなることで援助方針の一致を見出すことが難しくなり、混

乱が生じ易いとの指摘（堀木 1997）なども、差異の存在が多機関・多職種連携を難しくす

る要因と考えらえている表れといえる。問題にまさに直面しているのか、それとも伝聞情

報に接しているだけなのか等も含め、各メンバーの当事者意識や危機意識の違いが自らの

役割認識を減退させ、責任の押し付け合いを誘起する、あるいはアセスメントにも影響す

るともいわれる（佐野ら 2003；中板 2011）。当事者意識や危機意識の違いは、参加メンバ

ーの事情（専門領域、立場、経験度、など）に依存することはもちろん、クライエントの

テスティング（試し行動）による影響も考えられる（熊井 2007；中板 2011）。このような

不調和が生じる可能性があるからこそ、多機関・多職種連携には「調整」が欠かせないと

考えられる。 

世界は現実化され得る以上の多くの可能性を許容しているが、私たちに扱える情報量に
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は限りがある。システムは環境内で起こるあらゆる事態に応じてシステム独自の状態を確

立する、あるいはそうした事態に抗してシステム自身の作動を保持できるだけの処理容量

を持たない（Luhmann＝2007：192）。ゆえに、扱いきれない複雑性を束ねてひとまとめ

にする、もしくは無視するといった何らかの対処が必要となる（Luhmann＝2007：197）。

この意味の構築プロセスを Luhmann（＝2007：193）は、複雑性の縮減と名付けた。し

かし、意味を与えるということは、意味が与えられないものを排除することで成立する。

多様性尊重という行動原理に従えば、システム化の促進は、意味の与えきれない他者性が

排除される可能性をも含有する。異なる認識、理解し難い行動を、「間違った」援助と認識

するならば、援助システムの多様性は減じられことになり、クライエントが生きる現実世

界の多義性や可変性を扱いきれなくなる可能性が生じる。  

ゆえに、「調整」の課題は、差異の取り扱いであると、ソーシャルワーク理論において

は考えられてきた。例えば、ジェネラリスト・ソーシャルワークの立場からは、Johnson

ら（＝2004：486）が、「調整」を妨げる要素の一つとしてクライエント及びクライエント

のニーズや問題についての職種や分野の違いによる見解の相違を挙げている。実存主義ソ

ーシャルワークの立場からも、Thompson（＝2004：168）が、①優先順位、②価値観、

③悩みと関心点、④プレッシャーと束縛、⑤目的、⑥法的義務、⑦（クライエント、自分

自身、ソーシャルワーカーに対する）期待、といった点において連携相手と自分とが異な

っていることを思い起こさなければならないと指摘している。そして、このような相違点

が効果的な多機関・多職種の間のパートナーシップの邪魔になっていると考えることは非

常に安直な態度であると批判している（Thompson＝2004：168）。 

Thompson（＝2004：168）は、そのような違いが邪魔になっているとばかり考えるの

ではなく、違いがあることを認めて、肯定的に処理することが重要だと示した。Johnson

ら（＝2004：487）も、すべての専門職者がクライエントまたはクライエントのニーズや

問題について同じように考えている、あるいは考えるべきだという期待は、「調整」の大

きな妨げになるとし、違いを理解することが「調整」の第一段階であると指摘する。

Thomson（＝2004）や Johnson ら（＝2004）の指摘は、「調整」に多様性尊重が必要で

あるとするソーシャルワークの考え方を示している。自分の価値観と専門用語を持ってい

たとしても、異なる価値観や言語体系を認め、自らを犠牲者と定義するのではなく、問題

を「伝え、つなぎ、ともに考えていく」という認識こそ、「調整」における多様性尊重であ

り、ソーシャルワークが含む寛容さである。「調整」とは、皆が「同じ」になることを目

指す働きかけでもない。例えば、各メンバーはそのケースの一面しか見ていない場合が多

く、他機関の視点が入ることにより今まで見えていなかったところが見えるといった指摘

がある（徳岡 2005）。こうした利点は、違いがある人たちが共に援助するからこそ生じる

ものである。 

子どもや親、家族の福祉は多義性を帯び、可変性に富んでいる。複数の選択肢があると

いうことは、複数の意味への対応を可能にし、変化への対応を担保することにつながる。

ゆえに、多様性という、「いろいろ異なるさま。異なる者の多いさま」（広辞苑第 6 版）が

有する性質は、システムの適応には不可欠と考えられてきた（Axelrod et al.=2003：44）。

Johnson ら（=2004：485-486）によれば、「調整」によって画一的なサービス機関の資源

よりも格段に幅広い資源が利用可能になるという。「調整」において多様性を尊ぶことがで

きるのであれば、クライエントに複数の選択肢を確保し、多義性を帯びた子どもの最善の
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利益を実現できる確率を高めることができるかもしれない。 

こうした観点から、本研究では「調整」を連携内の同質化とは明確に区別し、肯定的に

差異を扱う必要性を示したい。機関間や職種間に関する「調整」の必要性や利点について

は今まで多くのことが語られてきた（Johnson et al. =2004：493）。子ども虐待対応にお

いても、「調整」の担当者が果たす役割は重要だからこそ、その力量の向上に努めるべき

とされている（厚生労働省 2014；2016a）。窪田（2013：62-63）は、連携の基本原則と

して、相手の立場や明らかになっている事情を尊重しつつ、節度ある連携を心掛けること

が必要であるとし、異なった専門職の領域を犯さぬようにする必要があると説いた。この

窪田（2013）の言葉を参照すると、自分とは異なる機関や職種（連携相手）を尊重するこ

とが必要であり、連携相手に具体的な行動を指図することは礼を欠いた行為となる。しか

し、自分一人でできると認識していれば、他機関や他職種に連絡を取ることに積極的な意

味を見出すことはない（山中 2003）。極端な言い方をすれば、連携相手に自分にはできな

いことを負担してもらう必要があるから連携するのである。窪田（2013）の指摘も、山中

（2003）の指摘も、連携の重要な側面としての、違いがある連携相手＝他者との付き合い

方という問題を表している。Johnson ら（＝2004：493）は、連携内の関係を維持、発展

させる方法（技術や技法）についてはそれほど多くの指摘は存在しないといい、それゆえ

に違うタイプの関係の性質についての理解や、それを促進、維持する方法を知ることは、

必要な知識の基盤になるかもしれないと示唆していた。 

 

第三節 研究目的 

1）認識的多様性がもたらす集合知 

 子ども虐待対応の場合、その援助効果が実証されたことにより、多機関・多職種連携が

推奨されるようになったとは言い難い。子ども虐待という複合的な現象に対応するために

は、様々な領域の機関や職種がともに働く必要に迫られ、そのために強調されるに至って

いる。すなわち、複数の援助者が、ただ集まれば、子どもの福祉を実現できるわけではな

い。ゆえに、いかにして集団を賢く機能させるかが「調整」の課題であり、認識的多様性

の活用にその活路を見出したいと考えた。集団が賢い選択を重ねることによって生み出さ

れる経験を、集合知（collective wisdom）と呼ぶことがある。集合知は、集団やコミュニ

ティ内での相互作用を通じて獲得される知識や洞察であり、人と人との「生きた結びつき

（living connection）」、そして地域や組織における「頼り合い」である（Briskin et al.＝

2010：22）。多機関・多職種連携が必要性から強調されてきたのだとしても、それが子ど

もや家族を虐待から守るための集合知の源泉となるように構築することが望まれる。  

集合知は複雑な現象に対応する際に適しているといわれる（Surowiecki＝2006：14）。

問題が単純であれば、集団よりも個人で対応する方が成果の質が高いことも多い。Fisher

（＝2012：109）は、整備士、詩人、気象学者と車で移動しているときにエンジンが故障

したなら、三人の平均的な意見をとるよりも、整備士に相談したほうがよい、と例示した。

しかし、複雑な問題に取り組む場合には事情が異なる。経済学者である Page（＝2009）

は、コンピューターシミュレーションを使った実験により、多様性が問題解決を行う上で

強力な武器となることを示した。いくつかの条件下（単純な解決策がない問題、微積分条

件｛全てのメンバーが局所最適をもつ｝および多様性条件｛異を唱えるメンバーが一人以

上いる｝が整っている、母集団の規模が大きい）においては、メンバーの能力の高さより



 

17 

 

も、多様なメンバーで問題に取り組む方が最適解を導き易いことを明らかにした（Page＝

2009：206-214）。Page（＝2009）の研究成果について、Surowiecki（＝2014：53）は多

様性そのものに価値があり、集団のメンバーを多様にするという単純なことだけでよりよ

いソリューションにたどり着けるという発見にこの実験の意義がある、と評価した。  

しかし、集団による問題解決は、個人によるものより必ずしも質的に優れているとは限

らない（釘原 2003）。釘原（2011：32）は、多様な分野の専門家から構成されたチームの

方が多様でない集団より生産的だとする研究成果もあれば（Pelz1956；1967）、年齢や在

職期間の違う集団では生産性の低下や離職率が上がるといった研究成果もあり（Pelled et 

al.1999）、一貫した結果は見出されていないと指摘した。釘原（2011：33-34）は、Harrison

ら（2007）の研究成果を引用し、一貫性のない成果の背景には多様性が明確に分類されて

いなかったことを指摘した。これまでの研究における多様性には次の 3 種類あるという。 

・分離（separation）：集団内の意見、価値観、態度の違い 

・多様な個性（variety）：集団内の情報、知識、専門性の違い  

・不平等（disparity）：集団内の権力、地位、収入の違い 

分離に関しては、その程度が大きければ（多様であれば）、葛藤や対立が生じる可能性

も高くなる。不平等については、その程度が大きくかつ正当性を欠く場合、権力闘争を招

くか、あるいは上位者に対する同調や服従が促進される可能性がある（釘原 2011：33）。

一方、多様な個性については、多様であるほどに、集団内における知識や専門性の重なる

範囲が小さくなるため、メンバー一人一人の存在価値は高まる。すなわち、集団にとって

必要不可欠な人材が多くなり、集団の潜在能力が最大限に発揮されることになる（釘原

2011：33）。しかし、「分離」や「不平等」の程度が高くなる可能性もあるため、それがパ

フォーマンスを低下する可能性もある（釘原 2011：34）。 

この分類に従えば、Page（＝2009）の研究は、多様な個性としての多様性を扱った研究

であった。Page（＝2009）自身の言葉を借りるのであれば、認識的多様性である。この認

識的多様性は、知識の多様性、視点の多様性、解釈の多様性、ヒューリスティック（問題

解決の方法）の多様性、という四つの要素を含む（Page＝2009：29）。本研究で扱う多様

性もまた、Page（＝2009）のいう認識的多様性である。Page（＝2009：265）は、「集合

的誤差＝個人的誤差の平均－予測の多様性」の式で表される多様性予測定理を示した。集

合的誤差とは、メンバーの予測値の平均と実際の値との差であり、個人的誤差の平均は個

人の予測値との実際の値との差の平均、予測の多様性とは各人の予測値の幅を意味する

（Fisher＝2012：107-108）。この式からは、集団が持つ集合的誤差は、答えの多様性があ

るゆえに、個人の誤差の平均よりも必ず小さくなることが分かる（Fisher＝2012：108）。

つまり、認識的多様性は個人の誤差を補正する役割を果たす。  

後述するが、子ども虐待はまさに複雑な現象であり、ゆえに子ども虐待対応には集合知

が有用と考えられる。Surowiecki（＝2014：55）は、「意思決定」、「ポリシー」、「戦略」

といった広範にわたるトピックについての専門家が存在し得るという確たる証拠はどこに

もないと指摘し、個人の判断は正確ではないし、一貫してもいないので、優れた意思決定

には認知的多様性が不可欠であると述べた。厚生労働省（2016a）は、複数の関係者・関
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係機関が参加して、チームで協議することによって判断の誤りを修正するグループスーパ

ービジョンの機会ともなると述べている。必要に迫られて強調されてきた多機関・多職種

連携ではあるが、集合知を生み出す装置となるのであれば、援助効果が期待できるからこ

そ多機関・多職種連携が求められるのだと主張することも可能となるだろう。Thomson（＝

2004）のいう「差異の肯定的な処理」とは認識的多様性を集合知に昇華すると言い換える

ことができる。「よい連携」という意味は、相互補完性（「頼りあい」）や連続的協力関係（「生

きた結びつき」）、つまり、集合知を生成することによって獲得されることになる。「調整」

が「よい連携」を目指して不調和の解消を行うのであるならば、認識的多様性を扱うこと

が必然となる。 

一方、Richmond（＝1991：94-95）は、多様性を扱う上では習得のために少なからぬ技

能を必要とすると形容した。この表現から、多様性の取り扱いが一筋縄ではいかないこと

が伺える。多様性には「調整」を乱す働きをもち、「調整」は多様性を均す働きを有する。

よい判断には多様性が不可欠だが、多様性が調整の問題を解決しにくくする場合もある

（Surowiecki＝2006：193）。生態学的アプローチで知られる Germain（＝1992：4）は、

多様性は自由の幅を広げるが、個人のアイデンティティを分裂させ、統合へのきずなを解

体させ得ると指摘する。Thompson（＝2004）や Johnson ら（＝2004）が指摘するように、

「調整」には差異や他者性の扱いを可能にする能力が必要となる。そして、集合知の生成

を目指す限り、子ども虐待対応においても、多機関・多職種連携の「調整」担当者には相

応の能力が求められるといえるだろう。 

 

2）子ども虐待対応における「調整」担当者の現状 

現状の子ども虐待対応においては、どのような専門的基盤を有する人たちが「調整」を

担当しているのだろうか。子ども虐待対応では、要保護児童対策地域協議会（以下、要対

協）という、地域を基盤に子どもやその家族について話し合うための協議体を設置すると

いう努力義務が市町村には課せられている。要対協は、多機関・多職種連携の制度的基盤

といえる。そして、この要対協の設置に合わせて、多機関・多職種連携の「調整」を担当

する調整機関を設定することも努力義務化された。この調整機関に配置される担当職員と

して、厚生労働省（2014）は、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する職員の採用や、

職員がこれらの資格を取得することを推進するよう推奨している。ただ、当面それが困難

であり、市町村において現職員で対応せざるを得ない場合には、保健師、保育士など子ど

もとその家族に対する直接援助について基礎的な素養のある者を充てるなどの工夫が考え

られるといわれてきた（厚生労働省 2006）。 

2015 年の段階では 8,704 名の職員の内、実際に推奨されている児童福祉司と同様の資格

を有する者は、1,818 名（20.9％）であった（表 5）。その内訳は、児童福祉司（医師・社

会福祉士・精神保健福祉士を除く）952 名（10.5％）、社会福祉士 746 名（8.9％）、精神保

健福祉士 105 名（1.2％）である（表 5）。なお、児童福祉法第 13 条第 3 項に定められた

児童福祉司の任用要件は、①都道府県知事の指定する児童福祉司等養成校を卒業、又は都

道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者、②大学で心理学、教育学もしくは社会

学を専修する学科等を卒業し、指定施設で１年以上相談援助業務に従事したもの、③医師、

④社会福祉士、⑤社会福祉主事として 2 年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生

労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの、⑥上記と同等以上の能力を有する者であ
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って、厚生労働省令で定めるもの、となっている。 

山野（2009）は市町村の「調整」担当の実態として、福祉専門職が少ない、担当者の力

量に左右される等の点を指摘していた。一定の専門資格を有する者5656名の中で、2015

年時点で最も多い資格種別は保健師・助産師・看護師1468名（16.9%）である（表5）。

次いで児童福祉司、教員免許保有者891名（10.2%）、保育士810名（9.3%）となっており、

社会福祉士は4番目の専門的資格という位置づけである。ソーシャルワークが必要とされ

ている分野と認識されているものの、実際にはソーシャルワーカーの基礎資格となる社会

福祉士や精神保健福祉士の有資格者が多数を占めているわけではないのが現状となってい

る。にもかかわらず、「調整」には、ソーシャルワーカーが求められている。その理由を

敢えて問い直すことが、実際に「調整」の質を担保する上で必要なのではないかと考えた。

加藤（2005：213）は、調整機関が定められることは妥当であるとしても、その機関がど

のような力量を求められるのかについて、必ずしも一定の見解に基づいて施行されるとは

言えないと指摘し、専門的行為としてではなく、行政事務の一環として、情報提供や助言

といったものをとらえているようにも見えると述べた。  

そのため、平成28年度に改正された児童福祉法の第25条2第8項において、要保護児童対

策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けな

ければならないと定められた。雇用均等・児童家庭局長通知「児童福祉司等及び要保護児

童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（雇児発0331第16号平成29年3月

31日付）において、調整担当者研修は  28.5時間（1コマ90分×19コマ：講義13コマ＋演習

6コマ）と規定された（厚生労働省2017b）。そして、一般到達目標（General Instruction 

Objective）として、「子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを

実践し、その一環として、関係機関の連携を促進し、役割分担の依頼、調整をすることが

できる」と示されている。 

その一方、「調整」に関わるソーシャルワーク理論に関する講義および演習科目として

は「児童家庭支援のためのソーシャルワーク」（講義1コマ＋演習1コマ）の中に「チーム

アプローチ」が含まれているのみである。この科目の中には「チームアプローチ」以外に

も、「ソーシャルワークの歴史」や「ソーシャルワークの原理と倫理」、「ソーシャルワ

ークの方法」、「支援計画の立て方」などの14の細目が含まれている。別に設けられてい

る「要保護児童対策地域協議会の運営」（講義1コマ＋演習1コマ）という科目の中では、

「各関係機関の特徴と役割」、「医療機関との連携」、「関係機関との適切な連携・協働

の取り方・あり方」など、多機関・多職種連携の構造を理解するための細目が並ぶ。「調

整」に関わる実践理論に割かれる時間数が相対的に少ない。その背景には、「調整」に「な

ぜ」ソーシャルワーカーが必要なのかが明確ではなく、ゆえに、「調整」に求められる技

術を高めようとする時に「何」について研修すればよいのかが分かりにくいからではない

かと考えられる。 
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表 5 調整機関の職員の資格種別 

      指定都市  

市・区（30

万人以

上） 

市・区（10

万人～30

万人未

満） 

市・区（10

万人未

満） 

町  村  合計  

一
定
の
専
門
資
格
を
有
す
る
者 

児
童
福
祉
司
と
同
様
の
資
格
を
有
す
る
者 

児童福祉司と

同様資格者  

145 211 237 250 103 6 952 

11.1% 23.4% 16.7% 10.7% 4.5% 1.3% 10.9% 

医師  
1 0 6 1 7 0 15 

0.1% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 

社会福祉士  
118 144 202 165 94 23 746 

9.0% 15.9% 14.2% 7.1% 4.1% 5.0% 8.6% 

精神保健福祉

士  

19 16 31 24 13 2 105 

1.5% 1.8% 2.2% 1.0% 0.6% 0.4% 1.2% 

（小計） 
283 371 476 440 217 31 1,818 

21.7% 41.1% 33.5% 18.8% 9.5% 6.7% 20.9% 

そ
の
他
専
門
資
格
を
有
す
る
者 

保健師・助産

師・看護師  

324 104 127 243 500 170 1,468 

24.8% 11.5% 8.9% 10.4% 21.9% 36.8% 16.9% 

教員免許を有

する者  

111 85 168 410 106 11 891 

8.5% 9.4% 11.8% 17.6% 4.6% 2.4% 10.2% 

保育士  
111 85 156 263 179 16 810 

8.5% 9.4% 11.0% 11.3% 7.9% 3.5% 9.3% 

（小計） 
546 274 451 916 785 197 3,169 

41.9% 30.3% 31.8% 39.2% 34.4% 42.6% 36.4% 

社会福祉主事  
209 95 136 165 43 21 669 

16.0% 10.5% 9.6% 7.1% 1.9% 4.5% 7.7% 

  （小計） 1,038 740 1,063 1,521 1,045 249 5,656 

   79.6% 81.9% 74.9% 65.1% 45.8% 53.9% 65.0% 

専門資格

無し 

一般事務職員  
151 77 225 649 1,176 202 2,480 

11.6% 8.5% 15.8% 27.8% 51.6% 43.7% 28.5% 

その他  
115 86 132 165 59 11 568 

8.8% 9.5% 9.3% 7.1% 2.6% 2.4% 6.5% 

 小計  266 163 357 814 1,235 213 3,048 

  20.4% 18.1% 25.1% 34.9% 54.2% 46.1% 35.0% 

合計  
1,304 903 1,420 2,335 2,280 462 8,704 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

一市町村当たりの配置人数  59.3 14.6 7.2 4.4 3.1 2.5 5 

「平成 25 年度子どもを守る地域ネットワーク等調査 第８表 要保護児童対策調整機関の職員数（平

成 25 年４月１日）」を基に作成  
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3）ソーシャルワーカーの必要性の実証にむけて 

子ども虐待対応の「調整」には、ソーシャルワーカーが必要である。このテキストを敢

えて問い直すためには、子ども虐待対応における「調整」がどのような実践で、その実践

にはどのような資質が求められるのかを明らかにする必要がある。この試みでは、「調整」

担当者として社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者の増加が目標となるわけではない。

子ども虐待対応における「調整」に求められる資質を明らかにすることで、「調整」という

実践の安定化を目指すこと。そして、「調整」の質を担保する上で、ソーシャルワークが積

み上げてきた経験や知識が役立つと示すことが、本研究の目的である。 

これまで、子ども虐待対応において専門性を担保する役割は、都道府県（児童相談所）

であった。従来の児童福祉法においては、あらゆる子ども家庭相談について児童相談所が

対応することとされてきた（厚生労働省2017c）。児童相談所に配属されるソーシャルワ

ーカーとしては、任用資格である児童福祉司がいる。しかし、すべての子どもの権利を擁

護するために、子どもと家庭への支援を行うに当たっては、本来子どもと家庭に最も身近

な基礎自治体である市町村がその責務を負うことが望ましいと考えられるようになった

（厚生労働省2017c）。2004年改正の児童福祉法では子ども家庭相談に応じることを市町

村の業務として法律上明確にし、都道府県（児童相談所）の役割を専門的な知識及び技術

を必要とするケースへの対応や市町村の後方支援に重点化することが明示された（児童福

祉法第3条第3項）。 

児童福祉法第10条には、市町村は子どもや妊産婦に対して必要な実情の把握、必要な情

報提供、相談対応や支援に必要となる調査及び指導及びそれに付随する業務、および福祉

に関する家庭その他に対する必要な支援を行うものと規定される。市町村に対しては、母

子保健サービスや一般の子育て支援サービス、障害児支援施策等をはじめ、虐待の未然防

止や早期発見を含め、すべての子どもに対する積極的な取組を行うという役割が課せられ

ている（厚生労働省2017c）。その一方、児童福祉法第10条第2項において、「市町村長は、

前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童

相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない」とされ、「専門的な知識及び技術」

を扱う役割は児童相談所に委ねられている。ここでいう「専門的な知識及び技術を必要と

するもの」とは、具体的には行政権限の発動を伴うケースが想定されている。「市町村子ど

も家庭支援指針」では、「市町村（支援拠点）が通告や相談を受けた段階で、子どもの安全

が脅かされている危機状態と考えられる場合には遅滞なく児童相談所に連絡する」と示さ

れており、「立入調査や一時保護、専門的な判定、あるいは児童福祉施設への入所等の行

政権限の発動を伴うような対応が必要と判断されるケースについては、児童相談所に送致

する等の連携を行う」とされている（厚生労働省2017c）。 

行政権限の発動とは、言い換えるならば、強制力の行使である。権利侵害の渦中にある

子どもを守るためには、子どもに対する親の監護権を抑制するための強制力が必要とされ

てきた。それが、児童相談所が有する、家庭内への強制的な立ち入り調査権であり、一時

保護（児童福祉法第 33 条）や親権者の意に反したとしても子どもを施設入所させること

のできる措置権（児童福祉法第 28 条）などである注）。子ども虐待対応といえば、真っ先

にこうした強制的介入を思い浮かべる人は少なくない。ゆえに、保護者から積極的な相談

がなくとも強制的に介入する子ども虐待対応（特に初期対応）は福祉ではないという意見

（久保 2014）もある。しかし、子ども虐待対応が発生予防から虐待を受けた子どもの自立
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に至るまでの切れ目のない支援であり、子どものみならず親を含めた家族への支援である

のだとしたら、こうした強制力を行使するだけで成し得るのだろうか。松本（2007）は、

介入と支援のはざまで、前者に誘導されがちな世論と政策の方向を、どのように後者に引

き付けることができるのかと疑問を呈す。 

子どもの虹情報研修センター（2006）は、人を相手とする福祉の現場では矛盾すること

が多いがゆえに、マニュアル化できない問題も多く生じ、ゆえに連携には優れて専門的な

コーディネーターが必要となると指摘する。権威や強制力を使うというのは、人々の行動

を「調整」するわかりやすい方法ではある（Surowiecki＝2006：114）。しかし、本研究で

は、あえて、権限に頼らない「分かりにくい」タイプの「調整」を扱う。子どもを親と分

離するのかしないのかを決めれば、子どもの権利を擁護したことになるのか。権限がなけ

れば、子どもの権利を擁護することはできないのか。そもそも、親の行為を「虐待」かど

うか、「いつでも」「正しく」判別することができる人間などいるのだろうか。こうした疑

問と真摯に向き合うことにより、子ども虐待対応には「福祉」的な要素が含まれているこ

とがあらためて明らかになるだろう。集合知の生成を目指す「調整」の検証では、複雑で

不確実な状況の中にあって、二分法を超える実践のあり方を模索することになる。たった

一つの道具を盲信する実践ではなく、様々な可能性を検討する中で最も子どもやその家族

に適した道具を「創る」実践として、「調整」には子ども虐待対応の要となる可能性がある。

子ども虐待対応における「調整」担当者には、児童相談所のような強制力を伴う行政権限

が付与されているわけではない。それでも、彼（女）らにできることがあるのだとしたら、

その内容には、強制力に頼らない対人援助実践の一つの形があらわれるものと考えられる。 

 

注）児童福祉法第 28 条には「保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監

護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第 27 条第 1 項第 3 号の措置を採ること

が児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ること

ができる」とされる。児童福祉法第 27 条第 1 項第 3 号とは「児童を小規模住居型児童養育事業を行う

者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若し

くは児童自立支援施設に入所させること」を指す。親権者や成年後見人の意に反して、子どもを施設入

所・里親委託する場合には、家庭裁判所の承認を経る必要がある（児童福祉法第 28 条第 1 項第 1 号）。 

 

第四節 研究方法 

1）ソーシャルワーク研究の視座と省察的実践 

ソーシャルワーカーはクライエントを制御するものであり、社会福祉学はそうしたシス

テムを維持させる装置であると糾弾されてきた歴史がある（三島 2007：103-110）。こう

した批判の代表例として挙げられていたのが、まさしく子ども虐待対応を行うソーシャル

ワーカーであった。権限に頼らない実践家像を再構築することは、ソーシャルワークの抑

圧性に対する批判への応答にもなるかもしれない。そして、子ども虐待対応における「調

整」の検証が、批判への応答に貢献できる可能性もある。狭間（2001：125）は、現代以

降は専門職的権威でも支配的関係でもなく、対等な関係に基づく協働的専門性が求められ

ているとし、ソーシャルワークも専門性を追求する方向を再考する時期にあると指摘して

いる。権限に依存しない専門性の一つの形について考える契機とするために、本研究では

ソーシャルワーク研究の一環として、「調整」について検証する。  
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ソーシャルワーク研究として「調整」を検証するにあたり、Schӧn, Donald A.の実践的

認識論（practical epistemology）に基づいて行うこととした。認識とは、「人間が物事を

知る働き及びその内容」（広辞苑第 6 版）をいい、「われわれの頭の中で起こる知性にかか

わるプロセス（記憶、思考、イメージなど）」（高橋雅 2008：3）であり、「情報の獲得や

処理に関わる精神活動」（藤永ら 2005：536）である。同義語に認知という言葉もあり、

最近では認知科学という学際領域も展開されている。哲学領域では伝統的に認識という訳

語が使われている（高橋雅 2008：3）。認識論は、本来、哲学研究の一つの基本形態なの

だが、人間の認識への反省的考察はすでに古代ギリシア時代から哲学的議論の中核をなし

ていたといわれる（廣松ら 1998：1242）。大谷（2014）は、ソーシャルワークには認識に

ついての専門性、「世界の見方」が求められると指摘している。ソーシャルワーク過程にお

いてアセスメント（ assesment；事前評価などと訳される）を重視し、自己覚知

（self-awareness）が強調されることなどからも分かる通り、認識は、ソーシャルワーク

にとって切り離しがたい課題となっている。 

認識論をめぐる立場の一つに社会構成主義（social constructivism）がある（佐藤 1999：

54）。現代ソーシャルワークに大きな影響を与えた思想の一つである。社会構成主義では、

人は何らかの知識によって世界を構成するという立場をとり、このことは、人は世界を言

説（discourse）によって構成すると言い換えることもできる（狭間 2001：99）。言説とは、

人間が世界（あらゆる現象を含む）を認識する際に用いる意味づけのパターンであり、「言

葉が構造化されたものであるとともに、知識と価値を含有しており、ある事柄が何である

かを指示する」（狭間 2001:66）ものである。つまり、言説とは、人が物事を認識しようと

する時に用いる「ものさし」であり、かつ「枠組み」である。本研究では、言説と同じ意

味で準拠枠（frame of reference）という表現を用いる。 

社会構成主義の立場では、最も広い意味では、同じものに対しても受け取り方は微妙に

異なるものであるという“当たり前”を自覚的に捉え直すことを根本に据え、あらゆる現

象を含む世界のあり様を再考しようとする（稲沢 2005）。本質主義が「～は…である」と

いう断定的な表現を用いるのに対し、社会構築主義はあくまでも相対的な立場をとり、言

説（準拠枠）の多様性を認める（狭間 2001：99）。空閑（2016：129）は、ソーシャルワ

ークは自分の価値観を相手に押し付ける仕事ではないと言明する。こうしたソーシャルワ

ークの特徴が、社会構成主義という認識論を必要としてきたのだろう。Luhmann（＝

1990；＝2007；＝2014）のオートポイエーシスと呼ばれるシステム理論も、この社会構

成主義の影響を受けている。人間を「社会・文化という系を抜きにしては存在し得ないと

考える」（佐藤 1999：66）のであれば、社会というシステムは「個人に秩序を与えていく

現実と、個人の主観的な意味形成によって作り上げられ、秩序や社会を現実のものにして

いく活動の二つの分離不可能な関係として理解する（佐藤 1999：55）。つまり、システム

は、人間の認識活動を基礎として意味付与によって構築されると Luhmann（＝1990；＝

2007；＝2014）は考えた。 

Schön（＝2001）の実践的認識論にも、社会構成主義の考え方の影響を見ることができ

る。Schӧn（＝2001）は、従来の実証主義に基づき生成される知識の問題点を指摘し、不

確実性や可変性、価値葛藤などをはらむ状況との相互作用を繰り返しながら創出する知識

の重要性を指摘したことで知られる。こうした認識論を基に行われる実践は、Schön（＝

2001）によって「省察的実践（reflective practice）」と名付けられた。Thompson（＝2004：
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177）は、Schön（＝2001）の省察的実践の特徴を次のように整理している。  

・選択的に、また適切に我々の専門的知識基盤に依拠する。また、フォーマルな知識とイ

ンフォーマルな知識の両方を使用する 

・理論と実践を統合する。理論を「既成」の回答を示すものとは考えない。  

・自分の頭で考え、想像力豊かで、創造的になる。 

・経験したことを熟考し、そこから学ぶ。  

・新しい考えやアプローチに対してオープンになる。  

Schön（＝2001：59）は、専門職の活動を科学的な理論と技術を厳密に適用する道具的

な問題解決にあるとする立場、技術的合理性（technical rationality）について、特に目的

が交錯し葛藤している場合には限界があると指摘した。専門職は卓越した知を持つことを

主張してきたが、その主張はほとんど高等教育機関における科学的研究から導かれた技術

や理論に根差しており、技術的合理性と技術プログラムという強力な考え方に基づいてい

る（Shön=2001：39-51）。技術的合理性の原理に基づく実践とは、科学的技術の合理的な

適用であり（佐藤 2001）、こうした目的に手段を確実に当てはめる方法論を用いることで

成功をおさめてきた。しかし、現代の複雑な状況を生きるクライエントが直面する問題は

複合的であり、専門職は専門分化した自らの領域を超える課題にクライエントともに立ち

向かっている（佐藤 2001）。解決すべき課題が複雑に入り組み、目的の葛藤が生じる中で

は、実証主義に基づく科学的研究から生まれた技術の使用はあまり役に立たない。なぜな

ら、私たちが達成すべき目的と、その目的達成が可能な手段の両方を構造化し、明らかに

することは、問題状況に枠組みを与えるという、技術ではない過程を通じてなされるから

である（Shön=2001：59）。同様に、解決が複数あり、専門家の実践パラダイムが葛藤す

る時も、技術の利用にとって明確な文脈はない（Schön =2001：60）。 

Schön =（2001：76）がいう、技術ではない過程とは、不確実性、不安定性、独自性、

そして価値の葛藤という状況で行われる「行為の中の省察（reflecting-in-action）」と名付

けられた過程である。技術的合理性の視点では、専門職の行う実践は、既に確立された目

的にとって最適で、利用可能な手段を選択することによって解決されると考える（Schön 

=2001：56）。たとえば、「チェックリストに従えば、アセスメントはできる」といった考

え方は、技術的合理性に準じた発想といえる。しかし、Schön（=2001：56）は、こうし

た問題解決をいくら強調しても、手段の選択、達成する目的、意思決定という問題を設定

する過程が無視されると指摘する。問題は所与のものではなく、当惑し、手を焼く、不確

かな状況の中から、実践家は問題を構成しなければならない（Schön =2001：57）。実践に

おいて「問題」とは、実践家の意味付与、つまり認識によって構築される。その過程が無

視されるがゆえに、Schön（=2001）の考え方に従えば、技術的合理性には限界があり、

不確実で不安定で独自的な、そして価値葛藤をもはらむ現実と向き合う中に、実践の知は

存在すると考えられる。 

 

2）「状況の中の人」としての「調整」担当者 

 Schön（=2001：119）によれば、行為の中で省察する時、その人は実践の文脈における

研究者になるという。その過程では、すでに確定した理論や技術のカテゴリーに頼るので

はなく、状況に枠組みを与えるように目的と手段を連動させながら規定することになる。

認識と行為は分けられるのではなく、認識は行為の一部となり、行為の実行が認識へフィ
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ードバックされる。Schön（=2001：120）は、「行為の中の省察」は、不確実な独自の状

況においてさえも進むことができるために、厄介で“多様な”実践状況に対応する実践家

の技法（art）の中心となるものであると述べた。 

Thompson（＝2004：27-28）は、生きていく上で確実なことはほとんどないと指摘し、

クライエントにとってもソーシャルワーカーにとっても不確実性はしばしば直面する問題

であると述べた。詳細については第二章以降で整理するが、子ども虐待においても、子ど

も、親、ソーシャルワーカーの全員が重大な不確実性に直面する。こうした場合に簡単な

回答を発見しようとする試みは多くの場合、有害な結果をもたらす（Thompson＝2004：

28）。不確実性と変化は互いに強化しあう傾向にあるがゆえに、簡単で、型通りの回答を

発見しようとする試みは失敗する運命にある（Thompson＝2004：28）。そのために、ソ

ーシャルワーク実践は不確実性と流動性に対して敏感になり、即応的になる必要があり、

それゆえに省察的実践が求められる（Thompson＝2004：28）。特に不確実性と変化が目

立っている場合には、考えの浅い、非批判的な実践は危険であり、注意深く考え、熟考を

続け、必要な場合は変化と展開には柔軟に対応することが必要だという（Thompson＝

2004：28）。 

Schön（=2001）が提示した実践的認識論は、技術的な問題解決を省察的探求というよ

り広い文脈の中に位置付け、不確実性と独自性における実践の技法と科学者の研究技法と

を結びつける認識論である。ゆえに、省察的実践は、両極端な「理論は何ら役立たない」

という立場と「理論は回答を示してくれる」という立場の間のバランスをとるのに役立つ

（Thompson＝2004：177）。Schön（=2001：119）は、専門職化を技術的熟達化と同一視

することがいまだに主流であるために、「行為の中の省察」は知の正当な形式として一般的

に受け入れられておらず、省察的実践に取り組む人々自身にもどかしさを感じさせている

と指摘する。それゆえに、「行為の中の省察」についての研究は極めて重要であると述べた

（Schön =2001：119）。Schön（=2001）の実践的認識論に従えば、実践家は省察という

認識プロセスを経ることで自らが置かれた状況に適応し続けていると解釈される。クライ

エントに対してだけでなく、日本の社会情勢や、国策によって構築されてきた制度に、「調

整」担当者は適応しようと努力しているのであり、それゆえに彼（女）らの実践は状況・

環境への適応の結果といえる。そうであるならば、「調整」担当者が行っている実践内容に

は、日本の子ども虐待対応が「何」を「調整」に求めているのかが、反映されているはず

である。 

Bartlett（＝1978：129）は、ソーシャルワーカーは、本来、また一貫して、状況がど

ういう意味を持つかという見地から見るとし、われわれは、これがソーシャルワークの唯

一の思考であるのみならず、明らかにソーシャルワークを理解していくために最も重要な

志向であり、特質であると語っていた。こうしたソーシャルワークの特質をも反映するこ

とができるため、Schön（=2001）の実践的認識論を下敷きとして研究デザインを構築し

た。この Schön（=2001）の実践的認識論は、心理社会的アプローチで知られる Hollis（＝

1966）が示した「状況の中の人（person-in-situation）」概念にも通じる考え方である。

Hollis（＝1966：8）は、「状況の中の人」が説明するのは、因果関係の条件主義者（conditionist）

が説くような玉突きの球のような人と環境との間の作用と反作用ではないとした。外的圧

力は個人の知覚に応じて直ちに修正され、個人は外的圧力に対する自己の知覚に独特のや

り方で反応する（Hollis＝1966：8）。こうした考え方に基づき用いられる「状況の中の人」
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を理解するということは、＜全体制＞（gestalt）に包含されているすべての人の心理の種々

な段階の理解を必要とすると説明した（Hollis＝1966：8）。Hollis（＝1966）が当時、説

明した「状況」とは、人間的状況（human situation）というクライエントにとって意味

を持つ多数の人間（役割網：role network）に限定していた。そのため、人間的状況以外

の要素も含めるために「環境の中の人（person-in-environment）」という表現が用いられ

ることもある。ただ、「環境」の場合、「状況（その場の、またはその時のあり様）」が持っ

ていた時間的要素が省かれてしまう。そのため本研究では、Hollis（＝1966）の「状況の

中の人」を使いつつ、場のみならず時間の影響もうける「状況」の意味を含ませて解釈す

る。 

子ども虐待対応の「調整」を行うという「状況の中の人」を理解することで、子ども虐

待対応の「調整」にソーシャルワークが必要とされるのかを明らかにする。資格取得状況

を見ても分かる通り、子ども虐待対応において「調整」を行う実践家を現時点において「専

門職」と定義することには些かの躊躇いもある。つまり、すでに確立されている専門性や

専門職性から演繹的に「調整」の固有性を示すことは、現時点では難しい。それゆえに、

状況との対話を重ねながら行われている実践から、帰納的に「調整」の固有性を明らかに

してみたいと考えた。そして、この「調整」の固有性とソーシャルワーク理論と照らし合

わせることで、たしかに子ども虐待対応の「調整」には多様性を尊重するソーシャルワー

クの寛容さが必要であると実証することを目指す。Bartlett（＝1978：20）は著書『社会

福祉実践の共通基盤』の中で、ソーシャルワークに関するテキストは、機関のプログラム

と専門職としての実践を同じ意味に使って論じていると述べ、過去にはソーシャルワーク

をタイトルに含む多くの研究が機関のプログラムが扱われていたものの、実践内容を扱う

研究が増えてきたと指摘していた。現状の日本の研究傾向については議論すべき点もある

が、本研究は後者の実践内容を扱う研究として位置づけられる。  

 

3）論文構成 

 研究方法としては文献研究、定量的研究、定性的研究を用いる。子ども虐待対応におけ

る認識的多様性の活用が必要であるという仮説の構築には文献研究法を用い、その仮説を

定量的研究法にて実証する。認識的多様性の活用が必要であることをデータで裏付けた上

で、実際にどのように認識的多様性を活用すればよいのかを定性的研究法によって探索的

に研究する。認識的多様性を活かすための「調整」の実践内容について、定性的データを

用いて分析する理由は、省察的実践が有する「豊かさ」を記述したいと考えたからである。

佐藤（2008：4）は、質的研究法は、定量的研究などで取りこぼされ、あるいは切り捨て

られてきた、言葉や文章、あるいは人々の行為に含まれている様々な「意味」を明らかに

してきたと指摘する。定性的データは、定量的データ（数値）には還元しつくせない、個

人的あるいは社会的な意味の世界を明らかにしていこうとする際には特に重要な役割を果

たすことが多い（佐藤 2008：15）。こうした理由から、省察的実践に着目して「調整」を

検証する上で定性的研究法を採用することとした。  

上述の研究方法を用いながら、以下の通りに論を進める。なお、図 3 にて論文の流れと

各章の関係性を示した。 

序章では研究の枠組みとして、子ども虐待対応を権利擁護のための実践と捉え、多様性
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を扱うという側面から「調整」を検証する姿勢を提示した。 

第一章では、子ども虐待対応以外も含めた多機関・多職種連携に関する先行研究の概要

を整理した。研究動向の把握には科学研究費補助金事業の採択課題を参照し、課題名のテ

キスト分析を行い、社会福祉学領域にみられる包摂的な課題設定の背景や構築・開発が求

められる多機関・多職種連携の特徴について明らかにした。 

第二章では、子ども虐待対応における多機関・多職種連携の概要を整理した。行政権限

に依存した対応の限界を指摘し、子ども虐待という不確実性を含む現象には、様々な可能

性に対処できるシステムが求められる。それゆえに、多様性を含有するシステムとして多

機関・多職種連携が子ども虐待対応の原則の一つとなると考えられた。 

 第三章では、多機関・多職種連携における「調整」をソーシャルワークとして理解する

ために必要となる理論的整理を行った。ソーシャルワークではグループワーク理論の中で

扱われており、課題グループに分類される。組織性と専門職性に関わる二重の準拠集団を

有する援助職の特性を示し、複数の援助職が集団化することによって起こり得る弊害につ

いて考察した。その上で「調整」におけるソーシャルワーカーの行動原理の一つ、多様性

尊重の意義を確認した。 

第四章では、先行研究レビューを通して強力な行政権限をもたない調整機関の特徴を整

理し、志向性（クライエントに寄せる関心）という実践上の焦点を示した。志向性には、

クライエントと援助職をつなぐ働きがある。一方、多機関・多職種連携内において志向性

は脆弱化する傾向がある。つまり、「調整」においても志向性の維持・強化を意識する必

要がある。特に、複雑な要因の相互作用によって生じる子ども虐待の場合、助けを必要と

する人≒クライエントが、子どもであり、かつ親であり、その家族であり、といったよう

に、クライエントの複数性を抱えている。そのため、連携する援助職はそれぞれの所属組

織や専門性により、たとえば母親に強く関心を寄せる者もいれば、子どもに強い関心を寄

せる者もいるかもしれない。つまり、志向性は各援助職の認識上の差異の影響を受ける。

ゆえに、志向性の維持・強化を意識した「調整」には、多様性を尊重する実践が必要との

仮説を立てた。 

第五章において、前章で立てた仮説を定量的データにより検証した。所属機関ごとに重

回帰分析の結果を比較したところ、志向性の触発要因が所属機関により違うこと、「メン

バー間で行う作業」が所属機関の違いを超えて志向性の触発に正の負荷を与えることが分

かった。クライエントとのつながり、志向性を見失った集団は、もはや、援助するための

システムとしては機能しない。そのため、「調整」において、この志向性の維持や強化を

意識した実践が必要になる。クライエントの複数性とともに、組織性という準拠枠の影響

により、志向性を強化する変数に差異が生じるのは必然といえる。「調整」においても、

こうした志向性の強化要因の差異を扱う必要がある。加えて、「メンバー間で行う作業」

をしているという認識が、組織の違いを超えて共通して志向性に正の負荷を与えることも

分かった。志向性の維持・強化という観点からは、差異があってもなお、共に通い合うた

めの作業が必要であること、つまり、個別性と共通性のバランスを「調整」する必要性が
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明らかとなった。 

第六章では、上述の検証結果を踏まえ、定性的データを用いて、多様性を尊重するとい

う寛容さに着目し、「調整」について検証した。認識レベルと行為レベルから「調整」の実

践内容を分析し、分析方法として、定性的コーディング法の一つである事例‐コード・マ

トリックス法を用いた。生成されたコード（＜＞で表記）の関連性を検討し、関連するコ

ードを統合することで認識文脈（≪≫で表記）を構築した。分析結果から、認識レベルに

おいて、＜不確実性＞と向き合いながらも＜希望を持つ＞ことも忘れず、志向性を意識し

て実践していることが分かった。認識レベルにおいて≪問題状況の構築≫を行い、≪差異

の包摂≫と≪共通性を見出だす≫ことを意識して連携相手へ働きかけていた。行為レベル

においては＜明確にする＞と＜明確化を避ける＞を使い分け、＜やり取りを重ねる＞とい

う形で対話に持ち込んでいる様子が伺えた。これらの分析内容を検討した結果、ソーシャ

ルワーク理論が有する寛容さとの整合性の高い実践となっていることが示唆された。 

終章では、結論を示した。「調整」に求められる資質を寛容性として記述し、クライエ

ントがいるからこそ、「調整」担当者は寛容にならざるを得ない点についても言及した。現

状の「調整」はソーシャルワークとの整合性のある実践となっていることが伺えた。「調整」

には相応の難しさがあるものの、その困難性ゆえにソーシャルワークが有用と考えられる。

権限に頼らないからこそできる寛容な「調整」像を示した。今後の課題として、「調整」担

当者の寛容性を養うためのスーパービジョンや教育・研修のあり方の議論、他領域への応

用可能性の検討、などを挙げた。 

 

 

図 3 論文構成 

  

序章 第一章 

多機関・多職種連携の先

行研究の整理 

第二章 

子ども虐待対応における

多機関・多職種連携の位

置づけの整理 

第三章 

多様性尊重という「調整」

の課題の提示  

終章 第四章 

検証仮説「クライエン

トへの関心（志向性）

を高めるには多様性

尊重が必要」の構築 

研
究
枠
組
み
の
提
示 

結
論
の
提
示 

第五章 
定量的データを用い

た仮説の実証 

第六章  

多様性を扱う

「調整」の実践

内容の分析 

 

・「調整」担当

者の認識レベ

ルにおける実

践内容 

・「調整」担当

者の行為レベ

ルにおける実

践内容 

・認識と行為の

関係 



 

29 

 

第一章 先行研究にみる多機関・多職種連携 

 

第一節 連携の概念的特徴 

1）連携の語義  

子ども虐待対応についての検証に入る前に、多機関・多職種連携に関する確認作業を行

いたい。まずは、連携の語義について確認する。連携を構成する「連」という文字には、

「①つらなる。つらねる。②ひきつづく。くりかえす。③ひきつれる。つれ。なかま。」（広

辞苑第 6 版付録）という意味がある。その基本的な意味は、「二つ以上のものが続く」こ

と、また「二つ以上のものをつなげる」ことを指す場合もある（円満字 2012：643-644）。

転じて、「二つ以上のものが同列に並ぶ」、さらに「二つ以上のものの集まり」を表すとさ

れる（円満字 2012：644）。「携」には「①手をつなぐ。②手に持つ。身につける。」（広辞

苑第 6 版付録）という意味があり、①の意味が転じて「“協力する”ことをも表す」（円満

字 2012：148）ようになったとされる。この二つの文字から構成される名詞「連携」は、

「スル」という言葉を付して使用するサ変動詞の語幹であり、辞書には「同じ目的を持つ

者が互いに連絡を取り、協力をしあって物事行うこと」（広辞苑第 6 版）と記載されてい

る。“連絡を取り合う”、“協力”という表現からも分かるように複数の人間が介在するこ

とが連携の前提である。そのため、個人の“連携する”という行為に加えて、その行為が

複数の人間によって実行された状態像をも含むことになる（実方 2014a）。 

研究領域における連携の定義を概観すると、前田（1990：13）は、連携とは「異なる分

野が一つの目的に向かって一緒に仕事をすること」と定義した。その上で、連携の発展段

階としては、まずは別個の組織が随時情報交換を行い、＜点＞へと展開される「連絡」段

階があり、異なる組織が定期的に業務提携を行い＜線＞で結ばれる「連携」段階、それが

発展すると別個の組織が統合化され、恒常的なつながりを持ち、＜面＞としてシステム化

されるという「統合」段階となるとしている（前田 1990：13）。この前田（1990）の定義

については、他職種・他機関での共同作業では必ずしも定期的なものに留まるとは限らず、

実践現場では「連絡」と「連携」とは一連であり、「連携」の一要素として「連絡」が含

まれるためにこの区別には意味がないのではないか、との疑問を呈する論者もいる（久保

2000；山中 2003）。これを踏まえ、久保（2000）は保健・医療・福祉の連携について、保

健・医療・福祉の各専門職ないしは各機関がある共通の目標に向けて互いに協力しながら

業務を遂行することと定義した。 

山中（2003：4）によれば、連携の目的にはメンバー間で共有されているという特徴が

あり、単独援助者の限界性の認識を前提とするとともに、今までの援助よりさらに多様で

総合的な援助の実現を目指しているといわれる。先行研究を整理すると、連携に関する記

述内容は、「行為・活動のプロセス」と「関係性」という概念に大別されることが分かっ

た（山中 2003）。また、松岡（2000：41）は、複数の論者の多職種間で行われる連携の定

義の共通項として「2 人以上の異なった職種で構成されていること、共通の目的、目標を

もって共に働くプロセスであることなど」を挙げている。同様に、栄（2010：54）も先行

研究を整理し、連携概念の構成要素として「①同一目的の一致、②複数の主体と役割、③

役割と資金の相互確認、④情報の共有、⑤連続的な協力関係過程」といった要素を抽出し
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た。その上で、「連携には、利用者のニーズの解決、ニーズを充足する複数の人および機

関、及びそれらの主体的な協力関係と役割分担を行い、情報の共有化を図りながら展開し

ていく過程が不可欠である」（栄 2010：54-55）と述べている。 

また、松岡（2000：22）の定義では、「主体性を持った多様な専門職間にネットワーク

が存在し、相互作用性、資源交換性を期待して、専門職が共通の目標達成を目指して展開

するプロセスである」とされる。この松岡（2000）の定義にもみられるように、連携の構

成メンバーは個々に自律していることが前提であり、「一緒に物事をする」という行為は

構成メンバーの同質化を目指すものではない。それゆえに、同質化を目指す「調整」もま

た、多機関・多職種連携には必要とされてはいないということができる。 

 

2）連携概念の曖昧さ 

他方、連携概念の実体化や共有化の困難性が、複数の論者によって指摘されている。松

岡（2000）は、連携は絶え間なく変化し、その時々によって異なると述べ、その概念を固

定化すことの困難性を指摘していた。川島（2005）は、連携の進捗が停滞する理由の一つ

として、連携概念自体が曖昧であり、具体的な目標を共有できていない点を挙げている。

「連携を強化する」という理念は理解できても、いざそれを実践するとなると具体的な目

指すべき姿を設定することが難しい（川島 2005）。子ども虐待対応においても、小林ら

（2007：120）が、連携・ネットワークという言葉は使い易いものの、連携の定義は使う

人間によって多義性を持ち、なかなか共有されていない気がする、と指摘した。  

私たちは多様な範疇に区分することで世界を秩序づけ、世界の中での自らの位置を定め

ているが、この範疇を心的に特徴づけるものが概念（concept）である（児玉 2009）。複数

の事物や事象から共通の特徴を取り出し、それらを包括的にとらえる思考の単位であり、

一般に内包（意味内容）と外延（適用範囲）をもち、イメージよりも言語との結びつきが

強い特徴がある（廣松ら 1998：209）。人間の認識は、外的な事物や現象を認識主体であ

るその人の内部に既にある「枠組み」（≒準拠枠）と合致させ、合致したときにその人にと

って「意味」をもち、その結果、意識に刻印されるといった過程を経る（浅井 2011）。浅

井（2011）は、人間は五感を通じて得られた情報の取捨選択を行っているのだが、そうし

ないと印象の洪水に溺れてしまうのと同時に、これが人間という主観性を持つ限られた存

在が世界と向き合い、対処する最も効率的な方法だと指摘した。私たちが印象の洪水に溺

れてしまうほど、世界は可能性にあふれている。  

このことは連携にも当てはめることができる。例えば、A と B という人々が、「連携」

していたとする。A にとっての「連携」は、“お互いに同じ情報を知っていること”だとし

たら、「連携」に必要な作業は、“電話をする”だけで十分かもしれないし、新しい情報が

入ったら連絡すればよいと考えるかもしれない。一方、B にとっての「連携」が“お互い

にできないことを補うこと”であったとしたら、相手のできないことが何かを知りたいと

思うかもしれない。または、自分にできないことも知ってもらいたいと思うだろう。お互

いのやり方を調整する必要があるかもしれないのであれば、電話での連絡だけなく、カン

ファレンス開催が必要だと考えることもある。にもかかわらず、新しい情報がないという
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理由で A が連絡せず、カンファレンス開催に消極的だとしたら、B は A に対して“連携し

てくれない”と思うかもしれない。しかし、A の連携像が必ずしも間違っているとはいえ

ないだろう。 

上記の例え話には、そもそも人間の認識は個別性に富み、複数の人々の間で常に一致す

るとは限らないという前提がある。状況によって、求められる連携行動も異なる。電話連

絡だけで済む場面もあれば、カンファレンスの開催が必要な場合もある。当該状況をどの

ように認識するのか、という個人差も蓄積されることを想定しなければならない。こうし

た認識の個人差の蓄積により、実際の行動にズレが生じることは、ある意味、自然といえ

る。多機関がかかわりをもち、虐待事例に対応しているとき、児童相談所や市区町村が動

いてくれない、対応してくれない、という不満が主に通告した施設や実際に密にかかわり

を持つ機関から出されることがある（松田 2008：271）。やる気がない、逃げ腰であると

いう風に見られがちであるが、実際には、双方の「思い」にずれがあることが多く、危機

感が伝わっていない、何をしてほしいのかが理解されていない、現在かかわりをもってい

る機関の対応がよいのでほかの対応がイメージできない、などといった場合がある（松田

2008：271-272）。つまり、連携相手の行動や考えに疑問が生じている時、連携相手は連携

したくないのではなく、「連携する」という概念の意味が異なっている可能性を想起しなけ

ればならないと考えられる。 

こうした連携概念の動態性・多義性について、実方（2013）は定量的データを用いて検

証した。回答者に自ら担当した事例を一つ想定して頂く事例想定法を用い、先行研究レビ

ューや予備調査などにより選定した連携に関する記述内容を変数化し、因子分析を行った。

その結果、連携概念を構成する 3 つの潜在概念（「メンバー間で行う作業」、「メンバーの

関係性」、「対象への焦点化」）を抽出した（実方 2013；2014a）。これらの潜在概念を得点

化し、任意で設定した他の変数（クライエントに対する認知、自身が担当する役割、バー

ンアウト傾向、等）との相関分析を行った結果、連携を構成する潜在概念は任意で設定さ

れた変数と相関関係を示し、その相関関係のあらわれ方が所属機関により異なることが分

かっている（実方 2013）。つまり、連携を認識する際には、クライエントの置かれた状況

や自身が担う役割、精神状況の影響を受ける可能性があり、そうした影響の受け方が所属

機関によって異なる可能性があった。また、概念の部分（潜在概念）に対しての影響であ

るために、その変化自体が認識しにくいとも考えられる。  

 連携という言葉は昨今では耳慣れたものとなった。それだけに、お互いに連携という言

葉の意味を“分かったつもり”になってしまうことも起こり得る。概念はその曖昧さも含

めて、人間らしい活動（≒認識）により創出される。ソーシャルワーク的な観点から言え

ば、人間らしさを排除することはその行動原理に反する。そうであるのならば、いかにし

て認識の曖昧さという人間性を包摂するかは、ソーシャルワーク上の課題とみるべきだろ

う。尾崎（1997：17）は、対人援助の専門性とは援助という仕事が本来持つ曖昧さ・無力

感を不健康に否認しない姿勢から生まれると述べていた。「調整」とソーシャルワークの整

合性を見極める上では、こうした曖昧さを否認しない観点が必要になると考えられる。  

 

3）関連する概念について 

「①同一目的の一致、②複数の主体と役割、③役割と資金の相互確認、④情報の共有、
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⑤連続的な協力関係過程」（栄 2010：54）といった特徴を持つ概念は、連携以外にも複数

あ る 。 英 語 圏 に お い て も 、 “collaborative practice” 、 “Working together” 、

“Inter-professional working”、“Inter-disciplinary working”、“Working in partnership”、

“Multi-agency working”、“Multi-professional working”など 11 種ほどあるといわれる

（Whittington2003）。日本における代表例としては、ネットワーク(network)、協働、チ

ーム・チームワーク（team／team work）、等が挙げられるだろう。 

network は、オクスフォード現代英英辞典（Oxford advanced learner ’s dictionary）で

は「①道や、線、管、神経根、などが互いに交差し、つながっている、複雑なシステム、

②情報を交換し合う人々や企業などの近しい関係にある集団、③設備や情報を共有するた

めに一緒につながっているコンピューターやデバイス群、④違う場所にいながらつながっ

ており、同じ時に同じプログラムを放送するラジオやテレビ局の集団」と説明されている。

ネットワーク概念を提唱したことで知られる Lipnack,J. & Stamps,J.夫妻は「われわれを

結びつけ、活動・希望・理想の分かち合いを可能にするリンク」（Lipnack et al.=1984：

23）と定義し、ネットワーキング（networking）を「他人とのつながりを形成するプロセ

ス」とした。日本にネットワーク概念を広めた一人でもある金子（1986：7-8）は、「複数

の『モノ』がある程度持続性のある何らかの関係を基礎にある種のまとまりを形成してい

るもの」と定義している。 

社会福祉領域では、山手（1996：45）は「ネットワーキングは官僚制組織・専門分化な

どによるセクショナリズム、その結果としての人間の疎外・分断化に対する批判とそれら

を克服して人間の主体性と連帯を回復しようとする参加民主主義・ヒューマニズムの思想

に基づいている」と述べている。また小坂田（2004：26）は、「要援護者に関係のある専

門職、機関、団体、知人、近隣の人々、ボランティア、家族など、複数の『モノ』が、あ

る程度持続性のある何らかの関係を基礎にして、ある種のまとまりを形成し、相互に連携

している援助の網目」と定義した。山野（2009：65）は、こうした先行研究を整理し、ネ

ットワークの定義には「①相互作用性、②資源交換性、③成員の多様性、④成員の主体性、

⑤成員の対等性、を豊富に持つ状態」が含まれていると整理した。 

協働は、「協力して働くこと」（広辞苑第 6 版）という意味を持つ。協働の定義の代表例

としては、「2 つかそれ以上の専門職におけるコミュニケーションや計画、行動を含むやり

取りの協力的な（cooperative）プロセス」（Germain1984：199）などが挙げられるだろ

う。また、福山（2009：281）は「協働体制とは、ソーシャルワーク実践現場で、施設・

機関内および外で、部門・専門職・機関間で複数の専門職がチームを形成し、利用者本人

や家族と共に、援助・支援という特定の目的に向かい、方針を計画する作業を参画し、そ

れぞれの責任、役割、機能を果たし、設定したそれぞれの目標を達成するためのチームと

してのアウトカムを生むプロセスである」と定義している。  

team は、オクスフォード現代英英辞典第 9 版（Oxford Advanced Learner ’s Dictionary 

9th Edition）には「①特定の試合やスポーツをほかのグループと競う人々の集団、②特定

の仕事を一緒にこなす人々の集団、③カート等を引くために一緒に用いられる二匹以上の

動物」と説明されている。菊池（1999）は、先行研究からチーム概念の共通項として｢共
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通の／共有された目標｣、｢メンバーの相互依存的な協働｣の 2 つを見出し、この 2 つの要

件を満たしていない場合、集団であってもチームとは言えないと述べている。その上で、

「対人援助サービスを行う多職種チームとは、分野の異なる専門職が、クライエント及び

その家族などの持つニーズを明確にした上で共有し、そのニーズを充足するためにそれぞ

れの専門職に割り当てられた役割を、他の専門職と協働・連携しながら果たしていく少人

数の集団」（菊池 1999：279）と定義した。必ずしも同一機関内の集団を指すわけではな

く、異なる組織のメンバーから構成されることもある（菊池 2004）。例えば、アメリカで

は、子ども虐待対応を行うための多機関・多職種からなる対応集団を構築することが各州

法により定められているが、この集団は一般に Multi-Disciplinary Team（MDT）と呼ば

れている。 

これらの概念の使用には定義者の何らかの意図があると考えられる。一方で、主概念と

して「ネットワーク」を語る中に「連携」は表れ、「協働」を語る中に「チーム」が表れ、

「チーム」が語られる中に「協働・連携」は表れている。ある語の説明を、他の語を用い

ずに行うことが不可能だとしても、それぞれの概念の近似性や互換性の表象とみることも

できるだろう。例えば、山本美（2009：70）は、国が推進している連携とは、多職種間の

ネットワーキングのことと解釈されると述べている。また、松岡（2000）は連携とは英語

の“collaboration”であるといい、現在では「協働」と訳されることの多いその語のルー

ツは“work together”（共に働く）という意味であると解説している。そして、本来は協

働と訳すのが相応しいが、まだ概念として定着していないゆえに連携を用いると述べてい

た（松岡 2000）。山下（2008：204）は、協働の言葉が地域福祉推進の場において頻繁に

使われるようになったのは 1990 年代の最初だったと記憶していると述べている。専門誌

『ソーシャルワーク研究』にて「ソーシャルワークにおける連携と協働の技法」という特

集が組まれた際、その巻頭言にて山崎（2009：1）は、協働と連携とを切り分けて協働と

いう用語を用いることに躊躇がなかったわけではないと述べた。その理由として 2000 年

初頭の保育所指針改定に携わった際、保育所と家庭・地域との関係について、連携よりも

一歩踏み込んで協働としたほうが明確になるのではないかと発言したが、当時はまだ協働

という概念が分かりにくいということで見送りになったと述懐した（山崎 2009）。しかし

ながら 2000 年代後半に入ると行政資料などにも度々、協働が登場するようになったこと

を「時代の要請として踏まえ」（山崎 2009：1）、連携と協働を切り分けるに至ったという。 

それぞれの語の原義にみられる、①集団であること、②何らかの相互依存関係にあるこ

と、といった特徴は共通している。語は常に更新され、原義に付加価値が乗せられるもの

だが、新しい概念を登場させることで、何らかの壁を乗り越えようとしてきたと読むこと

もできるだろう。たとえば、それは耳慣れてしまった連携という言葉にはない“新鮮味”

であるのかもしれない。子ども虐待対応に限らず、多機関・多職種連携の問題点は、少な

からず指摘されてきた。そうした背景から「一歩踏み込んだ」（山崎 2009：1）、新しい概

念が求められてきたといえる。一方で、批判の中心にある本質的な課題は、別の語に置き

換えれば乗り越えることができるわけでもない。本質的に概念それ自体が曖昧さを帯びて

おり、実体化や具体化には困難を伴うと考えられるからである。そうであるとすれば、連

携強化を繰り返し唱え、あるいは他の言葉に置き換えたとしても、複数の人々の「一緒に

援助するシステム」のとらえ方の違いを乗り越えることができるとは考えにくい。異なる

概念を提示したとしても、結局は、行動や状態像はさまざまに解釈が可能である。課題と
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なるのは、皆が同じように援助システムを捉えることではなく、自身と連携相手が描いた

概念像の違いを考慮に入れて、行動することだろう。本研究では連携概念を用いているが、

他の概念を否定する意図はない。ゆえに、先行研究などにおいてネットワーク、協働、チ

ーム、といった関連概念を参照する場合はこの限りではない。  

 

第二節 多機関・多職種連携の研究動向 

1）科学研究費補助金事業を題材にした検証  

 上記までで整理した通り、昨今では、連携は耳慣れた言葉となってきた。山中（2015）

は、社会福祉のさまざまな領域で、社会福祉だけでなく他領域・他職種の専門職者と連携・

協働して支援することがスタンダートとなってきていると述べた。村田（2011）は、医師、

看護師、介護支援専門員、介護福祉士、作業療法士、社会福祉士、理学療法士、臨床心理

士、の倫理綱領を精査し、そのすべてにおいて他の職種との連携・協働に関する記述がみ

られ、業務遂行にあたり日常的な行動規範として求められる態度であると示した。  

そこで、社会福祉領域内外における多機関・多職種連携に関する研究動向について簡単

に整理し、社会福祉領域とそれ以外の領域に見られる特徴を確認する。その際、科学研究

費補助金事業（以下、科研費）のデータベースを活用し、先行研究について整理していき

たい。科研費は人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用ま

でのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを

目的とする「競争的研究資金」であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的

な研究に対する助成を行うものとされる注）。1939 年に制度が開始、当初は自然科学領域に

限定されていたが 1943 年に人文・社会学系の研究も対象とされるようになった。2016 年

度の予算額は 2,273 億円となっており、現在、科研費は政府全体の競争的資金の 5 割以上

を占める我が国最大規模の競争的資金制度となっている（日本学術振興会パンフレット）。 

競争的研究資金を活用した研究のみに学術的価値があるわけではない。しかしながら、

玉石混淆の中から「研究」と呼ぶに足る水準の研究成果を抽出するにあたり、本研究では

一定の審査を経た研究課題を取りあげるために科研費に注目した。その科研費の研究成果

は、広く国民に公開するために、国立情報学研究所の「科学研究費助成事業データベース

（KAKEN）」（URL: https://kaken.nii.ac.jp/）にて開示されている。このデータベース

には、1965 年以降の採択課題の情報（研究代表者所属・職・氏名、研究課題名、配分額等）

などが登録されており、研究種目名、研究者名、専門分野名など、様々な項目により、情

報検索を行うことができるようになっている（日本学術振興会パンフレット）。このデータ

ベースを活用し、これまでの多機関・多職種連携に関する研究動向を検証する。  

分析方法としては、科研費に採択された研究課題の課題名をテキストマイニングし、多

機関・多職種連携に関する研究において主たるテーマとして扱われた内容を検証した。分

析対象は、KAKEN データベースに登録されている 2015 年度までに新規採択された課題

である。先述の通り、連携以外にも同様の意味を持つ概念は存在する。そのため、データ

ベースを検索する際には、「連携」の他、「ネットワーク」、「チーム」、「協働」などの関連

概念も投入し、検索対象を課題名のみならず、登録されている抄録や研究報告書にまで広

げた。その結果、22,729 件の研究課題を抽出た。その上で「対人援助領域において一定の

責任を負う、複数の専門職による援助（システム）」に関する内容を課題名に含む研究課題

のみを絞り込み、結果、637 件を抽出した。この 637 件の課題名をテキストマイニングの
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手法で分析した。テキストマイニングのために用いる分析ソフトは IBM SPSS Text An-

alytics for Survey である。倫理的配慮として、個人情報保護、および差別的表現の排除、

著作権保護、等の人権尊重の精神を遵守した。KAKEN データベースの利用規定、および

一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理指針、立教大学コミュニティ福祉学部・研究科倫

理指針に則り、検証した。 

 

2）採択課題の傾向 

 KAKEN データベースの登録データは 1965 年度からとなっているが、多機関・多職種

連携に関わる研究課題としては 1970 年度から抽出された（課題名「新入生の指導の在り

方=外国語教科指導上における中学校・高等学校の連携=」）。連携に関する採択課題数の年

次推移は図 3 の通りである。公開されている科研費の新規採択課題数としては、1990 年

は 13,200 件、1995 年は 19,800 件、2011 年には 26,200 件、2015 年には 27,091 件と推

移している。そうした全体の採択課題数からみれば、多機関・多職種連携は多数を占める

研究対象でない。一方で、1990 年代前半までは年に数件程度であった採択課題数が、2000

年以降、二桁台にまで増加している（図 4）。 

研究分野別にみると、多機関・多職種連携を扱う機会が多くなっているのが、看護学の

分野であった（41.6％）。次いで、教育学（26.4％）、社会福祉学（15.5％）、医歯薬学（12.9％）、

と続く（図 5 および表 6）。図 6 に分野別の採択課題数の年次推移を示す。1980 年代半ば

までは教育学領域でのみ採択されていたが（1 件程度）、1990 年代に入ると他領域でも徐々

に採択されている。各領域ともに 2000 年代から相対的に増えているが、最も増加傾向が

みられたのが、看護学領域であった。採択課題 1 件当たりの研究費の総配分額（間接経費

含む）の平均については、年度ごとにばらつきがある（図 7）。研究計画年数も一定ではな

いため、この数字はあくまでも参考値ではあるが、2015 年までに 29 億円ほど公費が投入

された。 

 

 

図 4 採択課題数の年次推移 
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図 5 研究分野ごとの多機関・多職種連携採択課題数の割合 

 

表 6 研究分野ごとの隔年の採択課題数 

  
医歯薬

学 看護学 教育学 

社会福祉

学 

 

 
医歯薬

学 看護学 教育学 

社会福祉

学 

1970 年 0 0 1 0  1993 年 0 0 1 1 

1971 年 0 0 1 0  1994 年 1 1 0 0 

1972 年 0 0 1 0  1995 年 1 4 0 1 

1973 年 0 0 1 0  1996 年 0 1 1 5 

1974 年 0 0 1 0  1997 年 0 2 2 2 

1975 年 0 0 1 0  1998 年 1 2 5 0 

1976 年 0 0 0 0  1999 年 0 0 3 2 

1977 年 0 0 1 0  2000 年 2 3 3 0 

1978 年 0 0 0 0  2001 年 2 7 3 0 

1979 年 0 0 1 0  2002 年 5 7 3 3 

1980 年 0 0 1 0  2003 年 2 4 8 0 

1981 年 0 0 1 0  2004 年 1 10 8 5 

1982 年 0 0 1 0  2005 年 0 13 9 2 

1983 年 0 0 1 0  2006 年 2 9 14 13 

1984 年 0 0 1 0  2007 年 2 17 13 5 

1985 年 0 0 3 0  2008 年 3 16 5 6 

1986 年 1 0 0 0  2009 年 6 22 12 8 

1987 年 0 0 1 0  2010 年 8 26 14 10 

1988 年 1 1 0 0  2011 年 12 26 14 9 

1989 年 0 0 1 0  2012 年 12 26 10 6 

1990 年 0 0 1 0  2013 年 5 26 10 13 

1991 年 2 1 0 0  2014 年 6 17 10 3 

1992 年 1 0 0 2  2015 年 6 24 13 3 

     
 合計 82 265 168 99 

医歯薬学

13%

看護学

42%

教育学

26%

社会福

祉学

16%

心

理

学

0%

数

物

系

科

学

1%

言語学

1%

複合領域

1%

 

分野 件数 ％ 

医歯薬学 82 12.9 

看護学 265 41.6 

教育学 168 26.4 

社会福祉学 99 15.5 

心理学 3 0.5 

数物系科学 6 0.9 

言語学 5 0.8 

複合領域 9 1.4 

合計 637 100.0 
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図 6 研究分野ごとの採択課題数の年次推移  

 

 

図 7 総配分額の平均 

 

3）形態素分析および頻度分析の結果 

 次に、形態素分析の結果を示す。テキストマイニングでは、分析対象となる文章を単語

ごとにばらばらに分割する必要があるのだが、これを形態素分析という（荒井 2015）。こ

の形態素分析をさらに進め、出現頻度を明らかにする手法が頻度分析である。なお、領域

ごとの特徴については次節以降で整理するため、ここでは全体の分析結果のみを示す。上

位 99 位までの結果は、表 7 の通りである。 

 出現率（表 7 の「%」の列）をみると、最も多いのは「連携」だが、それに次いで「構

築・開発」というコンセプトが全体の 53.2％において課題名に使用されていた（表 7）。「構

築・開発」は、1990 年代以降から出現頻度が増え（表 8）、採択課題数の増加とも連動し

ていた（図 8）。なお、本研究が扱う領域に関していえば、「子ども」（9.6％）、「虐待・権

利侵害」（4.2％）、「マネジメント・調整」（4.1％）、「福祉・ソーシャルワーク」（2.8％）、

となっている（表 7） 
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表 7 抽出されたコンセプト（上位 99 位）              ％は出現率 

順位  抽出されたコンセプト 頻度  ％ 

 

順位  抽出されたコンセプト 頻度  ％ 

1 連携  386 60.6    52 学習  31 4.9  

2 構築・開発  339 53.2    52 役割・機能  31 4.9  

3 システム・体制  171 26.8    54 視点・焦点  30 4.7  

4 その他医療関連  162 25.4    55 あり方  29 4.6  

5 志向・目的  139 21.8    55 予防  29 4.6  

6 教育  131 20.6    55 情報  29 4.6  

7 ケア 98 15.4    55 学校（教育機関）  29 4.6  

8 カリキュラム・プログラム  92 14.4    55 終末期・緩和ケア  28 4.4  

9 組織（施設・機関）  89 14.0    55 国際・各国  28 4.4  

10 教科・教育課程・授業  78 12.2    55 地域  28 4.4  

11 小学校  76 11.9    62 生活  27 4.2  

12 在宅  73 11.5    62 虐待・権利侵害  27 4.2  

13 傷病  72 11.3    64 介護  26 4.1  

14 家族・家庭・親  69 10.8    64 マネジメント・調整  26 4.1  

15 推進・促進・強化  68 10.7    66 指導  23 3.6  

16 その他職種  63 9.9    67 リスク・困難  22 3.5  

16 実践・臨床  63 9.9    67 生徒・学生  22 3.5  

18 子ども 61 9.6    67 調査  22 3.5  

18 包括・総合・統合  61 9.6    70 対策・政策  21 3.3  

20 中学校  60 9.4    70 持続・継続  21 3.3  

21 ネットワーク 59 9.3    72 サービス・事業  20 3.1  

21 協働・協同  59 9.3    73 福祉・ソーシャルワーク  18 2.8  

23 モデル 58 9.1    74 課題  16 2.5  

24 評価  57 8.9    74 比較  16 2.5  

25 看護師・助産師など 54 8.5    74 中心  16 2.5  

25 高齢者  54 8.5    74 女性・妊産婦  16 2.5  

27 患者  53 8.3    78 福祉職  15 2.4  

28 効果  51 8.0    78 災害  15 2.4  

29 検証・分析  50 7.8    80 退院  14 2.2  

29 障害  50 7.8    80 実態  14 2.2  

31 専門・専門職  46 7.2    82 移行  13 2.0  

32 支援・相談  45 7.1    82 保健師  13 2.0  

32 間  45 7.1    82 要因  13 2.0  

34 看護  43 6.8    82 ニーズ  13 2.0  

35 高校  42 6.6    86 提供・供給  12 1.9  

36 利用・活用・受益  40 6.3    86 プロセス 12 1.9  

36 実証  40 6.3    86 特別支援学級／学校  12 1.9  

36 保健・健康  40 6.3    86 改善・解消  12 1.9  

39 チーム 39 6.1    86 活動  12 1.9  

40 方法・技術  38 6.0    91 メディア・端末  11 1.7  

40 保育園・幼稚園  38 6.0    91 共有・共通  11 1.7  

42 指標・基準  36 5.7    91 社会  11 1.7  

42 コミュニケーション・関係  36 5.7    94 精神科医療  10 1.6  

44 教員・教育関連スタッフ 35 5.5    94 医師  10 1.6  

44 基盤・基礎  35 5.5    96 資源・人材  9 1.4  

46 大学  34 5.3    96 認識  9 1.4  

47 育成・トレーニング 34 5.3    96 経営・経済  9 1.4  

48 能力  33 5.2    99 その他コメディカル  8 1.3  

49 特性・質  32 5.0  

 
99 合意形成場面  8 1.3  

49 ツール(教材・尺度・等） 32 5.0  

 
99 意識  8 1.3  

49 アプローチ・介入  32 5.0   99 リハビリ 8 1.3  
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表 8 年代ごとの出現コンセプトの比較                ％は出現率 

【1970～1989】  【1990～1999】 

順位  コンセプト 件数  ％  順位  コンセプト 件数  ％ 

1 連携  10 76.9  1 連携  22 44.9 

2 教科・教育課程・授業  8 61.5  2 構築・開発  15 30.6 

3 中学校  6 46.2  3 システム 12 24.5 

3 教育  6 46.2  3 その他医療関連  12 24.5 

3 高校  6 46.2  3 ネットワーク 12 24.5 

6 志向・目的  4 30.8  6 在宅  10 20.4 

6 構築・開発  4 30.8  6 支援・相談  10 20.4 

6 システム 4 30.8  8 組織（施設・機関） 9 18.4 

9 地域  3 23.1  9 障害  8 16.3 

10 社会  2 15.4  9 学校（教育機関） 8 16.3 

10 指導  2 15.4  10 実践・臨床  7 14.3 

10 包括・総合・統合  2 15.4  10 保健・健康  7 14.3 

10 調査  2 15.4  10 ケア 7 14.3 

10 小学校  2 15.4  13 教育  6 12.2 

10 子ども 2 15.4  13 包括・総合・統合  6 12.2 

10 保育園・幼稚園  2 15.4  13 教員・教育関連スタッフ 6 12.2 

10 家族・家庭・親  2 15.4  16 検証・分析  5 10.2 

10 あり方  2 15.4  16 高齢者  5 10.2 

10 ケア 2 15.4  16 地域  5 10.2 

10 リスク・困難  2 15.4  16 実証  5 10.2 

    
 16 実態  5 10.2 

    
 16 情報  5 10.2 

 

【2000～2009】  【2010～2015】 

順位  コンセプト 件数  ％  順位  コンセプト 件数  ％ 

1 構築・開発  168 52.2  1 連携  187 73.9 

2 連携  167 51.9  2 構築・開発  152 60.1 

3 システム 95 29.5  3 その他医療関連  68 26.9 

4 地域  88 27.3  4 地域  67 26.5 

5 その他医療関連  81 25.2  5 志向・目的  62 24.5 

6 志向・目的  70 21.7  6 システム 60 23.7 

7 教育  60 18.6  7 教育  59 23.3 

8 ケア 57 17.7  8 カリキュラム・プログラム 42 16.6 

9 カリキュラム・プログラム 48 14.9  9 その他職種  41 16.2 

10 組織（施設・機関） 46 14.3  10 推進・促進・強化  34 13.4 

11 在宅  44 13.7  11 専門・専門職  33 13.0 

11 教科・教育課程・授業  44 13.7  11 モデル 33 13.0 

13 家族・家庭・親  43 13.4  11 組織（施設・機関） 33 13.0 

14 小学校  40 12.4  14 ケア 32 12.6 

15 子ども 37 11.5  14 傷病  32 12.6 

16 傷病  36 11.2  16 小学校  31 12.3 

17 包括・総合・統合  34 10.6  16 検証・分析  31 12.3 

18 中学校  33 10.2  18 協働・協同  29 11.5 

19 ネットワーク 32 9.9  19 効果  28 11.1 

20 高齢者  30 9.3  19 看護師・助産師など 28 11.1 

    
 19 評価  28 11.1 

    
 19 実践・臨床  28 11.1 
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図 8 採択課題数と「構築・開発」の出現数の年次推移比較 

 

注）日本学術振興会科学研究費補助金事業ホームページ  

  （URL：https://www.jsps.go.jp/index.html  2017/3/1）  

 

 

第三節 他領域の先行研究の特徴 

1）看護学領域 

次に、領域ごとにみた形態素分析、頻度分析、おより共起分析の結果を整理する。なお、

共起分析とは、ある単語と一緒に出現する単語の関係を把握するうえで有効と言われる手

法である（荒井 2015）。まずは、看護学領域の分析結果を検証する。  

今回の分析では、2007 年以降、看護学領域は最も多く、連携に関連する研究課題が採択

されていた。また、他分野においても出現頻度の高い「構築・開発」だが、看護学領域は

唯一、「連携」よりも使用頻度が高い（表 9）。各領域の「構築・開発」の出現の有無を比

較したクロス集計結果を表 10 に示す。看護学領域では「構築・開発」を使用する課題数

が、使用していない課題数の倍以上であった（表 10）。共起分析の結果を図 9 に示すが、

「構築・開発」は他のコンセプトとの共起関係も強い。さらに「構築・開発」とともに用

いられていたコンセプトを表 11 で詳しく見ると、「連携」以外には、「支援・相談」、「シ

ステム」、「地域」、「医療関連」、であった。医療という視点のみならず、「支援・相談」

やシステムを視野に「地域」という関心の焦点をも有すると考えられた。具体例としては、

1995 年度開始「保健所保健・福祉サービス調整推進会議を通じた地域ケア体制づくり」（研

究代表者：大川眞智子）、1996 年度開始「長期療養児と家族に対する地域支援ネットワー

クのための看護コーディネーターの検討」（研究代表者：及川郁子）、2002 年度開始「在宅

ターミナルケアに関する地域ネットワークシステムモデルの開発」（研究代表者：鈴木志津

枝）、2008 年度開始「地域ケアにおける看護連携ガイドラインの作成 -外来と在宅ケア機関

に焦点を当てて-」（研究代表者：永田智子）などが挙げられる。  
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この背景として、看護学分野では、一つの関心領域としての地域看護学が登場したこと

とも関係していると考えられた。日本地域看護学会（2014）では、地域看護の実践領域を

①地域住民全体を対象としたいわゆる公衆衛生看護活動（または行政看護）、②在宅療養

者や要介護高齢者とその家族も含めた在宅看護活動、③働く人々を対象とした産業看護活

動、④児童・生徒を対象とした学校保健活動、と示している。また、日本地域看護学会（2014）

においては，多義性も踏まえつつ、地域看護で扱う「地域」として、①生活の場としての

「地域」、②環境としての「地域」（個人や家族の健康や QOL に影響を与えるものとして

の見方）、③対処力としての「地域」（健康現象を変革していくための資源）、④看護の対象

としての「地域」（看護職がどこに所属するかによって自治体・機関・施設等を指し、活動

の対象）、の四つの概念を示した。 

看護師と地域社会とのかかわりの系譜を見ると、1923年に済生会病院、1927年に聖路加

国際病院で訪問看護がスタートし、本格的な実施は1983年老人保健法制定により保健所・

市町村で訪問指導事業が始まり、1992年から老人訪問看護制度により訪問看護ステーショ

ンが開設された（島内1995）。その後、1997年には日本地域看護学会が設立された（日本

地域看護学会2014）。地域看護学が必要とされた背景として、疾病構造が感染症から生活

習慣病へと変化したことが大きく影響したといわれ、生活習慣病の予防など予防の推進と

ヘルスプロモーションの促進、社会格差が拡大するなかでの生活を支えるセーフティネッ

ト機能、退院支援や外来看護という形で活動拠点を医療施設におきながらの地域活動の展

開、があるといわれる（日本地域看護学会2014）。保健・医療・福祉の分野では、1980

年代から1990年代初頭にかけて脱施設化の動きがあり（平岡ら2011；日本地域看護学会

2014）、こうした流れとも連動しながら看護学領域においても地域へ関心が向けられ、必

然的に地域社会の社会資源としての他機関や他職種との連携が視野に入っていったのでは

ないかと推察される。 

 

表 9 看護学領域において用いられていたコンセプト（上位 30 位）   %は出現率 

コンセプト 頻度 ％  コンセプト 頻度 ％ 

構築・開発  178 67.2%  カリキュラム・プログラム  40 15.1% 

連携  138 52.1%  その他職種  38 14.3% 

支援・相談  98 37.0%  教育  35 13.2% 

システム 91 34.3%  子ども 32 12.1% 

地域  86 32.5%  推進・促進・強化  30 11.3% 

その他医療関連  83 31.3%  高齢者  30 11.3% 

志向・目的  65 24.5%  ネットワーク 28 10.6% 

ケア 61 23.0%  協働・協同  28 10.6% 

在宅  58 21.9%  指標・基準  24 9.1% 

傷病  58 21.9%  保健・健康  24 9.1% 

看護師・助産師など 53 20.0%  評価  23 8.7% 

家族・家庭・親  50 18.9%  検証・分析  23 8.7% 

患者  48 18.1%  効果  23 8.7% 

組織（施設・機関）  44 16.6%  終末期・緩和ケア  22 8.3% 

モデル 41 15.5%  専門・専門職  22 8.3% 

看護  41 15.5%  実践・臨床  22 8.3% 

    予防  22 8.3% 
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表 10 領域ごとにみる「構築・開発」の出現の有無 

  

構築・開発  
合計  

なし  あり  

医歯薬学  
度数  44 38 82 

調整済み残差  1.3 -1.3   

看護学  
度数  87 178 265 

調整済み残差  -6.0 6.0   

教育学  
度数  85 83 168 

調整済み残差  1.2 -1.2   

社会福祉学  
度数  70 29 99 

調整済み残差  5.2 -5.2   

  合計  298 339 637 

p<.05 

 

 

図 9 看護学領域の共起分析結果 

 

表 11「構築・開発」とともに出現していたコンセプト（看護学領域） 

コンセプト 選択率（％）  コンセプト 選択率（％） 

連携 48.88   カリキュラム・プログラム 20.22  

支援・相談  40.45   モデル 20.22  

システム 39.89   傷病 19.66  

地域 33.71   家族・家庭・親  19.10  

医療関連  32.58   看護師・助産師など 17.42  

志向・目的  29.21   教育 16.85  

ケア 23.03   看護 14.61  

在宅 21.91   ネットワーク 14.04  

患者 20.79   組織（施設・機関） 12.92  
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2）医学・薬学・歯学領域 

次に、医学・薬学・歯学領域について概観する。同じ医療を実践フィールドに持つ看護

学領域と似た傾向としては、「地域」が上位に出現している点が挙げられる（表12）。近

年、医療における技術水準の向上に伴い、医療の概念は変化し、これまでの治療中心の医

学より広がった予防からアフターケアまでを含む形へと変貌した（阿部1972；日本地域看

護学会2014）。そうした中、厚生労働省（2016c）は、患者・家族とともに質の高い医療

を実現するために、チーム医療の推進を掲げている。昭和40年代（1965年以降）に入って

から、医学的リハビリテーションの需要の高まりや検査業務の高度化などから、専門技術

者の資格として理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師などの新たな資

格制度が創設された（厚生労働省2007b）。なお、社会福祉士は1989年に第1回目の国家

試験が行われ、以降、診療報酬上でも退院調整加算などにおいて配置が基準化されるなど、

医療分野で活躍するコメディカルの一つとなっている。 

加えて、老齢人口の増加による要介護高齢者への医療とケアが社会的な課題となり（日

本地域看護学会2014）、日常生活圏域等において、在宅医療・介護の提供体制の構築とそ

の連携がますます必要とされてきた（厚生労働省2016c）。住み慣れた地域で家族ととも

に暮らせるよう、施設ケアから在宅ケアへと地域包括ケアの体制整備が図られている。病

院および施設から地域への流れは、高齢者だけではなく障害者や高度医療が必要な療養者

においても同様である（日本地域看護学会2014）。しかし、医学部教育の中では、出身医

局の専門診療科のみで研修を行うことが一般的であり（ストレート方式）、その結果、幅

広い診療能力が身に付きにくく、地域医療との接点が少ないため、「病気を診るが、人を

診ない」と評されてもきた（厚生労働省2007b）。そうしたことから、2004年度より医師

の臨床研修が必修化され、全人的な医療を行える医師の養成を目指し、内科、外科、救急

部門、小児科、産婦人科、精神科及び地域保健・医療を含む複数の診療科で研修を行うス

ーパーローテート方式による新たな医師臨床研修制度が実施されてきた（厚生労働省

2007b）。 

「地域」に関連する採択課題を具体的に参照すると、1988年度開始「高齢化社会におけ

る地域総合ケア・システムの構築に関する実践的研究」（研究代表者：山本  勝）、1998年

度開始「多施設間ネットワークに対応した画像連携診断装置の研究」（研究代表者：安藤  裕）、

2010年度開始「地域におけるプライマリ・ケアの提供体制としてのグループ診療の優位性

に関する研究」（研究代表者：寺崎  仁）などがあった。 

 この他に出現頻度の高いコンセプトを見ると、「組織（施設・機関）」については、連携

相手に関する情報として出現頻度が高い（研究代表者：長澤 治夫「介護保険施設における

終末期医療の実態調査と多機能型ネットワークの構築」等）。「教育」では、連携教育（ IPE；

Inter Professional Education）と呼ばれる連携できる人材の育成を目指して行われる高等

教育や研修などを扱ったものの中で登場していた（研究代表者：朝比奈真由美「医学生に

おける専門職連携教育の長期学習効果の評価とプログラムの有用性の検討」等）。「情報」

では医療機関間の情報共有に関する課題などがみられた（研究代表者：菅野和久「地域医

療における病院間連携のための検査情報システムの開発と構築」等）。  
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表 12 医学・薬学・歯学領域において用いられていたコンセプト（上位 30 位）%は出現率  

コンセプト 頻度 ％  コンセプト 頻度 ％ 

連携  51 62.2  保健・健康  9 11.0 

その他医療関連  48 58.5  推進・促進・強化  9 11.0 

構築・開発  38 46.3  ネットワーク 8 9.8 

地域  33 40.2  在宅  8 9.8 

システム 32 39.0  その他職種  8 9.8 

評価+<> 17 20.7  実践・臨床  8 9.8 

組織（施設・機関） 17 20.7  特性・質  7 8.5 

教育  16 19.5  高齢者  7 8.5 

志向・目的  14 17.1  協働・協同  7 8.5 

効果  13 15.9  チーム 7 8.5 

情報  12 14.6  指標・基準  7 8.5 

支援・相談  11 13.4  傷病  7 8.5 

ケア 11 13.4  コミュニケーション・関係  6 7.3 

専門・専門職  11 13.4  医師  6 7.3 

検証・分析  11 13.4  カリキュラム・プログラム  6 7.3 

包括・総合・統合  10 12.2  間  6 7.3 

利用・活用・受益  10 12.2     

 

 

図 10 医学・薬学・歯学領域の共起分析結果 

 

3）教育学領域 

 教育学領域の連携に関する研究課題の特徴は、「教育」内の連携が扱われていた点であ

る（表 13）。人間の発達段階に合わせて、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、と

教育が展開される場は変わっていく。一方、人間の「生」は連続するものである。学校に

おける児童生徒の学習指導上、複数の学校段階間で連携して課題解決に当たることがより

一層求められるため、これまでに幼児期の教育と小学校教育の接続（幼小接続）、中高一

貫教育について検討がなされるなど（文部科学省 2012）、校種間連携に関心が注がれてき

た。 

 そうした背景からも、「幼稚園・保育園」、「小学校」、「中学校」、「高校」、「大学」、など
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校種を表すコンセプトが上位に入ったと考えられる。これらの校種間連携の際に「教科・

家庭・授業」を焦点とした研究が多く見られた。具体例としては、1978 年度開始「英語定

着度調査から得られた中高連携の問題点」（研究代表者：福田秀男）、2009 年度開始「小・

中・大連携による図画工作・美術科授業開発コミュニティの実践的研究」（研究代表者：五

十嵐史帆）、2010 年度開始「小・中・高・大を連携する「情報関連科目」支援システムの

開発と評価」（研究代表者：西端律子）、などがある。  

 また、社会福祉領域との接点についていえば、「障害」や「特別支援学級 /学校」などに

表れている。1984 年度開始「障害児教育諸機関の有機的連携システムのあり方に関する実

証的研究」（研究代表者：渡部昭男）、2008 年度開始「障害児の就学前後の有機的連携に関

する研究-支援移行期における保護者の意識調査-」（研究代表者：立田幸代子）、2011 年度

「進路指導困難事例に対する特別支援学校間チームアプローチに関する基礎的研究」（研究

代表者：大谷博俊）、などがあった。 

 一方、教育の分野では 2003 年には「サポートチーム等地域支援システムづくり推進事

業」が予算化された。この事業は、問題行動を起こす個々の児童生徒に着目して的確な対

応を行うことを目的に、学校・教育委員会・関係機関（児童相談所、保護司、児童委員、

精神科医、警察など）からなるサポートチームの組織化など、地域における支援システム

づくりについて、モデル地域を指定して検証が行われてもいる。上位コンセプトには直接

的には反映されていないが、具体例としては、1997 年度開始「いじめ・不登校に関する相

互主体的指導モデル及び協働的生徒指導体制の開発的研究」（研究代表者：渡邊  満）、2007

年度開始「不登校現象の社会・文化的多様性と支援ネットワーク構築に関する教育臨床社

会学」（研究代表者：酒井  朗）、等がみられた。 

  

表 13 教育学領域において用いられていたコンセプト（上位 30 位）   %は出現率 

コンセプト 頻度 ％  コンセプト 頻度 ％ 

連携  144 85.7%  子ども 17 10.1% 

構築・開発  83 49.4%  能力  17 10.1% 

教育  73 43.5%  地域  16 9.5% 

小学校  68 40.5%  推進・促進・強化  16 9.5% 

教科・教育課程・授業  64 38.1%  実践・臨床  15 8.9% 

中学校  51 30.4%  コミュニケーション・関係  15 8.9% 

志向・目的  41 24.4%  育成・トレーニング 15 8.9% 

保育園・幼稚園  35 20.8%  指導  15 8.9% 

カリキュラム・プログラム  34 20.2%  協働・協同  15 8.9% 

高校  31 18.5%  間  14 8.3% 

大学  27 16.1%  包括・総合・統合  13 7.7% 

教員・教育関連スタッフ 25 14.9%  生徒・学生  12 7.1% 

システム 24 14.3%  基盤・基礎  12 7.1% 

学習  20 11.9%  あり方  12 7.1% 

障害  19 11.3%  特別支援学級／学校  12 7.1% 

学校（教育機関）  18 10.7%     
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図 11 教育学領域の共起分析結果 

 

 

第四節 社会福祉学にみる多機関・多職種連携 

1）社会福祉学領域の分析結果の概要 

社会福祉学領域で連携に関する研究がコンスタントに採択されるようになったのは

2000 年中頃以降となっている。分析結果からは、一つの契機となる社会情勢として、1990

年代以降の社会福祉基礎構造改革、その上での 2000 年の介護保険法成立という流れとの

関連が考えられた。 

出現上位のコンセプトをみると、「支援・相談」が第一位となっている（表 14）。また、

連携相手に関するコンセプトもみられるが、「高齢者」、「障害」、「家族・家庭・親」、「子ど

も」、などの援助の対象者が課題名に含まれることも多い。看護学領域でも同様の傾向はみ

られるが、援助対象が疾患のある人、あるいは予防の必要がある人、という条件が付され

ることから、「患者」というコンセプトに集約される傾向がある。社会福祉学の場合、対象

の普遍化が進められたからこそ、「何」を研究するかを示そうと、援助対象の属性を課題名

に含ませる必要が生じると考えられる。具体例をみると、1999 年度開始「高齢者保健・医

療・福祉分野における多職種チームの意義に関する調査研究」（研究代表者：石川久展）、

2011 年度開始「自閉症者に対する地域包括支援の進展を目指した研究」（研究代表者：松

山郁夫）、2014 年度開始「高次脳機能障害者の医療福祉連携を促進する職業リハビリテー

ション計画書」（研究代表者：會田玉美）、等があった。  

 他領域では上位 5 位くらいまでのコンセプトの出現率が突出して高い傾向がみられたの

だが、社会福祉学領域の場合、出現率が 4 割を超えたコンセプトはなかった（表 14）。課

題名に含まれる内容が多岐に渡っており、関心の分散化が表れていると考えられる。また、

上位 30 位に含まれる「各国・国際」とは、日本以外の国名を一括してコンセプト化した

ものである。例えば、2010 年度「超高齢社会における福祉ネットワークの研究-日韓比較

からみる市民的協同のあり方-」（研究代表者：魁生由美子）、2010 年度開始「英国ケアホ

ームにおける施設ケアと医療サービスの連携に関する調査研究」（研究代表者：井上恒男）、
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2013 年度開始「東アジアの地域文化に即した地域包括ケア人材育成の方法論に関する日中

比較研究」（研究代表者：沈  潔）、などがあった。 

 「構築・開発」は、社会福祉学領域でも上位コンセプトとなっているため、どのような

コンセプトと同時に選択されていたのかについて、表 15 および図 13 で確認する。特に何

を「構築・開発」しようと試みられていたのかに着目すると、「システム」、「ネットワーク」、

「方法・技術」、「カリキュラム・プログラム」、「モデル」、「ツール(教材・尺度・等）」、

などが相対的には選択率が高かった。特に「システム」の選択率は高く（44.8％）、「包括・

総合・統合」といった概念の選択率も高いことから、連携の「構築・開発」といった時に

は、まとまりを形成するための働きかけに関心が注がれていると考えられた。 

 

表 14  社会福祉学領域において用いられていたコンセプト（上位 30 位） %は出現率 

コンセプト 頻度  ％  コンセプト 頻度  ％ 

支援・相談  36 36.4 
 

その他職種  12 12.1 

連携  34 34.3 
 

サービス・事業  12 12.1 

構築・開発  29 29.3 
 

実証  11 11.1 

ケア 26 26.3 
 

推進・促進・強化  11 11.1 

システム 22 22.2 
 

虐待・権利侵害  10 10.1 

その他医療関連  20 20.2 
 

家族・家庭・親  10 10.1 

包括・総合・統合  20 20.2 
 

方法・技術  10 10.1 

高齢者  17 17.2  生活  10 10.1 

福祉・ソーシャルワーク 15 15.2  子ども  9 9.1 

実践・臨床  15 15.2  利用・活用・受益  9 9.1 

組織（施設・機関）  15 15.2  比較  9 9.1 

介護  14 14.1 
 

アプローチ・介入  9 9.1 

ネットワーク 14 14.1 
 

協働・協同  9 9.1 

志向・目的  14 14.1 
 

役割・機能  8 8.1 

障害  13 13.1 
 

評価  8 8.1 

国際・各国  13 13.1 
 

カリキュラム・プログラム  8 8.1 

 

 

 

図 12 社会福祉学領域の共起分析結果 
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表 15 「構築・開発」と同時に選択されていたコンセプト（選択率 10％以上） 

コンセプト 選択率％ 件数   コンセプト 選択率％ 件数  

支援・相談  48.3  14  その他医療関連  13.8  4 

システム 44.8  13  傷病  10.3  3 

連携  31.0  9  検証・分析  10.3  3 

包括・総合・統合  27.6  8  高齢者  10.3  3 

ケア 27.6  8  福祉・ソーシャルワーク  10.3  3 

組織（施設・機関）  20.7  6  障害  10.3  3 

ネットワーク 20.7  6  その他職種  10.3  3 

志向・目的  17.2  5  特性・質  10.3  3 

実践・臨床  17.2  5  評価+<> 10.3  3 

利用・活用・受益  17.2  5  教育  10.3  3 

方法・技術  17.2  5  専門・専門職  10.3  3 

介護  17.2  5  モデル 10.3  3 

生活  13.8  4  家族・家庭・親  10.3  3 

カリキュラム・プログラム  13.8  4  ツール(教材・尺度・等）  10.3  3 

 

 

図 13 「構築・開発」を中心とした共起分析結果 

 

2）全体性・包括性を持つ社会福祉学 

古川（2012）は、社会福祉は多分野横断的アプローチの中軸となり得るとし、その根拠

として、社会福祉はソーシャルポリシー（社会政策）を構成する多様な施策の中で並立的

な独自の領域を持つと同時に他の施策に対して先導的ないし相補的な独自性をもって重な

り合う領域を持つ点を挙げている。今回の分析結果だけを以て、こうした古川（2012）の

見解を支持することはかなわないが、課題名にて指示されていた研究対象は多岐に渡って

いたことや、包括的なシステムの構築に関心がもたれていることは指摘できるだろう。  

「構築・開発」出現時における選択率 10％以上のコンセプトのみで構成  
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科研費事業を取り上げた検証では、資金を必要とするような内容の研究傾向をみること

になる。そのため、それ以外の研究についても、簡単にではあるが、概観したい。まず、

一つの関心ごととして、連携概念を取り上げた研究がみられる。第一章ですでに触れた松

岡（2000）、山中（2003）、栄（2010）などがその代表例といえる。先行研究レビューな

どを通して、研究者がどのように連携概念を定義しているのかを確認し、その共通項をあ

ぶりだす手法が用いられている。その上で、研究や実践上の課題について言及されていた。  

次に、対象者の属性や領域別に概観する。児童福祉に関する研究については、第四章で

取り上げるため、ここではそれ以外の領域について取り上げたい。高齢者福祉領域では、

ケアマネジメントとの関連で連携が論じられることも多い（和気 2007；村社 2011b；等）。

口村（2010）は、高齢者ショートステイにおける生活相談員の業務を内容分析した結果、

連携・調整・相談というスキルを多用している点などの示唆が得られたと報告した。 

障害児者福祉領域で見ると、家族支援の観点から多機関・多職種連携の論じられること

も多い（田中 2007）。例えば、岩田（2015）は、高機能自閉症スペクトラム障害（ASD）

と診断されている母親および ASD が疑われる母親 14 名についてインタビューを行い、グ

ラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）による質的研究を実施した結果から、グレ

ーゾーンの母親も含めた包括的な早期支援および、「子育て世代包括支援センター」を活用

した多職種間連携による支援の必要性が示唆されたと報告した。加えて、療育の視点から

も、子ども本人の利益として多機関・多職種連携が求められると論じられていた（園山ら

2000；高倍ら 2003；等）。 

地域福祉領域の場合、機関間・職種間の連携に焦点を当てるというよりは、地域住民を

巻き込むための連携や協働が関心ごととなる傾向にある。例えば、菱沼（2012）の研究で

は、福祉専門職による地域支援スキルの促進要因を明らかにするためにアンケート調査を

実施、地域アセスメントや地域住民との連携に関するスキルの弱さが意識されていること

を明らかにし、今後コミュニティソーシャルワークを展開していくシステムを構築するた

めには、地域担当制と広域運営管理体制の二層構造とする必要性があると提言されていた。

その他の分野でも生活保護行政と関係機関との連携を扱った論文（岡部 2014）、外国籍の

精神障害者への援助と他機関・多職種連携を扱った論文（大西 1996）や DV と連携（大矢

ら 2007）、司法福祉の分野においても多職種・多機関連携の必要性は論じられていた（土

井 2014；長谷川ら 2016；等）。社会福祉内の様々な領域においても、連携が関心ごとの一

つにはなっていると考えられる。 

 

3）「構築・開発」が求められる多機関・多職種連携  

日本において多機関・多職種連携が強調されるようになった時期を特定するのは難しい

作業である。古川（2012）は、日本において社会福祉の領域で他分野との連携の必要性や

重要性が改めて強調され始めたのは、1970 年代の頃からであったと述べている。一方、川

島（2011：44）は「連携は 1980 年代半ば以降，保健・医療・福祉の専門職間に望まれる

つながりのありようとして使用されることが多くなった」と述べた。久保（2000）は、高

齢者医療費の抑制策としての在宅医療・地域医療推進から医療・保健・福祉の連携が強調

されるようになったと述べているが、そうであれば、1973 年に高齢者医療費は無料化され、

1983 年に一部負担が導入された流れの中で、連携の強調がなされてきたことになる。植田

（1996）による、それぞれの施策があまりにも不十分な状態であることが前提となって連
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携が強調されているきらいがあるなどといった指摘は、久保（2000）の指摘と関連させる

と資源のコントロールの歪みを評していたと解釈することもできるだろう。新井（2007）

は、多機関・多職種連携が重視される背景として、サービス提供における国と地方自治体

との役割分担における非協働性への対応、医療過誤・子ども虐待などの事件による連携し

た援助活動への要請、効率的・効果的なサービス供給の必要性などがあったと整理してい

るが、こうした背景が時代とともに連携の要請へとつながったと考えられる。 

看護領域ほど突出した形ではないものの、社会福祉学領域においても「構築・開発」の

出現率は決して低くない（29.3％）。植田（1996）は、連携においても実践や運動の中で

改革・改善していく視点が必要だと指摘しているが、現行のものを「あるべき姿」として

固定して捉えていても、社会変化やそもそも制度を設計した時点では分からなかった課題

などには対応できない。子ども虐待対応においても、川﨑ら（2010：47）は、法律をつく

ればネットワークができて機能するわけではないと指摘する。今、現にある制度や実践の

成果を認め、良いところを引き継いでいくことも重要である。しかし、そのためにも、よ

り良い援助システムとして多機関・多職種連携を構築していこうとする姿勢が必要であり、

実践のみならず研究領域においてもこうした挑戦的な姿勢が求められるといえるだろう。  

そして、社会福祉学領域の連携研究の特徴としては、包摂性が表れていたことが挙げら

れる。古川（2012）は、社会福祉を中軸とする各種施策やその運用のありようを福祉政策

という名称でとらえているが、連携が求められる施策の範囲は、必然的に対応すべき、あ

るいは解決すべき課題（ニーズ）によって異なるものであり、固定的にとらえることはか

えって多分野連携の効用を損なうと指摘した。科研費事業を中心にした検証ではあったが、

他領域においても多機関・多職種連携にある程度の関心がもたれている。こうした他領域

の関心をうまく活かすことが、社会福祉特有の包摂性を活かすことにつながるといえるだ

ろう。 

 一方で、実践現場からの要請に応えることにのみ関心を注いでしまうことにより、かえ

って、本質的な問題がみえにくくなることもある。山中（2015）は、制度・施策システム

や、利用当事者、また社会問題自体からの連携協働への要請が、実践現場を連携・協働へ

駆り立て、そうした援助者側の意識に対応する形で具体的方法やスキル、あるいはコツに

特化して実践者が数多く出版されていると指摘する。しかし、そうした傾向にもかかわら

ず実践現場では困難感を抱えており、そうした困難や課題がなぜ起こるのか、その分析が

必要だと指摘した。その場しのぎのコツやスキルでは、応用力を養うことは難しい。実践

現場が感じる困難感に再現性があるのだとすれば、そこには何らかの法則が存在するはず

である。また、「うまくいった実践」、「効果を感じられた援助」も、再現性を高めていけば、

新たに法則を見出すこともできる。すべての研究が「構築・開発」概念を含む必要はない

としても、今後も「構築・開発」研究は一定数、必要となることが予想される。その際に

は、困難の根底にある何らかの法則性をみつけだし、それを乗り越えるための方策に再現

性を担保するために理論化を図っていくことも視野に入れていく必要があるだろう。  
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第二章 子ども虐待対応にみる多機関・多職種連携 

 

第一節 子どもの権利に対する認識変化 

1）戦前～終戦直後の児童福祉の諸相 

子ども虐待対応において多機関・多職種連携は原則の一つとされ、制度的基盤の整備も

図られてきた。まさに、「構築・開発」の只中にある。第二章では、子ども虐待対応の史的

展開を整理し、現状の課題と多機関・多職種連携との関連を整理する。日本子ども虐待防

止学会前会長であり、小児科医の小林美智子は、1994 年の第 1 回日本子ども虐待防止学

会における元 ISPCAN（International Society for the Prevention of Child Abuse and 

Neglect）会長で小児科医の Krugman,Richard が、子ども虐待対応はどこの国も同じ発展

過程を辿ると講演していたことを述懐した（小林ら 2007；小林 2015）。その中で、①人類

は長年、虐待を無視し続けるが、②虐待の存在に気付くと、③かわいそうな子どもをひど

い親から分離しようとし、④それだけでは何も解決しないと気づき、親の治療に挑戦する

ようになり、⑤最も表面化し難い性的虐待に気づき、⑥予防こそ大切だとやっと気付いて

取り組む、と話されたという（小林ら 2007；小林 2015）。子ども虐待対応を含む児童福祉

は、子どもの権利に対する社会の認識の変化と大いに関わりがある。  

 杉田（2008：54）によれば、日本において権利主体としての子どもという認識に基づく

議論の起点となるのは、1920 年代と見ることができるという。杉田（2008）は、この頃

から社会問題としての児童問題が論じられていたとし、その代表例として東京市（1924）

や海野（1925）を挙げている。明治時代の末から、出獄人保護事業に従事する中で青年犯

罪と子ども虐待の関係に着目した原胤昭や、救世軍にて児童虐待防止部設置に尽力した山

室軍平などの篤志家によって子ども虐待への対応に取り組まれていたものの（高橋重

2008：池田 2002：上野 2006）、まだ限られた人たちの間の議論でもあった。戦前期の未

成年者保護法制の一つである感化法には、未成年犯罪者の他に養育者のいない子どもに関

する規定は存在していたが、親権の適切な行使自体を問題として扱ったものではなかった

（田中 2013：539）。また、1922（大正 11）年に制定された少年法の制定過程において、

現在で言うところのネグレクトされた子どもの養育者に対する処罰が検討されてはいるも

のの、最終的には子どもの保護が手続き上困難であるとの判断から当該項目は削除されて

いる（田中 2013：540）。第一次・二次世界大戦前後は社会情勢が不安定になっていた時

期でもあり、社会的弱者に対する救貧制度としての救護法の立法化作業などを経ることで、

貧困を背景とする子どもへの権利侵害に対する施策の必要性を認識させる要因にもなった

という見方もある（田中 2013）。 

国家が扱うテーマとして、「児童虐待」という言葉が公的な文書に初めて登場したのは

1933年制定の児童虐待防止法（以下、2000年施行の児童虐待防止法と区別するために 1933

年児童虐待防止法と記載）といわれる（庄司ら 2010；田中ら 2012）。なお、虐待という言

葉が法律上初めて登場したのは、民法である（田中ら 2012）。親子ではない関係の間で起

こる虐待の取締に重点をおいた「養児規制」の延長としての親権者や後見人といった「児

童を保護すべき責任のある者」の取り締まりをも視野に入れたものであった（杉田 2008）。

著しい虐待が行われた場合には、親子関係に介入してでも子どもを保護する必要があるこ

と、14 歳未満に限定されてはいるものの、不適切な使役から子どもを守る必要性があるこ

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj908Pe46nOAhUBkJQKHY4pBLAQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kwansei.ac.jp%2Fs_hws%2Fattached%2F0000085364.pdf&usg=AFQjCNEFwZ8Fv7NtIxIV7nBfb6aBNjn6bw&bvm=bv.128617741,d.dGo
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とが謳われていた。田中（2013：556）は、この時期に議会審議においても法案の意義が

認められ、スピード可決に至ったことは、一定の理解が得られるだけの社会的土壌が備わ

っていたことを伺わせると述べている。しかし、富国強兵が国家戦略の軸であった戦時下

において、1933 年児童虐待防止法は社会体制の維持の観点から子どもに対する強制的な労

働や性搾取、浮浪児問題、間引き、栄養確保の困難などへの対策が中心であった。対応は

方面委員に一任されており、専門機関の設置は行われていない。これが、児童虐待防止法

の円滑な適用を困難ならしめた原因という見方もある（田中 2013）。1933 年児童虐待防止

法の意義は、戦前における数少ない児童保護立法であった点と、従来の工場法では不十分

であった児童労働を保護する性格を有した点にあるといわれる（古川ら 2009：113）。し

かし、対処療法的であるとの批判もあり、戦後 1947 年に施行される児童福祉法に吸収さ

れる形で廃止された。 

児童福祉法は、満 18 歳未満の子どもと、妊産婦、養育者（親権者又は子どもを養育す

る者）を対象とした法律であり、その第 2 条では福祉的保障における国家責任が明記され

た。日本の子ども虐待対応は、児童福祉法における「要保護児童」という枠組みを用いて

展開されてきた。2000 年に施行された児童虐待防止法は、この児童福祉法の枠組みを補

足・強化する役割を担う。「要保護児童」とは、児童福祉法第 6 条の 3 が規定する虐待を

受けている子どもをはじめとする援助の必要な子ども（養育者のいない子ども又は養育者

に監護させることが不適当であると認められる子ども、非行児童等も含む）である。児童

福祉法第 25 条では、要保護児童を発見した者は、市町村や都道府県の設置する福祉事務

所、児童相談所に通告しなければならないとする通告義務を定めている（14 歳以上の犯罪

少年については家庭裁判所への通告）。GHQ 主導で行われていた戦後改革の中、1944 年

GHQ 公衆衛生福祉部の覚書の影響を受け、①児童及び母子の保護、②児童の保育、③児

童の教護、④児童及び母子の保健衛生、⑤その他（他の主管に属さぬ児童に関すること）

を所掌する担当部局設置の方向が明確となり、児童福祉法は①～⑤の根拠法として成立し

た（寺脇 1976）。敗戦後、日本の社会相を特徴づけるものに上野を代表とする浮浪児問題

があり、児童福祉法も児童保護事業として当初は立法化が進められたのだが、当時の中央

社会事業委員会からの反対により「児童保護」から「児童福祉」へ、立案官僚の思想転換

があったといわれる（松崎 1948）。松崎（1948）は、児童福祉法は、児童政策のあり方を

大きく展開させ、さらに萌芽として、児童問題に対する社会の連帯責任観念を内包するこ

とになったと評した。 

一方、子どもの権利擁護の観点からいえば、児童福祉法が成立した後もなお、課題は残

った。児童福祉の視点から終戦直後を捉えると、戦災孤児や浮浪児の急増だけでなく、混

乱と生活困窮の中でのベビーブーム到来により乳幼児が増加し、大人でさえも生きていく

ことが困難な社会において、子どもたちは家庭の喪失や欠落、栄養失調なども含めた生存

の危機、また、貧困にかかわる問題としての身売りといった、危機的状況にあった（子ど

もの虹情報研修センター2004）。この頃の事件として、東京済生会病院に「やむをえない

人はここに捨てよ」と貼り紙がされ「捨子台」が設置される、あるいは100 人以上のもら

い子（乳児）を殺害した夫婦が逮捕された事件などがあったと報告されている（子どもの

虹情報研修センター2004）。その対策として、孤児や浮浪児などを保護する、一時保護所、

児童保護相談所（後の児童相談所）、児童鑑別所などが急速に設置され始めた（子どもの

虹情報研修センター2004）。要保護性を判断する機関としての児童相談所、要保護と判断
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された子どもを保護する施設としての一時保護所を含めた児童福祉施設という位置づけは、

この頃には既に確立されていた。 

 

2）児童虐待防止法成立の背景 

 終戦直後の子どもの危機的状況は、高度経済成長とともに収束に向かう。高度経済成長

期に入って以降、貧しさのために子どもの生存が脅かされる悲劇も減少する（子どもの虹

情報研修センター2004）。具体的には、児童養護施設や里親への措置数は1958 年にピー

クを迎えた後は減少に転じ、1947年には20万人強であった乳児死亡者数も1975年には2万

人を割った（子どもの虹情報研修センター2004）。戦後まもなく立法化された生活保護法

（1946年）、児童福祉法（1947年）、身体障害者福祉法（1949年）に加え、1960年代に入

ると精神薄弱者福祉法（1960年）、老人福祉法（1963年）、母子及び寡婦福祉法（1964年）、

といった福祉六法が立法化され、1961年には強制加入の国民皆保険制度へ移行、同年には

年金保険制度も確立されるなど、社会保障・社会福祉制度も徐々に確立されていった。1973

年には高齢者の医療費無料化、年金の物価スライド方式の導入、医療保険の家族給付割合

の引き上げ、などの一連の改革が進められ、1973年には当時の田中内閣が福祉元年を宣言

したことでも知られる。一方、1970年に高齢化率が7％を突破、1973年をピークに出生数

も低下した、「少子高齢化社会」の到来を迎えた。  

子どもの虹情報研修センター（2004）では、全国の児童相談所が扱った事例を集めた『児

童のケースワーク事例集』を検証し、1960年代以前の事例では生い立ちや家族状況につい

て赤裸々であるが具体的に捉えられていたのに比べ、1960 年代中頃から、家庭内の情報

に関して具体的記述が控えめで、乏しくなっていく傾向が読みとれると指摘した。高度経

済成長時代は、都市化、核家族化が進んだと同時に、旧来の地縁社会の崩壊が始まった時

代であり、その中では養育の中心を家族と強調される一方、周囲から家族内における子育

ての状況を見えにくくさせた（子どもの虹情報研修センター2004）。ゆえに、『児童のケ

ースワーク事例集』においても明確な虐待事例の減少と具体的な状況記述の乏しさにつな

がったのではないかと分析した（子どもの虹情報研修センター2004）。 

1973 年には、厚生省（現在の厚生労働省）が「昭和 48 年度児童虐待、遺棄、殺害事件

に関する調査」を実施した。これは当時社会問題化していたコインロッカーへの乳児の遺

棄の問題を背景に行われたものである（庄司ら 2010）。当該年度中に全国の児童相談所が

受理した 3 歳未満の子どもに対する虐待、遺棄のケース、および 3 歳未満児の殺害事件数

について、虐待 24 件、遺棄 126 件、殺害事件 251 件（殺害遺棄 135 件、殺害 51 件、心

中 65 件）と報告された。その後も実態調査は行われ、これらを通して、子ども虐待への

関心も次第に高まっていった（庄司ら 2010）。また、1970 年代に入ると、子ども虐待の発

見方法として医学的な検査手法が欧米からの輸入という形で注目されるようになる。小児

科領域において、「被虐待児症候群」の概念が紹介されるようになり、症例報告も次第に増

えていった（柳澤 1999：7）。他方、上野（2006：259-260）は、この時代において日本で

子ども虐待を発見した医師たちは、臨床場面で出会ったというよりはむしろ西欧医学でい

うところの battered child syndrome をめぐる研究動向と日本国内の子殺しの新聞報道を

観察していたといえなくもないと指摘した。この時代にはなお、「日本では望ましい家族制

度があるおかげで、このような問題が発生しないのだ」と言う論調の論文さえ発表されて

いたという（津崎ら 2008：4）。子どもの虹情報研修センター（2004）では、1970 年代を
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子どもの福祉施策や治療的サービスのあり方等が高度経済成長期を境に大きく変容した時

期と捉え、その中で家庭内におこる危機的状況は、児童の問題の多様化による専門家の関

心の拡散、高度経済成長による核家族化、旧来の地域共同体の崩壊により見えにくくなっ

たと指摘した。また、当時は子ども虐待の概念規定が狭く、生命にかかわらずとも心身に

影響を残すだろう身体的虐待、及び遺棄を除くネグレクト等が概念から外れており、特に

ネグレクトについては愛情剥奪や情緒的剥奪といった問題で小児医療や発達心理学の一部

の研究者が扱っていたに過ぎず、危機的状況であるとの認識が一般社会の中でもたれてい

なかったと推察されている（子どもの虹情報研修センター2004）。  

1973 年の第一次オイルショック後、高度経済成長は終焉を迎えるが、1980 年代にはい

るとバブル期などが到来し、再び好景気が訪れる。1960 年代以降の産業構造の変化に伴い、

工場や会社に働きに出る労働者の増加は夫婦の役割分担を生んだといわれるが、1980 年代

以降は家族内の役割にもさらに変化がみられた。『平成 2 年国民生活白書』では世帯規模

の縮小、家電製品の普及やインスタント食品や冷凍食品の登場が主婦の家事労働の負担を

軽減すると共に、より良き生活を求める主婦の就業が促進されたと報告されていた。子ど

もの虹情報研修センター（2005）は、1980 年代の文献や新聞記事などを検討し、子ども

を取り巻く家族状況として放任と密着という、一見相反する傾向がみられたと報告し、こ

れは裕福な層では密着、貧困層では放任といった、格差社会の前駆状況ではないかと分析

した。また、旧来の地域社会の崩壊が、家庭の密室化を促進したとも報告し、個々の専門

家が危機感を持って調査研究を行った時代ではあるが、そうした専門家同士の交流は見ら

れず、社会的に子ども虐待が認知されていたとは言い難い時期であったと総括した（子ど

もの虹情報研修センター2005）。才村（2005：5）は、少なくとも「建前としての子どもの

権利」は叫ばれるようになったものの、人々の意識の底には「私物的わが子観」が根強く

存在し、子どもの著しい権利侵害を目にしても、「他人のことだから口をさしはさむべきで

ない」と、親に遠慮してきたのであると指摘する。加えて、社会の絶対的貧困が影を潜め、

子ども虐待を合理化する理由がなくなったことにより、その残虐性が露呈し、社会にとっ

て受容しがたい現象だったのではないかと分析した（才村 2005：5-6）。行政的にも子ども

虐待対応策が講じられていなかった時期でもあった（子どもの虹情報研修センター2005）。 

こうした子ども虐待対応を取り巻く状況も、1990 年代になると変化がみられる。まず、

1990 年に大阪に民間の児童虐待防止協会が設立された点は、子ども虐待が社会的に認知さ

れるうえで貢献したといわれる（上野ら 2003；子どもの虹情報研修センター2006；小林

2010）。民間の児童虐待防止協会は公的サービスの整備不足の下で多様な機能を担ってき

た。具体的には、活動でかかわった子どもや養育者の生の声を支援のニーズとして代弁す

る、あるいは必要な援助方法やサービスの改善・開発を行う、電話相談やグループによる

相談支援、支援者の養成・研修の実施、必要な公的サービスや制度の確立を訴える提言、

子ども虐待の発生の要因や必要な支援に関する社会的認識の変革を推進する活動や社会運

動、など多様な役割を果たしてきた（高橋重 2008：71-72）。内田（2015）は、「仕方のな

いこと」が「社会問題」になるときには、何らかの解決方法に対する期待が不可欠である

と指摘する。子ども虐待が「仕方がないこと」ではないと認識するためには、子どもの権

利に対する意識改革が必要であった。ただ、それだけではなく、「仕方がない」では「済ま
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さない」という行動レベルにおける変化も必要であった。民間団体の発足は、行政に先駆

けて、子どもへの権利侵害をしかたがないことでは済まさないというアクションを起こし、

社会に示す結果となる。その際にマスメディアが果たした役割も大きかったといわれる（上

野 2006：小林 2010）。 

また、1990年代に入ると、小児科学だけでなく、精神医学、看護学・小児保健学、心理

学、教育学、法学などの子どもの健康・福祉・教育に関係した専門家が、欧米の児童虐待

とその対策の動向を一斉に日本に紹介し始めた（上野2006：261-262）。その動向の一つの

象徴といえるものが、多領域の専門家ならびに関係者が一堂に会する「日本子どもの虐待

防止研究会」（現日本子ども虐待防止学会：JaSPCAN）の設立である。上野（2006：62）

は、それは、マスメディアと国民を巻き込んだ意識向上運動の様相を呈していたと論じた。

こうした1990年代を通した大きな動向の中から、弁護士など法律分野の専門家をも巻き込

んでの多分野横断的協働の実践が地道に行われていったことが、2000年の児童虐待防止法

の成立へとつながったといわれる（子どもの虹情報研修センター2006）。加えて、1990

年に日本は子どもの権利条約に署名し、1994年に批准するといった点からも一つの転換期

となった。この国際条約の中には子ども虐待が明記され、子ども虐待対応における国家責

任が明示されているがゆえに、日本においても国家的責任の下で子ども虐待への対応を行

う必要性が生じたといえる。 

こうした社会動向の中、子ども虐待への対応をより的確化するための独立した法律制定

を求める声が拡大していく（津崎ら 2008：9）。ただし、より適切かつ円滑に対応できる

よう意見や要望を日本子ども虐待防止研究会（現 JaSPCAN）や日本弁護士会連合会等関

係団体が厚生省（現厚生労働省）に提出した際も、現行制度が十分に機能していないのは

法制度上の問題というより、これを執行する児童相談所等の運用の問題であり、民法や児

童福祉法を適正に運用すれば対処できるというのが当初の厚生省の見解であったといわれ

る（才村 2001a；津崎ら 2008；池谷 2013）。そのため、各種通知の発出や事業の創設等を

通じて運用の適正化に向けた取り組みの強化策が取られてきた（才村 2001a）。こうした

運用の適正化に向けた指導強化策は、のちに「𠮟咤激励路線」ともいわれた（才村 2001b：

14）。しかし、通知は行政解釈に留まることから、その実効性にはなお限界があり、法的

根拠もかならずしも明かではなかった（子どもの虹情報センター2006）。 

1997 年には、複雑化・多様化する子どもや家族を取り巻く状況を鑑み、児童福祉法が

50 年ぶりに大幅に改正された。この改正では、保育所の措置から利用制度への転換のほか、

児童相談所が施設入所等の措置を行う際、児童相談所における措置決定の客観化や、児童

相談所を専門的にバックアップする仕組みが講じられ、さらに地域に密着したきめ細かな

相談支援を通じて問題の早期発見・早期対応を図るための「児童家庭支援センター」が創

設される（厚生労働省 2013b：331）。しかしながら、子ども虐待に関しては本格的改正に

は至らなかった（才村 2001a；津崎ら 2008；保坂 2011）。当時の厚生省の対応策が誤りだ

ったとはいえないが、親の虐待によって児童が死亡する事件が後を絶たないこと、中には

児童相談所が関与していながら児童を救えない事件が発生しているという現実の前に、実

務者や関係者などからやはり抜本的な法制度の整備が必要であるとの意見が強く出される

ようになった（才村 2001a）。多様な職種、分野において急速な関心の高まりを見せ、マ

スコミもこぞって子ども虐待の問題を大きく取り上げるようになるにつれ、国会議員の間
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でも超党派での取り組みが開始される（津崎ら 2008：10）。国会の衆議院青少年問題に関

する特別委員会において、多数の参考人からの意見聴取、集中審議などを経て、2000 年 5

月 17 日に児童虐待防止法が成立、5 月 24 日に公布、11 月 20 日より施行された（厚生労

働省 2013b：332）。成立当時、衆議院の解散を控えていたという国会情勢から、急ピッチ

の立法作業が行われ、関係省庁との調整や予算措置も講じられないままに成立したという

背景を持つものの（吉田 2003：4）、日本で初めての子ども虐待対応のための独立法がこ

こに成立した。 

 

3）権利擁護としての子ども虐待対応 

子ども虐待は社会的産物であるという（Marneffe=2003）。子ども虐待という言葉は、「病

理」あるいは「犯罪」を意味する個人的な人格の問題と考えられがちだが、そこで虐待が

生み出され、拡大の一途をたどった社会的な背景を分析することなく、問題のルーツに到

達することは決してできない（Marneffe=2003）。子ども虐待は、個人的な問題というよ

りは根本的には社会的な問題であり、それは自然現象などではなく、人によって「語られ、

名付けられた」現象である（Marneffe =2003）。子どもの権利という概念が成立し、それ

を社会が守るべき対象として認める理由があるとすれば、「語り、名付け得る」現象を生み

出した責任を負うためである。そういった点から、児童虐待防止法の成立は、子どもの権

利を社会が守る上で、大きな一歩となった。 

児童虐待防止法が施行された2000年には、それ以外にも社会福祉領域において重要な法

律が施行されている。それが、介護保険法である。1997年に制定、2000年施行のこの法律

は、その対象を「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな

り、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を

要する者等」（介護保険法第1条）とし、サービス提供を行うために制定された。かつては

社会の一部分の貧困者や社会的弱者に対してぎりぎりの生活を確保することを目標として

きた社会事業は、高度経済成長期における発展を契機に、一般階層に属する人々に対する

一般的、普遍的な福祉サービスをその中心的な施策として位置付ける社会福祉として展開

されるようになった（古川1997：28）。戦後当初の我が国の高齢者福祉施策は、ごく一部

の低所得者を対象に、生活保護法に基づき養老施設に収容保護する事業が行われる程度で

あった（厚生労働省2007b）。社会福祉の普遍化は、少子・高齢化という社会傾向への対

応策でもあり、介護保険法はその一翼を担うものである。介護保険法第1条に「国民の共

同連帯の理念に基づき」とあるように、介護保険制度の中でも社会連帯の理念は語られて

おり、こうした理念の下で措置から利用へ社会福祉の処遇概念の変更が図られた。  

この介護保険制度においても、多機関・多職種連携がケアマネジメントという概念とと

もに強調されてきた。というよりも、多機関・多職種連携を前提として制度が設計されて

いる。対象者のサービスの必要な程度（要支援・要介護度）に応じて保険給付の限度額を

念頭にサービスを組み合わせ、対象者が「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができる」（介護保険法第 1 条）ようにするために、介護支援専門員

と呼ばれる職種が調整を行う。ここで行われる調整を、通常、ケアマネジメントと呼ぶ。

村社（2011a）は、ケアマネジメントの国内外の定義を参照し、個人的な支援を提供する

ことが必要となる場合もあることを加えつつ、調整方法としての性格を持つと述べた。そ

して、先行研究を踏まえ、ケアマネジメントは目的と役割期待の違いから「利用者指向モ
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デル」と「システム指向モデル」の 2 つに整理できるとした（村社 2011a）。利用者指向

モデルは「利用者・家族本位の専門性」であり、目的は「利用者の利益の最大限の実現」、

「ニーズの総合的アセスメントの実施」である（村社 2011a）。それに対してシステム指向

モデルは、制度的枠組みを軸に、予算管理責任のもとでの適正な資源配分の実施であると

される（副田 1997）。こうしたケアマネジメントのモデル類型は、介護保険制度が目指し

た方向性としての、利用者主体の実現と（主に財政にかかわる）資源のコントロールとい

う側面をある意味で代表するとも考えられる。  

介護保険制度には様々な課題もあるが、利用者自身の自由意思に基づくサービス利用や

多様なサービスを組み合わせるといった着想は、その後の障害者福祉施策にも継承され、

利用者主体という福祉像の形成に貢献したといえる。従来の措置制度では、客観的な物差

しをあらかじめ用意できない部分があり、結果として認定に当たる行政の裁量的判断に任

せられ、権利性が不明確であった（秋元 2010：158）。一方で、申請主義は、申請という

行為が阻害された状況にある人の利用権を保障することをあまり得意としない手法でもあ

る。高齢者も障害者も、本人が何らかの理由で申請できない場合には、家族がそれを代理

する前提で「利用者主体」のための策が講じられている。そのため、家族が代弁できない

場合の策として、成年後見制度のほかに地域福祉権利擁護事業なども整備されてきた。た

だし、こう言った事業についても、代弁可能な誰かが窓口に来ることを想定して設計され

ているという点においては、申請主義の流れを組むといえる。そのため、申請できない人

達に対応することも想定したシステム作りが求められる。地域包括ケアにおいて、アウト

リーチ型の援助が注目されるのはそうした理由からである。  

家庭内で進行する権利侵害の場合、その多くは、当事者が「虐待を止めてほしい」と申

請に来ることが期待できない。ゆえに、権利侵害への対処に特化した児童虐待防止法は申

請主義とは異なる制度設計をもつ。津崎ら（2008：10）は、児童虐待防止法について、こ

れまで民事不介入に徹していた家庭内の問題に、申請ではなく外部から介入的に関与する

仕組みを作ったという点で大きな歴史転換の意味を有すると述べた。秋元（2010：158）

は、基準化が難しい個別的な事情があることも踏まえて、措置制度は要保障性の有無と程

度について判断を行おうとしている制度であると指摘する。児童福祉制度は、保育所に関

して利用・契約概念について先陣を切って導入した分野でありながら、措置制度という柱

を支えにした構造をも併せ持つ。子ども虐待対応は、その措置制度を必要とする分野の一

つである。 

一見、介護保険と児童虐待防止法は、利用・契約概念と措置制度という対照的な枠組み

を持つ。しかし、どちらもサービスを必要とする人たちの「人間らしく生きたい」という

欲求を支えるために制定されてきた。自由意思を尊重するということは、自由意思の発露

が難しい人たちをどのように代弁するのかという問題をも含む。そういった観点でいえば、

人権の尊重は、利用概念だけではなく、措置概念も必要とする領域だといえる。そして、

社会福祉制度の枠組みとして捉える児童虐待防止法は、人権の尊重という観点からは代弁

的機能を担保する役割を担う法律といえるだろう。なお、介護保険制度が対象とする高齢

者領域においても、2006年には虐待防止に関する法律（「高齢者に対する虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」）が施行されている。児童虐待防止法は当事

者そのものが政治過程に参加できない中で成立した法律であり、立法を推進するアクター

は福祉や医療の関係者、弁護士といった、児童の権利擁護に関心をもつグループであった
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（勝田2015）。その成立過程からも、代弁的な実践が求められていたことがわかる。こう

した特徴を有する児童虐待防止法は、児童福祉法とともに日本における子ども虐待対応の

根拠法の一つとなっている。 

 

第二節 子ども虐待対応を支える制度 

1）児童虐待防止法の意義 

児童虐待防止法は、日本の国策としての子ども虐待対応のあり方を示したものである。  

この法律は「施策の促進を目的とする」ものであり、具体的な制度や仕組みを新たに作る

ことを主たる目的とはしていない（吉田 2003：4）。この法律では、児童虐待の影響（第 1

条）、児童虐待の定義（第 2 条）、児童虐待の禁止（第 3 条）、児童虐待の防止等に関する

国や自治体の責務（第 4 条）、児童虐待発見時の通告義務（第 6 条）、児童虐待の通告に関

する免責規定（第 6 条 1 項）、児童相談所の安全確認義務（第 8 条）などを明記し、警察

との連携規定の設定（第 10 条）等がなされている。2000 年の施行後、2017 年現在まで

に 3 回の改正を重ねており、現場のリアリティに即して、その実効性を強化するために改

正を重ねてきた（中板 2015）。今後も必要に応じて見直しを行っていくことになるだろう  

歴史を振り返れば、1875 年にアメリカで世界的にはじめて児童虐待防止協会（後に CPS

へと展開）が創設されているのだが、そのきっかけを作ったのが、Mary Ellen（Wilson,M.E.）

という 9 歳の女の子と宣教師（Wheeler, E. A.）であった。実母から置き去りにされ、そ

の後、養母からの虐待を受けていた Mary Ellen を救うために、宣教師は動物虐待防止協

会の会長と弁護士に相談し、「人間もまた動物である」という論理で裁判所に保護を求めた

ことはよく知られている（池谷 2009；庄司 2010）。彼女とそれを取り巻く大人たちの行動

は、子どもの権利を守るために国家権力が介入するという、それまで誰も思いつかなかっ

たテーマに多くの人々の関心を引き寄せる機会を与えたといわれる（Ten Bensel et.al. 

=2003）。児童虐待防止法もまた、子どもを守る上での国家責任を示す形になったその功績

は大きいといえる。 

子どもが親の「財産」として捉えられていた時代には、親がその「財産」をどのように

「処分」しようが問われることはなかった。子ども虐待は古くから存在し、人身売買、性

的搾取、子捨て・間引きなどの問題は、世界各地で行われてきた。日本書紀などにも子ど

も虐待に関する記述は残されており、江戸時代から開始された人口調査で明治まで人口が

ほぼ一定数を維持したのは間引きの影響によるといわれる（池田 2002）。子どもは親の所

有物、もしくは親の延長であるといった考え方が定着する中では、社会そのものが子ども

虐待の存在や普遍性を否認し続けてきた（Gil＝1997：3）。そのために、家庭や地域社会

が危機的な状況に陥った際には、子どもを犠牲にすることで乗り切るという手段も選ばれ

てきた。つまり、子ども虐待は、古くから「仕方のないこと」として存在した。才村（2005：

3-4）は、絶対的貧困の時代には、子ども虐待に対する社会の認識は「家のためには仕方の

ないこと」として黙認・容認され、社会的にはさほど問題視されることはなかったと述べ

た。この仕方のなさを乗り越えるためには、変えることができるかもしれないという期待

が必要になる。そうした観点からいえば、1990 年代の民間相談機関の活動も含め、児童虐

待防止法などにより（不完全ではあったとしても）子どもを守るための手立てがあるのだ

と示した意義は大きい。 

また、児童虐待防止法の意義としては、子ども虐待の定義を明示したことにより、社会
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福祉制度の対象規定を行ったことにもある。これにより、誰を子ども虐待から守ればいい

のかを明らかにすることができた。また、この定義の登場を、定義を引用して虐待である

と相手の機関や親に説明することができるようになった（加藤 2001:16）、「虐待」という

言葉が持つ個々ばらばらの概念、共通概念に揃えた（小林 2010：10）、と評価する識者も

いる。窪田（2013：124）は、命名するということは、それまで手に負えないと思い込ん

でいた問題が自分の手の届くところにくるということであり、何とか対応する手がかりが

あるのではないかという気持ちが動くということであると述べている。この窪田（2013）

の言葉に内田（2015）の指摘を加味すると、定義を明示することで人権尊重の可能な社会

の創生に対する期待が生まれるという効果もあるだろう。  

加えて、児童虐待防止法制定以後、児童相談所が扱う相談件数は急増している。児童福

祉法でも子ども虐待の発見時の通告は国民の義務とされていたのだが、通告後の対応を含

め形骸化されていたことから児童虐待防止法で更に規定した経緯がある。以後、通告しや

すさを追求する形で制度が設計されてきた。例えば、匿名通告も認められている（児童虐

待防止法第 7 条）。加えて、2004 年児童虐待防止法改正（2005 年施行）により通告の対象

が「児童虐待を受けたと思われる児童」と規定し直され、いわゆる「疑い通告」が認めら

れた。これにより、子ども虐待かどうか判断に迷う場合であっても、通告という形で児童

相談所などの機関が介入する端緒を創ることができるようになった。1999 年度に児童相談

所が扱った子ども虐待の相談件数は 11,631 件であったが、2012 年度は 59,919 件、2015

年度は 103,260 件（速報値）と報告されている（厚生労働省 2016b）。この増加傾向は子

ども虐待の絶対数の増加を懸念させつつ、他方では、今まで潜在化され易かった問題を顕

在化させる条件が整備されてきたと見ることもできるだろう。 

 

2）日本の子ども虐待対応の政策方針 

日本の子ども虐待対応は、先述の児童福祉法や児童虐待防止法の他に、民法における親

族法規定などを根拠法として展開されている。児童福祉法では、行政権が子どもの保護を

設計して実行し、親権制限が必要になる時点で司法の許可を得る仕組みとなっている（水

野2010）。そして、各種指針（『児童相談所運営指針』、『子ども虐待対応の手引き』等）や

通知・通達が補助する役割を担う。主たる管轄省庁は厚生労働省であり、中心を担う担当

部署は子ども家庭局に設置された虐待防止対策推進室だが、母子保健や医療などの他の担

当部署との関連も深い。こうした厚生労働省内の関連部署を横断的に取りまとめるための

組織として、2016年4月には児童虐待防止対策推進本部が設置された。  

また、2016年3月29日に閣議決定された「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」

により、2016年4月以降は児童福祉法及び児童虐待防止法を所管し、子ども虐待の防止を

所掌する厚生労働省において、関係府省庁間の必要な総合調整を行うこととされた（閣議

決定2016）。一方、子どもに関わる機関である学校などの教育機関の管轄は文部科学省で

あり、子どもに対する加害行為を犯罪という側面から捉えれば警察庁との関連も深い。そ

のため、省庁間での連携も必要とされる。こうしたことから、厚生労働省は関係府省庁間

の必要な調整等を行うために児童虐待防止対策に関する関係府省庁による連絡会議を開催

するなど、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整を

行うとともに、所掌する事務に当たる（閣議決定2016）。このように、厚生労働省が調整

を担当し、関係府省庁が緊密に連携して総合的な子ども虐待防止対策を政府一体となって
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効果的に推進することを目的として関係府省庁連絡会議が開催されることとなった。そし

て、厚生労働省以外の関係府省庁は、情報又は知見の提供その他の必要な協力を行うこと

とされた（閣議決定2016）。 

こうした構造の下、日本のこども虐待対応は「発生予防」、「早期発見・早期対応」、「子

どもの保護・支援、保護者支援」という 3 つの政策方針が柱とされてきた。これらの政策

方針と関連する諸施策について、関係法令および 2012 年に総務省が提出した『児童虐待

の防止等に関する政策評価書』などを参照しながら概観する。  

① 発生予防 

発生予防では、孤立した環境下での育児を防止するために育児不安の軽減を図ることで、

子ども虐待を未然に防ぐことを目的としている。具体的に設けられた施策としては、乳児

家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業などが挙げられる。いず

れも児童福祉法が市町村に対する努力義務を規定し、管轄は厚生労働省である。乳児家庭

全戸訪問事業では乳児（0歳児）のいる全家庭を相談員（保健師や助産師の資格をもつ者

が担うことが多い）が訪問し、子育てに関する情報提供、母子の心身状況の把握等を実施

することをいう。その乳児家庭全戸訪問事業などによって、養育支援が必要と考えられた

家庭を訪問し、養育が適切に行われるよう相談、指導等を実施する事業が養育支援訪問事

業である。つまり、乳児家庭全戸訪問事業でスクリーニングを行い、さらに手厚くフォロ

ーする体制がとられている。この他にも、文部科学省が管轄する訪問型家庭教育相談体制

充実事業では、地域の子育て経験者などが学校等と連携して家庭等を訪問して支援を実施

する取り組み等も行われている。地域子育て支援拠点事業では、主に乳幼児（0～3歳児）

やその養育者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談等を行う。「子育

て広場」などの名称が用いられ、一般型と連携型の二つの形態が想定されている。一般型

では保育園や幼稚園などに併設される場合のほか、公共施設や民家、商店街の空きスペー

スの活用などが想定され、従事者は一般の「子育て支援に関心があり、知識を持っている

者」とされる。一方、連携型は児童館や児童養護施設などの児童福祉施設で運営され、児

童福祉施設等の職員の協力を前提としている。また、2015年に施行された子ども・子育て

支援法に基づく地域・子ども子育て支援事業との一体的な運営により、市町村における一

体的な子育て支援の推進が期待されている。  

② 早期発見・早期対応 

二つ目の柱である「早期発見・早期対応」では、子どもへの被害が多かれ少なかれ存在

し、その深刻化を回避することを想定して立案されている。この「早期発見・早期対応」

という政策の主軸となるのが前項でも触れた通告制度である。なお厚生労働省は、児童虐

待防止法の趣旨に基づく通告であれば、結果として通告が誤りであっても刑事上・民事上

の責任は問われないとの考え方を示しているが（厚生労働省2013b）、日本では法律上の免

責規定はない。特に子どもに接触する機会の多い学校教職員、保健師、医療関係者等には

虐待発見の努力義務を課した（児童虐待防止法第5条）。 

③ 子どもの保護・支援、保護者支援 

3つ目の柱である「子どもの保護・支援、保護者支援」の具体的施策としては、子ども

の安全確認の徹底に関する通知、子どもの安全を守るための適切な一時保護、親子再統合

に向けた養育者への支援、児童福祉施設等（乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療

施設、等）の体制整備が図られてきた。安全確認の徹底は俗に「48時間ルール」と呼ばれ、
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児童相談所は通告を受けた際に48時間以内に安全確認を行うことが望ましいと『児童相談

所運営指針』では示されている。また、一時保護とは、児童福祉法第33条を根拠法とする、

虐待を受けている（あるいはその疑いのある）子どもを児童相談所長が必要と認めた時に

安全確保のために保護する行政措置をいう。子ども虐待事案における一時保護の第一の目

的は、子どもの生命の安全を確保することであるが、現在の環境におくことが子どもの安

全な家庭生活を確保する上で明らかに問題があると判断されるときは、まず一時保護を行

うべきともされる（厚生労働省2013b：107）。これは子どもへの危険を心配することなく

虐待を行っている養育者への調査や指導を進める、一時的に子どもから離れることで養育

者も落ち着くことができる、あるいは援助を開始する動機付けとなる場合もある、子ども

の観察や意見聴取を安全な生活環境下でより的確に行うことができる、などといった効用

が期待される（厚生労働省2013b：107）。なお、原則、一時保護は子どもおよび養育者の

同意を得る必要がある。同意が無くとも一時保護は可能とされているが（児童福祉法第28

条）、継続して養育者の理解を得る努力を行い、子どもの福祉を最優先した対応が必要とな

る（厚生省1997）。なお、一時保護にあたっては、養育者に対して文書をもって通知し、

併せて行政不服審査法第57条の規定に基づき不服申立ての方法等について教示すること

とされている（厚生省1997）。  

 養育者への支援に関する施策としては、行政上は「保護者指導」あるいは「保護者支援」

として規定される。両者の相違は、「保護者指導」は児童相談所の措置として行われるため

に児童相談所主体によるケース運びであるのに対し、「保護者支援」は親の主体性を基本と

した関わりである点に集約される。児童相談所による保護者指導は、児童福祉法第26条第

1項2号あるいは同法27条第1項2号に基づくに基づく児童福祉司指導、児童委員指導、市町

村指導、児童家庭支援センター指導若しくは障害児相談支援事業を行う者等の指導があり、

行政処分として行われる（雇児総発第0314001号「児童虐待を行った保護者に対する指導・

支援の充実について」等）。一方、保護者支援は、養育者の主体的・自発的な意志に応じて

行われるとされ、児童福祉法第11条第1項2号二に基づく指導や児童福祉施設最低基準に規

定された各種児童福祉施設による入所する子どもやその家庭の状況等に応じて子どもの自

立を支援するために策定される計画に沿って実践される取組みとされている。加えて、市

町村においても「児 童 及び 妊 産婦 の福 祉 に 関し 、 家庭 そ の 他か ら の相談 に 応 ず

る こ と 並び に 必要 な 調 査及 び 指導を 行 う こと 並 びに こ れ らに 付 随する 業 務 を

行 う こ と」 と して そ の 役割 が 強調さ れ る に至 っ た（ 児 童 福祉 法 第 10条 第 1項

第 3号 ）。そ して 、児童相談所長による指導措置について、市町村に委託して指導させる

ことができることとなった（児童福祉法第26条第1項第2号及び同法第27条第1項2号）。 

2007 年の児童虐待防止法及び児童福祉法の改正時に、親が都道府県知事による指導に係

る勧告に従わない場合に講じるべき措置の明確化や、施設入所等の措置解除の際に保護者

指導の効果等を勘案しなければならないとされた。これに伴い、厚生労働省は翌 2008 年

に『児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン』を、地方自治法第 245 条の 4 第

1 項に規定する技術的助言として取りまとめた。なお、家庭での養育が困難と判断された

場合には、乳児院や児童養護施設のような児童福祉施設への入所や里親委託などの行政措

置がとられる（児童福祉法第 27 条）。また、子ども虐待が強く疑われる場合には、親の同

意を得ずに家庭裁判所の審判・承認後に措置を行う権限が、児童相談所所長には与えられ

ている（児童福祉法第 28 条）。 
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以上、子ども虐待対応の政策上の 3 本柱について概観した。総務省の政策評価書（総務

省 2012）等では便宜上、それぞれの柱に対して各施策・事業が位置付けられているが、政

策上の 3 本柱は、それぞれが独立しているのではなく、連続性をもっている。 

 

3）行政権限の強化 

児童虐待防止法成立前夜には様々な通知が発出されたことには既に触れたが、その中に、

児童虐待防止法の基本的な方向性を示すこととなった通知がある。それが、「児童虐待等に

関する児童福祉法の適切な運用について（平成 9 年 6 月 20 日付児発第 434 号厚生省児童

家庭局長通知）」である。この通知の趣旨は、一部疑義のあった児童福祉法について解釈の

明確化を図るとともに、子どもの福祉を最優先した積極的な取り組みを促すために発出さ

れたものである。津崎ら（2008：9）は、この通知の主旨を以下のように要約している。  

・国民に広く通告義務を周知させるとともに、民生・児童委員、医師、教職員等の関係者

への啓発活動に努めること。 

・通告は守秘義務違反には当たらず、通告者の情報源に配慮すること。  

・立入調査に当たっては必要に応じ、警察との連携による調査を行うとともに、状況に応

じて遅滞なく児童の一時保護につなげるなど、児童の福祉を最優先した臨機応変の対応

に努めること。 

・一時保護に当たっては保護者の同意を得て行うことが望ましいが、得られない場合は児

童の福祉を優先した対応を図ること。 

・保護者の同意が得られずに行った一時保護等について、保護者が引き取りを求めてきた

場合はこれを拒むこと。 

・家庭裁判所の承認を得て施設入所した場合、保護者の引き取りはこれを拒むこと。  

 （津崎 2008：9 を一部抜粋） 

上記の通知の要約抜粋を見ればわかる通り、この中では養育者との友好的な関係構築を

目指したアプローチではなく、子どもの安全確保に重点を置いた権限に基づく介入型アプ

ローチに関わる援助指針が示された（津崎ら 2008：8-9）。この援助指針が児童虐待防止法

に継承されたのである。 

子ども虐待対応にはパターナリスティック（強権的）な側面とパートナーシップに基づ

く受容的な側面の二つのパターンがみられる。児童虐待防止法制定以降、パターナリステ

ィックな側面が強調されてきた。このアプローチでは、行政権限を用いて、強制的に親子

関係に介入し、必要に応じて子どもを保護するといった形で子どもの権利擁護を行う。こ

うした手法を、便宜上、強制的介入と呼称しておくが、日本においても、1990 年代に入る

と、司法と福祉の連携による強制介入的ソーシャルワークの手法が確立されていった（保

坂 2011：305）。一方、パートナーシップとは、Child Protection Services（以下、CPS。

日本の児童相談所に相当）と家族の両者が、双方合意のゴールを達成しようと協力し努力

するときに存在する（Turnell et al.1997）。この強制的介入とパートナーシップに基づく

アプローチは、子ども虐待対応において、どちらかだけではなく、どちらも必要とされて

いる。こうした両極端なアプローチが求められる背景には、子ども虐待対応が、育児を尊

ぶという側面と権力の濫用の抑止という側面の、一見すると二律背反的な特徴を有するた

めと考えられる。 
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第三節 子ども虐待対応の二律背反的な特徴 

1）育児行為の尊さ 

虐待を受けた子ども達の心理的治療に関わるセラピストである Gil（＝1997：63）は、

子ども虐待は、家族というフレームワークの中で生じる相互関係の問題であると述べてい

る。対象となる子どもの年齢も幅広く、乳幼児期から思春期まで含まれる（Steele=2003）。

子ども虐待対応を理解するために、まず、一人の人間を育てるという行為は決して「出来

て当たり前」ではないという前提に立つ必要がある。  

人間は、きわめて未熟な状態で生まれてくるため、人間の行動パターンのうちで生まれ

つき遺伝的に決定されているものは極めて限られている（Steele=2003：168）。この数少

ない遺伝的なプログラムの一つが、アタッチメント（attachment）といわれる行動制御シ

ステムである。精神分析医である Bowlby John が提唱したアタッチメントとは、①子ども

自身の内的要因（病気、苦痛、疲労、空腹などの生理的不快状態）、②外的環境要因（新奇

性、突然の大きな音や光・暗闇などの物理的環境）、③養育者の不在、拒絶的反応、養育者

と離れている物理的な距離や時間の長さ、などの諸要因によって活性化される、他者から

の保護やケアを引き出す、あるいはかかわりを求める手段となる行動パターンを説明する

ための概念である（久保田 2008）。未熟な状態で生まれた人間にとって、「生」を保障して

くれる人への適応は生命維持上の必須課題である。したがって、基本的には子どもの意思

とは無関係に自動的に発動され、本質的には母親「機能」への愛着であり（Steele=2003）、

血縁関係がなくとも、その機能を担う人間に対してアタッチメントは作動する。  

アタッチメントが子ども側の親に対する適応であるなら、親側の育児行為は子ども側の

アタッチメントへの適応ということになる。この子－親間で展開される適応は、お互いに

影響を及ぼしあうことで成立し、互いに応答したり関わり合ったりする、顕在的な行動で

成り立つ（Stern＝2000：12）。そして子－親の関係性は、影響を及ぼしあった記憶を背景

に、子どもや親に特有の多くのレンズ（≒準拠枠）を通してどのように知覚され、解釈さ

れるかにより決まる（Hinde1979；Stern=2000）。Stern（＝2000：12）は、記憶の集積

と個人的解釈の混合物を相互作用の表象（representation）と呼び、この表象を通して親

側は相互作用の客観的な出来事を子どもと親自身の行動を含めて、主観的に体験し、解釈

すると説明している。 

アタッチメントと、親の養育行動の大きな相違点は、子どもへの反応は親自身が生き延

びることとは無関係な点にある（Steele=2003）。Bowlby（＝1993：2）は「成功した親に

なるということは、多くの非常に大変な仕事を要求される」と述べていた。子どもの生命

維持には親側の積極的関与が不可欠であり、子どもの成長を助けるためにも、多大なエネ

ルギーを必要とする。したがって、育児は非常に大きな投資を必要とする作業といえる（長

谷川 2016）。育児という投資を親のみで完結することは難しく、本来、人間は共同繁殖す

る動物であった（Hrdy2011）。しかし、共同繁殖を可能にしてきた場（家庭や地域社会）

も変化し、現代は新しい場の創出を試みる過渡期にある。現代社会もまた、ある種の危機

的状況を迎えているとみなすこともできるだろう。 

また、庄司（2007：88-90）は、育児は構造的に不安を喚起しやすい性質を含むと指摘

した。養育行動は親と子どもとの一体感を生む反面、子どもへの期待の高まりと現実との

ギャップに悩むこともでてくる（庄司 2007：89）。場合によっては、子どもに親が望むあ
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るべき姿を強いることもあるかもしれない。また、「育て方」が遺伝的にプログラムされて

いない以上、一定の学習が必要となる。そのために、親自身がかつて体験した「親子関係」

の影響を受けやすくなる（庄司 2007：91）。そして、「母性」神話に代表される「子育て

は親の責任」という認識が、育児へのサポートを受けにくくする要因となる（庄司 2007：

89）。援助を要請することが、「ダメな親」の烙印を押されるかのように思わせるからであ

る。才村（2005：7）は、子ども虐待のように、「あってはならないことは、存在しない」

ものとして社会的に封印され、逆に「母性神話」のように、「あってほしいことは、（仮に

実在しなくても）存在する」のであると指摘した。  

投資としての育児は、エネルギー資源の枯渇や供給バランスの不具合により成立を妨げ

られる。こうしたことから、アメリカで子ども虐待への関心が高まってきた当初、子ども

虐待は親の精神病理に問題の原因が求められていた（Turnel et al.＝2004：26）。しかし、

エネルギー資源の枯渇や供給バランスの不具合は、親にのみ責任があるわけではない。現

在では、複数の影響を統合することで全体像を見ようとする生態学的アプローチの登場に

より、個人要因、家族要因、コミュニティ要因、社会的要因、文化的要因の相互作用から

子ども虐待は発生すると考えられるようになった（Turnel et al.＝2004：26）。身体的・

精神的な疾患があれば個人が有するエネルギー量は減少するかもしれない。しかし、他に

エネルギー源（育児を供給できる資源）があれば、子どもは虐待されなくて済むかもしれ

ない。人間の行動は複雑で複合的に決定されるのであり、早期の適応（不適応）パターン

は後の適応（不適応）に影響を及ぼすが、必ずしも単純で直線的な方法で影響をするわけ

ではない（Widom＝2005）。資源の少なさが何らかの形で補われ、エネルギーの需要と供

給のバランスが図られていれば、子ども虐待の発生につながらないことも十分考えられる。   

育児は、エネルギーバランスの少しの乱れにも反応する繊細さ有している。こうした儚

さを含む中で取り組まれるからこそ「人間が人間を育てる」という行為は尊い。子どもた

ちにとって代え難い存在としての親を尊重するということは、結果的に、子どもたちを尊

ぶことにつながる。そして、育児という行為が有する繊細さは、些細な変化でも家庭内の

相互関係の問題を反転させる可能性があることをも意味する。人々が取り組む育児という

挑戦を尊び、その勇敢さを支える。予防も含めた子ども虐待対応とは、そうした可能性を

現実のものにするための取り組みである。  

 

2）親権の抑圧性 

しかしながら、親を尊重することと、子どもという立場にある人間の尊厳を脅かす行為

を支持することは、分けて考える必要がある。子ども虐待は子どもの尊厳が脅かされた現

象である。これまで、子ども虐待対応においては、親権への対応策が大きな課題となって

いた。親権とは民法第 820 条に規定される、親子という固有の身分関係から派生する、未

成年の子の監護養育するためにその親に認められた権利義務の総称（日本弁護士連合会子

どもの権利委員会 1998：22）である。親権は、元々、ローマ法の家長権を受け継いだ父

権であり、明治期の民法（1898 年施行民法）でも「子は其家に在る父の親権に服す」と父

を単独親権者として定められていた（水野 2010）。戦後の民法改正により両親の共同親権

となった（水野 2010）。その内容は、子の身上の監護教育権と財産上の管理処分権に大別

される（水野 2010）。これまで、親権と児童虐待防止法との整合性については何度も取り

沙汰されてきた。親“権”という言葉から親の権利のイメージが強く持たれているが、実
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際には親権は子の利益のために行使されるものであり、子ども虐待が親権によって正当化

されないことは法律上明らかである（石田 2010；法務省児童虐待防止のための親権制度研

究会 2010）。才村（2005：11）は、親権には強力な権限が付与されているが、親権とは親

の絶対的な権限ではないと指摘する。 

ただし、かつては子に対する親の絶対的な権利と解釈されてきた（水野 2010）。欧米文

化圏において、力が正義だった古代には、儀式によって生きる権利を与えられるまでは、

乳児には何の権利もなかった（Ten Bensel et al.=2003）。新生児は父親の認知を受ける必

要があり、父親が生み出したものは父親のものであり、父親はそれを好きなように扱うこ

とができたといい、子どもの権利とは親の特権でもあった（Ten Bensel et al.=2003）。日

本においても、儒教的家父長的家族制度に基づく「私物的我が子観（親の従属物とみなす

子ども観）」があったとの指摘もある（才村 2005；厚生労働省 2013b）。親権を親が子ども

に対する強力な権限と認識されてきたからこそ、子どもは親の財産とみなされ、子ども虐

待は「仕方のないこと」として扱われてきた。子どもの権利が社会的に認められるために

は、親権に対する認識の変更を要することになる（杉田 2008：62）。 

児童虐待防止法第 4 条 6 項では「児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育

成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、でき

る限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない」と規定され、また同法第 14 条 1

項では「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなけれ

ばならない」とし、「児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪

について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはな

い」（同法同条第 2 項）と規定している。そこで、2012 年改正民法では児童虐待防止法と

の整合性を明確にするために、従来の「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を

有し、義務を負う」という条文から、改正後は「親権を行う者は、子の利益のために子の

監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」（民法第 820 条）と規定した。親権に「子

の利益のため」と言う行使目的の限定を加え、“子”という立場にある人間の権利を保障す

るために精緻化が図られた。ただし、2012 年民法改正時には、懸案事項となっていた監護

教育権（特に懲戒権）の削除を含めることはできなかった。  

児童虐待防止法や児童福祉法改正による公法的規制は、内容的には親権行使に対する制

約となっている（水野 2010）。民法上も、こうした流れに歩調を合わせる形で改正された。

これまで民法第 834条では親権の濫用又は著しい不行跡を理由に親権喪失ができるとされ

てきたのだが、実践現場ではこの手段の選択を躊躇する傾向があった。こうした背景を踏

まえ、2012 年改正民法では、新たに親権を一時停止するための制度が創出された。民法第

834 条の 2 において、家庭裁判所は「父又は母による親権の行使が困難又は不適当である

ことにより子の利益を害するとき」に 2 年以内の期間を定めて親権停止の審判をすること

ができると規定された。期間が限定されている意図は、子どもの利益を守りつつ、子ども

自身、養育者自身、そしてその家族を取り巻く人々・環境の変化を促すための時間を作る

ためである。 

以上で整理したように、育児という尊い行為を支えることが求められる一方で、親権の

濫用を制限する必要もあるという、一見すると二律背反的な側面を持つ点が子ども虐待対

応の一つの特徴となっている。 
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3）バックラッシュ現象にみる一義的な対応の限界 

「福祉機関は暴力的な家族に対しても援助を申し出る義務を負わされているけれども、

実際には、変装した司法の番人としての機能を果たす場合が多い」（Marneffe =2003：959）。

川﨑ら（2010：42）は、児童虐待防止法制定後、発生予防から自立支援に至るまでの切れ

目ない支援、総合的な施策を打ち立てるはずだった我が国の児童虐待対策は、社会を揺さ

ぶる幾つかの虐待死事件などにも影響され、いかにして早期発見・早期対応を行うかとい

う課題に追われ続けたといっていいのではないかと指摘した。子ども虐待は、子どもの生

命・生活・人生に大きなダメージを与える。子ども虐待の悲惨さに心を痛めることにより、

加害行為を行う親の権限へ対抗することに焦点化した対応策の強化に追われてきた。  

こうした行政権限を用いた強制的な介入スタイルは、欧米型の子ども虐待対応に見られ

る特徴でもあった。「あった」と過去形をとる理由は、その欧米において見直しが迫られた

からである。子どもを守るために親権への介入を可能にした法整備後の欧米は、1990 年頃

から介入論理を軸にする制度の限界を感じ始めて、次への模索を始めたといわれる（小林

2015）。その象徴的な出来事として、ここではバックラッシュ現象を取り上げたい。

backlash とは逆回転といった意味を持つ言葉だが、それが転じて「進歩的とされる政策や

社会現象に逆行する動き。反動。」（広辞苑第 6 版）という意味で日本語においても用いら

れるようになった。子ども虐待に関していえば、1980 年代後半から 1990 年代にかけてア

メリカやイギリスで社会問題となった（子どもの虹情報研修センター2006）。 

アメリカでは、1960 年代中頃から 1980 年代中頃にかけては CPS が社会で果たす役割

について広く国民の考えが一致していた時代であり、公然と CPS に対立する人間は子ども

の敵であるとさえ考えられていた（Weber＝2003）。その流れが 1980 年代半ば以降、バッ

クラッシュ現象により一変する。1984 年にはミネソタ州ジョーダンで性的虐待が疑われた

親たちに対し、子どもを保護するためにとった行政行為の妥当性が認められないとして、

親たちに無罪判決が言い渡された（Weber=2003）。上野（1996：71）は、メディアが児

童保護システムの失敗例を再三取り上げるようになったきっかけとなったと述べた。この

裁判の判決を受ける形で、子どもの虐待防止法の被害者連合（the Victims Of Child Abuse 

Legislation ;以下、VOCAL）が組織された（Weber=2003）。 

イギリスでも同様の事件が起こる。クリーブランド事件と呼ばれるケースでは、1987

年にクリーブランドの小児科医 2 名により性的虐待を受けたと診断された 121 名の子ども

たちが、家族から分離された（Turnel et al.＝2004：35）。しかし、親たちの活発な抗議

キャンペーンにより、メディアや市民の感情は急速にソーシャルワーカーや医師を非難す

るものに変貌する（Turnel et al.＝2004：35）。裁判所が 12 家族から引き離された 26 人

の子どもについて診断ミスと判断した時、専門職の介入について行き過ぎで不適切であっ

たとの見解が広まった（Turnel et al.＝2004：35）。その後、「ファミリー・ライツ・グル

ープ」などの虐待の疑いをかけられた親を支援するための団体が組織されたという（三島

2005：31）。 

また、子どもに虐待と性的被害から逃れるすべを教えようとする努力は、親の権威を損

なうことや学校で性教育を教えることを懸念する保守的な団体や宗教団体だけでなく、ア

カデミックな論者からも反発を引き起こした（Myers＝2008：9）。こうしたバックラッシ

ュという、強制的介入に偏った対応が家族を裁判闘争に駆り立てる現象は、その反動とし

て、今度は CPS 側を親の告発に駆り立てることになった。その結果、CPS は法的に許容
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される証拠固めの収集に関心を傾けることになる（Weber=2003）。これは、極論をいえば、

裁判に勝てる見込みのない子どもが権利擁護の対象とされない可能性を含むことになる。

CPS は親から訴訟を起こされないようにという自己保身にばかり走ることで、児童保護と

いう本来の機能が立ちいかなくなってしまうという悪循環に陥ったとの批判もある（池谷

2014）。非協力的な環境で働きなれていない一部の実践家の仕事はより複雑になり、個人

的に標的とされた人々の苦痛の種となり、場合によっては虐待された子どもを弁護する能

力を無効化することになった（Myers＝2008：9）。また、強制的介入に偏ったかかわりに

よって親たちは暴力的になり、子どもを病院や施設から強引に連れ出してしまう事態が頻

繁に発生した（Marneffe =2003）。 

日本においても、児童相談所の行政権限を強化し、強制的な介入に偏った制度設計に批

判がみられるようになってきた。池谷（2014）は、子どもの幸せを願うあまりに虐待の範

囲を拡大し、些細ないことでも国家が家庭に強引に介入しようとするならば、逆に家庭内

の人間関係をギクシャクさせ、家庭そのものを崩壊させかねないと指摘する。また、小島

（2014）は、人間が不完全な存在である以上、一定の割合で「逸脱（abuse）」は必ず発生

するが、常数まで予防すべく公権的介入を企図することは、不完全な存在に完全を求める

ことを意味するが、それは文字通り非人間的な社会状況を招来することになりかねないと

危機感を示した。そもそも「完璧な養育」などあり得ない。どの養育にもいくらかの不適

切さは含まれる（Munro2008：50）。「完璧な母親像」や「あるべき父親像」を強いる社会

とは、親と呼ばれる立場の人たちを抑圧する社会であり、そうした社会の中で子どもを育

てることに希望を見出すことができるとは到底思えない。  

一義的対応の限界は、通告し易い制度設計にもみられる。匿名通告は通告者を護ること

を意図したものである。一方、通告者を護ることに特化した制度設計では、子ども虐待で

はなかったケースをも拾い上げることになる。川﨑（2006：104）は、虐待通告件数が増

加するにつれ、現場感覚では誤認や誤報が増えていると実感すると述べた。通告された家

族には、多かれ少なかれ、「子どもを虐げる親」、「虐待される可哀想な子ども」などといっ

たラベルが与えられる。疑わしいと認識した場合も通告するのであれば、その認識主体の

誤謬性をも社会が容認し、誤りであった時には通告された家族をフォローすることも必要

となるはずである。しかしながら日本では、通告された者が怒り、傷つき、かえって地域

からの孤立を招くようなことがあっても、残念ながら制度上、そこまでの配慮はなされて

いない（川﨑 2006：105）。Munro（2007）は、虐待という語の意味を広げすぎ、子育て

にかかわるありとあらゆる問題をそこに盛り込んでしまったことが、まず問題だったとま

で指摘した。通告し易さを追求した現状の制度設計は、「見守り」という名の下に、互いを

監視しあうシステムとして機能しかねない危うさを内包する。  

川﨑ら（2010：45）は、「保護者との対立を現場が抱え込んで大変だと言えば、じゃあ、

あなた方に強い権限を与えますから現場でやってください、という流れになっています」

と述べ、行政権限ばかりが強調される現場の負担感を代弁した。児童相談所自らが権限強

化を望んだわけではなく、家族を再生するための総合的な法整備が必要と主張していたは

ずであったが、法的技術論が先行してしまったとの印象ももたれる（津崎ら2008：41）。

1990年代以降、児童相談所に特化された業務マニュアルや弁護士会による法律実務に焦点

を当てたものが作成されるようになってきたのだが、こうした動きは、児童相談所におけ

るソーシャルワークが「介入的ソーシャルワーク」へと変容したことと無関係ではない（子
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どもの虹情報センター2006）。法的対応に不慣れであった児童福祉現場において、マニュ

アルへのニーズが高まったことや虐待親からの法的反撃に備えるという「法による児童福

祉」の要請が働くようになったこともその背景にあると考えられる（子どもの虹情報セン

ター2006）。 

虐待とは、閉鎖された空間の中で、力のあるものが、力のない者に対して、その力を濫

用することである（松田 2008：289-290）。密室化した家庭において子どもへの権利侵害

が進行すれば、不可逆的な「生」の困難（死亡も含む）を子どもに引き受けさせることに

なりかねない。だからこそ、密室（家庭）を開放するために強制的に介入する手法が必要

とされてきた。しかし、屋代（2007）は、命の危険が危ぶまれる子どもを保護しようとす

る時、私たちは国家の権限を使ってその家族関係に介入するが、介入はそれ自体が前提と

して権利侵害的行為なのだと戒める。子ども達は極端な場合、生まれ育った場所から引き

離され、家族とも引き離され、満足な説明のないままに新たな環境で生きることを要請さ

れるケースもあり得る（屋代 2007）。権利侵害を繕おうとするための新たな権利侵害―子

ども虐待対応とは、そうした矛盾をはらみ、実践家の立場からすれば大きな痛みを伴う行

為といえる（屋代 2007）。 

小島（2014：224）は、私的領域への公権的介入には、≪家族から個人を救う作用≫と

≪個人を救うために家族を破壊する副作用≫の両者が同時に存在すると指摘する。この指

摘を借りるのであれば、強制的介入は、家族を破壊することで、子どもへの権利侵害を止

めようとする、いわば荒療治である。児童福祉法第 33 条の一時保護に子どもから離れる

ことで養育者も落ち着くことができる効用や援助を開始する動機付けとなる場合もあるの

は（厚生労働省 2013b）、子ども虐待と名付けられる家族内の相互関係を一旦破壊するこ

とで、別の意味（システム）を再構築できると考えるからである。しかし、≪家族から個

人を救う作用≫を活かすためには、≪個人を救うために家族を破壊する副作用≫への対処

法を確保する必要がある。 

その対処法は、当然、強制的介入とは別の論理を用いざるを得ない。強制的介入に別の

強制的介入で対処しても、破壊の副作用が循環するだけである。Munro（2007）は、虐待

者と疑われるのは、それだけでも辛く、恐ろしいことだろうと述べ、犯罪者同然に扱われ

るのではないかと思うと、なかなか援助を求めに来る気になれなくても無理はないと指摘

した。国民の義務としての通告制度の周知徹底を図ったことで、確かに潜在化しやすい子

ども虐待を発見し易くなった。これは、間違いなく、前進であった。その一方、国民全体

が子育て家庭の「監視員」となってしまうと、家庭の閉鎖性をさらに強めることになりか

ねない。通告を強調するだけでも、本当は不十分なのである。小林（2015）は、強制的介

入に必要なことは子どもの危険度を正確に迅速に判断し、必要な場合には親と対決してで

も子どもを保護することであり、親との援助関係をつくることは可能であれば行うが最重

要事項ではないと述べた。Marneffe（=2003）も、専門家たちが行政機関や裁判官を頼み

の綱にしているという現実は、一種の混乱状態を引き起こし、信頼性と信用を失う結果を

招来するとし、そこでは、親たちが素直に援助を求めることができないという優柔不断さ

を理解するなどというゆとりは生まれないと指摘した。家族の再構築過程に何らかの形で

関わろうとするのであれば、関わらせて「もらう」ための土壌となる関係性が必要となる。

その関係性は、強制的介入だけを手段としていては構築することは難しいと考えられる。  

こうした議論は、強制的介入を必要のないものとして退けることにはならない。子ども
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虐待が家族内の相互関係の問題であるということは、家庭内で生じている「生」の困難を、

子どもたちが自らの犠牲をもって調整してくれているという見方もできる。家庭内の役割

分担により子どもたちが引き受けた調整を、別の形態に移行させるためには、歪んでしま

った相互作用を破壊する工程も必要になる。しかし、それだけでは十分ではない。権力（親

権）の濫用の抑止という観点から必要なパターナリスティックな対応は、家族の相互関係

の再構築を可能にする実践家とクライエントとのパートナーシップを必要とすると主張し

たいのである。たった一つ、万能の道具があればよいのではなく、複数の中から選べるこ

とが、子どもやその家族の置かれた状況に合わせていくためには必要と考えられる。Myers

（＝2008）は、バックラッシュ現象には、過度な熱心さを抑えたり、効率と公正に関する

論議を導入したり、以前には見過ごされていた人々の利害（例えば捜査下にある親たち）

に注意を向けたりするなどの有益な効果もあったと述べているのだが、一つのやり方に依

存した対応の限界を示す契機でもあったといえるだろう。 

こうした強制的介入への依存を避けようとする見解に対して、強制的介入を必要としな

い家庭の相互関係は子ども虐待と呼ばないのではないかと考える人もいるかもしれない。

虐待と分かってからしか虐待を見ない者にすれば、どういう親が虐待者になり易く、どう

いう親に支援の焦点を当てるべきかを予測することなどいとも簡単な話に思えるだろう

（Munro2007）。しかし、現実には、子ども虐待という現象は、認識の問題を抱えるがゆ

えに曖昧な側面がある。次節では、この子ども虐待の捉え難さについて考察し、「曖昧な現

象としての子ども虐待」という視点から、多機関・多職種連携の効用について考察する。  

 

第四節 子ども虐待対応に求められる多義性の包摂  

1）子ども虐待を捉えることの難しさ 

 児童虐待防止法において子ども虐待の定義が示されたことは既に述べたが、これにより

子ども虐待が有する不確実性をすべて排除できたかといえば疑問である。Munro（2008：

46）によれば、子ども虐待とは、単純に言えば有害で道徳的に間違った方法で子どもを取

り扱うことであり、虐待行為と呼んでいるものは描写ではなく、評価であるという。

Miller-Perin ら（＝2003：91）も、重要だとみなされる定義基準（行為の深刻度や頻度、

行為の結果、加害の意図）も、不当な攻撃性と正当な攻撃性の区別もそれを解釈する人に

よって異なる、はっきりしない範囲の否定的な行動を指すに過ぎないと述べた。また、虐

待は行為者と観察者の関係性の中で定義されると指摘する論者もいる（千田 2015）。鈴木

ら（2001）が行った調査では、性別・子どもの有無・所属・職種により虐待認識には統計

学的に有意な差があると報告されている。躾と虐待はどう違うのか。この疑問に主観を排

除して答えることは容易ではない。 

 川﨑（2006：92-103）は岸和田事件を例に挙げ、虐待を発見することの難しさを指摘し

た。岸和田事件とは、2004 年に発覚した、大阪府岸和田市において実父とその内縁のパー

トナーによる身体的虐待とネグレクトの結果、中学 3 年生の男の子が衰弱死寸前の状態で

発見されたケースである。このケースでは、親が意識不明の重体になるまで放置したとい

うショッキングな出来事に加えて、学校や児童相談所が、虐待の恐れがあるという情報を

得ていたにもかかわらず事態が深刻化した点でも社会に大きなインパクトを与えた（川﨑

2006：93）。川﨑（2006：100）は、学校も児童相談所もこのケースを明確な児童虐待と
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して認識していなかったと考えられると指摘し、いずれの機関も虐待を受けていた長男の

姿を見ておらず、確信が持てる状況ではなかったと述べた。  

1993 年に全米研究評議会（National Research Council）が子ども虐待に関する研究課

題を検討するために設置した委員会（Panel on Research on Child Abuse and Neglect）

では定義構築の困難性を次のように整理した。  

・危険、あるいは容認できない育児形態に関する社会的コンセンサスの欠如  

・定義の基準として「危険に晒すこと（endangerment）」「危害（harm）」のいずれを用

いるのか（“可能性”も含めて対象化するか否か）について意見の対立が存在する。  

・定義が適用される複数の目的（科学的目的･法的目的･臨床目的など）を巡る混乱がある。  

・子どもに対するある行為の意味は、子どもの年齢・性別･行為者との関係･民族性･状況に

より大きく異なる。 

・現実に即した、かつ有意義でしかも運用可能な定義を構築することがそもそも難しい。 

 （National Research Council＝2010:87-88より一部要約抜粋） 

 何が子ども虐待で、何は子ども虐待ではないのか。真偽の線引きが明確ではない場合、

これを境界線事例（borderline case）というのだが（一ノ瀬 2011：20）、認識が関連する

領域では境界線事例を扱う必然が生じる。一ノ瀬（2011：1-38）は境界線事例を許すとい

う特徴を有する問題に関わるとして曖昧さを取り上げていた。第一章で連携概念を取り上

げたが、私たちが発する言葉は、使う場合に応じて様々であり、決して同一なものとはな

りえない（高田 2015：160）。認識自体が宿命的に曖昧性に巻き込まれている（一ノ瀬 2011：

26）。関わる人間の認識を排除できないゆえに、子ども虐待対応では曖昧さを扱わざるを

得ない。ここでは、こうした曖昧さは生起する 3 つの要因について整理する。 

曖昧さが生起する要因の一つとして、連鎖式のパラドックス（sorites paradox）がある。

例えば、1 粒の砂は砂山と認識されない。砂山は砂の集合体だからである。では、2 粒は

どうか。やはり、砂山とは認識されないだろう。3 粒でも同様である。「1 粒の砂が砂山で

なければ、2 粒の砂も砂山ではない」が真であれば、「2 粒の砂が砂山でなければ、3 粒の

砂も砂山ではない」も真であるとみなす推論原則のことを前件肯定式（modus ponens）

という（飯田 2005：62）。しかし、この原則を適用すると 100 万粒の砂の集合体も砂山で

はないと説明されてしまう。つまり、現実との矛盾が生じる。骨が折れるほど子どもを殴

る行為を虐待とみなすとして、痣ならばどうか。骨折や痣がなければ虐待ではないのか。

微細な差異を識別できるほど、私たちの認識の精度は高くない。任意の曖昧な述語（例：

子ども虐待）は、その明確に当てはまる事例と当てはまらない事例を本来は持っている（飯

田 2005：63-65）。それが、児童虐待防止法に示された定義である。しかし、局所的な差

異に対する識別能力の限界と前件肯定式の反復により、認識上の不整合が生じ得る（飯田

2005：64）。 

 第二の要因として、時間に関わる問題もある。例えば、母乳育児に熱心な母親がいたと

する。母乳育児に熱心であることを子ども虐待と考える人はまずいないだろう。では、母

乳の分泌が悪くなり、人工乳を拒否すればどうか。その結果、子どもが不可逆的な発育障

害をきたした場合、どの段階で虐待といえるのだろうか。このように、時間の経過ととも

に段階的に子どもの「生」が脅かされていくケースは少なくない。そして、取り返しのつ

かない影響が子どもに表れてはじめて、周囲の人々は事態の深刻さを認識できるようにな

る。結果だけを知らされた人間にとってその母親は「虐待する親」かもしれないが、端緒
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で関わった人たちには「献身的な親」と認識されもする。結果を基に行う批評とは異なり、

実践は経時的変化にも対応しなければならない。ある段階では正しかったことが、時間を

経ることで、正しくないことに変化する場合があることに留意しなければならない。 

 第三の要因は、自由な解釈が許されていればいるほど、その中から適切な解を導くこと

がかえって難しくなるためとも考えられる。社会学者の数土（2013：54）は、選択肢の数

が増えるにつれて考慮すべき条件が多くなり、選択のための判断の基準を定めることが困

難になり、かえって自由でなくなると指摘した。たとえば、借金により夜逃げをし、その

後、学校に通えなくなった子どもがいたとする。親が学校に通わせなければ教育ネグレク

トに該当する。ただ、本人が家族の事情を慮って自ら学校に行くことを拒んでいた。夜逃

げの経験により、家を離れている間に家族がいなくなってしまうのではないかという不安

もある。こうした状況を教育ネグレクトだと全ての人が解釈するだろうか。子どもが学校

に通えればそれで子どもの福祉が実現するとはいえないのではないか。この描写でもまだ

単純化されており、現実では考えなければならない複雑な要素がさらに混在する。考慮し

なければならない要素が増えると、解釈の可能性も広がる。そのため「どのようにも解釈

ができる」ことで、「どのようにも解釈できない」事態も起こり得る。結果的に子ども虐待

かどうかを識別することが難しくなり、通告するか否かの判断も困難になることも予想さ

れる。 

 

2）子ども虐待の曖昧さへの対処 

子ども虐待かどうかの実践上の見極めには「推測」も必要であり、ゆえに曖昧さも含ま

ざるを得ない。しかし、このことは必ずしも実践を不自由にするばかりではない。河合ら

（2003：9）は、明確化は世界を対象として操作しようとする権力的な思考と連動し、曖

昧さの除去は権力の発生と関連すると指摘した。制度には対象規定が必要だが、対象規定

は規定外のモノを明確にし、対象から排除することでもある。そのため、子ども虐待対応

においては、子ども虐待の曖昧さを考慮に入れて、その曖昧さを包摂する取り組みも行わ

れてきた。 

まず、子どもと家族を守るための推論原則が持ち込まれた。連鎖式のパラドックスの発

生要因には、前件肯定式の適用がある。そのため、別の推論原則を採用するという方法も

ある。児童虐待防止法第 2 条の定義では加害行為者の意図に関する記述は見当たらない。

そして、あくまでも子どもに及んだ影響から定義化されている。つまり、児童虐待防止法

は幾通りにも読み替え可能な物語を子ども側から論じる、と規定した。なぜ子どもに及ん

だ影響から論じるのかといえば、“困っている”状況を明らかにするためには、脆弱な立場

の人間（a vulnerable person）に及んだ影響から読む必要があるからである（実方 2014）。

解決困難な課題を複数抱える家族にはいくつもの問題維持の連鎖がみられるが（谷口

2003）、維持された困難は結果として家族内で最も脆弱な立場にある人に影響が集約され

る（実方 2014）。子どもが負の影響を引き受けることで調整しているがゆえに、周囲の人

たちは困難性を認識できなくなる。そのため、子どもに及んだ影響から現実を読み解くこ

とは、子どもを守るためだけでなく、その家族を援助する上でも必要となる。この原則は

『子ども虐待対応の手引き』でも強調されている（厚生労働省 2013b：5-6）。 

 一方、曖昧さは、虐待の可能性を否定することさえ可能にする。そこで「虐待ではない」

と認識された場合であっても、子ども虐待対応が行えるよう制度上の配慮もなされた。そ
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れが通告制度と児童家庭相談という制度である。通告制度については既に触れたが、児童

家庭相談とは、子どもに関する様々な問題について相談に応じ、子どもの福祉の実現及び

権利擁護を視野に最も効果的な援助を行うことをいう。通告窓口と児童家庭相談窓口は、

いずれも児童相談所、市町村の児童福祉主管課の二つの窓口が設定されている。先述の児

童虐待防止法第 6 条で認められている「疑い通告」は、不確実性を完全に除去できない中

で子どもの福祉を守るための措置であった。一方、児童家庭相談においても虐待の潜在に

留意するよう明示されている（厚生労働省 2017c）。問題行動と呼ばれる行為群は、子ども

からの SOS でもある。虐待が必ず「通告」という形で入ってくるとは限らず、一般的な「相

談」の中から発見されることもある（厚生労働省 2013b：42）。したがって、子ども虐待

と呼ぶかどうかを迷ったとしても、子どもについて心配なことがあれば、通告であっても、

相談であっても、児童相談所や市町村に連絡を取ることができるよう構築された。どちら

の窓口を選択するかについての制約も（原則としては）ない。状況に応じて使い易い方を

選択できるように作られたとみることができるだろう。  

 

3）多機関・多職種連携の意義 

 児童虐待防止法の第 2 条は、私たちが子ども虐待の捉える際の準拠枠を示した。その意

義は疑いようがない。しかし、それでも現実をどのように解釈するのかという人々の認識

を完全に統制することはかなわない。人間の認識を統制しようとすること自体、暴力的な

発想である。秋元（2010：201）は福祉の権利や人権に関しては、制度化が困難な側面が

あると認識する必要があると指摘する。制度化は多様性を排除することで成立し、本質的

に限界を有しているからである（秋元 2010：201）。Munro（2007：71）は、行政権限に

依存した子ども虐待対応の問題の根源は、子どもと「お役所的効率性」とが相容れないと

ころにあるからだろうと指摘する。「子どもは時間がかかる。効率とはスピードだ。子ども

は思いやりを必要とする。役所は能率よくさばいていくのが好きだ。子どもには柔軟な対

応 が 求 めら れ る が、 お 役所 は 決まり き っ た手 順 に よっ て 動く の を旨と す る。」

（Munro2007：71）と述べた。 

 様々な可能性を考慮できるからこそ、子どもの福祉を実現することもできる。なぜなら、

福祉（≒しあわせ）自体、多義性を帯びているからである。教育を受ける権利だけが子ど

もの福祉を代表するのではない。家族を必死の思いで心配し、守ろうとする子どもの心情

にも思いを馳せる必要がある。虐待やネグレクトと断じるだけでなく、その子が何を望ん

でいるのかと想像を尽くすことが援助に必要なのだとしたら、子ども虐待の曖昧さを甘ん

じて受け入れることが、多様な援助方法を創造するための素地だと解することもできる。

子ども虐待対応は新しい局面を迎えており、Marneffe （=2003：941）は、新たな対人関

係の在り方を提供することによって、暴力的な対人関係に影響を及ぼすことが不可能では

ないことが明らかになってきたと述べた。すなわち、寛容と理解そしてそれぞれの家族が

持っている隠された可能性に基づいた新しい対人関係がそれである（Marneffe=2003：

941）。こうした考え方は、行政権限に基づく強制的介入が必要ないと論じるわけではない。

強制的介入を活かすためにも、それ以外のアプローチを確保する必要性がある。  

 弁護士である磯谷（2015）は、児童福祉司の数は徐々に増えてきているが、虐待の件数

の伸びには到底追いついておらず、しかも、児童福祉司を増やした結果、経験年数の少な

い児童福祉司の割合が増加する一方、ベテランも等しく多忙なため、いわゆる OJT（On Job 
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Training）も機能せず、組織全体の力が落ちているのではないかと危惧していた。子ども

虐待対応は、これまで法的に児童福祉の専門機関として位置付けられている児童相談所を

中心に議論されてきた（山野 2009：21）。ただ、一局集中型のシステムには限界もある。

その歪みが、例えば磯谷（2015）の指摘のような形として表れているとみることもできる

だろう。曖昧な子ども虐待という現象にとって、援助形態が多様であることに利用価値が

あるのだとすれば、多機関・多職種連携は、子ども虐待という現象の不確実性に対処する

ための一つの方策といえる。 

Marneffe（  =2003）は、子ども虐待対応には、家族を支配することではなく秘密性を

尊重すること、通告することではなく連帯を申し出ること、家族を受け身一方にさせるこ

とではなく家族自身が持っている力を動員することが必要であるのと同時に、他の専門家

たちと競争することではなく協力することが必要だと述べた。人間には限界がある。だか

らこそ、複数の人々の認識的多様性を、認識から誘起される行動の多様性を活用する試み

にも「意味」が生まれる。そのために、日本においても多機関・多職種連携の制度化が進

められ、安定して機関間や職種間での連携できるように基盤づくりが行われてきた。  



 

74 

 

第三章  ソーシャルワーク理論にみる多機関・多職種連携の「調整」 

 

第一節 多機関・多職種連携による援助の拡大 

1）多機関・多職種連携の制度化による質の安定  

小林（2015）は、日本の子ども虐待対応は、介入のための地域ネットワークを、支援の

ための地域ネットワークに発展させる時期がきていると主張する。児童虐待防止法成立以

前からも多機関・多職種連携は行われてきたのだが、その質を担保するために、制度化が

進められてきた。制度は枠組みを規定することができるため、対人援助を構造面から支え

ることで質的に安定させることが可能となる。その多機関・多職種連携の制度的基盤にあ

たるのが、要対協である。 

要対協という地域を基盤に子どもやその家族を援助するための協議体は、各自治体にそ

の設置が努力義務とされている（児童福祉法第 25 条の 2）。先述の通り、要保護児童とは、

児童福祉法第 6 条の 3 が規定する虐待を受けている子どもをはじめとする援助の必要な子

どもであり、養育者のいない子どもや非行児童なども含まれる。基本的には地域住民に身

近な市町村が設置主体となるが、地域の実情に応じて複数の市（区）町村が共同で設置す

ることも想定されている（厚生労働省 2007a）。援助が必要な状況を早期に発見し、適切

な援助を展開するために、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切

な連携の下で対応することを意図し、責任体制の明確化と援助に必要となる個人情報の保

護と共有を両立させる体制を担保するための組織としての性格を有する（厚生労働省

2007a）。 

簡単にではあるが、要対協の制度化の過程を確認する。1996年度に北海道、栃木県、神

奈川県、愛知県、大阪府、山口県、香川県、北九州市の八道府県市において、実施された

「児童虐待ケースマネージメントモデル事業」（「児童虐待ケースマネージメントモデル

事業の実施について」平成8年5月15日厚生省児童家庭局長通知児発第516号）では、子ど

も虐待対応で児童相談所を中心に関係機関等とネットワークをつくり、地域における児童

虐待防止と早期発見に努めることを目的とし、児童虐待事例検討委員会の設置等を内容と

するモデル事業が実施された（子どもの虹情報センター2006）。このモデル事業では、子

ども虐待対応における機関連携を推進することも示されており、地域を拠点とした協議体

の構築にも取り組まれた（厚生労働省2013b：331）。 

そして、翌 1997 年には児童虐待防止市町村ネットワーク事業（子どもの心の健康づく

り対策事業）が創設された（厚生労働省 2013b：332）。これは、厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知である「子どもの心の健康づくり対策事業について」（平成 9 年 9 月 29

日付児発第 610 号）として示され、その別紙「子どもの心の健康づくり対策事業実施要綱」

により具体化されたものである。その趣旨には、「少子化、核家族化、社会連帯意識の希

薄化による地域の養育機能の低下など、子どもや家庭を取り巻く環境が著しく変化する状

況の中で、子どもが豊かな心を持ち、希望に満ちた有意義な人生を送ることができるよう、

社会的機能を活性化することが求められている」とあり、地域社会の養育機能の充実・強

化をはかり、虐待防止のための関係機関のネットワークを整備することにより、総合的な

子どもの心の健康づくり対策を推進すると示された。こうした趣旨を具体化したものが「児

童虐待防止市町村ネットワーク事業」であり、市町村は、地域における子ども虐待の防止
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と早期発見に努めるため、地域における保健・医療・福祉の行政機関、教育委員会、警察、

弁護士、ボランティア団体等の関係機関・団体等から構成する児童虐待防止協議会を設置

し、子ども虐待にかかわる案件について定期的に検討するとともに、具体的な虐待事例の

検討を随時に行うものとすると示された。これにより、市町村においても子ども虐待対策

の取り組みを行う方向付けがなされた（厚生労働省 2013b：332）。このネットワーク事

業が要対協の前身となった。 

2002 年から児童虐待防止法改正に向けて検討を重ねてきた社会保障審議会児童部会「児

童虐待の防止などに関する専門委員会」が提出した報告書では、改正の論点の一つとして、

「連携による支援体制の確保」が示された。その中では、取り組みの方向性として、地域

の実情に応じた支援体制の強化をはかるためには、関係機関それぞれの役割の明確化や、

民間の相談機関も含めた機動力のある連携体制を組むことが必要と示された。また、関係

機関を幅広く法律上に明記することが必要であると提言されていた。加えて、特に住民に

最も身近な市町村においては、子どもに関する一義的な相談に積極的に関わるなど、虐待

の予防についての役割を強化することが必要であると示されていた。 

こうした過程を経て、2004 年改正の児童福祉法で要対協が法定化されるに至った。そし

て、要対協の設置とセットで進められたのが、市町村の役割強化である。2005 年には『要

保護児童対策地域協議会設置・運営指針』と『市町村児童家庭相談援助指針』が示される

に至る（いずれも 2007 年に改訂）。『要保護児童対策地域協議会設置・運営指針』の冒頭

では、多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、①運営の中核となって関

係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化、お

よび②関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関にお

ける情報共有の関係の明確化、が必要であると提示された。これらの条件を満たすための

制度的基盤として、要対協は運営されている。要対協の法定後、その設置率は上昇するが、

「具体的な運営方法がわからない」との声を受けて、2007 年には『要保護児童対策地域協

議会（子どもを守る地域ネットワーク）スタートアップマニュアル』が公表された。2016

年度時点での設置率は、99.2％である（厚生労働省 2017a）。そして、①の調整を行う機

関のことを、序章で述べた通り、子ども虐待対応では調整機関と呼ぶ。調整機関の概要に

ついては次章に譲り、まずは、要対協の概要について整理したい。 
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H27 H28 

市町村数  111 598 1,193 1,532 1,663 1,673 1,587 1,714 1,722 1,726 1,727 

％  4.6% 32.4% 65.3% 84.6% 92.5% 95.6% 98.0% 98.4% 98.0% 99.1% 99.2% 

図 14 要対協の設置状況の推移           厚生労働省（2017）をもとに論者作成  

 

 

2）要保護児童対策地域協議会のしくみとはたらき  

要対協の構成メンバーには守秘義務が課せられるため（児童福祉法第 25 条の 5）、NPO

法人や民間団体等のような法律上の守秘義務が課せられていなかった関係機関等の積極的

な参加と情報交換が期待されるようになった（厚生労働省 2007a）。なお、 この義務に違

反した場合には、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される（児童福祉法第 61 条

の 3）。『要保護児童対策地域協議会設置・運営指針』では、要対協の意義が以下のように

まとめられている。 

①  要保護児童等を早期に発見することができる。  

② 要保護児童等に対し、迅速に支援を開始することができる。  

③  各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られる。  

④  情報の共有化を通じて、それぞれの関係機関等の間で、それぞれの役割分担につ

いて共通の理解を得ることができる。  

⑤  関係機関等の役割分担を通じて、それぞれの機関が責任をもって関わることので

きる体制づくりができる。  

⑥  情報の共有化を通じて、関係機関等が同一の認識の下に、役割分担しながら支援

を行うため、支援を受ける家庭にとってより良い支援が受けられやすくなる。  

⑦  関係機関等が分担をしあって個別の事例に関わることで、それぞれの機関の限界

や大変さを分かち合うことができる。 

こうした効用の創出を意図した要対協の構造は、通常、代表者会議、実務者会議、個別

ケース検討会議の三層構造をもつ。代表者会議は、各機関の代表者により構成され、要対

協に参加する組織の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円

滑に運営されるための環境整備を目的として、年に 1～2 回程度開催される（厚生労働省
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2007a）。連携には各関係機関の責任者の理解と協力が不可欠であり、責任者間の連携を深

めることで、組織間の共通認識の醸成、実務者の人事異動にも耐えられるだけの継続性の

担保が可能となる（厚生労働省 2007a）。会議における協議事項としては、例えば、①要

保護児童等の支援に関するシステム全体の検討、②実務者会議からの要対協の活動状況の

報告と評価、などが想定される。 

また、実務者会議は実際に援助する実務者により構成され、個別のケースに対する観察

機構として機能しつつ、実践から明らかとなった課題を当該地域のマクロ・システムに還

元するための包括的作業を行う。具体的な協議事項としては、①全てのケースについて定

期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等、②定例的な情報交換や、

個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討、③要保護児童の実態把握や、支援を

行っているケースの総合的な把握、④要保護児童対策を推進するための啓発活動、⑤要対

協の年間活動方針の策定、代表者会議への報告、等が想定される（厚生労働省 2007a）。 

そして、個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、その児童に直接関わりを

有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該児

童に対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される（厚生労働省 2007a）。

個別ケース検討会議の構成員も、要対協の構成員である以上、守秘義務が課せられるため、

関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を

検討することが期待される（厚生労働省 2007a）。具体的な協議事項としては、①関係機

関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断、②要保護児童の状況の

把握や問題点の確認、③支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有、④援助方針の

確立と役割分担の決定及びその認識の共有、⑤ケースの主担当機関と主たる直接的援助者

の決定、⑥実際の援助、支援方法、支援計画の検討、⑦次回会議（評価及び検討）の確認、

等が想定される（厚生労働省 2007a）。 

階層構造や組織化は、特定の個体間のつきあいを深めるうえで特に効果があり、組織化

を行うことで、付き合いの頻度が増え、安定した協調関係を育てやすくなる（Axelrod＝

1998：138）。一方で、法律や制度を創れば、関係機関や各職種が連携できるわけではない。

川﨑ら（2010：47）は、「安全確認とリスク管理を児相が行い、その下請けが市町村であ

るというような構造になってしまうのではないかという危機感があります」と述べ、その

ような構造では機能するネットワークにはならないと警告した。市町村には市町村として

の主体的な判断があり、保育士にも学校の教員にも同じことが言え、そのような専門性を

もった人たちをどういう風にまとめるかなどをきちんと議論しないと、機能するネットワ

ークにはならない（川﨑ら 2010）と考えられる。 

 

3）ソーシャルワーク理論における多機関・多職種連携  

安定性を担保する上で制度は重要な役割を果たすが、それだけでは十分ではない。多機

関・多職種連携を実践から構築するという視点が必要であり、システムを機能化する働き

かけが必要となる。こうした働きかけに関しては、ソーシャルワーク理論において主にグ

ループワーク理論（social work with groups）で取り上げられてきた。つまり、多機関・

多職種連携を集団の一種として理論化されてきた。 1940 年代頃から “inter-profession

（inter-discipline, inter-agency, et.al） work”として取り上げられるようになったといわ

れる（Toseland et al.=2003；Giterman et al.2009）。 
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Toseland ら（=2003：71）は、集団の機能について述べているすべての理論の基本とな

るのが、集団を一つの社会システムとして理解することであると示した。集団とは、「各

メンバーが相互に影響を与え、影響されるというように、互いに相互作用を行っている 2

人以上の人々」（Shaw＝1987：12）であり、「2 人又はそれ以上の人々が自分たちをその

集団の成員であると定義したとき、そしてその集団の存在が少なくとも一人の他者に認識

されたとき、集団が存在する」（Brown＝1993：3）と考えられている。こうした集団の定

義に従えば、多機関・多職種連携もまた、集団の一つに含まれる。そのため、Toseland ら

（＝2003）の考え方に準じ、本研究では多機関・多職種連携をシステムの一つと捉えるこ

ととした。 

ソーシャルワークで扱われる集団は、治療グループ（therapeutic group）と課題グルー

プ（task group）の二つに分類される。治療グループとは、メンバーの社会・心理的なニ

ーズを充足させ、何らかの治療的効果を目指したグループ（Toseland et al.=2003：20）

である。代表例としては、精神障害者を対象とした SST（社会的技能訓練）のためのグル

ープ、被虐待経験を持つ母親のピアグループ、などが挙げられる。それに対し、メンバー

自身のニーズに本質的にも、直接的にもつながっていない目標を達成するためのグループ

を、課題グループという（Toseland et al.=2003：20）。その代表例の一つが、多機関・多

職種連携である。課題グループでは成果に焦点を置き、達成感あるいは仕事が終了した安

堵感をもって終結を待ち望むことが多く、終結に激しい情緒的な反応を伴わないといわれ

る（Toseland et al.=2003：305）。そして、効果的な問題解決には、① 問題を認識する、② 

目標を展開する、③ データを収集する、④ 計画を展開する、⑤ 最善の計画を選ぶ、⑥ 計画

を実行する、という 6 段階が含まれると指摘した（Toseland et al.=2003：282）。ソーシャルワーク

では、こうした過程を「調整」することになる。 

Toseland ら（=2003：64）は、ソーシャルワークの文献の中においては組織間連帯によ

る課題グループへの関心が少ない中、多機関・多職種連携はグループワークの歴史のなか

でも長い伝統があると述べた。援助対象を持ち、その利益を追求するために課題は設定さ

れ、メンバーは私人としての自身の直接的利益ではなく、職業人として間接的な利益を追

求する。その一方で、組織人として、あるいは専門職として、自らの自律性を保持しよう

とする。そこで、多機関・多職種連携のようなタイプの課題グループでは、グループとし

ての達成すべき目標に向けて各組織がどのようなかかわりができるかに重点を置き、組織

間のコンセンサスとパートナーシップをつくり、それを維持することが基本的な課題とな

る（Toseland et al.=2003：65）。 

 

第二節 多機関・多職種連携の準拠枠としての組織と専門職性 

1）組織 

多機関・多職種連携に参加する人々は、職業的責任によってこのシステムに拘束される。

そして、この拘束は、組織と専門職性という職務上の基盤に由来する。まずは、組織とい

う基盤の概要を整理する。対人援助職は、個人で活動する場合もあるものの、多くは何ら

かの組織という集団に所属する中で自らの職務を遂行する。そして、人間が形成する集団

の中でも、最も目標指向的なものが組織である（山口 2011：19）。組織とは、人々の長所

と短所と共に組み立てられた社会的実体であり、ある特定の目的のために存在する目標志

向的な存在である（Kirst-Arshman=2007：75）。そして意識的に構造化され、統合した活
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動システムとして機能し、外部環境と結び付けられている（Kirst-Arshman =2007：76）。

そして、子ども虐待対応では、組織としての意思決定が強調されてきた（厚生労働省

2013b：11）。これは、個人的な判断の偏りを避け、担当者一人に負担を負わせないことを

意図したものである（厚生労働省 2013b：11）。 

組織の構造上の特徴に分業システムの導入が挙げられるが、この組織における分業には、

目標達成に必要となる職務をメンバーで役割分担する水平の分業と、トップからの指令を

末端まで行き渡らせ、末端の情報をトップへと吸い上げて円滑な情報伝達を実現するため

に職階を形成する垂直の分業がある（山口2011）。標準化（ standardization）、専門化

（specialization）、単純化（simplification）を進め、機能分化による能率をはかり、組織

のメンバーおよび各部門は、単純な仕事に専念できる組織形態が可能となる（市橋1978：

160-161）。産業化の展開の過程を通じて多様な組織体が形成され大規模化されたのだが、

専門職サービスへの需要の増大が少なからぬ部分はかかる組織体より生じたといわれる

（長尾1980）。対人援助領域も例外ではない。 

組織行動に関する研究には、古典科学的マネジメント学派、人間関係論学派、などがあ

る（Rogers et al.=1985：33）。例えば、古典科学的マネジメント学派は、労働者を機械の

延長とみなし、個人的に与えられる経済的報酬に対して反応するという考え方を採る

（Rogers et al. =1985：39）。こうした考え方は Taylor 主義とも言わる。古典科学的マネ

ジメント学派は、明確に限定された業務、被雇用者側の最小限の自由裁量、および統制の

ための多くの具体的規則が特徴となる（Kirst-Arshman=2007：79）。典型例が、伝統的な

官僚主義である（Kirst-Arshman =2007：79）。 

 これに対して、人間関係理論は、組織機能の心理・社会的側面を強調し、被雇用者の志

気や満足感が生産性に影響を与えるとの立場をとり、協働性や被雇用者の意思決定の参加

が奨励され、雇用主側にも組織の方針や実践に関する情報提供が必要とされる

（Kirst-Arshman=2007：79）。この人間関係理論で取り上げられるマネジメント・スタイ

ルには更に幾つかのタイプが存在するのだが、これまで日本的組織形態と言われてきた Z

理論の特徴としては、①終身雇用制を背景とする仕事の保証という満足感を提供する、②

昇進までに長い査定期間が用意されている、③要求される仕事の内容に幅があり、研修を

受ければできるものとして扱われる（専門的訓練がさほど重視されない）、④集団的な意思

決定が重視される、⑤全員が責任を持つことを重要視する、の 5 点が強調される

（Kirst-Arshman=2007：80-81）。④⑤については均質化を求める傾向を示しており、文

化的な多様性と広い範囲の価値観や意見の尊重とは矛盾する可能性を含むといわれる

（Kirst-Arshman=2007：81）。現在では、日本においても様々な組織のスタイルが参入し

ており、組織マネジメントの背景は絶えず変化している。  

 組織理論は、構造、デザイン、リーダーシップ・スタイル、および資源配分を改善する

ための技術の探求に充てられてきた結果、経営者に課せられる合理性という至上命令は十

分機能するようになった（Scott et al.＝1989：15-16）。一方、組織の本質は強制力や拘束

性にあるため、規律や秩序が重視される（数家2003：40-41）。これが、結果的には既存の

パラダイムに固執させる（数家2003：41）。開システムは環境からの撹乱（disturbance）

を受け易いシステムだが、閉システムはシステムの利用できないエネルギーが増大し、無

秩序の状態に陥り易い（市橋1978：21）。多機関連携という側面から、外部（他機関）か

らの干渉を受けることによる攪乱される可能性はあるものの、組織が閉鎖的になることを



 

80 

 

防ぐ可能性をも含んでいる。 

 

2）専門職 

次に、多機関・多職種連携の構成メンバーの職性について、専門性及び専門職性という

観点から整理し、専門性や専門職性を傾向性（程度）の問題として捉える視点を提示した

い。専門職（profession; professional）は、「学識（科学または高度の知識）に裏付けられ、

それ自身一定の基礎理論をもった特殊な技能を、特殊な教育または訓練によって習得し、

それに基づいて、不特定多数の市民の中から任意に呈示された個々の依頼者の具体的要求

に応じて、具体的奉仕活動をおこない、よって社会全体の利益のために尽くす職業」（石村

1969：25-26）などと定義される仕事とその従事者を指す。多くの研究者が定義してきた

専門職には、①専門的な知識や技術を有する、②自律性を有する、③独自の倫理綱領を備

えている、④専門職業団体が存在する、そして、⑤専門性に独占的な権限が伴う、といっ

た共通点がある（白石 2000）。 

専門職研究は、社会学領域において 1950～1960 年代から盛んに行われた（白石 2000；

Ritzer2005）。産業化以前のヨーロッパ社会では、聖職者、法律家、医師、陸・海軍将校

などを専門職と呼んでいたのだが（森岡ら 1993：901-902）、近代化に伴い、技術進歩、

産業活動の世界化、高度化が顕著になると職業の専門化はいっそう進んだ（森岡ら 1993：

900）。専門化は知的能力の分業化といえるが（大澤ら 2012：810）、単なる分業化との違

いは、専門化の場合は構造分化が機能分化を伴う点、および役割遂行のためにはそのため

の訓練が必要とされることを強調する傾向が強い点が挙げられる（森岡ら 1993：900）。

専門化は、専門職の有する知識（専門知；expert knowledge；expertise）を増大し、集団

としてこれらを維持する上で極めて効率的な仕組みを備え、培われた専門知は比較的良く

検証されるために信頼性が高く、特定の分野の枠組みで定義された問題を解くのに非常に

有効である（大澤ら 2012：810）。また、「専門職である」ことは、理想的な労働形態とし

ての職業概念である専門職性を内包し、業務条件の改善を求める職域においてはより魅力

的であるため（丸山 2008）、昨今では多くの職種が好んで専門職を名乗るようになった。  

ただし、専門知の中核をなす専門性は抽象的な存在である。直接観察されえない以上、

その担い手たる専門職を通じてしか分析できないが、そもそも観察できないので、専門職

はあくまでも専門性を持っていると認識される主体に留まる（岡山 2012）。そのため、岡

山（2012）は、専門性とは、専門性と専門職を「優れた能力」という媒介項で結びつけて

分析する、いわば近似的理解に過ぎないと指摘した。実際、我々が専門性として考える高

度な能力やスキルは、様々な考え方や能力が複雑に組み合わさったものであり、それを直

接捉えることができると想定する方が無理である（岡山 2012）。したがって、専門職とは、

単純に専門性を持つ主体と定義して済ませるわけにはいかず、あくまでその主体が専門性

を持っているはずだという認識に基づいているというほかない（岡山 2012）。つまり、仮

に「優れた能力」を持つ者がいたとしても、その能力が優れていると認識されなければ、

専門職は存在しないものとして扱われる。  

実際、専門職や専門性についても認識の問題と切り離すことはできない。そうであると

すれば、連携概念や子ども虐待に関する議論と同様、専門職と専門職でない者を区別する

境界線は曖昧にならざるを得ない。初期の専門職の定義に関する議論は、他の職業と区別

される特徴や特色の様式を明らかにすることに焦点化されてきたが（石村 1969；
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Ritzer2005：603）、ある評価項目については評価点が高くとも別の項目の評価は低い、と

いったことは起こり得る。妥当な評価方法も、評価するに値する者が誰であるかも明確に

なっているわけではない。そのため、専門職の線引きはあくまでも相対的であり、はっき

りとした境界はないという考え方も示されており（石村 1969：26）、半（semi）あるいは

擬似（quasi）専門職とする分類や（森岡ら 1993：901-902）、非常に緩い定義を採用する

ことで、専門職を固定的に捉ることを避ける立場も登場している（丸山 2008）。 

この比較的緩い定義を採用した一人である Abbot（1988）は、管轄権（jurisdiction）と

いう概念を用いて、ある分野での専門職の誕生を関連する領域において社会内で排他的な

管轄権を獲得することに位置付けた。管轄権とは、自らの職務に対する排他的な主張をい

い、ある専門職の管轄権は他のものを阻害しようとする働きを持つ（Abbott1988）。伊勢

田（2014）は、専門職の定義としてよく引かれる抽象的な知識や専門職倫理は自然に出て

くるのではなく、管轄権の取り合いを有利に進めるためにそれぞれの専門職が戦略的に獲

得していくものであると述べた。Abbott（1988）はこのモデルを採用することで、資格や、

教育機関、学術雑誌、組織といった職業的制御の特定の構造に当てられた焦点を避け、専

門職間の葛藤を包含することで、どのように専門職が自身の職務を創造し、また創造され

ているのかを示しそうとした。そして、専門性や専門職性を、こうした葛藤状況において

程度の差を含むものと捉えた。つまり、専門職という言葉を好んで使ったとしても、専門

性の高い職種もいれば、さほど高くはない職種も存在しているのが、現実である。 

一方、Freidson（＝1992）やIllich ら（=1984）などに代表される専門職批判も展開さ

れてきた。抽象的で深遠な専門知とその独占（あるいはそれに近い状態）の組み合わせは、

結果的にクライエントを受動的に位置付ける（Ritzer2005：603）。こうしたことから専門

職の抑圧性が批判され、「患者の考えは管理者や専門家の観点とは別個に表現を与えられ、

強調されなければならない」（Freidson＝1992：205）と指摘されるに至った。こうした専

門職批判が社会福祉領域にも及んだことは既に序章にて指摘した通りである。また、分業

が高度化し、専門化が極度に進行するとその結果として専門閉塞と呼ばれる社会病理現象

が起こり易いといわれる（森岡ら1993：902）。「何でも屋」が「何も出来ない人」に終わ

ることを経験的に知るからこそ、専門職は局部的・断片的な専門領域に閉じこもり、全体

を見回す、あるいは自分の専門以外の領域に関心を持つことを怠る傾向があるといわれて

いる（森岡ら1993：902）。 

では、専門職であることを放棄すればよいのだろうか。「反専門職」に偏った意味付与

（システム化）は、別の抑圧の温床になりかねない。たとえば、「自助」や「自立」だけが

意味をもつ世界では、ニートと呼ばれる若者の生きづらさは彼ら・彼女らの個人の努力の

問題に還元され、社会の脆弱性を負うことを一方的に強いられるかもしれない。「自助」や

「自立」は、それ単独で「人権」、「人間の尊厳」と等しい価値を持つわけではない。「頼る

ことができる」という人間の能力を認め、「自分でできること」と「他者に頼ること」を選

べるからこそ、「自助」にも「自立」にも人々の自由を担保し得るだけの価値がもたらされ

る。ある特定のシステム（意味）は、それ以外のシステム（意味）の影響により、力の暴

走が抑えられ、かえってその存在価値を高めることが可能になる。  

私たちが抗わなければならないのは、システム（意味）自体ではない。「医師の言うこ

とが絶対」、「クライエントは分かっていない」といった、多様な可能性を認めない偏狭さ

が問題なのである。本来、代え難さは孤立した中で見出されるものではない。「他では代わ
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ることができない」から代え難いのであり、「他（環境）」が存在しない中では代替可能性

が議論される余地もない。つまり、代え難さは環境との関係の中にあらわれるのであり、

閉鎖的傾向を強めるほどに専門職の存在価値はむしろ失われる。ゆえに、批判を招き、反

専門職主義の台頭に至ったと考えられる。そういった相互依存的関係から導かれる専門職

の代え難さという観点から、多職種連携は、専門職にとって自らの排他性を克服し、抑圧

からクライエントを解放する上でも有用と考えられる。  

 

3）二重の準拠集団がもたらす拘束 

 以上に整理したように、分業化の進行、専門化の進展は、効率化や合理化を追求する中で

組織を発展させ、（専門性の程度に差はあるものの）専門職を増加させてきた。専門職が組

織化してきた背景には、業務の高度化・複雑化が進み、単独では仕事を完結することが難

しいためでもある（三崎2007）。そういった観点から、組織と専門職は、不可分な中で発

展してきたといえる。 

そして、多機関・多職種連携の構成メンバーは、所属組織と各職種が有する（程度の差

はあるものの）専門性・専門職性を持ちながら、職務のために多機関・多職種と連携して

いる。そのため、多機関・多職種連携という集団への帰属意識は育まれにくい。個人が自

身の態度や行動をどのように方向づけるのか、あるいは物事を判断するときに、基準とな

る価値観や規範を提供する集団や組織のことを準拠集団というが、これは所属を前提とは

せず、個人が自発的に選択するもので、心理的に一体感を感じている必要があるといわれ

る（三崎2007）。意思決定の際に、本来ならば所属組織の価値観に従うべきところでも、

心理的に自己同一化している別の集団の価値観に従うことがあり、所属組織は何らかの点

において準拠集団として機能するが、準拠集団のすべてが所属組織ではなく、専門職につ

いては特にこの傾向が強いといわれる（三崎2007）。 

つまり、所属組織と専門家社会いう二重の準拠集団を持つ人々が、子ども虐待対応を行

っている。この二重構造化を分析する視点として、三崎（2007）はローカル（local）とコ

スモポリタン（cosmopolitan）という概念を使って説明している。ローカルとは、所属組

織に対して高いロイヤリティをもち、専門的スキルに対して低いコミットメントしかもた

ない人々を指し、組織内部の地位に大いに関心を示し、組織上の責任を重視するという特

徴がある（三崎2007）。これに対してコスモポリタンは、所属組織に対してあまり高いロ

イヤリティを示さずに、専門的な知識や技術に対して高いコミットメントを示す群である

（三崎2007）。ローカル志向しか持たない専門職は、専門家社会の動きについていけなく

なるという問題が生じかねないが、逆にコスモポリタン志向しか持たない専門職は組織目

的の達成に向けてメンバーの知識を統合したり、協力したりすることが難しい（三崎2007）。

対人援助においても、ローカル志向あるいはコスモポリタン志向のいずれかだけが望まれ

るわけではなく、いかにバランスをとるかが課題とされてきたといえるだろう。  

多機関・多職種連携に参加する援助職は、組織の有する社会的責任、専門職の有する社

会的責任という点で、二重の拘束を受けている。コスモポリタン志向とローカル志向のど

ちらの傾向が強いとしても、多機関・多職種連携に参加する動機となる一方、多機関・多

職種連携への帰属意識が育まれにくい所以も準拠集団の二重性と関係する。加えて、組織

性及び専門職性により生じる社会的責任により集団へ参加するがゆえに、参加せざるを得

ないという状況が「参加させられている」という認識に転化する可能性もある。連携した
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くて連携しているのではなく、連携させられていると感じるようになると、主体的に連携

して援助することに困難が生じる恐れもある。「調整」の際には、連携する人々の準拠集団

への配慮とともに、多機関・多職種連携という援助システムへの主体的参加をいかに促す

かも課題となるといえるだろう。 

 

第三節 グループ・ダイナミクスの「調整」 

1）集団の曖昧さ 

 ソーシャルワークでは、多機関・多職種連携を集団の一形態として扱ってきた。第一章

で取り上げた連携概念の曖昧さは、集団に関する理論を用いて説明することもできる。集

団について、社会心理学の分野では永年にわたりその実在性（realness）が議論されてき

た（Cartwright et al.＝1973；Shaw=1987；Brown=1993）。集団の実体を否定する立場

では、「集団心」のような概念はそれ自体が独立に検証できないと考え（Brown=1993：4）、

真に実在するのは個人のみであり、集団は個人によって知覚された価値、観念、思考、習

慣の集積であり、集団を構成する個々人を離れて知覚することは不可能と考える。つまり、

集団は人々の心の中にだけ存在するという考え方を採用する（Shaw=1987：13）。一方、

あたかも化合物がその構成要素とは根本的に違うように、集団内の人々もまた、彼らが一

人でいる時の行動の仕方とは非常に違った行為をすることがある（Brown=1993：4）。そ

れゆえに集団は実体であり、それはわれわれの環境の中の他の統一体と同じように取り扱

われねばならないという立場も存在する（Shaw=1987：13）。 

Shaw（=1987：13）は、こうした二つの立場を踏まえた上で、なお、集団過程について

の妥当な説明はすべて集団のレベルにおいてなされねばならないと述べ、二つの極端な論

理を踏まえて中庸的立場が妥当とされるようになったと説明した。集団を含めて、実体と

は実在の程度に違いがあるとし、問題は「実体」の程度を決定することにあるという考え

方を採用する立場である（Shaw=1987：13）。このような集団の実体としての程度は、集

団実体性（group entitativity：又は集団実在可能性）と呼ばれる。実体性という概念は、

Campbel（1958）によって初めて概念として導入された（塩谷 2010）。集団実体性という

概念を導入した効用は、「集団であるのか、ないのか」といった二元論を克服し、集団を論

じるにあたり「程度（傾向性）」を扱うことを可能にした点にある。そして、集団が人間の

認識の問題と切り離せないことを明らかにした。この集団実体性の概念は、連携概念の曖

昧さとも整合性がある。 

この集団実体性の考え方に基づき、Lickel ら（2000）は、人々が集団をどのように認識

し、実体として捉えているのかについて、大学生対象とした質問紙調査を行った。40 の異

なる人々の集合体を提示し、それぞれを集団として認識できるかどうか、つまり集団実体

性について 9 件法（0=not、9=very much）で採点させた。その上で、40 の集合体の｢グ

ループ内の相互作用（Interaction）｣、「グループの重要性（Importance）」、「目標（Goals）」、

「成果（Outcomes）」、「親密さ（Similarity）」、「グループの境界の自由度(Permeability)」、

「サイズ（Size）」、「継続性（Duration）」に対する認識を聞き、それらと集団実体性との

相関について分析した。提示した 40 の集団の内、もっとも集団実体性の得点が高かった

のが「プロスポーツチームのメンバー達（M=8.27）」、最も低かったのは「銀行で並んでい

る人達（M=2.40）」であった。そして、グループの特徴を示す八つの変数の内、集団実体
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性との間に相関がみられたのが「グループ内の相互作用（r=.58）」、「グループの重要性

（r=.50）」、「目標（r＝.41）」、「親密さ（r=.45）」、「成果（r=.37）」であった。Lickel ら（2003）

は、異なるグループでは集団実体性にも明らかに差があり、いくつかのグループ特性と関

係しているが、とりわけ、相互作用の程度との相関が強いと指摘した（Lickel et al.2000）。 

そして、集団の実体化は図る際、Lickel ら（2003）の先行研究によれば、相互作用を高

めることが有効と考えられた。 

 

2）集団を支えるコミュニケーション 

Lickel ら（2003）の研究内容を参照すると、複数の機関や職種で援助する際、相互作用

を高めることで援助システムの実体の確からしさ（実体性）も高まると考えられる。相互

作用とは、英語の interaction の訳であり、ある人の行動がほかの人の反応を生み出すよ

うな作用・反作用の系列のことである（青井ら 1962：84）。ソーシャルワーク領域で用い

られる交互作用（transaction）は関連概念ではあるものの、厳密には相互作用とは区別さ

れる。Germain（＝1992：187-188）は、直線的な因果関係の一形態である相互作用に対

し、交互作用は相互的な因果関係をもたらす循環円フィードバック過程と位置付けていた。

しかしながら、相互作用が一方向的な因果関係のみを扱っているかどうかについては議論

の余地はあると思われる。ここではソーシャルワーク領域以外の研究成果も参照するため、

便宜上、一律に扱うが、本来は異なる概念として使用されている点は付記しておく。  

集団内の相互作用は、構成メンバー間の接触があり、構成メンバーの行動や態度に変容

を起こすような影響力のある力動的な相互関係を含む。この相互作用は、メンバー間のコ

ミュニケーションによって支えられている。Litwak ら（1966）は、「調整」の重要な側面

がコミュニケーションであるとする考え方を示し、その中で近すぎず、遠すぎずのバラン

スを見つけることが重要であると述べた。学問的にコミュニケーション過程を定義するこ

とはきわめて難しく、対人コミュニケーションとは、特に人と人との信頼に関わる問題、

自己と他者のアイデンティティに関わる問題に密接にかかわるといわれる（長田 2008：

5-7）。 

コミュニケーションの構造は、集団サイズ（構成メンバーの人数）が大きくなると複雑

になるが、基礎的な型は Shaw（1964）によるコミュニケーション・ネットワークの基本

型（図 15）の通りである（釘原 2011：25）。ホイール型と Y 字型は中心がはっきりして

いるが、サークル型と完全連結型は中心がない（釘原 2011：24）。一般的には中心性の高

い構造の方がパフォーマンス（解決までの所要時間、誤りの検出、上達の速さ、等）が優

れているが、複雑な課題（数学の問題を解く、文章の構成、議論、等）の場合は中心性が

低い方が優れていたと報告されているという（釘原 2011：24-25）。メッセージは選択され

て受け取られており、こうした認識に影響を与える要因としては、（a）幼児期に経験した

結果生じる人生の立場、（b）ステレオタイプ、（c）伝え手の地位と立場、（d）それまでの

経験、（e）前提と価値、などが挙げられる（Toseland et al. =2003：74）。 

また、Johnson ら（＝2004：488）は、男性と女性ではコミュニケーションの仕方に相

違があると指摘する。伝統的に女性は、男性が競争的になる傾向と持つのに比べ、コミュ

ニケーションをとる場合に協力の方法を見出そうとする傾向を持つ（Johnson et al.＝

2004：488）。また女性は、比較的構造化されていない設定を好み、男性はコミュニケーシ

ョンにおいても公式的な筋が通った設定を好むといわれる（Johnson et al.＝2004：488）。



 

85 

 

男女の性差だけでコミュニケーションスタイルを定義することは妥当ではないと考えられ

るものの、そうした傾向があるということを知る必要はあるだろう。  

そして、高田（2015：160）は、コミュニケーションとは調整のことである、と述べて

いる。私たちは言語のルールを厳密に守ることはできない（高田 2015：158）。「連携」や

「子ども虐待」という概念の曖昧さについて触れた通り、状況によって概念の捉え方は変

化し、子ども虐待とそうでないものの間に明確に境界線を引くことは難しい。常に揺らぎ

を抱えている。高田（2015：162）は、同じ文字列で表記された単語の概念を同一のもの

と判断するという「ルール」があるために、私たちは調整し、実態をルールに従うものと

なるように努力するのだと述べ、それがコミュニケーションであり、その努力は人間の営

みの中で最も美しいものに分類されると感じると説明した。 

 

 

図 15 コミュニケーションパターンの基本型（Shaw1964） 

 

 

3）連携の動態性を扱うソーシャルワーク  

サークルの結成や会社の設立などからも分かるように、あらゆる集団はまずはメンバー

同士の相互作用から出発する。多機関・多職種連携も例外ではない。そして、集団の構成

メンバー間の相互作用の結果として生じる力動は、グループ・ダイナミクス（Group 

Dynamics；集団力動）と呼ばれる。グループ・ダイナミクスとは、集団から生まれ出で

る、集団を形作り、動かす力の流れである。人が集まって集団を作ると、自然にグループ・

ダイナミクスが働く（野中 2014：33）。グループ・ダイナミクスは、相対する二つの力

（例えば、凝集しようとする力と解体しようとする力、変化しようとする力と安定しよう

とする力、など）が集団の恒常性（ホメオスタシス）を保とうと、互いに影響しながら働

くことで動態性が生まれることにより生じる（野中 2014：33-34）。Toseland ら（=2003：

72）は、グループ・ダイナミクスをよく知る人々は、有害なリーダーや集団の犠牲になる

ことはあまりないと述べ、集団の構造理解やグループワーク実践における開始期の展開に

は必須であるとした。 

Toseland ら（=2003：72）は、集団力動をグループメンバーの相互交流の結果生じた力とし、

「コミュニケーションパターン」、「集団凝集性（group cohesiveness）」、「社会的な抑制メ

カニズム（規範、役割、地位）」、「文化」の四つの次元から整理している。コミュニケーシ

ョンパターンについては既に前項で整理した通りである。集団凝集性とは、メンバーに働

きかけてグループに留まらせる全ての力の成果である（Toseland et al. =2003：85）。メン

バーが当該集団に対して抱く魅力と言い換えてもよいだろう。集団凝集性はメンバー個人

ホ イ ー ル

型 

Y 字型 サ ー ク ル

型 

完 全 連 結

型 
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とグループ全体の機能面に多くの点で影響を及ぼすといわれる。たとえば、構成メンバー

の肯定的、否定的感情の表現を促す、互いの話を喜んで聞こうとする気持ちを高める、あ

るいは自信や自尊感情が高める、互いに進んで責任を果たそうとする、などといった効果

が挙げられる（Toseland et al. =2003：86-87）。 

グループ内の規範や役割、地位は、グループ・ダイナミクスの観点からは抑制メカニズ

ムとして機能する。たとえば、規範は構成メンバーの行動を方向づけ、相互作用の型を規

定したり、他者の行動を予測する手掛かりとなったりする（釘原 2011：16）。役割は各メ

ンバーのなすべきことを規定し、地位は各メンバーの有する諸々の権力を規定する。こう

した抑制メカニズムは、グループに秩序をもたらすことで効率よく効果的にグループを機

能させ、無ければ無秩序となり、グループは有効に機能しない（Toseland et al. =2003：

89）。その一方で、ある程度の個別性・自由・独立を制限することになるため、厳しすぎ

ればグループの魅力を削ぐことになる（Toseland et al. =2003：89）。 

集団文化は、グループメンバーによって共通に守られてきている価値、信念、慣習、伝

統、である（Toseland et al.=2003：95）。グループ文化の発展過程は、グループメンバー

の構成の影響を受け、多様であればゆっくりと、同質であれば比較的早く形成される

（Toseland et al. =2003：95-96）。Toseland ら（=2003：98）は、自己決定、公開性、公

平さ、多様な意見という価値を強調する文化は、グループと個人の目標達成を推進すると

し、土俗的、文化的、社会的なステレオタイプの持ち込みは、グループの発展や効果的な

活動を禁止することもあると指摘する。 

組織と専門職集団という二重の準拠集団を有する人々が、子どもやその家族を守るとい

う理由で、多機関・多職種連携という新たな集団を形成する。「調整」においては、多機関・

多職種連携の構成メンバーのコスモポリタン志向およびローカル志向、どちらをも尊重し

つつ、多機関・多職種連携として「一つのまとまり」になることを促進していかなければ

ならない。複数の機関や職種が集まれば自然と子ども虐待へ適切に対応できるわけではな

く、だからこそ、「調整」が必要となる。Toseland ら（=2003：71）は、グループワーク

を実際に行う上での現実の複雑さと多様さに対応するためには、力動的に理解することが

必要であると指摘し、援助過程における相互作用を重視する立場をとった。本研究が提示

した集合知（相互補完性や連続した協力関係によって生成される知）の生成を目指す「調

整」においても、相互補完性という頼りあうダイナミズム、協力関係の連続性というダイ

ナミズムをいかに創出するかを課題とするという意味で、グループ・ダイナミクスを理解

することが必要になるだろう。 

 

第四節 ソーシャルワークにおける多様性尊重の意義 

1）集団の愚かさ 

 加えて、多機関・多職種連携内のグループ・ダイナミクスは、必ずしもクライエントの

ために機能するとは限らない。野中（2014：12）は、単に善人を集めただけではクライエ

ントのために動くチームにはならないと指摘する。そうした観点からも、グループ・ダイ

ナミクスを「調整」することが必要といえる。  

集団は、（意識されているかどうかはともかく）何らかの目標を達成するために形成さ

れる。子ども虐待対応のための多機関・多職種連携では、子どもやその家族を子ども虐待
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という現象から守るという目標のために集団が形成される。青井ら（1962：125）は、集

団目標の特徴として、グループを構成する個人の要求の相互依存性を挙げている。個々人

の要求が相互に似ているかどうか、あるいはそれらがメンバーに手段のための目標だと認

知されているかどうかは問わない（青井ら 1962：125）。互いの存在を必要とし、自分の

要求は他のメンバーの要求を満たすことにつながる目標が、集団にとっての目標となる。

加えて、メンバーの行動を特定の方向に動機づける誘導性を含むという（青井ら 1962：

125）。この集団目標の達成は、①集団目標がはっきりしていて、②それに対するメンバー

のモチベーションが高く、③メンバー間のコミュニケーションがスムーズで、④問題解決

の方法についてのメンバーの意見が一致し、⑤目標達成に必要な資源（人的・物的・知的・

社会的・等）の入手が容易であるほど、促進されると考えられている（青井ら 1962：125）。 

 青井ら（1962）が挙げるような条件が何らかの理由で満たされない場合、目標の達成に

は困難を伴うことが予想される。たとえば、集団凝集性は、グループ機能に否定的な影響

をもたらすことがあり、病理的な統一の推進、グループへの依存などをもたらすといわれ

る（Toseland et al. =2003：87）。その結果、集団思考（group think）と呼ばれる現象を

招くこともある。集団思考とは、集団による問題解決を行うとする場面で、メンバーが集

団の維持（集団の一体感や心地よい雰囲気の維持など）にエネルギーを注ぐあまり、問題

解決というパフォーマンスに十分な注意が向けられず、結果として成果の質が低下するこ

とをいう（釘原 2003）。集団思考に巻き込まれると、集団のメンバーは共通の立場に立つ

ことに同意し、どんな時もそれに執着するようになる（Fisher＝2012：135）。帰属意識が

育まれにくい多機関・多職種連携では通常では集団凝集性は高まりにくいのだが、発言力

の強いメンバーの影響や解決策が簡単に見いだせないストレス下に置かれると、皆と同じ

意見でなければならないという無言の圧力を感じることがある。その結果、 MAD

（Mutually Assured Delusion；相互確証幻想）と呼ばれる、メンバーが集団の外にいる

人からすれば疑いようのない証拠を否定し、事実にはほとんど（あるいはまったく）基づ

かないことを信じ続け、集合的な形をとった過信と意図的な盲信に陥る（Fisher＝2012：

135）。連携場面においても、同様の現象が起こり得ると指摘されている（山中 2003；Milner 

et al.2009；野中 2014）。 

集団思考以外にも特に意思決定の際にリスクを増大させる要因として、集団極化（group 

polarization）やプロスペクト理論（prospect theory）が考えられる（Milner et al.2009）。

集団極化とは、リスキー・シフト（risky shift）とコーシャス・シフト（cautious shift）

と呼ばれる、集団が有する偏り易い傾向の総称である。ある選択場面で個人と集団の意思

決定を比較すると、集団の方がよりリスクの大きい決定に至ることが実証されている（橋

口 2003；柏瀬 2008）。これがリスキー・シフトである。また、集団による意思決定は個人

によるものよりも慎重な結果になり易いといわれ（橋口 2003）、この現象をコーシャス・

シフトと呼ぶ。このリスキー･シフト、コーシャス・シフトを含めた現象が集団極化といわ

れる。この現象は、多様な被験者母集団において普遍的な現象であることが判明している

（橋口 2003）。 



 

88 

 

 また、行動経済学の分野で用いられるプロスペクト理論では、不確実性が存在する状況

下において、人間は利得よりも同じ規模の損失をより深刻に感じるため、確かな利益を失

う賭けやリスクは避ける傾向にあると示されてきた（多田 2003；Milner et al.2009）。単

に、失敗を避けるということならば、この傾向は子ども虐待対応にとって阻害要因とは言

えない。ただし、援助者が何を損失と感じるかによって構造化される点に留意する必要が

ある。例えば、親子分離の必要性を検討する場面で、援助者が分離した場合に養育者側か

ら受ける攻撃を損失と捉えるとする。その場合、分離する（子どもの安全を守る）ことに

より得られる満足より、分離することによる損失の方が援助者にはより重要視されること

になる。また参照点に近い場合には小さな変化にも敏感に反応するが、その変化が大きく

なるにつれて反応が鈍くなるともいわれる（多田 2003：105）。子ども虐待対応のように

現状からの変化を目指す際には、ケース対応に着手した時期によって議論の傾向が異なる

ことを意味する。初期は「どうせやるなら徹底的に」などといった、より大きな変化を期

待する考え方に傾き易い。一方で、時間の経過とともに「やってもやらなくても一緒」と

いうように、子どもの最善の利益に対する感応度が逓減する恐れがある（実方 2013）。 

 集団による意思決定では、白黒がはっきりついてしまい、中間意見が出せなくなる傾向

がある（野中 2014：34）。複数の意見を「調整」しようとする時に、誰か一人のもっとも

らしい意見に集約してしまう方が効率はよい。極端なアセスメント内容の方が曖昧さを除

去しやすく、解釈のズレも抑制されるので、複数の人間が共に行動する時には動きやすく

はなる。ただ、子ども虐待のような複雑な現象と対峙するときには、不確実性のマネジメ

ント（Thomson＝2004）が必要となり、排除を伴う明確化だけではなく、曖昧さも時には

活用する必要がある。間をとった意見の中に認識的多様性が活かされる可能性もあるから

である。連携する援助職同士の距離感においても、中間地点を探る必要があると論じる研

究者もいる。Litwak ら（1966）は、官僚主義的な集団とコミュニティ内で直接的にクラ

イエントと関係する集団（community primary group）とは、反発しあう空気（atmospheres）

を持つと説明する。組織文化や専門職文化の異なる集団間では、特定の文化により創り出

される空気も異なる。それゆえに、互いの距離が近すぎればコンフリクト（葛藤状況）が

生じる（Litwak et al. 1966）。コンフリクトは必ずしも、集団知の生成にネガティブに働

くわけではないが、それも、コンフリクトを不毛な罵り合いではなく、建設的な協議とし

て成立させるための「調整」が必要となる。一方、遠すぎれば、問題解決を図るためのコ

ミュニケーションがうまく取れない（Litwak et al. 1966）。そのために、Litwak ら（1966）

は、社会的距離としての中間地点を探ることが必要だと説明した。  

 先行研究からも、集団は自分たちの生き残りを目指した知恵が働くことが分かっている

（野中 2014：12）。では、制度などによって、実践にできることを制限し、生き残りに向

かう動きを抑制すればよいのかといえば、問題はそれほど単純でもない。対人援助領域で

行われる連携は、クライエントによって連携するメンバーも異なるし、コミュニケーショ

ンパターンも変わってくる。形式をなぞることが目的ならば制度がすべて決めてしまえば

よいのかもしれないが、それでは「援助」にならない。連携が絶え間なく変化し、その時々

によって異なる（松岡 2000）のは、援助システムとしてクライエントに合わせて機能しよ

うとするがゆえである。そうであるとするならば、動態性を抑制することにより、援助シ

ステムとしての機能が妨げられる恐れがある。グループ・ダイナミクスにおいて、安定化

に向かう力が強くなりすぎると集団の維持が目的化し易い。そのため、変化に向かう力を
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生かすことが必要であり、クライエントに合わせようとし続けることで変化を促進するこ

とも可能になると考えられる。 

 

2）集合知を支える世界観 

牧里ら（2009：14）は、ネットワーク形成上のポイントとして「開放性」、「個別尊重・

多頭性・協働性の原則」、「相互補完の網の目状に形成されている状態であること」を挙

げ、簡単にこのような状態になるわけではなく、ここに内発的な力の存在があると述べて

いる。内発とは、内側から動かしていくような力が生まれてくることを指す（高田 2003：

牧里ら 2009）。少しの油断で愚かな選択をすることもあり得るからこそ、変化し続けよう

とする内発的な力動を生み出し、集合知を「意志をもって」創出しようと働きかける必要

がある。 

こうした「意志をもって」働きかける上で、Briskin ら（＝2010：103）は、集合知の

創出には世界への信頼が必要だと指摘する。個人は、自己とは異なる誰かに出会うと敵対

心を持つようになる（Myers＝2008：697）。もし、世界は単なる偶然の産物でその力は限

られているとみるならば、あるいは世界は人が対立し、心無い行動をとる場だとみるなら

ば、傾聴し、多様な視点に目を向け、生じることすべてを歓迎し、大いなるものを信頼す

る姿勢は、意味のないただのモットーになる（Briskin et al.＝2010：103）。思考は外部か

らの唐突な脅威に揺らぎ、内部からの不安や怒り、自己保身や支配欲に左右される（Briskin 

et al.＝2010：103）。歴史の中には、社会によって異なると判断されたものへの非人道的

な扱いの記述に溢れ、精神保健の領域でも、差異は、しばしば病理と同じ意味を持ってき

た（Myers＝2008：697-698）。集団思考が起こるのも、差異に対する脅威がその根底にあ

る。他者の他者たる所以、他者性（otherness）とは、「私ないし私の世界に対して他者の

持つ超越性・外部性」（廣松など 1998：1032）を指す。すべての他者は、まさしく他なる

ものであり、フランスの哲学者 Lèvinas（＝1990：143）は同一性そのものが挫折の内に

あると評した。回収しつくせない性質こそが他者性であり、認識主体に「思い通りになら

ない感覚」をもたらす。自分には及ばないがゆえに、分からないものを恐れる限り、差異

も、他者性も、脅威でしかない。 

多機関・多職種連携は、クライエントにとっての選択肢の拡大を目指して、自分にでき

ないことを補ってくれる相手を必要とする。一方、そうした相手とは、まさに他者である

がゆえに、自身の理解できる範疇にあるとは限らない。数土（2001：238）は、「理解でき

ない」状態を「理解できた」状態に変えなければ他者とともに生きることが出来ないなら

ば、他者とともに生きることは私たちにとって単なる苦痛でしかないと述べた。「理解し合

わなければならない」と当為を含ませた時点で、理解と言う行為は私たちに対して抑圧的

に機能する（数土 2001：238）。その抑圧から解放するための手段として排除が選択され

易い。「他者を理解することのできる自分」を当為とみなす限り、その当為の実現を阻む「理

解できない他者」を「誤り」として処理せざるを得なくなる。  

つまり、「私には分かる」ということにしか、価値を見出すことのできない人間には、

認識的多様性から集合知を創出することなどできない。「私には分からない」ということが

無価値とされる世界では、他者もまた無価値化されてしまう。稲沢（2017：77）は、他者

の尊厳とは、私にとっての「分からなさ」であると説明する。「分からないこと」こそ、他

者の他者たる所以だからである。したがって、認識的多様性を利用価値のあるものとみな
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すこともかなわない。Briskin ら（＝2010：161）は、「わからない」という事実を否定せ

ず、不一致を歓迎し、不調和をも受け入れることで知が出現する、と信じるのが集合知だ

と説明する。集合知の出現を支えるスタンスは、不可知を受け入れて差異を歓迎しながら

も、ものごとの深いつながりを見出し、人々誰もが備えている偉大な適応力をとらえ、個々

の能力を集団の成果と切り離さずに認識する世界観である（Briskin et al.＝2010：103）。

多様性の根幹は、「普遍」と「個別」のバランスが取れた状態にある（森住ら 2009）。「い

ろいろと異なるさま（差異、個別性）」があらわれるのは、ある程度のまとまりの中におい

てであり、まとまる上で何らかの共通性（普遍）が必要になる。ゆえに、普遍を見通す包

括的な視点も必要とされる。多様性を活かすということは、個別性と普遍性、両者を必要

なものと捉え、どちらかに偏ることなく「調整」することを意味する。  

「分からないこと」はあってよい。こうした世界観は、既に触れた社会構成主義や尾崎

（1997）が示した対人援助の基本姿勢にも通じる。社会構成主義では解釈の多数性を支持

する（大谷 2014）。尾崎（1997：17）が指摘するように、曖昧さ・無力感を不健康に否認

しない姿勢に専門性を見出だすことができるのは、たとえば、こうした姿勢が集合知の創

出にも役立つ可能性があるからともいえる。そして、数土（2013：49）は、不確実さを軽

減するためには世界に対する新しい信頼が必要だと主張する。それは、「うまくいかなけれ

ば、うまくいくまで、何度でも挑戦できる」ことへの信頼であり（数土 2013：49-50）、

変化する可能性をつないでいくための世界観である。自分の力の及ぶかぎり曖昧さを保持

していると、自ずと解決が見えてくることもある（河合ら 2003：273）。理解できるタイ

ミングは、今ではないかもしれない。こうした人間が変化する可能性に対する信念を、

Butrym（＝1986：59-66）は、人間尊重、人間の社会性（人間は独自性を貫徹するために

他者に依存する存在である）、に並ぶソーシャルワークの価値前提であると示していた。  

 

3）多様性尊重という行動原理の特徴 

集合知の形成を目指す実践を支える行動原理は、多様性尊重（respect of diversity）と

呼ばれる。IFSW（2014）が定めるソーシャルワークのグローバル定義において示された

行動原理として、序章で触れた人権の他に社会正義、集団的責任と並び、多様性尊重が挙

げられている。集合知は、多様性は尊重することによって形成される。ゆえに、本研究が

取り上げる「調整」においても、この多様性尊重という行動原理は不可欠となる。 

メルティング・ポット社会が白人社会への同化に対する要求であったことへの反省から

多文化主義（multi-culturalism）や文化多元主義（cultural pluralism）といった考え方

が生まれ、多様性概念もこれらの思想と同じルーツを持つといわれる（森田 2009）。つま

り、同一化という差異の排除（メルティング・ポット）ではなく、差異の肯定から結合を

志す（サラダボウル）過程で多様性尊重の使用頻度も高まった。森田（2009）は、アメリ

カで多様性の理念とビジョンがポピュラーになったのは、人口構成上、労働環境や教育環

境の多様化という、動かし難い現実により取り組まざるを得なくなったからだと指摘する。

20 世紀後半、植民地の相次ぐ独立に伴い、被抑圧・被差別民族の民族的帰属意識も高まる

とともに、西欧社会中心の近代文明が万人にとって望ましい唯一の文明であるという文明

観への批判と並行して複数の文明、複数の文化の相互尊重という理念が語られるようにな

る（花崎 2002：126-127）。加えて、世界経済が一つの資本と商品の市場に組み込まれ、

情報ネットワークからまったく隔絶した地域は存在しないようになったことも一因と言わ
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れる（花崎 2002：127）。 

多様性がソーシャルワーク理論の中にキーワードの一つとして登場するのは、ケースワ

ークの母 Richmond，Mary，E.の頃からである。ただし、他者性や差異の扱いに関してよ

く知られるのは「バイスティックの七原則」の中にもある「個別化の原則」であったよう

に思われる。Biestik（=2006：36）は、クライエントを個人として捉えることは、一人一

人のクライエントがそれぞれに異なる独特な性質を持っていると認め、それを理解するこ

とであると述べた。この独自性を持つ「特定の一人の人間」として対応されるべき、とい

う考え方は人権の原理に基づく援助原則でもある（Biestik=2006：36）。Biestik（=2006）

の言葉からも分かるように、個別化の原則が語られる時、その中心には「個人」のかけが

えのなさがある。ただし、ソーシャルワークは個人だけではなく、幅広いコミュニティの

福祉の増進と保護にも関わっている（Thompson＝2004：4）。そのため、Richmond（＝

1991）は、個人と社会（環境）の両方を視野に入れる必要性を主張してきた。Biestik

（=2006：37）も、ソーシャルワークは、個別性を重視しているが、人間に共通する基本

的な特質や特徴も重視し、二つの重要性の間のバランスをうまく保っていると補足してい

た。しかし、よく知られるように、ソーシャルワークはこの後、医学モデルとも呼ばれる

「個人」に傾倒した理論構築を進める。その後、Hollis（＝1966）が「状況の中の人」概

念によってクライエントを取り巻く環境的な側面に着目したり（稲沢 2017：32）、序章で

触れた一般システム理論を導入することで環境との相互作用を強調したり、Germain（＝

1992：7）がソーシャルワークの実践の焦点として人間と環境の接触面（interface）を示

すなどの理論的な展開があった。これらは、個人と社会（環境）の双方を視野に納めるた

めの取り組みであったといえる。Thompson（＝2004：1-32）は、ソーシャルワークは個

人と社会の交差点で動いていると指摘する。  

こうしたソーシャルワークの理論形成過程に照らして多様性尊重という行動原理につ

いてあらためて考えてみると、個別化の原則に比べて多様性尊重では個人と社会の双方の

視点が必要になると考えられる。差異も個別性も、孤立した中では見出すことはできない。

繰り返しになるが、何らかの普遍性（共通性）を有するまとまりにおいて、「いろいろと異

なるさま（差異、個別性）」はあらわれる。ただし、多様性が一括されて統一性に帰される

ようなパノラマ的な視点は存在せず、統一性に帰された多様性は全体性と称される

（Rey=2006：148）。したがって、多様性を尊重するためには、何らかの普遍性（共通性）

を有するコミュニティ（人間が集う場の単位としての共同体）を支持しつつ、個々の人権

を擁護するという、二つの焦点が必要となる。そのようにして、連携する各々が、それぞ

れにとって重要な他者となることで、集団としての多機関・多職種連携の意義は見いださ

れる。多様性尊重が強調されてきた背景は、時代の流れ（多文化主義や文化多元主義の台

頭）の影響が大きかったと考えられるのだが、結果的には、個人と社会の交差点を包摂す

る視点が提示されることになった。このことは、理論的にみても一つの成果であったとい

える。 
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第四章 子ども虐待対応において志向性が果たす役割 

 

第一節 先行研究にみる調整機関の特徴 

1）「要保護児童対策地域協議会運営・設置指針」にみる調整機関の役割  

 次章以降では、多機関・多職種連携において違うタイプの性質をあるがままに受け入れ、

それを活かすための「調整」が、どのように実践され得るものなのかを明らかにすること

を試みようとしている。そのため、本章では子ども虐待対応において「調整」を担当する

調整機関の概要について確認し、検証課題について明らかにしたい。厚生労働省は2005年

に「要保護児童対策地域協議会運営・設置指針」（以下、「要対協指針」）および「市町村児

童家庭相談援助指針」について、2004年児童福祉法改正によりあらたに努力設置義務化さ

れた要対協とその調整機関として期待される市町村の機能強化の道標となるよう示した。

この二つの指針は、2007年には改定されている。なお、「市町村児童家庭相談援助指針」

については、平成28年の児童福祉法改正に伴い、新たに「市町村子ども家庭支援指針」（ガ

イドライン）が発出されたことにより、廃止された（平成29年3月31日付雇児発0331第47

号「『市町村子ども家庭支援指針』（ガイドライン）について」）。  

その内、要対協指針の第4章には「要保護児童対策調整機関」の項目が設けられた。そ

の趣旨として、多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、

その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にする

といった責任体制の明確化が重要であるとし、要対協にはこうした業務を担う調整機関を

置くこととしたとある（厚生労働省2007a）。  

  調整機関の業務内容は、①要対協に関する事務を総括するとともに、②要保護児童等に

対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握

し、③必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うこととされてい

る（児童福祉法第 25 条の 2 第 5 項）。「要対協指針」には、具体的な業務例も示されて

いる。①要対協に関する事務の総括としては、協議事項や参加機関の決定等の要対協開催

に向けた準備、要対協の議事運営、要対協の議事録の作成、個別ケースの記録の管理、資

料の保管、等が想定されている。また、②支援の実施状況の進行管理としては、関係機関

等による支援の実施状況の把握、市町村内における全ての虐待ケースについて進行管理台

帳を作成し、実務者会議等の場において、定期的に状況確認、主担当機関の確認、援助方

針の見直し等を行う、と示された。また、③関係機関との連絡調整については、個々のケ

ースに関する関係機関等との連絡調整（個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含

む。） が挙げられている。 

 「市町村子ども家庭支援指針」にも、要対協に関する項目があり（同指針第1章第5節）、

関係機関との連携に関する留意事項がまとめられた項目もある（同指針第2章第5節）。こ

の市町村の児童福祉主管課や母子保健主管課が調整機関としては望ましいとされている

（厚生労働省2007a）。2016年4月1日時点では、調整機関の担当については「児童福祉主

管課」が1,021か所（59.1％）で最も多く、次いで、「児童福祉・母子保健統合主管課」が

408か所（23.6％）と報告されている（厚生労働省2017）。また、調整機関のうち、「家

庭児童相談室を担っているもの」は842か所（48.8％）、「子育て世代包括支援センター

を担っているもの」は122か所（7.1％）であった（厚生労働省2017）。こうした傾向を参
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照する限り、要対協の調整機関は、個別の相談を受ける窓口でありつつ、多機関・多職種

連携の「調整」も担うことが期待されている。 

また、市町村には児童相談所が行う立入調査や措置の実施に関して意見する機能も有し

ている。市町村からの送致により児童相談所に主担当機関が移っても、児童相談所による

出頭要求や立入調査、もしくは一時保護が適当であると市町村が考える場合には、児童虐

待防止法第8条第1項第2号に規定されている「通知」を行い、児童相談所の機能が活用さ

れるように図る必要がある（厚生労働省2013b：52）。ここでいう「通知」とは、「当該

児童のうち次条第1項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第9条第1項の規定

による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第33条第1項 若しくは第2項の規定に

よる一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知す

ること」（児童虐待防止法第8条第1項第2号）である。そして、児童虐待防止法施行規則

第7条では、市町村からの通知があった場合には、児童相談所は通知に係る措置の実施状

況を児童福祉審議会に報告しなければならないとされている（厚生労働省2013b：52）。 

児童福祉審議会とは、児童福祉法第8条により規定された、児童、妊産婦及び知的障害

者の福祉に関する事項を調査審議することができる、都道府県に児童福祉に関する審議会

その他の合議制の機関である。児童相談所による児童福祉審議会への諮問の手続は、児童

相談所における援助方針の客観性の確保と専門性の向上を図るためのものとされる（厚生

労働省2013b：183）。とかく外部から見えにくい児童相談所の援助決定プロセスについて、

外部の目を導入することによりその客観化を目指すことが意図されている（厚生労働省

2013b：183）。つまり、市町村は「通知」という制度を活用することで、児童福祉審議会

という諮問機関を動かし、児童相談所の措置権の発動に一定の範囲で異議を申し立てる役

割も担っている。 

 

 

2）要保護児童対策地域協議会に関する先行研究  

 続いて、先行研究を整理する。まずは、要対協に関する先行研究を概観する。総務省（2012）

が政策評価のために行った 36 都道府県等の要対協設置済みの 1,004 市町村を対象にした

調査では、虐待対応件数が把握できた 264 市町村中 4.2%（11 市町村）では子ども虐待に

該当するケースが発生しているにもかかわらず、個別ケース会議が一度も開催されておら

ず、実務者会議と個別ケース会議共に開催されていない市町村が 4.9%（13 市町村）存在

していたことが分かった。そのため、2012 年に出された政策評価書では改善勧告として要

対協の活性化が挙げられており、これに呼応して厚生労働省は同年 2 月に各自治体の児童

福祉・母子保健主管部（局）長宛に「個別ケース検討会議及び実務者会議について、管内

市町村における好事例を収集し、管内市町村に対して、収集した好事例を情報提供するな

どして、個別ケース検討会議及び実務者会議の活性化を図ることを要請するようお願いす

る。」（厚生労働省 2012d）との通達を出し、同年 12 月には『「要保護児童対策地域協議

会（子どもを守る地域ネットワーク）」の実践事例集～効果的な取り組みをしている地方

自治体の事例を全国へ紹介～』を公表した。 

加藤（2010）は、要対協制度化前から個別ケース検討会議を毎月一定回数行っている20

都市を対象に個別ケース検討会議の「調整」担当者と参加者への質問紙調査を行い、個別

ケース検討会議への出席経験が多いほど、役割分担を理解しやすい傾向があることを明ら
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かにした。また虐待対応の知識の有無や個別ケース会議の内容に関する知識、子ども虐待

に関する研修の受講歴などがケースの問題理解に影響を及ぼす可能性が示唆されている

（加藤2010）。この他にも加藤（2013）は、死亡事例検証の報告内容を分析し、要対協の

課題を整理した。その結果、個別ケース検討会議が機能していなかった、加えて実務者会

議が機能していなかった、と示した（加藤2013）。個別ケース検討会議については、会議

の目的や意義、進行方法が構成メンバーに理解されていなかった、あるいは継続的、効果

的な支援方法についてのフィードバックが為されていなかった（加藤2013）。その上で加

藤（2013）は、調整機関が機能していなかった点を問題点として示した。 

菊池（2009）は、幾つかの先行研究を基にネットワーク活動成立には「意欲」、「力量」、

「チームワーク」が必要であるとの仮説を立て、この 3 つのカテゴリーを分析枠組みとし

て要対協構成メンバーを対象にインタビュー調査を行った。主観的評価を数値化する視覚

アナログ評価（VAS）を用いた分析では、ネットワーク活動の経験が長く、専任のコーデ

ィネーターが存在する要対協に所属するメンバーは、ネットワークに対する自己評価が高

い傾向にあった（菊池 2009）。またインタビュー内容の分析によると、阻害要因では 3 つ

のカテゴリーに重複する概念として「認識の差」と「対応の困難性」が抽出されたとし、

その他では個人や組織の「力量」に関する概念（形式主義、専門的対応能力の不足、個人

の活動の限界など）が多かったとしている（菊池 2009）。また促進要因としては、調整機

関の必要性、専門性の確保、児童相談所の機能充実が挙げられている（菊池 2009）。 

また、松宮（2011）は、北海道浦河町を題材として、精神障害のある親とその子どもを

援助する上でのチームマネジメントの意義と援助者の問題認識の重要性を明らかにするこ

とを試みた。その分析結果によると、援助職は当事者（親）を「苦労を抱えた生活者」と

して捉え、メンタルヘルス問題を特別視していないことが報告されていた（松宮 2011）。

北海道浦河町は「べてるの家」という精神障害者のための地域活動拠点があることで知ら

れる、古くから精神障害者へのコミュニティ・ケアを実践してきた地域でもある。メンタ

ルヘルス問題や虐待に対する社会的なスティグマ等により外部環境から「不安感や無力感

を刺激され易い環境」（松宮 2011：49）に置かれているものの、「ネットワークの場を通

じて率直にそれを表現し、具体的にサポートし合うことやメンタルヘルス問題のある人の

ストレングスを重視してきた地域特性」（松宮 2011：49）が活かされていたと報告した。

松宮（2011）は、このチームマネジメントの特性は、エンパワメントの視点が同心円的に

援助職と当事者（親）に向けられている点を特徴とし、「ポジション」、「メンバーとの関係

性」、「虐待者への価値観」はチームマネジメントの有効な要素であると結論付けている。 

 馬場（2017）は、要対協に関する複数の先行研究の結果を内容分析にかけた上で、これ

までに、①要対協構成員や構成機関の＜役割認識＞に関する課題、②要対協構成員や構成

機関の＜協働の意識と実践＞に関する課題、③要対協の調整機関を担う人材や部門の＜専

門性の育成と維持＞の課題、④③を下支えする＜専門性を発揮できる基盤づくり＞の課題、

⑤＜地域のネットワークと社会資源の充実＞の課題、⑥＜対人支援技術の向上＞の課題、

といった6つの課題が明らかにされてきたと報告した。 

 調査研究以外にも、要対協の概説を行った論文（才村2012；2017：加藤2009；山田2015

等）や、各地域の実践内容を報告した論文（八木ら2016）なども散見された。 

 



 

95 

 

3）調整機関や市町村の児童福祉主管課に焦点を当てた先行研究  

次に、市町村の調整機関を扱った研究を中心に整理する。調整機関と児童家庭相談窓口

は兼務となっていることが多い。 

板野（2011）は全国の市町村の児童家庭相談窓口を対象に質問紙調査を行い、市町村の

児童家庭相談が成立する構成要件の探索と、その構成要件と窓口担当職員の個人的な要因

（属性）の関連について検証した。因子分析の結果、児童家庭相談の構成要件には「専門

的対応のための環境（α＝.85）」、「他機関によるサービス提供（α＝.82）」、「体系的サービ

スの開発（α＝ .86）」、「児童相談所と市町村の認識差（α＝.77）」の4つの潜在概念から構成

されていると示した。そして、「専門的対応のための環境」と「他機関によるサービス提供」

の間に相関がみられたことから、クライエントに関わる多機関と協働し、連携活動を充実

させることで、より専門的な対応を可能とする環境整備につながるのではないかとの見解

を示した（板野2010）。板野（2010）の研究成果は、現在の調整機関と児童家庭相談窓口

の兼務化の流れを後押しする結果といえる。一方、加藤（2016）は、調査結果から児童家

庭相談と調整機関担当を同じ人間が一人で担っていることが多い点を指摘し、人員を複数

配置し、調整機関のリーダーを決めるなど役割分担が必要だとの見解を示している。  

Johnson ら（＝2004：489-495）は、調整的なアプローチとしてネットワーキングに加

えて、ケースマネジメントを挙げているのだが、山野（2009）は市町村の児童家庭相談窓

口担当者を対象にしたインタビュー調査を実施し、修正版グラウンデッド・セオリー・ア

プローチを用いて、市町村児童虐待防止ネットワークのマネージメント・プロセスを明ら

かにすることを試みた。この研究で興味深い点は、「閉殻の連鎖」（山野 2009）と「内発の

連鎖」（山野 2009）という 2 つの対極のコア・カテゴリーによって表現されたネットワー

クの機能が“うまくいっていない時”、“うまくいっている時“という 2 つのタームを明ら

かにした点である。山野（2009：204）自身もその意義について、「従来明らかにされてい

なかった市町村児童虐待防止ネットワークを機能させるマネージメント・プロセスを明示

しただけでなく、2 つの提示により、現実的なところから考えることを可能にし、閉殻の

連鎖から内発の連鎖へと変化の方向性にヒントを示すことができた点に意義がある」と述

べている。 

「閉殻の連鎖」、つまり“うまくいっていない時”には、生命の安全を扱う領域である

がゆえに安全確認が優先され、マネジメントの焦点がリスクチェックに偏り、マネージャ

ーにとってはネットワークの構成メンバーは情報収集役として対象化される（山野 2009：

135-142）。これは厚生労働省の提示するマニュアルに沿った行動であり、「ネットワーク

の初期段階には、マニュアルへの依存度が高いのは当然」（山野 2009：132）と考えられ

る。しかしながら、この関係では構成メンバー間の関係性は一方向的なものに限定され、

個々の単独の視点による問題把握が行われていくだけとなる。山野（2009：138）は、こ

の状態では「非言語化による家族疑念の充満」（山野 2009：138）を招き、結果として事

例の持つ困難さを個々に抱え込むことになるとしている。このような援助システムの閉鎖

性により、相互不信が浮上し、メンバー個々の行動は分断されたまま、それゆえに援助シ

ステムが機能しないからこそ構成メンバーの連携に対する不信が募り、それは構成メンバ

ーへの不信へとつながる（山野 2009：152）。こうして「閉殻の連鎖」が生じると分析し

た（山野 2009：127-130）。 

一方、この対極のカテゴリーとして挙げられていたのが、「内発の連鎖」である（山野



 

96 

 

2009：156-180）。この状態は「単に直線的なプロセスを表すものではなく、メンバーと複

雑に関連しながら、さまざまな葛藤を超えて内側から沸き起こる力を表現する必要」（山野

2009：157）があり、「決して内輪の結びつきではなく、異質なものが相互に刺激し合い、

結びつくものであるために、ある意味では内輪の結びつきよりも強さや深さが存在し、次

の発展も含む」（山野 2009：157）としている。「閉殻の連鎖」ではマネージャーにとって

他の構成メンバーは情報収集役であったが、クライエントとの関係性をも視野に入れるこ

とで、マネージャーは構成メンバーと家族の双方の動きを捉え、構成メンバーが全体を把

握できるように働きかけを行っていたと分析している（山野 2009：159-161）。マネージ

ャーは“自分だけでは出来ない”という認識を“だから他の機関と一緒にやろう”という

新しい視点の獲得に利用するなどしながら、多面的に把握された情報は会議などの場を介

して「複数による大局的判断」（山野 2009：168）に活用していた。また、各構成メンバ

ーのそれぞれの語りによって「言語化による家族の理解促進」（山野 2009：169）が起こ

りやすくなると分析している。構成メンバーが全体を把握できることにより、援助システ

ムの中で自らが担う役割に納得することができ、結果として「動きの重層化」（山野 2009：

179）に繋がると分析した。山野（2009）は、閉鎖システムの特徴を「抱え込み維持」と

いう概念で説明しているが、これが開放システムに移行すると、一方向的な情報のやりと

りからお互いの“語り”を活用した双方向性のあるコミュニケーションに形態が変化する。

山野（2009：184-188）はこれを「共有の誕生」と概念化していた。  

 また、加藤（2016）は、質問紙調査や事例検討などを通して、児童家庭相談担当と調整

機関としてのそれぞれの役割を明確にしていくこと、人員配置を充実させること、研修会

などにより専門性を高めていくこと、などが必要と示した。この他にも、先駆的自治体で

のインタビュー調査を通して市町村における子ども家庭福祉行政実施体制再構築の課題を

明らかにする論文（佐藤2013）や、各地域の実践例を報告した論文（志村2009；打土井2010）

などもみられた。また、2004年以降、市町村の機能強化が進められてきたことから、制度

概説（竹中2008；津崎2009）などもみられた。 

 

第二節 子どもと親の利益相反を超えるために 

1）子ども虐待対応におけるクライエントの複数性 

ここまで、要対協や市町村の調整機関に関する先行研究をレビューしてきた。日本の子

ども虐待対応は、2000 年代に入ってから法整備が進み、制度が再構築され、それぞれの機

関の役割分担も進行してきた。変化の只中にあることを鑑みると、研究領域においても、

年々、研究成果の積み上げがなされてきたといえる。こうした背景を踏まえて、「調整」を

扱う上で課題となり得る、多機関・多職種連携からのクライエントが排除される可能性に

ついて考察したい。 

子ども虐待対応において、助けを必要としている人；クライエントは、重層的で、可変

的である。第一義的には、権利侵害を受けている（可能性のある）子どもの権利擁護が目

指される。親（現に養育する人）の意図に関わらず、子どもの立場から子どもの安全と健

全な育成が図られているかどうかに着目する必要があるといわれ、子どもの最善の利益を

意識することが重要といわれる（厚生労働省 2013b：6-12）。その一方、個人要因、家族

要因、コミュニティ要因、社会的要因、文化的要因の相互作用から発生すると考えられて

いる子ども虐待という現象では（Turnel et al.＝2004：26）、虐待される子どもだけがク
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ライエントなのではなく、親、心配される子どものきょうだい、場合によっては祖父母や

親類縁者までがクライエント化され得る。 

窪田（2013：57）は、家族、地域、職場など、本人をめぐるネットワークの抱える問題

性や、それらへの対応も視野に入れるとなると、「複数のクライアント」という形でとらえ

ることがより適切な場合があると指摘する。ある時点ではクライエントではなかった人が、

クライエント化することもある。たとえば、子ども虐待が疑われた時点では存在感の薄か

った祖父母が、通告後に両親よりも積極的に関係機関に対してクレームを言いに来ること

がある。単にクレーム対応としてかかわるというのではなく、虐待が疑われるような家族

関係の再構築を支えるパートナーと捉えると、祖父母を支えていくことにも意義を見出す

ことができる。また、特定の子どもに暴力を振るわれていると疑われている時に、他のき

ょうだいについては心配ない、と考えられてしまう場合がある。しかし、『子ども虐待対応

の手引き』では、特別な視点が必要な事例としてきょうだい事例への対応を挙げ、きょう

だいの一人に虐待が発見された場合には他のきょうだいにも虐待されている可能性、また

は直接的に虐待されていないとしても心理的外傷を負った可能性が高いことにも留意する

必要があると指摘している（厚生労働省 2013b：271）。このように、子どもの権利擁護を

目指すといった場合であっても、虐待を疑われる子ども以外の人たちが抱える脆弱性や強

みが重層的に関係してくるために、その時々によって助けを必要とする人が変化する可能

性を含んでいる。 

子ども虐待対応では、個人的な判断の偏りを避け、担当者一人に負担を負わせないため

に組織的な対応が推奨されてきた（厚生労働省 2013b：11）。そして、一人のクライエン

トに複数の機関が関わるだけではなく、複数の助けを必要としている人に複数の機関が関

わることにもなる。それゆえに、子ども虐待対応のアクターは、序章で示したように子ど

もにかかわるすべての機関や職種が含まれることになる。小林（2007：55）は、子どもに

関わる機関と、おとなに関わる機関とが、手をつなぐことで、子どもを守る輪を大きく広

げることができると説明する。そして、広範な対象領域をカバーする上では、各組織の機

能的な差異が活用される。各機関によってクライエントの中の「誰」と中心にかかわりを

もつのかが異なることが多い。たとえば、保健師は母子保健業務の中で、母親からの相談

を受ける機会が増える。保育所では、母親からの相談も受けるが、子どもと関わる時間の

方が相対的に長い。また、市町村の児童家庭相談窓口は、従来からの通告窓口としての役

割に加え、要対協の事務局担当など、連携時に調整機関としてコーディネート能力を発揮

することが期待されている（高岡 2013：41）。そのため、保健所や保育所などに比べれば、

親や子どもに直接関わるのと同じくらい（あるいはそれ以上に）、関係機関との「調整」に

時間を費やす。こうした事情により、職務で中心的に関わる対象者が異なる、あるいは対

象者との距離感には微妙な違いが生じるのだが、同時に各機関の独自性が子ども虐待とい

う現象に関わる広範な対象をカバーする上で役立てられる。   
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図 16 子ども虐待における「クライエント」像 

 

 

2）子どもと親の利益は相反するのか 

クライエント（システム）の複数性という特徴に関連して、子ども虐待対応で取り上げ

られる機会の多い問題が、子どもと親の利益相反である。親権の抑圧性を制御する必要も

ある子ども虐待対応では、親の意向に添わない対応を行うこともある。児童福祉法第 33

条や第 28 条に基づく児童相談所の職権による保護や措置を行う場合、親が猛烈な抗議を

行うことは稀ではない。そして、こうした親と子との間に利害の対立がある場合には、子

どもの利益が優先されなければならないといわれてきた（Department of health＝1992：

14）。『子ども虐待対応の手引き』においても、子どもの安全確保が最優先事項と明記され

ている（厚生労働省 2013b：10）。子どもの権利擁護を優先するという基本姿勢に異論を

はさむつもりはない。ただし、子どもと親の利益が相交わることのないものなのかについ

て、検討する余地はある。 

虐待をする親の特徴について、西澤（2010：65-78）は、定量的調査の結果から虐待心

性（子どもへの虐待傾向につながる親の心理状態）を分析し、体罰肯定観、子どもからの

被害の認知（客観的状況とは無関係に、子どもの存在や行動によって自身が被害をこうむ

っているという親の認識）、自己の欲求の優先傾向（子どもの欲求と親の欲求に葛藤が生じ

た際に親自身の欲求を優先する傾向）があることを明らかにした。西澤（2010：80）は、

虐待傾向を示す親は、子どもの頃の不適切な養育体験を肯定し、また、そうした不適切な

養育体験に起因する悪い自己を罰して有能観を回復し、さらに、子どもとしての依存欲求

や愛情欲求の充足を優先し、時には子どもにこれらの欲求を満たしてもらおうとして、子

どもを利用するのだと指摘する。たとえば、体罰肯定観については、親自身が身体的虐待

を受けた経験がある場合にこうした養育観を持つことがある（西澤 2010：69）。こうした

過去の虐待経験と現在の養育観の歪みとの関連を説明する際には、（社会）学習理論を用い、

自分が育てられたモデルをベースに、自分の子どもを育てている、と考えることが多い。

ただし、西澤（2010：70）は、それだけではないのではないかと指摘し、このような人が

「体罰は必要」と主張する背景には、「（体罰を受けて育った）自分の人生を肯定したい」

という想いがあるのではないかと推測する。  

虐待の臨床では、「子どもの頃、親に叩かれた時には反発したが、でも振り返ってみる

と叩かれて当然だったと思う。あのときに厳しくされたからこそ、今の自分があるのだと

思う。だから今では叩いてくれたことに感謝している」といった親の言葉をよく耳にする

クライエント（システム） 

虐待を受け

る子ども 

親 祖父母 

親類縁者 
きょうだい 

外部環境 
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（西澤 2010：70）。親自身の過去の経験を整理できずに、自分の人生を肯定するための「理

論的背景」として、体罰肯定観を強化しているのではないかとも考えられる（西澤 2010：

70）。また、親からの暴力は、子どもにとって「叩かれるのは私が悪い子だからだ」など

という認識を抱かせることになり、身体的な痛みとともに「親に愛されていないのではな

いか」という心理的な痛みを伴う（西澤 2010：71）。こうした愛情をめぐる葛藤に対して、

体罰肯定観は「愛してくれていたからこそ叩かれた」という解決の図式を提供してくれる

ため、より自身の体罰肯定観が強化されてしまう傾向がある（西澤 2010：71）。 

西澤（2010：71-76）は、被害的認知の場合にも、子どもを虐待することで過去の悪い

自分を罰し、同時に自己の有能感を回復しようとしている親の姿を見ることができると指

摘している。また、自己欲求の優先傾向においては、親の「ケアされたい」という欲求が

ケアをするという親の役割認識よりも強くなる。その結果、子どもからの養育行動の要求

が親自身の欲求実現の妨げとして認識されることがある。たとえば、「この子がいるから私

は自由になれない」、「私はこんなに大変なのに、なんでこの子は可愛がってもらえるのだ

ろう」、などと親には思えてしまう。西澤（2010：80）は、子ども時代に満たされること

のなかった親自身の欲求に大人になってからも固執することを意味すると述べた。これら

の虐待心性について、子どもを自分の欲求充足のいわば手段として利用するという意味で、

「濫用（abuse）」の中心となる特徴である（西澤 2010：80）。 

不適切な養育を受けた人すべてが大人になってから自らの子どもを虐待するわけでは

ない。Steele（=2003）は、「子どもの虐待は連鎖する」という理論の根拠として後方視的

に検証する方法の妥当性には批判と疑問が提出されてきたとし、子どもの頃に虐待された

人のうち、大人になってから自分の子どもを虐待するようになる人は、おそらく全体の 4

分の 1 に過ぎないのではないかと推測している。人間の行動は複雑で複合的に決定される

のであり、早期の適応（不適応）パターンは後の適応（不適応）に影響を及ぼすが、必ず

しも単純で直線的な方法で影響をするわけではない（Widom＝2005）。虐待を受けた子ど

もは大人になると虐待する「かもしれない」のであり、一つの可能性にすぎない。しかし

ながら、経済的困窮や抑うつ傾向、（内縁関係も含めた）夫婦間の不和、などに代表される

ようなニーズ（助けを必要としている状態）だけではなく、過去の経験によって生じた生

きづらさというものも存在している。それゆえに、一見、援助を拒否しているような場合

でも、虐待をしている親には援助が必要であるという認識を持ち、親との相談関係を構築

して援助につなげることも重要といわれてきた（厚生労働省 2013b：8）。 

虐待する親の生きづらさという視点から見た時に、本当に、親は子どもを虐待すること

で利益を得ているといえるのだろうか。例えば、児童ポルノの素材として自分の子どもを

売る親は存在する。この場合には、金銭の授受が発生しているのだから、親は利得を得て

いるといえるだろう。しかし、収入を得るために子どもを「売る」というのであれば、収

入を得るための手段が別に確保されれば、子どもを「売る」必要はなくなることも想定さ

れる。表層的には子どもを虐待することにより親は利益を得ているように見えるが、実際

には、親もまた困っている。こうした解釈は、「親ならば子どもを愛しているはず」など

といった当為の押し付けをせずとも、「代替手段があればよいのではないか？」という単

純な疑問から導くことが可能である。 

論者自身も「憎くてこんなことをしたんじゃない」と話す親に何度か出会った。子ども

を虐待することで、親は心理社会的な生きづらさと折り合いがつけられているように見え
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たとして、その折り合いのつけ方をよしとして放置することがはたして親側の利益を守っ

たといえるのかといえば、疑問である。無視しただけではないのか。西澤（2010：63）は、

多くの親が苦しみもがきながら暴力を振るってしまう、あるいは自分の行為を虐待だと認

識していながら暴力をやめることができずに苦しんでいると指摘する。たしかに、自身の

生きづらさに気づくことができずに暴力を振るい続ける人も存在する。そういった人に対

して、「あなたを支えたい」などといったところで、鼻で笑われてしまうだろう。そうで

あったとしても、「弱い立場の人間を支配しなければ生きていけない弱さ」について思い

を馳せることが無意味かどうかは、試してみなければわからないはずである。こうした観

点を用いるのであれば、虐待する親と対決するということは、向き合うという意味を獲得

し得る。 

子どもの立場からも、川﨑（2004）は、子ども虐待の解決は、子どもを保護し救出さえ

すればよいというものではないと指摘する。強制的介入だけに頼った援助は、虐待の追体

験になりかねないリスクを負う。川﨑（2006：132）は、そうでなくとも過酷な生活をし

てきた子どもが、今度はいきなり見ず知らずの児童相談所に連れて行かれ、よく知らぬ子

どもや大人の中で寝起きすることになるのであり、大変な不安を感じるのは当然だと述べ

る。子どもは、保護されたとしても慣れ親しんだ家庭や地域から離れて不慣れな生活を強

いられ、保護されたからといって虐待関係が終わるわけではなく、むしろ保護されている

こと自体が未だに虐待関係の中におかれていることの証なのであって、そのまま放置する

ことは、子どもの期待を裏切ることになる（川﨑 2004）。安全な環境の確保は大切なこと

で、それなしには暴力からの回復はありえないが、子どもには、可能な限り両親のもとで

育つ権利もあるし、自分の出自との絆を確かめて自己を確立していく権利もある（屋代

2007）。このことは、子どもの権利条約も保障している（同条約第 7 条、第 9 条）。それゆ

えに、『子ども虐待対応の手引き』にも、子どもが虐待を受けた場合、必要に応じて親から

一時的に引き離すこともあるが、親が虐待の事実と真摯に向き合い、再び子どもとともに

生活できるようにあるのであれば、それは子どもの福祉にとって望ましいことであると示

されている（厚生労働省 2013b：124）。 

このように、強制的介入への依存は、子どもにとっても、親にとっても、利益にならな

いようにみえる。つまり、子どもと親の利益は、部分的には一致している可能性がある。

子どもと親の利益を相反するものとして、子どもを優先させるという方針を打ち出すと、

付随して善－悪の対立構造まで見せることになる。虐げられた守るべき存在（子ども）の

正しさだけが明るみに出ると、対立する親は相対的に悪人となる。悪人は、社会の、「私た

ち」の敵である。排除しなければならない。しかし、こうした考え方自体、当の子どもた

ちを無力化していることにも気づかなければならない。虐待をされている子どもたちは、

ただ守られるべき存在であるだけではなく、住み慣れた地域に参加する一人の人間である。

親が子どもを虐待することで利益を得ていると見做すことで、親から子どもを引き離すし

か子どもの権利を護る方法がないと考え、子どもたちは住み慣れた地域社会から切り離さ

れてきた。屋代（2007）は、大変な境遇で生きている子どもに出会うと、この子には援助

が必要に違いない、とつい決めつけてしまいたくなるのだが、そんな思いに駆られるのは

権利の主体である子どもの持っている力を信じ切れていない表れだと指摘した。  

そして、子ども－親の対立構造から導かれる親の排除の問題は、新たな虐待発生の契機

も創る。Turnell ら（＝2008：24）は、専門職の行為はたびたび「家族を終わりにした」



 

101 

 

と指摘する。これは、子どもがよく表現する「私の家族を終わりにするんじゃなくて、虐

待を終わりにして」という望みに反するだけでなく、その家族が終わって、加害者らしき

人が立ち去って別の地域で新たな家族に加わることで、別の子ども達を危険にさらす結果

になると述べた（Turnell et al.＝2008：24）。この指摘は、排除するだけでは虐待の再現

性を担保することになりかねないという、当然の帰結への警鐘と理解される。 

 

3）利益相反から差異の問題としての捉え直し 

行政権限への依存は、子どもと親の利益が相反しているという前提によって強化される。

子ども虐待が疑われる場面においては親の望みを絶つことが、子どもの利益にかなうと信

じられていれば、子どもと親は分離しなければ子どもの権利擁護を実現できないと考えら

れても仕方がない。Marneffe（  =2003）は、親の行動に対する懲罰としての子どもと家

庭の分離、親のニーズに応えて援助やサービスを申し出るかわりに審判を下すことなど、

親と子どもの間の虐待関係が、「悪い」親と関わっている専門家によって再現されたと指摘

した。実際、一緒に暮らすことが、子どもにとっても親にとっても適当ではないケースは

存在する。そうした場合に無理に一緒に暮らすという選択が、子どもだけでなく、親をも

追い詰めることになる。ただ、第二章でも整理したように、一義的に強制的介入に依存し、

子と親を分離するのかしないかといった二分法による方略には限界がある。日本の子ども

虐待対応政策が子どもへの援助だけでなく、親への援助も必要であると認めている。そう

であるならば、子どもの利益と親の利益を対立関係として捉えては、矛盾が生じることに

なる。 

子ども虐待対応においてみられる子どもと親の利益相反は、どちらかに肩入れすること

を禁じて見直せば、差異の問題として捉え直すことができる。先述の通り、子ども虐待は、

家族というフレームワークの中で生じる相互関係の問題である（Gil＝1997：63）。親権と

いう強力な権限により、「養育する－される」、「監護する－される」、といったように、子

ども－親の相互関係において非対称性が生じる。非対称性自体は、どのような家族におい

ても存在する。しかし、家族内の相互関係に、個人要因、家族要因、コミュニティ要因、

社会的要因、文化的要因の相互作用（Turnel et al.＝2004：26）が影響することで、非対

称性が支配・抑圧に転化する。子ども虐待という現象は、力のある者とない者との間に表

れる非対称性が根底にあり、言い換えるならば、子どもと親は家族内における立場や役割

といった点で違いがある。こうした違いによって、同じ家庭に属しているものの、子ども

の利益と親の利益にはズレが生じる。子ども虐待という現象の渦中にある家族においてみ

られる子どもと親の利益の間にあるのは、相反ではなく、差異である。確かに対立するこ

ともあるかもしれない。しかしその根底には、子どもにも親にも共通した、生きづらさが

あり、よりよく生きたい（well-being）という願いがある。 

虐待の様相を呈する相互関係においては、（相対的に）力のない者と位置付けられる側

が一方的に権利侵害を被る。人権尊重を原則とした場合、権利侵害の解消が優先される。

ゆえに、子ども虐待対応では子どもの最善の利益が優先されるのである。これは、親の利

益は無視してもよいということではなく、優先順位の問題である。そもそも、何を以て利

益と捉えるのかということ自体、状況によって変化する。そのために、「子どもの最善の

利益」という概念自体への批判もある。子どもの最善の利益に基づく判断は弊害を考慮せ

ずに解決を図ろうとしており、結局「最善」という理想を実現していないと批判されてい
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る（Clark et al.＝2002：29）。これに代わる概念として「最も害の少ない選択肢（ least 

detrimental alternative）」を提唱する人たちもおり、この考え方を支持する人は、さまざ

まな選択肢を広く検討して慎重に評価すべきであると主張している（Clark et al.＝2002：

29）。概念の適否はともかくとして、ある時点で最善と考えられていたことが、状況の変

化によって、最悪の策に変わることもあり得る。極端な策を用いようとする試み自体が、

現実の多義性や可変性に対応しきれなくなる原因であることには、十分に留意する必要が

あるだろう。 

加藤（2005：85）は、施設入所や一時保護は、子どもにとっても親にとっても必要なプ

ロセスであると捉え、親は、そのことが親失格だととらえて抵抗する場合もあるが、親子

の縁が切れるわけではなく、いったん休憩しましょう、見直しましょうという理解しても

らうことが一つには大切であろうと述べた。こうした子どもへの援助と親への援助が両方

必要であるという考え方を採るのであれば、子どもと親の利益を対立関係の中にみるので

はなく、差異の問題として規定する方が妥当である。子どもに生きづらさを背負わせるこ

とで折り合いをつけてきた親が、異なるやり方を見つけ、自らの利益の定義を変えること

は、できるかもしれない。そうした異なるやり方は、今までとは違う以上、一人で思いつ

くことは難しい。親とは違う原則をもち、違うやり方で、違う行動をとることができる人

間、つまり、他者が必要になる。窪田（2013）は、対人援助職を他者と位置付けているの

だが、違いを提供する責任を負うことができる者が、生きづらさを抱える人たちには必要

になることがある。それゆえに、援助者が援助者であるために、深くクライエントの世界

に共感しつつもなお、クライエントと異なる立場にある「共感する他者」としての自分自

身を保つ必要がある（窪田 2013：86）。子ども虐待対応が目指すのは、権利を侵害される

人と、子どもの権利を侵害せざるを得なくなった人を、他者とのつながりの中で生きる手

助けをすることである。そうしたつながりの回復を以て、はじめて、子どもも親も子ども

虐待から解放されるのである。 

空閑（2016：332-33）は、人間の生の豊かさとは、自分以外の人や場所とのかかわりの

豊かさの中にあると指摘し、このようなソーシャルワーク的人間観として Hollis（＝1966）

の「状況の中の人」概念を紹介した。小林（2007）は、子ども虐待は、子どもの経験と関

係をゆがめ、壊すことを通して、「子ども期」を奪うところに特徴があり、実践の課題は子

どもの関係と経験を作り直すところにあると述べた。そして、子ども、あるいは親に「援

助された経験」を作り出すことは可能であり、これだけで現実を大きく変えることはでき

ないかもしれないが、この経験がある人生とない人生では、やはり違うと考えたい、と続

けた。子どもを救うためには親権を法権力で抑えなければならないこともあるが、力で他

者を抑え込むのは虐待親子の関係と同じであり、子どもや親に支配論理以外の人間関係を

習得してもらうという論理とは矛盾する（小林 2007）。育児に困った親が早期に SOS を発

することができて、困ったときに社会が助けてくれることを、子どもが見て育ち、子ども

の苦境にも敏感に対応するおとなの存在を子ども自身が実感できるような社会の構築（小

林 2007）が、真の意味において、虐待された子どもたちの権利の回復には必要となる。 

少子化社会対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）第 7 条の規定に基づく大綱として 2010

年に閣議決定された『子ども子育てビジョン』には、「子どもにとって安全で安心な社会は、

すべての人にとっても安全で安心な社会でもあります」とある。虐待は個々の病や問題と

は性質が異なる社会の問題であり、対応しようとするやり方そのものが社会に大きな影響
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を与え、その影響は得てして予期せざる、また意図せざるものである（Munro2007）。子

どもの利益と親の利益に対立関係があるとみなす援助職の視点が、「鬼のような母」や「悪

魔のような父親」といった虐待する親のイメージの流布に加担する恐れもある。子どもと

親の生きづらさは、どちらかを助けると、どちらかを見殺しにしなければならないという

類ではない。子どもと親の利益の違いとして位置付けることにより、違いがある中でも重

なる部分はないのか、あるいは重なり合うように働きかけようとする実践の焦点が導かれ

る。差異は、何らかの共通性が存在する場合にしか現れない。子どもと親の利益の間にあ

る差異の根源には、共通した生きづらさが存在する。そこに働きかけることを、子ども虐

待対応という。 

小林（2015）は、個々の援助活動は必ず何かを変え得るとし、一つひとつは目に見えな

い変化であるかもしれないが、こうした個々を支える活動がない社会は虐待問題に対する

抵抗力のない社会であるように思えると述べた。子どもにとって安全で安心な社会が、親

にも安全と安心を与え得ると、子ども虐待対応に関わる人たちが信じることも、社会を変

える一助になる。それゆえに、子ども虐待に取り組むことは、社会にとって「人間につい

ての価値」観を変え得る（小林 2007）のである。 

  

第三節 多機関・多職種連携における志向性の意義  

1）クライエントを理解する必要性 

ここまで整理したように、子ども虐待対応の特徴の一つとして、クライエントの複数性

が挙げられる。複数性を前提として、子ども虐待対応では、クライエントを理解する必要

性が強調されてきた。たとえば、『子ども虐待対応の手引き』においてはアセスメントの重

要性は繰り返し強調されている。子ども虐待は家族の構造的な問題を背景として生起して

いるため、家族の歴史や家族間の関係、または経済的背景などを含めて総合的に見立てる

ことが必要といわれる（厚生労働省 2013b：8）。小林（2015）は、子ども虐待対応におけ

る援助とは、相手のニード（デマンドに沿うだけではない）に沿って行うが、援助を求め

ない人も多いために、援助職側が背景要因下の育児の困難さを理解していることが求めら

れると述べた。アセスメントは、援助する上で必要となる、クライエントに対する理解で

ある。情報は記号と同じで、それ単独では意味を持たない。援助の目的に合わせた情報処

理が必要であり、アセスメントは援助するために行うクライエントに対する理解である。

1980 年代には、アセスメントはソーシャルワークの本質と認識されるようになり。さら

にはポスト・モダンの影響により、それは解釈されるものとみされるようになった（大谷

2013）。大谷（2013）は、ソーシャルワーク実践にとってアセスメントの重要性に異論の

余地はないと述べている。 

子ども虐待が曖昧さを含む現象であると第二章で示したが、では、私たちはどのような

方法を用いて子ども虐待を認識することができるのだろうか。その手段の一つとして、科

学的に証明する方法が挙げられる。こうした科学的手法の導入には医学界の貢献が大きい。

1946年、小児科医であり放射線科医でもあるCaffey, Johnは硬膜下血腫と外傷の病歴のな

い長幹骨骨折を合併した6人の乳児の症例を報告した（Ten Bensel et al.=2003）。報告例

において、子どもの症状を合理的に説明するような外傷のヒストリーに欠けていたことを

指摘し、意図的に行われた暴力の結果であるという推論を提出した（Caffey1946）。また、

子ども虐待を疑わせる乳児鞭うち揺さ振り症候群（The Whiplash Shaken Infant Syn-
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drome）に関する報告も行われている（Caffey1974）。この症例は、現在ではShaken Baby 

Syndrome（以下、SBS）又はAbusive Head Trauma（以下、AHT）として知られ、乳児

または幼児早期の子どもを揺さぶる等、強い加速‐減速の力を加えることでびまん性脳浮

腫や頭蓋内出血、網膜出血等に至ることが知られている。致死率が15%以上、後遺障害率

が50％以上とも報告されている（日本小児科学会2006）。また、Silverman（Silverman, 

Frederic N.）が、レントゲンが子ども虐待の“診断”に有効であることを報告した貢献も

大きい。こうしたCaffyやSilvermanなどの業績により、子ども虐待を医学的見地から明ら

かにする方法が徐々に明らかとされてきた（Ten Bensel et al.=2003）。そして、1961年に

アメリカ小児科学会にて小児科医のKemp,C. Henryを座長とする「殴打された子どもの症

候群（battered child syndrome）」と題されたシンポジウムが開催され、子どもの外傷は

親が故意に与えた場合が少なくないと報告された。翌年にKempはSilvermanらとともにこ

の内容を論文化している（Kemp et al.1962）。このように古くは貧困の属性の一つとされ

ていた子ども虐待が医療にとっても無関係ではないことが明らかとなった（Ten Bensel et 

al.=2003）。現在では日本でも、日本小児科学会（2014）が子ども虐待の診断方法を示す

などしている。 

科学的手法は「起こってしまった虐待」を発見する際に有用な手段である。一方、「起

こりつつある虐待」や「起こるかもしれない虐待」の場合、証拠を基に発見することがで

きない。なぜなら、まだ完了していないからである。未来形や進行形の現象を扱う場合に

は、不確実性の処理として推測という手段が必要となる。そこで、子ども虐待対応におい

ては、「リスク」という考え方の導入が図られた。リスクという考え方が人知に初めて備わ

ったのは、16 世紀ないし 17 世紀以降といわれ、ヨーロッパの探検家が世界一周の航海に

出帆しはじめた頃のことといわれる（Giddens＝2001：50）。Risk という語は、「海図なき

航海」について語るようなときに用いられたスペイン語ないしポルトガル語が英語になっ

たといわれ、もともとは空間にかかわる言葉だった（Giddens＝2001：50）。それが後に、

時間にかかわる言葉となり、さらにその後、不確実な状況の一切合切をひとまとめにして

リスクと総称するようになり、今日に至っている（Giddens＝2001：50）。Giddens（＝

2001：51）は、リスクという言葉は、確率、そして不確実性と切っても切れない関係にあ

ることを強調しておかねばならないと述べた。子ども虐待におけるリスクとは、「虐待しそ

うかどうかを予測する」という意味で使われている（加藤 2001：48）。 

子ども虐待対応では、このリスクをアセスメントすることが必要となる。ここでいうリ

スクの要因としては、個々の子どもに実際に加えられた有害な行為のみならず、なんらか

の仮説にもとづいて子ども虐待との関連性を検証されたとされる子どもや養育者に関する

広範な諸特徴が挙げられている（上野 2006：263）。例えば、『子ども虐待対応の手引き』

では、表 16 のような要因が挙げられている。限られた情報をもとに一人ひとりの子ども

について推測しなければならない状況下において、リスクアセスメントは、援助方法の適

切性や援助の方向性の判断、専門職の意思決定の一貫性の担保、そして複数の専門職が共

通認識を形成する場合にも有用といわれている（芝野 2001：53-54）。肉眼やレントゲン

では見えなかったものが、リスクという考えを採用することで子ども虐待の危険性を示す

ものとして検出できるようになった（上野 2006：263-264）。潜在化することで、その現

象は無視されてしまう。そのため、発見するための手段の確保は、子ども虐待対応上、重

要であったといえる。  
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表 16 虐待に至るおそれのある要因・虐待のリスクとして留意すべき点 

親
の
リ
ス
ク
要
因 

・妊娠そのものを受容することが困難（望まない妊娠） 

・若年の妊娠 

・子どもへの愛着形成が十分に行われていない。 

（妊娠中に早産等何らかの問題が発生したことで胎児の受容に影響がある。子どもの長期入院な

ど。） 

・マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な状況 

・性格が攻撃的・衝動的、あるいはパーソナリティの障害 

・精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬物依存等 

・保護者の被虐待経験 

・育児に対する不安（保護者が未熟等）、育児の知識や技術の不足 

・体罰容認などの暴力への親和性 

・特異な育児観、脅迫的な育児、子どもの発達を無視した過度な要求  等 

子
ど
も
の
リ
ス
ク
要
因 

・乳児期の子ども 

・未熟児 

・障害児 

・多胎児 

・保護者にとって何らかの育てにくさを持っている子ども  等  

養
育
環
境
の
リ
ス
ク
要
因 

・経済的に不安定な家庭 

・親族や地域社会から孤立した家庭 

・未婚を含むひとり親家庭 

・内縁者や同居人がいる家庭 

・子連れの再婚家庭 

・転居を繰り返す家庭 

・保護者の不安定な就労や転職の繰り返し 

・夫婦間不和、配偶者からの暴力（ＤＶ）等不安定な状況にある家庭 等  

そ
の
他 

・妊娠の届出が遅い、母子健康手帳未交付、妊婦健康診査未受診、乳幼児健康診査未受診 

・飛び込み出産、医師や助産師の立ち会いがない自宅等での分娩 

・きょうだいへの虐待歴 

・関係機関からの支援の拒否 等  

厚生労働省（2013b：30）より抜粋 

 

2）認識の諸形態 

ソーシャルワーク教育の中で自己覚知（self awareness）が強調され、認識論がソーシ

ャルワーク理論の中で取りざたされるのは、クライエントやクライエントを取り巻く環境

を理解する必要があるからである。つまり、認識という、理解のプロセスは重要と考えら

れてきた。あらためて言うまでもないが、省察的実践において、認識は重要な過程と考え

られている。認識が実践を理解する上で重要となるのは、結局、援助職の行為を導くもの
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と考えられているからである。Ellis，Albert の ABC 理論では、生起される情動や行動（C: 

Consequences）は、出来ごとや体験（A: Activation）によって直接生み出されるのではな

く、思考（B: Belief）によって解釈された結果として誘発されるという考え方を採用する

（Lantz＝2006）。Schön（＝2001）がいう、状況に枠組みを与えるように目的と手段を連

動させながら規定するには、考えながら手段（行為）を選択することになる。そのように

自らの行為を反省することで、行為の修正は図られる。そして、修正された行為の効果を

さらに顧みることで、よりよい実践を追求しようとする。  

人間の認識は、外的な事物や現象を認識主体の準拠枠と合致させる作業が必要といわれ

るが（浅井 2011）、この準拠枠への当てはめ方には様々な形態が想定されている。認知心

理学領域では、人間が他者を認識する様式にはトップダウン処理とボトムアップ処理の二

通りがあるといわれる（土田 2001：19）。トップダウン処理とは、既に自分が持っている

知識に照らし、対象がその枠踏みに当てはまるか否かといった観点から理解する方式をい

う（土田 2001：19）。ボトムアップ処理とは、与えられた事実をあるがままに受け入れ積

み上げていきながら一定の理解に達する方式をいう（土田 2001：19）。実際の認識のあり

様は、どちらか一方のみで成立するというより、双方が混在しているのが一般的と考えら

れるが、条件によりどちらかが優勢となることはあり得ると考えられる（土田 2001：19）。  

「調整」過程においても、アセスメントは必要となり、他者（クライエントや連携相手）

に関する認識を展開しなければならない。古来より人間は狩猟採集によって生命維持のた

めのエネルギーを得てきたことからも分かる通り、人間は群れ（共同体；コミュニティ）

をなすことで生き残りを図ってきた。そのため、他者を認識する能力は人間にとって欠か

せないものであった。乳児期から幼児期に移行する過程で、子どもは他者の視座（another ’s 

viewpoint）に気付き始めるといわれる（子安 2011）。たとえば、その子どもが持つ写真を

「見せて」と頼んだ時に、相手に向けて写真が写っている方を提示（showing）すること

が、3 歳ごろにはおおよそできるようになる（子安 2011）。自己視点と他者視点の違いを

理解することは、他者を理解するための重要な一歩となる（子安 2011）。また、四歳以降

の幼児がメタ表象（心的帰属に基づく高次表象「みたて」）をもちはじめることが、他者の

心の理解（他者が自分とは違った信念、欲求や意図を持ちうることの理解）につながると

もいわれている（芋坂 2007）。視線、表情や行為の観察などを通して他者の心的状態

（mental states）を創造することで適応の前準備が整えられると考えられる（芋坂 2007）。 

他者理解については、認知科学における対人認知に関する理論やミラーニューロン、心

の理論など、研究が進められている。しかしながら、他者理解の生物学的メカニズムには、

明らかになっていない点も多い。子安（2011）は、自己視点と他者視点の違いを理解する

ことは、他者を理解するための重要な一歩だが、自己理解があって他者理解が生まれると

いう順序性は必ずしも自明ではないと指摘した。アメリカの心理学者 Amsterdam（1972）

の実験では、生後 12 カ月までの乳児は鏡に映った自己を別の他者と認識していたが、13

ヶ月～24 ヶ月の幼児になると鏡を避けるような反応や鏡に映る姿に怪訝そうにみるなど

と対処するようになる。さらに 20 ヶ月以降になると、幼児は鏡の中の姿を自己として認

識していると思われる反応を示した（Amsterdam1972）。この鏡像認知と呼ばれる、鏡に

映る姿を自己自身であると認識できる動物種は限られている（子安 2011）。他の動物がそ

うであるように、人間にとっても入ってくる情報量は自己よりも他者に関するものの方が

圧倒的に多い中で、鏡に映る姿を自己自身であると認識する能力は、生得的ではないこと
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が分かっている（子安 2011）。 

こうした他者理解は、人間がつながりの中で生きる手段として必要だった。生物進化の

理論は、生存をめぐる闘争と最適者生存という考えのもとに作られたが、にもかかわらず、

協調関係は、同種の個体間、または他種との間に広くみられる関係である（Axelrod＝

1998：108）。Axelrod（＝1998：108）は、攪拌され、個体識別もできないままに、その

とき限りの付き合いしかない場合には、搾取と非搾取の関係のほうがはるかに一般的であ

ると指摘する。逆に言えば、ある程度、持続的な関係が必要な時には、そうはいかないと

いうことでもある。Axelrod（＝1998：109）は、多種多様なほかの個体を識別することが

できるなら、多数の個体を相手にするような互恵的協調関係も安定し得ると述べた。人間

は、多様な個体の識別能力がよく発達しているといわれるものの、それでも協調関係がで

きる範囲は制限されているという（Axelrod＝1998：109）。つまり、人間の認識能力にも

限界が存在している。 

 

3）「理解できないことも含めて理解する」認識形態  

伝統的に認識が問題とされる際に常に顧慮されてきたのは、人間の認識の有限性、不完

全性であった（廣松ら 1998：1242）。才村（2005：358）は、虐待は家庭という密室の中

で起こるとし、加えて親が虐待の事実を隠そうとするのが一般的であり、かつ子ども自身

も事実を明かそうとはしないと指摘する。このような状況の中で虐待の事実を、家庭「外」

の人間が「理解する」ことは、困難を極める。不確実性を完全に除去することは不可能で

あり、リスク概念を導入したとしても、そもそもリスクという概念自体、不確実性が残存

することを想定したものとなっている。Weber（＝2003）は、リスク要因だけから将来発

生する親の行動を予測することは不可能であると指摘し、「ある子どもが将来にわたって

危険に直面するか否か」を決定する最も重要な根拠であるという考えは誤りであると述べ

ている。リスクアセスメントがそのように誤用されると、ある家族には必要以上に侵入的

な介入をする一方で、他の家族に対しては子どもの安全を十分に守れなくなる可能性があ

る（Weber＝2003）。また、リスク指標にある要因には何一つ引っかからない家族であっ

ても、子ども虐待は起こり得る。大きな決定因がなくとも、小さな要因（例えば、ママ友

との付き合い、祖父母との関係、など）の積み重ねによっても、家庭内の相互作用が崩れ

ることもある。また、リスクに偏って現実を捉えることで、家庭の中で「うまくいってい

ること」が見逃されてしまう可能性もある。 

また、医学所見についても、子ども虐待を確定するに足る証拠であるとは限らない。才

村（2008：358）は、例として、全身に新旧入り混じった皮下出血がみられる乳児の場合、

両親が「ベッドから落ちた」と主張したとしても、ベッドからの転落により偶発的にでき

た外傷とは考えにくく、何か人為的な力が日常的に激しく加わってできたものであるとは

判断できても、両親の主張を明確に否定することは困難であろうと述べた。先述の SBS／

AHT について、日本小児科学会から診断プロトコルが示されてはいるが、虐待を疑う必要

があるかどうかの基準にはなるものの、虐待か否かを断定できるわけではない。荒木ら

（2009）は、臨床的に、虐待による外傷が事故などによるものと異なる特徴として、①頭

部外表の損傷がない、②遠位長管骨の捻じれや牽引による骨折様式を伴う、③多発性肋骨

骨折を伴う、といった点が挙げられるものの、厳密には虐待と非虐待を区別する身体所見

は明らかではないと指摘する。それゆえに、虐待診断は常に不確実で、容易ではないと述
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べた（荒木ら 2009）。そのため、才村（2008：358-359）は、子どもの個々の症状と親の

行為との因果関係の立証のみに拘泥するのではなく、子どもの置かれた社会環境的な文脈

の中で子どもの症状を意味づける必要があると指摘した。  

語源的に見るとこんがらかった条理を解くことを「わかる」といい、転じてわかること

は「理解」と呼ばれるようになった（坂本 2006：51-53）。そして、人間は昔から、分け

ることによって「わかろう」と努力してきた（坂本 2006：57）。対象を他のものと分け、

対象とわかろうとする主体とを分け、対象そのものを分ける（坂本 2006：57）。こうした

分ける作業を分節作用（articulation）という。記号が、さまざまな対象、現象の中から「同

じ」意味、「同じ」価値をもっているものを選び出し、まとめあげることによって、ある視

点から対象界に区分を入れる働きにより、混沌とした全体から分明なあり方へ展開されて

いく（長田 2008；子安 2011）。意味が分割＝分有されていなければ意味というものはなく、

意味とはそれ自体、存在の分割＝分有である（Nancy=2005：27）。Luhmann（＝1990；

＝2007）のいった複雑性の縮減とは、わからないものを分からないままにすることに堪え

られないがゆえに取られる方策ともいえる。ゆえに、意味が存在するのは、複数性が排除

された場合だけであり、一者が一連の計画的な製作過程において作り出すものにしかない

（Arendt=2006：6）。つまり、認識というプロセスにおいて意味付与行う場合には、排除

のメカニズムが作動する。 

尾崎（1997：76）は、理解という行為が持つリスクとして、私たちが偏った「ものさし

（準拠枠）」だけに依存し易い傾向を持っているが故に「簡単にわかったつもり」になり易

い点と、「分からない部分」を発見できなくなる点の 2 つを挙げている。認識は、パター

ン化し易い。自動車の運転を例に挙げると、初めて運転をする時には、止まる、曲がると

いう度に、アクセルやブレーキを踏むタイミングや加減、ハンドル操作について、活発な

思考と自己対話を繰り返しながら運転をしていても、慣れてくれば状況に対して自然と行

動が喚起されるようになる（Lantz＝2006）。これは、こうした自己対話や思考が学習され

易いため、自動的に行われるようになるからであり（Lantz＝2006）、人間の適応能力の高

さゆえといえる。こうした認識の学習傾向は、自動思考（Automatic thought）と呼ばれ

る。Schön（＝2001：106-104）は、実践家はわずかな種類の事例について数多くのバリ

エーションを経験するので、自分の実践を“練習（practice）”できる。それゆえに、予期

やイメージ、テクニックのレパートリーを発達させるとともに、次第に驚かなくなってい

く（Schön＝2001：103-104）。Schön（＝2001：103-104）は、そうして実践の中で活用

される知はますます暗黙となり、無意識になり、自動化するようになり、それにより実践

家とクライエントは専門分化の恩恵を浴することとなると述べた。  

専門分化が高度に進行することで、専門閉塞と呼ばれる現象が起こる。Schön（＝2001：

103-104）は、専門分化の負の効果として視野の偏狭をもたらす可能性を指摘し、専門職

がさらに下位の特殊性へと細分化していくとき、初めにあった経験と理解の全体性はバラ

バラになり得ると警告した。加えて、自動思考により、自らが「今、していること」につ

いて考える重要な機会を逃しているかもしれないとも指摘した（Schön＝2001：103-104）。

Schön（＝2001：103-104）は、その結果として実践家は自らのパターンに固執するよう

になり、クライエントを苦しめるだろうと指摘し、こうした状態を実践家による過剰学習

であると述べた。大谷（2014）は、アセスメントこそ専門性が発揮される場所とされる一

方で、アセスメントこそがクライエントを無力化させるものになると指摘する。専門職に、
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問題の特定とそれへの命名、原因の解明と問題解決が求められるようになると、専門職の

力は問題に名づけること、問題を克服する方法を知っていることから増大する（大谷2014）。

こうした構造は、専門職支配の批判の中でも展開されていた（Freidson＝1992等）。援助

プロセスの基礎になるアセスメントが、クライエントを無力化する構造を内在化させてい

ることになる（大谷2014）。子どもや親を無力化することでしか、彼ら・彼女らの困難を

理解できないのだとしたら、それは自立や自己決定を支えることなど不可能であると認め

るに等しい。 

問題解決アプローチで知られるPerlman（=1966）は、われわれは何びとも他人のすべ

てを知ることはできないと戒めていた。この言葉からも分かる通り、クライエントの尊厳

を守ろうとする時、「分からないこと」を肯定することが必要になる。これは、第三章で触

れた集合知を生成するためにも必要となる姿勢である。ここでは、村上春樹がエルサレム

賞の受賞式典で行った、後に「壁と卵」と題される講演内容を取り上げる。村上（2011：

78）はその講演の中で、システムを「壁」、人間のいのち（soul）を「卵」という比喩を

用いて表現した。そして、「壁」は本来、人間を護るべきはずのものだが、時として独り歩

きを始め、冷たく、効率よく、システマティックに我々を殺し、我々に人を殺させると述

べた（村上2011：78-79）。この比喩に対する内田（2014）の考察が興味深い。彼は、村上

（2011）の「壁＝システム」とは、端的には「言語」あるいは「記号体系」だと説明した

（内田2014：56-63）。つまり、Luhmannのいうシステムと同義として捉えている。「言葉

にできる」ということは理解され、共有されるということであり、それは「かけがえのな

さ（uniqueness）」、「代替不可能性（irreplaceably）」という「いのち」の定義に悖る（内

田2014：62）。内田（2014：62）は、言葉にすることができないものが、私たち一人ひと

りの「いのち」を形づくっていると述べた。 

では、子ども虐待対応において、小林（2015）のいうようにクライエントの困難を理解

する必要があるのだとして、それはどのように成し得ればよいのだろうか。尾崎（1997：

78-79）によれば、理解とは、簡単に分かったつもりになることをやめる技術であり、「わ

かる」部分と「わからない」部分を区別する技術であるという。こうした指摘を踏まえる

と、子ども虐待対応において必要とされる「クライエントの理解」とは、「クライエントを

理解しきれないことも含めて理解する」ことではないかと考えられる。窪田（2013：124）

は命名することの意義について、それまで手に負えないと思い込んでいた問題が自分の手

の届くところにくる、何とか対応する手がかりがあるのではないかと気持ちが動くという

ことであると述べていたことについては既に触れた。ただし、この命名が、ソーシャルワ

ーカーの一意によるものであるならば、それはソーシャルワーカーにとっては意味がある

としても、クライエントにとっては文字通り、無意味である。大谷（2014）は、アセスメ

ントは、ソーシャルワーカー主導でクライエントの問題を把握する情報収集と分析のプロ

セスとされていたが、徐々に、 問題に焦点を絞るのではなく、クライエントの置かれてい

る状況を、 クライエントと共に理解していくことを指すように変化してきたと指摘した。 

窪田（2013）も同様の立場を示している。加えて、命名には慎重さと柔軟さが必須であ

るとも述べた（窪田 2013：116-131）。Schön（＝2001：135）によれば、無反省な実践家

は、自らを専門職と規定しようと、反専門職と規定しようと同じく、閉ざされており破壊

的だという。省察をすること、言い換えるならば、自らの認識を注意深く観察することは、

行為の修正に役立つ。そして行為は、自らの認識を観察するための検証材料となる。Schön
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（＝2001：105）は、省察的実践は実践家の過剰学習の中和剤になり得ると指摘していた。

クライエントが抱える複雑で複合的な問題に対処するためには、クライエントと援助職が

巻き込まれた状況との対話（conversation with situation）が必要になる（Schön＝2001：

146）。 

 

第四節 志向性が示す多様性尊重という「課題」  

1）志向性の意義；ただ、クライエントに関心を寄せることの重要性  

理解できないことも含めて理解することが、子ども虐待対応という対人援助に必要にな

るということは、「調整」にも同様の認識形態が必要と考えられる。理解しつくせないこと

も含めていくという認識形態には、達成が不可能であることに取り組むという矛盾が含ま

れている。理解できないことを理由に、理解しようと試みることを止めては、対人援助の

基盤となる関係性の構築は難しくなる。無関心に陥ってしまうと、クライエントを無視し

て援助を展開することにもなりかねない。  

理解できないことを含めて理解しようとする認識スタイルが必要となる対人援助では、

関心を持ち続けることが必要となる。そのために、ソーシャルワーク理論においても、あ

るべき関心の寄せ方について取り上げられてきた。例えば、person-centered approach を

提唱した Rogers（1957）がクライエントへの無条件の肯定的関心を基本原理と示してい

た。また、生態学的アプローチの提唱者である Germain（＝1992）は「人間」と「環境」

の交互作用（transaction）を関心の焦点と示した。このように、既に「あるべき」関心に

ついては、ソーシャルワーク理論でも論じられている。この「あるべき」関心にソーシャ

ルワークの固有性を見出すこともできるだろう。ただし、多機関・多職種連携では、それ

ぞれの機関や職種によって「あるべき」関心の持ち方は異なる。そのために、本研究では

存在概念としての関心について取り上げたい。  

存在概念としての関心は、志向性（intentionality）という概念で説明することができる。

志向性とは、精神のある対象への能動的関係であり（Julia=1998：157）、世界内の対象や

事態に向けられ、関わり、それらについて生じる、多くの心的な状態ないし出来事の特性

である（Searle＝1997：1）。心的現象を感覚といったそれ自体は無意味な事実的要素の複

合体とするのに対し、意識にはその対象が志向的に内在するという考え方を示すための手

段的概念である（木田ら 1995：421）。古くは Aristotelēs、それを受けたスコラ哲学で用

いられ、Husserl の現象学の基本概念であり、現代アメリカの言語行為論や精神哲学にも

継承されてきた（森 1995：170-171）。Husserl （＝2001：69）は、志向性を「何ものか

についての意識」と述べ、Heidegger（＝1994）は志向性に代わり「関心（sorge）」と概

念化した。志向性には向性（directedness）ないし関与性（aboutness）といった特徴があ

る（Searle＝1997：1）。つまり、何らかの対象を伴う。言語行為論の研究者 Searle（＝

1997：2）は、すべての心的状態・出来事が志向性を有するのではなく、対象のある場合

だけが志向的であると説明する。 

志向性は本質的に意味を賦与する作用と考えられている（Lèvinas＝1977：37）。ゆえに、

対人援助職は援助の必要性（ニーズ）をベースにクライエントに関心を寄せるが、これが

クライエント側の捉え方と同じとは限らない。志向性もまた、理解のしかた次第で変わり

得る。しかし、そのことが援助職の志向性の価値を否定する根拠にはならないと考えた。

ここでは、志向性が有する「つなぐ」機能に着目したい。  
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Husserl（＝1970：54）は意味の中で、対象への関係が構成されると指摘する。子ども

虐待が疑われる、子どもやその家族の生きづらさに変化をもたらしたいという動機が、対

人援助職を子どもやその家族を特別な存在として認識させている。そして、このクライエ

ントの特別さが、援助職を子どもやその家族に関わるよう仕向けている。したがって、ク

ライエントの特別さが導く援助職の志向性は、クライエントと援助職をつなぐ機能を果た

している。また、志向性には個人的志向性（私志向性；I-intentionality）と集団的志向性

（我々志向性；We-intentionality）がある（久保進 2014：296）。連携場面では私志向性

と我々志向性とが重なっていく過程が存在する。援助の必要性を認識するだけでは志向性

は個人の位相でしかない。だが、個人では困難性に変化をもたらせないと気付くと、連携

の必要性が認識される。そして、共に課題に取り組む過程を通して、「連携している＜私た

ち＞」という認識も生まれる。Toseland ら（=2003：74）は、相互の関心があってコミュ

ニケーションをする理由があるからコミュニケーションをとるのだと指摘する。特定の子

どもやその家族をクライエントとして認識し、彼らに関心を寄せるがゆえに、自らにはで

きないことを自覚するようになる。その補完を求めて他機関や他職種に関心を向けるよう

になり、多機関・多職種連携という援助システムが構築される。“対象”はひとつの拘束で

あり（市橋 1978：52）、志向性は多機関・多職種連携という集団への帰属意識の低い人々

をシステムにつなぎとめる役割を果たす。それゆえに、Toseland ら（=2003：265）は、

課題グループにおいてはメンバーの関心を強める働きかけが必要と指摘した。  

このように連携場面では私志向性が、我々志向性の位相へも展開する。他者に向けられ

る関心ゆえに、そして＜私たち＞への展開が期待されるゆえに、志向性は心の作用を目標

に向けて方向づけるものであり、社会の中の自己と他者を繋ぐきずなの基盤といわれてい

る（芋坂 2012：ⅱ）。強制的介入であろうと、パートナーシップに基づくアプローチであ

ろうと、いずれにせよ、志向性は必要となる。そして、関心を寄せ続ける限りにおいて、

仮に理解しきれなかったとしても、援助職はクランエイトと何らかの形でつながり続ける

ことができる。ゆえに、理解できないことも含めて理解しようとする子ども虐待対応にお

いて、志向性は重要な役割を果たすものと考えられる。  

 

2）志向性の脆弱化傾向 

Briskin ら（＝2010：102）は、個人や集団が、関心を払う方法に注意することを学べ

ば、人は集合知を出現させる導管となると述べていた。多機関・多職種連携は、集団思考

や集団極化などの問題解決を阻害する可能性も含むことについてはすでに触れたが、その

際に問題となるのは意思決定場面においてクライエントへの関心よりも、連携内の人間関

係や、損得勘定への関心が優先されてしまうことにある。つまり、対人援助場面において

求められる志向性の脆弱化が招く現象といえる。多機関・多職種連携においても、実方

（2014a）は、子ども虐待対応に関わる実践家の認識を題材として扱い、志向性には脆弱

化傾向があることを明らかにした。まず、東京都を調査対象地域とし、子ども虐待対応に

関わる機会の多い児童相談所、保健所・保健センター、市区町村の児童家庭相談窓口に郵

送式の質問紙調査を実施した（実方 2014a）。その際、回答者には現在継続して他の機関

や他職種と一緒に援助を行っている事例を想定するよう依頼し、変数の設定では、子ども

虐待対応に関連する 118 点の文献･論文･記事・報告書等から連携に関する記述を集め、パ

イロット調査などの結果を踏まえて絞り込んだ 31 項目について、当てはまる程度を 5 件
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法（1：まったく当てはまらない～5：よく当てはまる）で回答して頂いた（実方 2014a）。  

 この 31 項目の分布の偏りを検討し、天井効果（ceiling effect）と床効果（floor effect）

が認められた項目を分析対象から除外し、残った変数について、プロマックス回転による

主因子法を用いて因子分析を行った（実方 2014a）。固有値 1.00 以上を採用し、共通性 0.16

以下の項目及び因子負荷率 0.35 以下となる項目を削除、スクリープロットや抽出された因

子の信頼性係数（Cronbach’s coefficient alpha）を参考にしながら、因子分析を 3 回行い、

最終的に 20 項目、3 因子を抽出した（実方 2014a）。第一因子は「お互いの責任の範囲に

ついて確認し、理解するための作業を行った」など、「専門職間連携」を構築する過程で構

成メンバーが行う作業に関する内容であることから因子名を「メンバー間で行う作業」と

した（実方 2014a）。第二因子は「関係者は互いに対等な立場にあった」など、構成メン

バー間の関係性を反映した内容であることから因子名を「メンバーの関係性」とした（実

方 2014a）。第三因子は「問題の背景にある事柄について、一緒に確認し、理解するため

の作業を行っていた」など、構成メンバー間で行う作業の中でも援助対象となるクライエ

ントをメンバーが一緒に理解するための工程が反映されているため、因子名を「対象への

焦点化」とした（実方 2014a）。因子分析の結果を表 17 に示すが、「対象への焦点化」は、

対人援助における志向性を表す変数群である。  

この連携の捉え方を図るための変数群に加えて、想定した事例における集団実体性につ

いても 10 件法で回答を依頼した（実方 2014a）。集団実体性と「メンバー間で行う作業」

と「メンバーの関係性」は相関するが、「対象への焦点化」は疑似相関であることが明らか

となった（実方 2014a）。集団実体性と各潜在概念との相関分析、偏相関分析の結果を図

式化したものが図 18 である。この分析結果から、実方（2014a）は、クライエントを理解

しようとする力動がなくても“連携している”と錯覚する可能性を指摘し、これを“「専門

職間連携」の擬態化”と呼称した。つまり、子ども虐待対応においても、多機関・多職種

連携内で志向性が脆弱化する可能性があると考えられた。実方（2014a）は、こうした志

向性の脆弱化傾向について、援助システムの存在意義となるクライエントを理解しようと

する力動がなくても、複数の実践家が何らかの作業をし、何らかの関係性を持てば連携し

ているかのように錯覚する可能性があると指摘した。こうした錯覚により、多機関・多職

種連携は本来の存在意義を手放し、仲良しグループのような「援助システムではない何か」

にもなり得る（実方 2014a）。 

稲沢（2017：158-160）は、援助者とは、クライエントから逃げ出すことも、見捨てて

しまうこともできる存在であると述べている。どうすることもできない無力さを抱えなが

ら、苦しみを背負うクライエントのかたわらに、ただただ踏みとどまることが「援助の出

発点」であることは間違いないとしながら、援助を成り立たせている根源的な場には、「逃

げ出すべきではない」といった気高い倫理のさらなる深みに「逃げ出せる」という露骨な

事実が横たわっていると指摘した（稲沢 2017：159-160）。子ども虐待の場合、身体的な、

心理的な、あるいは性的な暴力を日常的に振るわれているにもかかわらず、もしくは十分

なケアを受けていないとしても、子どもは親から離れることを拒否することが往々にして

ある。そこには、子どもにとっての親との離れ難さの要因となる様々な（一つではない）

理由がある。そのような時、「子どもの自己決定を尊重する」または「子どもの意向に沿う」

といった題目を掲げることで、「子どもが虐待されている（かもしれない）」という事実か

ら目を逸らすことも、援助職にはできる。個人レベルの私志向性であっても、実際には、
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低下する可能性を抱えている。なぜなら、助けを必要としている人の生きづらさのすべて

を援助職が回収できるわけではないからであり、クライエントに生きづらさを押し付ける

ことさえ、その気になればできてしまうからである。  

集団レベルになると、そうした志向性が脆弱化し易くなる。では、擬態化する可能性が

あるから、多機関・多職種連携は必要ないといえるのだろうか。確かに集団思考や集団極

化などの概念で説明されるように、集団による問題解決の質が個人のそれよりいつも優れ

ているとは限らないが（釘原 2003）、そもそも子ども虐待対応における多機関・多職種連

携は効果ではなく、必要性から強調されてきた経緯がある。したがって、効果が 100％保

障されなければ連携しない、などという言い分は成立しない。そもそも手段や戦略がもた

らす結果は環境や状況等にも依存し、可変性を含有するのが常であり、そうであるのなら

ば、この「擬態化」の意味の質的転換こそが必要となる（実方 2014a）。志向性の脆弱化

が起こり得るということを想定し、志向性を常に意識したシステム構築も可能となるはず

である。“足りないモノ”を抱えた存在として認めなければ、“足りない何か”を埋めよう

とする力動は生まれない。ゆえに Shön（=2007）は、実践家には省察が必要だと説いた。 

したがって、志向性の脆弱化傾向を認識しておくことは、クライエントを複数の援助者

で一緒に理解しようとするエネルギーを多機関・多職種連携に供給することになるだろう。

グループ・ダイナミクスは、安定化に向かう力が強くなりすぎると集団の維持が目的化し

易い。そのため、変化に向かう力を生かすことが必要であり、クライエントに合わせよう

とし続けることで変化を促進することも可能になると考えられる。こうした認識は特別な

誰かにとって必要なのではなく、多機関・多職種連携を構成する各メンバーにとって必要

であるが、グループ・ダイナミクスの「調整」を担当する者にとっては、なおさら重要な

視点となる。 
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表 17 子ども虐待対応に関わる実践家の連携の捉え方（実方 2014a） 

  因子負荷率 

1 2 3 

【第一因子】 メンバー間で行う作業（α＝ .93）  
   

11_お互いの責任の範囲について確認し、理解するための作業を行った  .80 .01 -.04 

10_支援計画が実行できるものかどうかについて確認し、理解するための作業を行

っていた  
.76 -.13 .25 

9_支援の具体的な計画について確認し、理解するための作業を行っていた  .76 -.14 .19 

22_対応がうまくいったかどうかだけでなく、「どう対応したか」というプロセス

についても、関係者間で確認し、理解するための作業を行っていた  
.74 .09 -.12 

16_具体的な役割を設定し、全員が何らかの役割を担当していた  .72 .05 -.06 

14_支援方針に基づいて役割分担は行われていた  .63 .12 .03 

17_支援対象となっている子どもやその家族の状況に合わせて、随時、目標やその

計画を見直していた  
.63 .07 .12 

6_それぞれが持っている「出来ないこと」限界」を確認し、理解するための作業を

行っていた  
.57 .09 .13 

7_支援の目的について確認し、理解するための作業を行っていた  .51 -.02 .34 

15_子どもやその家族と関係者との関係性を考慮して、役割分担は行われていた  .51 .20 .03 

【第二因子】 メンバーの関係性 （α＝ .91）  
   

28_関係者は互いに対等な立場にあった  -.20 .82 .12 

26_関係者はお互いに信頼し合っていた  -.03 .80 .11 

31_関係者はお互いに支え合っていた  -.04 .78 .08 

27_関係者間では、連帯感が作り上げられていた  .03 .74 .13 

19_分からないことがあれば、お互いに気兼ね無く、尋ね合えていた  .29 .58 -.16 

23_お互いがどのように動いているのかを、お互いに把握していた  .35 .57 -.20 

24_それぞれの関係者が行っていた支援は、相互に関連、補完するものだった  .35 .52 -.03 

【第三因子】 対象への焦点化 （α＝ .87）  
   

4_問題の背景にある事柄について、一緒に確認し、理解するための作業を行ってい

た  
-.04 .09 .83 

3_子どもとその家族に対するアセスメントについて協議し、理解するための作業を

行っていた  
.07 .03 .75 

5_家庭内の関係性について、一緒に確認し、理解するための作業を行っていた  .08 .02 .74 

 

  

対象への 

焦点化 

メンバー間で 

行う作業 

メンバーの 

関係性 

まとまり 

（実体） 
.72** 

.66** 

.55** 

.61** 

.65** 

**：p<.01 

図 17 連携の擬態化（実方 2014a） 
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3）現実的な「課題」としての多様性尊重  

志向性は、子ども虐待という現象に巻き込まれた人たちをつなぎ、グループ・ダイナミ

クスの変化しようとする力を支える。ただ、志向性が認識の問題でもあるということは、

クライエントと特定の援助職との間で差異が生じる可能性があるばかりではない。複数の

援助職がクライエントに対して同じ関心を抱いているとは限らない。  

援助職の認識の差異に関する先行研究を概観すると、先にも触れた鈴木ら（2001）の調

査において、性別・子どもの有無・所属・職種により虐待認識には統計学的に有意な差が

あると報告されている。そうであれば、虐待ではないと思いながら援助している人と、虐

待だと認識して援助している人とでは、関心の寄せ方にも違いが生じ得ると考えられる。

また、山野（2007）は、第一節でレビューした調整担当者へのインタビュー調査の分析結

果を踏まえ、メンバーとの関係性次第でクライエントの生き方に思いをはせる余裕をなく

す可能性があると危惧している。松宮ら（2013）は、児童福祉司と精神保健福祉士の間で

はクライエントに対する認識が統計学上有意に異なると報告した。菊池（2009）が行った

インタビュー調査によれば、こうした「認識の差」は連携の阻害要因になり得るという。  

あらゆる陳述は、家族内暴力が発生した社会的背景に身を置いてなされるもので、絶対

的かつ客観的な陳述などは不可能であり、医学、法律、ソーシャルワーク、心理療法など

の領域は、虐待という問題に対してそれぞれ異なった反応を生み出す（Marneffe =2003：

963）。それぞれの領域にとって、「（構成されたものとしての）現実」は同一のものではあ

りえない（Marneffe =2003：963）。そうであるのならば、志向性がクライエント及び複数

の援助職をつないだとしても、その現象に対する皆の認識を「同じ」にする機能まで有す

るわけではない。そのため、特定の専門領域独自の「あるべき」姿を起点に連携内の複数

の援助職の関心を論じるには無理があると考えられる。特に、子ども虐待対応においては、

クライエントの複数性の問題がある。家族の相互関係の問題であり、特定の誰かにだけ焦

点を当てればよいのではないと分かっていたとしても、クライエント（システム）の内、

誰と中心的に関わるのかは、連携する援助職によって異なる。そして、誰と中心的に関わ

るかが異なるからこそ、クライエントの複数性にも対応できる。 

先行研究に照らしても意味の与え方が各々の援助職によって異なると考えるのが自然

であり、志向性が本質的には意味賦与であるのだとしたら、志向性においても質的な差異

が想定される。たとえば、親の精神障害などが目立ってしまい、連携する援助職がその問

題にばかり集中してしまうことがある。その結果、子どもの行動上の不適応や父親の養育

への不干渉などの別の問題が見逃され、子どもへの適切なケアの開始が遅れるばかりでな

く、母親の精神的な問題を悪化させてしまうこともあり得る。差異がある人たちがお互い

の認識や行動に目配りをせず、バラバラに援助を展開することで、援助の均質化が起こっ

ていることにかえって気づきにくくなることがある。ゆえに、意思疎通をはかり、共に通

い合う必要もある。 

Thompson（＝2004：168）は、「調整」において、問題の根底には関心の相違があると

指摘していた。すなわち、人々は特定の状況から別々のことを望むから争い、緊張、誤解

が生じる（Thompson＝2004：168）。そして、それゆえに、違いがあることを認めて、肯

定的に処理することが重要だとした（Thompson＝2004：168）。つまり、集合知への展開

が必要となる。他機関の視点が入ることにより今まで見えていなかったところが見えると

いわれることもあるが（徳岡 2005）、これは差異を擁護する前提がなければ獲得できない
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成果である。なぜなら、疑心に駆られて差異の排除に執着することが、援助システムにと

っての損失につながるからであり、それはクライエントの利益を損なうことにもなるから

である。加えて、ただ、分離した状態で援助すればよいわけでもなく、コミュニケーショ

ンによって共に通い合う経験を積み重ねていくことも必要になる。  

つまり、脆弱化し易い志向性を意識して実践する上では、認識的多様性を尊重する必要

がある。次章では、こうした「調整」において認識的多様性を尊重する必要性を実証する。  
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第五章 「調整」による志向性の触発 

 

第一節 触発される志向性 

1）志向性の受動的傾向 

子ども虐待対応において多機関・多職種連携が強調される背景には、効果に対する信頼

に先んじて、まず必要が生じていると考えるのが妥当である（実方 2014a）。つまり、た

だ複数の人間が集まっただけで効果的に援助できるわけではない。そのため、志向性の脆

弱化傾向を一つの課題として捉え、本章では志向性の脆弱化への対処としての「調整」上

の課題、認識的多様性を尊重する必要性について検証する。こうした「調整」の課題も踏

まえた上で、志向性の問題に取り組む必要があるのだが、では、ある子どもやその家族に

対する関心の質的内容が異なる中、「問題解決への関心を高めましょう」と声をかけるだけ

で、連携内の志向性を高めることができるのだろうか。「調整」には、少なからず抑圧的な

側面も存在する。Ashby（＝1967：248）は、一般的にすぐれた調整装置の本質的な特徴

は撹乱因から本質的変数へと、多様性が流れることを妨げることであると指摘する。Fisher

（＝2012：144）も、集団による意思決定においては、調整を行った瞬間に、集団はいく

らかの多様性を失うと述べた。 

「調整」担当者が考える「あるべき」志向性の姿を他職種に押し付けても、それは、他

職種の私志向性、連携内の我々志向性を、維持したことにも強化したことにもならないだ

ろう。こうした観点から、志向性の維持・強化に関わる仮説を構築すると、それぞれの志

向性のあり様を尊重することで、連携内の志向性を維持・強化できるのではないか、と考

えられる。こうして、連携内の志向性を強化することで、連携内のグループ・ダイナミク

スはクライエントに適応しようとすることで、変化の力動が生まれる。ただし、志向性に

おける意味付与が外部環境からの影響を全く受けず、主体による独立した作業であるとし

たなら、そもそも働きかけに反応することはない。つまり、この仮説検証の成立条件とし

て、志向性が受動的な傾向を有するという論証が必要となる。  

援助職がクライエントに寄せる関心は、たしかに、援助職の知識や経験などに基づいて

生じる。しかし、援助職の能動性に依存するだけではない。これは、クライエントから受

けた影響によって喚起された「意味」でもあり、そうした観点からいえば、クライエント

からのギフト（与えられたもの）といえる。クライエントは、援助者に対しても問いかけ、

働きかける存在なのである（空閑 2016：129）。Husserl（＝1997）は、対象からの「触発」

とそれへの応答として現れる「受動的志向性」についても言及していた。意味を伴う志向

性とは、≪与えられたもの≫として構成される（Husserl＝1970：51）。受動性がなければ

能動性も機能し得ないのであり、対象に触発されることで志向性が喚起されるという側面

を見逃すことはできない。主体／客体の二元論は、これが二元論（dualism）ではなくて

二重性（duality）であることを認めてはじめて、乗り越えることができる（Giddens＝

1989：52）。こうした Husserl（=1970；=1997）の論理構築のありようを、Lèvinas（＝

1977：44）は「認識の能動性と受動性とのあいだの伝統的な対立を、志向性の考えによっ

て乗り越える」と評していた。こうした議論を踏まえると、理論上、志向性は受動的傾向

を有すると考えられる。志向性に受動的な側面があると仮定できるのであれば、対象以外

からの触発にも反応し得ると推測される。Searle（＝1997：27）も、志向的状態の充足条
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件は独立ではなく、当のネットワークや背景の下での他の条件に依存すると指摘する。  

以上の理論的見解を背景に、志向性には働きかけに反応する受動的傾向があると仮定し、

「どのように働きかけたらよいか」を問うことを目的とした、志向性に関する検証を行う

こととした。 

 

2）検証方法 

連携を「調整」する際の志向性への意図的な働きかけのあり方を探るために、志向性が

「どのように触発されるのか」に着目し、任意の変数を設定した上で定量的データを用い

て変数間の因果関係を検証することとした。検証にあたり、連携内における（我々）志向

性を測るために実方（2014a）が抽出した「対象への焦点化」を変数化した（表 18）。な

お、表 18 の変数群は、便宜上、連携尺度と呼称する。表 18 の変数群は、連携内において

複数の援助職が行う、クライエントを志向した取り組みを代表する変数で構成される。こ

の変数群に加え、後述する操作的に設定した幾つかの変数を用いて、連携内の志向性に対

する影響要因を検証した。また、志向性の差異を検証するために、任意の比較群を設定し

た。子ども虐待対応で組織的な対応が強調されてきた点を踏まえ、ここでは比較対象を所

属組織に限定した。 

 

表 18 連携尺度の構成 （実方 2014a） 

第一因子 「メンバー間で行う作業」 

お互いの責任の範囲について確認し，理解するための作業を行った  

支援計画が実行できるものかどうかについて確認し，理解するための作業を行っていた  

支援の具体的な計画について確認し，理解するための作業を行っていた  

対応がうまくいったかどうかだけでなく，「どう対応したか」というプロセスについても，関係者間で確認し，理

解するための作業を行っていた  

具体的な役割を設定し，全員が何らかの役割を担当していた  

支援方針に基づいて役割分担は行われていた  

支援対象となっている子どもやその家族の状況に合わせて，随時，目標やその計画を見直していた  

それぞれが持っている「出来ないこと」限界」を確認し，理解するための作業を行っていた  

支援の目的について確認し，理解するための作業を行っていた  

子どもやその家族と関係者との関係性を考慮して，役割分担は行われていた  

第二因子 「メンバーの関係性」  

関係者は互いに対等な立場にあった  

関係者はお互いに信頼し合っていた  

関係者はお互いに支え合っていた  

関係者間では，連帯感が作り上げられていた  

分からないことがあれば，お互いに気兼ね無く，尋ね合えていた  

お互いがどのように動いているのかを，お互いに把握していた  

それぞれの関係者が行っていた支援は，相互に関連，補完するものだった  

第三因子 「対象への焦点化」 

問題の背景にある事柄について，一緒に確認し，理解するための作業を行っていた  

子どもとその家族に対するアセスメントについて協議し，理解するための作業を行っていた  

家庭内の関係性について，一緒に確認し，理解するための作業を行っていた  
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3）調査対象地域の概要 

今回の調査では、調査対象地域を東京都に限定している。そのため、簡単にではあるが、

調査対象地域の概要について整理したい。  

東京都は23特別区26市13町村（島部含む）からなり、2017年5月1日現在の総人口は

13,716,974人（世帯総数6,891,624世帯）となっている1）。日本の総人口の約10％にあた

る。東京都内に設置された児童相談所は、現状では11カ所となっているが、2017年の児童

福祉法改正により特別区にも児童相談所の設置が認められることとなったため、今後増え

る可能性がある。厚生労働省（2016b）の発表によると、2015年度に児童相談所が受理し

た子ども虐待相談件数は9,909件であり、大阪府（10,427件）に次いで全国で第2位である

（厚生労働省2016b）。ただし、市町村が受け付けた子ども虐待相談件数は、13,172件と

全国一位であり、二位は大阪府（11,624件）と関係が逆転している。   

東京都の子ども虐待対応に関する施策の概要だが、2003 年より各児童相談所に児童福祉

司、児童虐待対応協力員等からなる虐待対策班を設置し、迅速で的確な虐待対応が行える

よう体制を強化した。2004 年からは土・日曜日、祝日（年末年始を含む）にも通告を受け

付けるための窓口を設置し、また 2012 年より都道府県警察の生活安全部門の勤務経験者を

虐待対応強化専門員として各児童相談所に配置し、虐待対応力のさらなる強化を図った。 

そして民間の相談機関との連携の必要性を鑑み、医師や弁護士などの専門職が在籍し、

電話相談窓口なども開設している社会福祉法人「子どもの虐待防止センター」や子どもの

権利擁護相談事業や子どもが一時的に避難するための場所を提供する特定非営利活動法人

「カリヨン子どもセンター」との間で個別の相談事例への援助についての相互の情報交換

とその守秘義務を定めた協定を締結した。 その他、子どもやその家族に対するカウンセリ

ング強化事業の実施や一時保護所へ心理職員の配置等も行っている。 

また、市（区）町村の児童家庭相談窓口（子ども家庭支援センター）には、2003 年度

より、虐待対策ワーカーを配置し、虐待対応機能を有する機関として「先駆型子ども家庭

支援センター」を設置した（東京都児童福祉審議会 2012）。児童相談所と連携して、在宅

での援助が必要な家庭への見守りサポートなどを実施している。 

東京都には「東京ルール」と呼ばれる児童相談所と市区町村児童家庭相談窓口との間で

の連絡・調整に関する取り決めがあり、主となる担当機関の決め方や相互の連絡方法等を

定めている（東京都福祉保健局2009）。ケースが児童相談所と市町村の隙間に落ちる、あ

るいは責任の所在が曖昧になることを防ぐため、2007年度に、虐待相談の対応に当たって

の情報提供・援助要請・ケースの引き継ぎ等に関する基本ルール（児童相談所と区市町村

間における「東京ルール」）を策定した（東京都児童福祉審議会2012）。基本的には「児

童相談所運営指針」、「市町村子ども家庭支援指針」、「子ども虐待対応の手引き」に準じた

内容だが、責任の所在の明確化が図られている。児童相談所の権限の行使が必要と判断さ

れるケースは児童相談所が主担当、それ以外は市（区）町村が担当することになっている。

しかし、現場においては、個別ケースのリスク評価や、援助方針の決定について、乖離が

生じている状況も一部で見られ、これらの判断基準の明確化とその共有が課題となってい

る（東京都児童福祉審議会2012）。 
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第二節 定量的データを用いた検証 

1）調査方法及び調査期間 

東京都の児童相談所、保健所・保健センター、市区町村の児童家庭相談窓口を対象に郵

送式の質問紙調査を実施した。担当課の課長相当の管理職に一括で送付し、継続ケースの

担当者に回答して頂くよう依頼した。質問紙の総配布数は 560 件、調査期間は 2013 年 7

月中旬～同年 8 月末である。 

 

2）分析方法および倫理的配慮 

質問紙には、質問内容の教示として、「現在継続して関わっている外部の関係機関と一

緒に支援することで子ども虐待への対応（予防的な支援も含む）を行っている事例につい

てお伺い致します。一番印象に残っている事例を 1 例だけ思い浮かべてください。“うま

くいった”“失敗した”かどうかは問いません。」と教示し、その上で援助経過について

回答を依頼した。 

分析のために設定した変数は、回答者の属性に関する変数（性別、年齢、経験年数、学

歴年数、対人援助に関わる資格の有無）に加え、先行研究を踏まえてクライエントとの関

係から受ける影響、援助職自身の置かれていた環境による影響を図るために以下の変数を

任意で設定した。分析には統計解析ソフト SPSS Statistics 21 を使用した。 

（1）連携概念の構成要素 

表 18 の「メンバー間で行う作業」「メンバーの関係性」「対象への焦点化」を 5 件法

（1：まったく当てはまらない～5：よく当てはまる）で尋ね、回答内容を得点化した。 

（2）対象からの触発の影響を測るための変数  

子ども虐待対応における援助職の志向性は、クライエントである子どもやその養育者

へと向けられ、「危機的な状況を心配する」といった形で現れる。そこで、リスク認識

と志向性との関連を検証するために、養育者の下で育つ場合（回答時点で養育者と同居

していない場合はそのように仮定した場合）に子どもの生命の安全が守られている程度

（0：非常に危険～10：安全）、子どもの成長･発達の機会が確保されている程度（0：

まったく確保されていない～10：十分に確保されている）、養育者の援助の受け入れの

程度（0：拒否～10：受け入れ良好）について、11件法で回答を依頼した。 

（3）回答者の置かれていた立場を測るための変数  

  立場の違いが連携を左右するといわれることがある。所属機関という客観的に記述さ

れる立場以外にも、周囲からの期待を加味することで認識される主観的な立場もあると

考えられる。そこで、立場に伴いプレッシャーを受けていた程度を図るために、回答者

が主観的に「自分が失敗したら責める可能性がある人」（以下、「失敗を責める人」）と

見なしたメンバーの人数について尋ねた。  

 また、倫理的配慮としては、質問紙調査は無記名で行い、個人を特定可能な変数は設定

せずに統計処理後の定量化されたデータを分析対象とした。また、質問紙を送付する際に

本研究の目的と回答内容の活用方法に関する説明文書を添付し、返送を以て同意を得たも

のとした。加えて、本研究は東洋大学研究等倫理審査委員会の審査・承認（2013 年 6 月

12 付）を経た上で施行した。 
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3）質問紙の回収結果及び各変数の記述統計量  

 回収結果を表 19 に示す。総回収件数は 274 件（48.9％）であった（( )内の値は回収率）。

所属機関ごとの回収結果は保健所・保健センター（以下、保健群）122 件（39.9%）、児童

相談所群 21 件（36.2%）、市区町村の児童家庭相談窓口（以下、市区町村群）127 件（64.8%）

であった（( )内の値は回収率）。児童相談所群は配布数も少なく、従ってサンプル数も他群

と比べて少なくない。分析結果の解釈にあたっては、その点に留意する必要がある。回答

者の性別は女性が 244 件（89.1%）、男性が 27 件（9.9%）、無回答 3 件（1.1%）である。

対人援助に関わる専門資格を有していたのが 268 件に対し、無資格 4 件、無回答 2 件であ

った（表 20）。保健所･保健センター群はほぼ保健師（118 件；96.7%）であるのに対し、

児童相談所群や市区町村群では資格にばらつきが見られた（表 20）。 

また、設定した各変数の所属機関ごとの記述統計量を表21の通りである。所属機関ごと

の平均値を比較すると、「対象への焦点化」は、分散分析の結果で統計学的に有意な差が

みられ（F(2，263)＝3.16、p<0.05）、多重比較では市区町村群の方が児童相談所群に比

べて統計学的に有意に高かった（p<0.05）。「メンバー間で行う作業」でも分散分析の結

果、統計学的な有意差がみられ（F(2、262)＝3.94、p<0.05）、多重比較では市区町村群

の方が保健群より高かった（p<0.05）。「メンバーの関係性」の平均値には統計学的な有

意差はない。 

その他の変数では「子どもの成長発達の保障」の平均値で統計学的な有意差が認められ

た（F（2，265）＝4.45、p<0.05）。多重比較の結果、児童相談所群は保健群及び市区町

村群に比べて高かった（p<0.05）。また「失敗したら責める人」の平均値にも有意差があ

り（F（2，263）=5.15、p<0.01）、多重比較の結果、児童相談所群の方が保健群より高

かった（p<0.05）。なお、質問紙の構造上、この結果から所属機関の特性を論じることは

できない（事例想定法を用いたため）。あくまでも回答傾向を知る上での参考としたい。 

 

表 19 回答者の属性 

  
度数 構成比 平均年齢 経験年数 学歴年数 回収率（配布数） 

保健群 122 44.5% 39.06(SD9.45) 11.59(SD8.84) 7.39(SD1.60) 39.9％ (306) 

児童相談所群 21 7.7% 52.81(SD6.74) 15.33(SD8.97) 7.24(SD8.97) 36.2％  (58) 

市区町村群 127 46.4% 42.46(SD10.63) 10.82(SD9.21) 7.05(SD9.21) 64.8％ (196) 

欠損値 4      

合計 274 
 

41.71 11.57 7.21 48.9％ (560) 
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表 20 回答者が有していた資格の内訳 

所属機関  資格  度数  構成比（%）  

保健所・  

保健センター群  

保健師  118 96.7 

看護師  2 1.6 

社会福祉主事  2 1.6 

合計  122 100.0 

児童相談所群  

教員  1 4.8 

保健師  2 9.5 

社会福祉士  7 33.3 

社会福祉主事  2 9.5 

児童福祉司  8 38.1 

その他  1 4.8 

合計  21 100.0 

市区町村群  

資格無  4 3.1 

保育士  12 9.4 

幼稚園教諭  2 1.6 

教員  3 2.4 

臨床心理士・発達心理士  13 10.2 

その他の心理職  1 .8 

保健師  31 24.4 

看護師  4 3.1 

社会福祉士  22 17.3 

精神保健福祉士  4 3.1 

社会福祉主事  9 7.1 

児童福祉司  21 16.5 

その他  1 .8 

合計  127 100.0 

 

 

表 21 所属機関別 各変数の記述統計量  

  
保健群 児童相談所群 市区町村群 

度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 

対象への 

焦点化 
121 3.59 0.89 21 3.10 1.05 124 3.63 0.91 

メンバー間

で行う作業 
121 3.35 0.81 21 3.20 0.82 123 3.59 0.72 

メンバーの

関係性 
120 3.45 0.79 21 3.16 0.67 125 3.52 0.75 

子どもの 

生命の安全 
120 4.83 2.67 21 5.67 2.74 127 5.34 2.78 

子どもの 

発達機会 
120 4.20 2.36 21 5.71 2.92 127 4.02 2.37 

養育者の 

受け入れ 
120 5.44 2.88 21 5.29 3.30 127 5.40 2.71 

失敗を 

責める人 
121 0.56 0.97 21 1.52 1.60 124 0.89 1.60 
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第三節 志向性を触発する多様性尊重 

1）信頼性・妥当性の検証について 

連携尺度の信頼性・妥当性の検証についてだが、信頼性係数（Cronbach’s coefficient 

alpha）は、「メンバー間で行う作業」α＝0.93、「メンバーの関係性」α＝0.91、「対象

への焦点化」α＝0.87、といずれも 0.70 以上の値であり、潜在概念としての内的一貫性が

担保されていた。また、3 つの下位尺度と総得点の歪度と尖度からは正規性が、G-P 分析

（Good-Poor Analysis）の結果からは弁別性が確認された（表 22 および表 23）。なお、先

行研究との照らし合わせ、内容的妥当性及び基準関連妥当性の確認はなされたが、収束的

妥当性の確認は不十分である（実方 2014a）。 

 

表 22 連携尺度の歪度と尖度 

  度数  歪度  尖度  

統計量  統計量  標準誤差  統計量  標準誤差  

メンバー間で行う作

業  
267 － .07 .15 － .09 .30 

メンバーの関係性  268 .16 .15 － .35 .30 

対象への焦点化  268 － .36 .15 － .11 .30 

連携尺度総得点  262 .02 .15 － .01 .30 

 

表 23 連携尺度の G-P 分析結果 

連携尺度総得点（Me：69.00）  N 平均値  SD 平均値の標準誤差  

メンバー間で行う作業  
>= 69.00 133 40.11 5.28 0.46 

< 69.00 129 28.74 5.36 0.47 

t（260）＝17.31，p<0.01 

連携尺度総得点（Me：69.00）  N 平均値  SD 平均値の標準誤差  

メンバーの関係性  
>= 69.00 133 27.97 4.01 0.35 

< 69.00 129 20.20 3.41 0.30 

t（255.67）＝16.91，p<0.01 

連携尺度総得点（Me：69.00）  N 平均値  SD 平均値の標準誤差  

対象への焦点化  
>= 69.00 133 12.40 1.92 0.17 

< 69.00 129 9.23 2.30 0.20 

t（260）＝12.11，p<0.01 

 

 

2） 変数間の相関分析結果 

 任意に設定した変数間の相関分析（Pearson の相関係数を採用。以下、r）の結果を表

24 に示す。「対象への焦点化」は、各群ともに「メンバー間で行う作業」「メンバーの関係

性」が正の相関があった。また、リスク認識の 3 変数（「子どもの生命の安全」「子どもの

発達機会」「養育者の受け入れ」）の間について、各群ともに正の相関関係にあった。  
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表 24 所属機関別変数間の相関分析結果 

 

メンバー間

で行う作業  

メンバーの

関係性  

子どもの生

命の安全  

子どもの発

達機会  

養育者の受

け入れ  

失敗を  

責める人  

保
健
群 

対象への  

焦点化  

r 0.65** 0.46** －0.14 －0.11 －0.21* －0.16 

度数  120 119 119 119 119 120 

メンバー間

で行う作業  

r ―  0.68** －0.07 －0.07 －0.04 －0.23* 

度数  
 

119 119 119 119 120 

メンバーの

関係性  

r 
 

―  0.04 0.09 －0.03 －0.37** 

度数  
  

118 118 118 119 

子どもの生

命の安全  

r 
  

―  0.66** 0.36** －0.02 

度数  
   

120 120 119 

子どもの発

達機会  

r 
   

―  0.41** －0.11 

度数  
    

120 119 

養育者の受

け入れ  

r 
    

―  0.06 

度数  
     

119 

児
童
相
談
所
群 

対象への  

焦点化  

r 0.75** 0.47* －0.17 －0.18 －0.01 0.19 

度数  21 21 21 21 21 21 

メンバー間

で行う作業  

r ―  0.62** －0.17 －0.14 0.15 －0.05 

度数  
 

21 21 21 21 21 

メンバーの

関係性  

r 
 

―  －0.13 －0.17 0.29 －0.33† 

度数  
  

21 21 21 21 

子どもの生

命の安全  

r 
  

―  0.89** 0.67** －0.04 

度数  
   

21 21 21 

子どもの発

達機会  

r 
   

―  0.57** 0.15 

度数  
    

21 21 

養育者の受

け入れ  

r 
    

―  －0.15 

度数  
     

21 

市
区
町
村
群 

対象への  

焦点化  

r 0.66** 0.65** －0.15 －0.11 0.00 0.07 

度数  123 123 124 124 124 123 

メンバー間

で行う作業  

r ―  0.79** －0.18* －0.21* －0.04 0.17 

度数  
 

122 123 123 123 122 

メンバーの

関係性  

r 
 

―  －0.20* －0.08 －0.01 0.01 

度数  
  

125 125 125 122 

子どもの生

命の安全  

r 
  

―  0.51** 0.31** －0.19* 

度数  
   

127 127 124 

子どもの発

達機会  

r 
   

―  0.31** －0.17 

度数  
    

127 124 

養育者の受

け入れ  

r 
    

―  －0.16 

度数  
     

124 

**：p<0.01 *：p<0.05 †：p<0.10 

 

3）志向性を目的変数とした重回帰分析の結果 

 「対象への焦点化」を目的変数とし、任意で設定した 6 つの変数を説明変数として投入

した重回帰分析の結果を表 25 に示す。なお、本分析では任意で設定した変数の中から統

計学的観点から有用な順に説明変数を採用するためにステップワイズ法を用いた。なお、
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一部の変数間には相関がみられることから（表 24）、多重共線性発生の可能性を考慮し、

VIF を算出した（表 25）。結果、多重共線性の可能性は除外できると考えられた注 2）。 

 保健群では「メンバー間で行う作業」（β＝0.65、p<0.01）、「養育者の受け入れ」（β＝

－0.18）が、目的変数の説明に統計学的に有意に寄与することが分かった。児童相談所群

では、「メンバー間で行う作業」（β＝0.76、p<0.01）、「失敗を責める人」（β＝0.22、p<0.10）、

市区町村群では「メンバー間で行う作業」（β＝0.39、p<0.01）、「メンバーの関係性」（β

＝0.34、p<0.01）が目的変数の説明に寄与する変数として統計学的に有意であった。  

 

表 25 所属機関別「対象への焦点化」を目的変数とした重回帰分析の結果 

 
保健群 児童相談所群  市区町村群  

 β VIF β VIF β VIF 

メンバー間で行う作業  0.65** 

1.00 

0.76** 

1.00 

0.39** 

2.65 

メンバーの関係性  ― ― 0.34** 

子どもの生命の安全  ― ― ― 

子どもの発達機会  ― ― ― 

養育者の受け入れ －0.18** ― ― 

失敗を責める人  ― 0.22† ― 

決定係数（調整済み R2） 0.46**  0.57**  0.47**  

β：標準偏回帰係数                  **：p<0.01  †：p<0.10 

 

 

第四節 「調整」に付随する多様性の扱い  

1）志向性の触発要因にみられる差異 

 結果の解釈に際して、採用した変数は任意で設定したものであり、組織のみを比較対象

とした点に留意する必要がある。その前提の下、志向性を触発する要因が所属機関により

違うという指摘はできるだろう。志向性に関わるこうした差異は、それぞれの機関の特性

に由来すると考えられる。 

たとえば、養育者が援助職を受け容れていれば、援助職は心配しないこともあり得るし、

逆に受け容れが悪ければ、心配にもなる。このロジックは、本分析結果上は保健群にのみ

該当した。保健群は母子保健事業の中で母親の相談相手としての役割を担うことが多い。

接点を探しても繋がることのできない養育者も存在し、子どもと養育者の双方への援助を

目指す時、子どもの安全を図ることが養育者にダメージを与え、養育者支援としては失敗

するのではないか、と言う葛藤を抱えていることも見出された（高岡 2013：146）。熊井

（2007）は、虐待を疑うことで養育者との信頼関係が損なわれるのではないかという不安

から、相手との関係を重んじる機関においてはそれゆえの難しさがあると述べているが、

本結果は同様の影響をみているものと考えられる。 

 また、「調整」担当として期待される市区町村群において、「メンバーの関係性」が「対

象への焦点化」に正の負荷を与えていたことは（β＝0.34、p<0.01）、立場が反映された

ものと推察される。「調整」では、単なる情報の集約だけではなく、連携する援助職同士の

コミュニケーションを促進させることが必要であり、つまり関係構築の手助けのようなこ

とも行う。そのために、「メンバーの関係性」がより強く認識されるようになると、連携内
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の（我々）志向性もより認識しやすくなるものと考えられる。 

サンプル数の少ない児童相談所群では、「失敗を責める人」が 10％水準ながらβ係数が

正の値（β＝0.22、p<0.10）をとった。現在、児童相談所には親の同意がなくとも職権に

よる一時保護や施設への入所措置ができる等の強力な権限が与えられている。高橋ら

（2001）が児童福祉司を対象に行った調査では、訴訟への不安や身の危険を感じながら業

務に従事する実態が明らかとなっている。そのため、権限に伴い生じる責任を意識づける

存在（「失敗を責める人」）が志向性を高める可能性はある。ただし、この刺激要因は諸刃

の剣でもある。表 24 にあるように、児童相談所群では「失敗を責める人」は 10％水準な

がら「メンバーの関係性」と負の相関関係にある（r=－0.33、p<0.10）。そして、「メンバ

ーの関係性」は「対象への焦点化」と正の相関があり（ r=0.47、p<0.05）、責任の追及は

間接的な作用としては志向性を弱める可能性がある。「子どもが死んだらどうするのだ」と

責任を追及すれば、権限を有する職種の志向性は一時的には高まるかもしれない。しかし、

関係の悪化が転じて志向性を弱めることもあり得る。志向性を高める働きかけに際しては、

他の要因に及ぶ影響に対する配慮も必要といえるだろう。  

一方、この調査では子どもに関するリスク認識（「子どもの生命の安全」「子どもの成長

発達の機会」）は、各機関とも志向性との因果関係は認められない。本調査対象群は子ども

との直接的な関わりを主とする機会が少ないと考えられ、別の機関（たとえば、保育所や

学校など）を対象とすれば結果が異なる可能性もある。この結果を以って子どもに対する

リスク認識は志向性に影響しないと判断するのは不適当と考えられる。  

以上を見る限り、同じクライエントであっても、志向性の触発要因が同じとは限らない

と考えられた。 

 

2）共通する経験の影響 

上記の結果と対照的に、調査対象とした三群すべてにおいて共通して正の負荷を与える

変数があることも分かった。それが、「メンバー間で行う作業」である（表 25）。では、こ

の「メンバー間で行う作業」とはどのようなものなのだろうか。 

表 18 を参照していただきたい。「メンバー間で行う作業」には、「お互いの責任の範囲

について確認し、理解するための作業を行った」や「支援計画が実行できるものかどうか

について確認し、理解するための作業を行っていた」などの項目が並んでいる。こうした

互いに「～し合う」作業では、複数の援助職が互いに、頼り、頼られる過程を経る。単独

で行う作業との相違点として、「頼る⇔頼られる」過程では自分以外の人間が必要であるこ

とを実感せざるを得ない点が挙げられる。したがって、メンバー間で作業に取り組む時、

各々がクライエントの存在を軸に関連しあっているのだと認識することになる。  

こうしたことから、連携する対人援助職の志向性を触発するためには、一人ではできな

い作業により互いの関連性を認識する過程が有効と考えられた。関連性を認識する時に、

クライエントの存在が軸になるからでもあるだろう。そして、この有効性が所属機関の違

いを超えて現れていた。哲学領域の議論にあるように、志向性がつなぐ機能を有している

のだとしたら、共に関連し合いながら行われる作業経験が志向性の触発にも有効となるの

は理論上も妥当といえる。一人ではないゆえに集団思考のような志向性の脆弱化（すり替

え）が生じる可能性がある一方、「メンバー間で行う作業」という過程が加わることで、一

人ではないからこそ援助職の志向性が触発される可能性も生まれる。子ども虐待対応にお
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ける連携の奥深さを垣間見ることができるだろう。 

この調査手法では、仮説検証型であるため、検証に用いた変数や比較対象群設定も限定

的であり、「触発」への反応としての志向性の特徴のすべてを明らかにできたわけではない。

ただ、志向性の強化には「一筋縄ではいかない」側面があるという点を明らかにできた点

は一つの成果であり、志向性の強化場面における差異の尊重という、次の課題を明らかに

することができた。定量的データの分析結果から、連携時の志向性の「触発」上の差異は、

それぞれの代え難さ（irreplaceably）により生じる点をあらためて指摘できる。志向性の

触発要因を一元化すれば、それは多機関の固有の特性を同質化することにつながりかねな

い。限定された機能では対応し切れないために連携が求められるのだとしたら、一元化・

同質化では本末転倒となる。連携相手の関心の寄せ方を「子どもに関心がない」と独善的

に解釈するとき、そうした「私」の解釈が連携相手には「リスク偏重」、「養育者に関心が

ない」とみえているかもしれない。「私」と同じやり方で皆の志向性を触発しようとしても、

反応しない可能性を常に考慮する必要があるといえる。  

それでは、「私たちは違う」という認識に立ちさえすれば、連携し、志向性を高めあう

ことができるのだろうか。「私とあなたは違う」と言い切るだけでは、差異を尊重するかに

みえて、実際は無関心に陥るだけである。無関心に陥ると、「私とあなたは違う」といいな

がら、実際には私たちの間にある差異はみえなくなる。互いが独立していることを了解す

るだけでは、「あなた」がもつ異質さ（他者性）に触れることはかなわないのであり、関わ

らなければ、差異が現れることもない。見えなくする（認識されないようにする）ことは、

受容でも、尊重でもない。排除である。そのように考えると、志向性の触発要因としての、

共に行う作業経験の影響もまた、多様性を尊重する必要性を示唆する結果といえるだろう。

多様性尊重には、差異が現れるように仕立てることも求められるからである。互いが関連

しあうことを確認する作業では、互いの差異も明らかになるだろう。それでも、互いに関

連し合う中でなお、互いの間にある差異を包摂していこうとする働きかけが求められる。  

 

3）コンフリクト・マネジメントとしての「調整」 

以上のような考察結果は、連携場面では志向性の強化が一筋縄ではいかないと述べるに

等しい。多様性は、差異と共通性のバランスがとれた状態の中でしか認識できない。しか

し、差異や他者性を残存させようとすると、共通性を見出そうとする働きかけは弱くなり

やすい。そして、共通性を追求する中では、差異や他者性は、その外部性や異質さゆえに

排除され易くなる。差異・他者性と共通性の間には、ある種の葛藤状況がある。  

数土（2001：21）は、他者との対話は相互理解における必要条件であるとする一方で、

誠実にかつ真摯に討議しさえすれば必ず他者と理解しあえるという思考は他者の他者性を

無視した思考であり、さらに言えばそれは単なる理性信仰にしか過ぎないと指摘していた。

稲沢（2017：144）も、時間をかけ、ていねいに対話を重ねたらかといって、必ずしもお

互いに納得できるような合意には到達できないことがあると述べた。広がりを持った視野

を提供しうる他者とは、私の世界に私の選択の妥当性を相対化してくれるような視点を提

示し得る他者のことであり、この場合、明らかに私と対立する可能性をも有する（数土

2001：216）。対立し得るからこそ、他者は自己への固執から解放してくれる可能性を持つ

のであり、そして、コンフリクトを招く可能性をも含有する。  

先に触れた通り、連携する人々の間には関心の違いがあり、特定の状況から別々のこと
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を望むから争いや緊張、誤解が生じる（Thomson＝2004：168）。高橋（1988）は、コン

フリクトに関する基本的認識として、①適度なコンフリクトはコストとみなす必要はない

こと、②意見・見方の違いというコンフリクトは総合的でより深い理解を生む見方を導く

こと、③攻撃的なコンフリクトが非合理的あるいは破壊的である必然性はない、と指摘す

る。Toseland ら（=2003：271）は、ソーシャルワーカーによっては、コンフリクトを扱

うのが苦手な人もいるとし、コンフリクトを回避したり、無視したり、または最小に捉え

たりして自然消滅して欲しいと願うが、このような戦略は一般的には非生産的であると述

べている。 

例えば、子ども虐待の一類型に代理によるミュンヒハウゼン症候群（Munchausen 

Syndrome By Proxy；  以下、MSBP）と呼ばれる現象がある。MSBP では、子どもは親

によって病的状態にあるかのように偽装される。それは、診察時の親による虚偽の症状の

申告である場合もあれば、細菌感染や下剤の投与、中心静脈カテーテルから故意に血液を

抜く、などして症状を創り出す場合もある。MSBP への対応には、「本当に」疾患ではな

いことを実証する難しさがある。原因不明の疾患というものも現実には存在する中、原因

不明の症状をすべて MSBP に分類することは、隠された疾患を見逃すことにもなりかねな

い。そのため、MSBP の鑑別には、疾患が隠されている可能性を探索することと、MSBP

を疑う根拠を積み上げることを、並行して行う必要がある。ただ、疾患を疑うメンバーと

MSBP を疑うメンバーとの間でコンフリクトが生じる場合もある。Rosenberg（＝2003）

は、多職種からなる専門家チームは、時に筋の通った評価に対する「総意」を重要視する

傾向があり、この「総意」を「正確性」とすり替えてしまうことがあると述べた。ゆえに、

意図的に反対意見を述べるディベート形式でカンファレンスを行うことも有効であると指

摘している（Rosenberg＝2003）。この Rosenberg（＝2003）の指摘を借りるのであれば、

コンフリクトをメンバー間の関係性を破壊するものではなく、「総意」に流されないために

活用可能な道具と捉えることもできるだろう。  

MSBP に限らず、捉え難い子ども虐待全般においては、様々な可能性の検討がなされな

ければならない。そうした観点からいえば、関心の違いにより生じるコンフリクトにも利

用価値があると考えられる。コンフリクト研究では、コンフリクトがもつ機能的な側面が

認められており、コンフリクトが建設的な影響と破壊的な影響のどちらかとなるのはコン

フリクト・マネジメントに依存しているとされる（高橋 1988）。コンフリクトの単なる排

斥からコンフリクト・マネジメントへとパースペクティブをシフトすることが重要である。

Toseland ら（=2003：271）は、コンフリクトを避けて、グループが直面する問題につい

て満足のいく意味のある対話になることはめったにないと指摘し、多くの場合、葛藤が回

避されるとメンバーは、自分の本当の感情を述べるべきではなく、情報や意見の共有が必

要なのだというメッセージを受け取ると指摘する。つまり、差異や他者性が同調圧力によ

って排除される。コンフリクトが無視されると、時にいぶり続け、ついには個別の相互交

流あるいはできごとが葛藤を強めたり爆発させたりする結果にもなる（Toseland et 

al.=2003：271）。また、コンフリクトは和らぐが、一人かそれ以上のメンバーが「戦いに

負けた」という感情を残してしまうこともある（Toseland et al.=2003：271）。Toseland

ら（=2003：271）は、どちらの結果も望ましいものではないと指摘した。したがって、コ

ンフリクト・マネジメントの基本的な見方は、コンフリクトの非合理性・破壊性を極力抑

止し、コンフリクトのもつ機能的・建設的側面を助長することにあると考えられる（高橋
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1988）。多様性を扱う「調整」においては、コンフリクト・マネジメントとしての側面を

もつ。 

Briskin ら（＝2010：161）は、多義性に耐えられない集団では、愚かさが発生しやす

いと述べ、救世主や、救済的な発想が、より魅力的に見え始めると指摘する。集団の愚か

さは、多くの場合、何らかの形での不安に根差している（Briskin et al.＝2010：160）。子

ども虐待は、子ども達から発達の機会を奪い、あるいは人間関係を構築する能力の醸成を

阻害し、最悪の場合には死に至らしめるといった、重大な結果を招く。他方、子どもの育

ちを考えれば、親の存在も代え難いものである。適切な養育ができない親は子どもと離れ

て暮らせばよい、と一概に言い切ることはできないだろう。集団内に不安と恐れが膨らむ

につれ、「何かしなくてはならない」というプレッシャーは耐え難いものとなる（Briskin et 

al.＝2010：161）。こうした背景が、これまでの子ども虐待対応において、うまくいかな

ければすぐに児童相談所批判につながるといった傾向となってあらわれていたと考えられ

る。 

それゆえに、子ども虐待対応におけるコンフリクト・マネジメントは難しく、集合知の

生成が阻害される可能性もある。医療分野に限定された研究ではあるが、医師、看護師、

理学療法士の 3 職種の 13 のプロダクト（文書・声明文・綱領等）の内容を精査し、プロ

フェッショナリズム（専門職性）概念には「専門職連携・協働におけるコンフリクト・マ

ネジメント」が含まれると指摘されている（山本ら 2016）。つまり、コンフリクト・マネ

ジメントを行うことができる能力とは、社会的に価値のある特別な能力と考えられる。特

に、子ども虐待という現象に巻き込まれながら、複数の機関や職種が共に取り組むという

経験を積み重ねながら、差異を受け容れ続けるということは、相応に手間がかかるし、難

しい。難しく、手間がかかるからこそ、連携の調整には特別な技術や能力が求められ、こ

うした特別さを有する職種が連携の「調整」役には必要となる。 

Richmond（＝1991：92）は、個々人の独自性という自明の理が、政治家や行政官や一

般の人のみならず、ソーシャルワーカーからも軽視され、「すべての者に同じものを」とい

う、独裁主義の痕跡以上のものが伝統的な民衆政策の中に残っているという批判も行って

いた。見慣れない人々の問題に遭遇した際の我々の心の反応について、私たちには彼らが

私たちとは似ていないと思う傾向もあり、彼らを別の階級として取り扱う、あるいはグル

ープ自体のメンバーの間では概してその相違を無視する傾向があるという（Richmond＝

1991：92）。しかし、Richmond（＝1991：93）は、彼らと誠実に現実を共にすれば、す

ぐに彼らの個人差が明らかになるだろうと述べた。繰り返し、こうした突っ込んだやりと

りをすることによってのみ、より深い真理に到達すると述べ、直接的なかかわり合いや経

験の中において、彼らの努力や誤り、彼らの機会、より充実した発展、多様性に対する権

利の中に、人間としての根本的な類似点があることを全面的に理解し始めるのだという

（Richmond＝1991：93）。こうした Richmond（＝1991）の言葉の中に、ソーシャルワ

ークが有する寛容さをみることができる。他者性を排除したくなる人間の弱さや愚かさを

認めたうえで、誠実に他者と付き合い、差異が明らかになる中で普遍性へ到達し得る可能

性を信じる態度の中に、多様性を扱う専門職の代え難さがあらわれる。次章では、こうし

たソーシャルワークの特性と、日本の子ども虐待対応の「調整」の親和性について、定性

的データを用いた分析結果を以て考察する。 
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注 1) 東京都総務局平成 29 年 5 月 25 日報道発表資料より  

（URL：http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/05/25/31.html 2017/8/15）  

注 2）SPSS Statics を開発した IBM によれば、VIF10 以上の場合には多重共線性を疑う必要がある。（URL：

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21644815 2017/8/1）  

  



 

131 

 

第六章 寛容性に着目して読み解く「調整」 

 

第一節 ソーシャルワークの寛容さと「調整」 

1）「調整」に必要な寛容性 

それでは、実際に子ども虐待対応の「調整」がどのように特別な実践であるのかについ

て、検証をしていきたい。ここでは、「調整」の特別さを、寛容性に見出だすことを試み

る。Gardner（1980）は、よい連携のパターンの一つとして、互いに寛容であることを経

験則から導いたという（野中 2014：154）。Johnson ら（＝2004：487）は、違いを理解

することがそれぞれの専門職者のもつ個別の能力を認めることにつながり、この確認によ

って、尊敬と寛容へと導くことができると指摘する。このように、寛容は多機関・多職種

連携やその「調整」にとって馴染みのある言葉といえる。寛容（tolerance／toleration）

とは、辞書には「心が広く、他人をきびしくとがめだてしないこと。よく人を受け入れる・

こと（さま）」（大辞林第 3 版）とあり、「異端的な少数意見発表の自由を認め、そうした

意見の人を差別待遇しないこと」（広辞苑第 6 版）と説明されている。このように、他者

性を受け入れる様子を表す言葉として用いられている。多文化共生思想は経済的弱者から

の経済的強者中心の公正さに対する不満に対応する形で徐々に整備され、寛容もこれと軌

を一にして「行き過ぎた正義」の是正を名目に再登場を果たしたといわれ（藤井ら 2013）、

近年では、多様性尊重とともに政治哲学や社会学、心理学、教育学、など様々な分野での

使用頻度が増えている。例えば、UNESCO（1995）は『寛容の行動原則（Declaration of 

Principles on Tolerance）』を示し、その中で寛容は差異の調和であり、「私たちの世界の

文化、表現の型、人間の生き方の豊かな多様性に感謝し、受け容れ、尊ぶこと（原文；

Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's 

cultures, our forms of expression and ways of being human）」と定義した。 

UNESCO（1995）の定義に倣い、本研究では操作的に寛容性（寛容さ）を「多様性を

尊重する傾向、あるいは資質」と定義しておく。Richmond（＝1991：89-96）の語りにも

あるように多様性を扱うという側面をソーシャルワークは有しており、IFSW（2014）の

グローバル定義にも多様性尊重は行動原理とされている。つまり、本研究が定義する寛容

性は、ソーシャルワークの一部をなす性質であるといえる。政治哲学者の Walzer（＝

2003：139）は、見知らぬ者たち（strangers）からなる世界を承認し、そうした見知らぬ

者を私たち自身の内に認めることが寛容の実現には必要だと述べている。しかし、「もし皆

が見知らぬものであったなら、誰も見知らぬ者でなくなる。というのも、私たちが何らか

の強い形での＜同＞を経験するのでなければ、他者性を認識することすら出来ないからで

ある。」（Walzer=2003：139）とも指摘した。この Walzer（＝2003）の言葉は、多様性の

性質である、個別性と共通性のバランスのとれた状態に近いニュアンスを含んでいること

がわかるだろう。 

もともと寛容は日本由来の概念ではなく、英語 tolerance の訳語として井上ら（1884）

が「寛容、容任、任由」と紹介したことから広く用いられるようになった（村上 2006）。

英語 tolerance／toleration の語源は「忍耐」「堅忍」といった意味であり、これが転じて

「相手を受け入れる」という意味を含むようになった。現代では道徳的価値というより多

文化社会における差異の共生を可能にするための方法論であり、実践とみなされてきた（向
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山 2013）。政治学や哲学、心理学、教育学など、様々な学際領域においてこの概念の使用

頻度は増えており、その背景には、全体主義の台頭を許したことへの悔恨があるといって

よい。「私が私であること」を強調する思想は、最終的には他者への抑圧に帰結する（小阪

2004：270）。それが恐怖政治による支配であり、権力者の一意による意思決定であり、ア

ウシュビッツの惨劇であった。UNESCO（1995）は、寛容は人権や多元主義（文化多元

主義を含む）、民主主義や法治主義を支える責任であり、教条主義や専制主義の拒否を含み、

国際的な人権ツールにおいて設定された基準を支持すると示した。「私とは違うということ」

との向き合い方が問われる現代において、寛容は一つの問題群となっている。  

「正しさ」について異なる考え方や感覚を持つ人々が、それにもかかわらず共存してゆ

くためにはどうしたらよいかという問題は、社会の存在とともに古い普遍的な課題であっ

た（岸本 2015）。そうした問題群を扱う概念として寛容が登場する契機となったのは近代

ヨーロッパの啓蒙思想において形成された宗教的寛容論である（寄川 2009：27）。宗教的

寛容論は、人間的自由の漸次的な発展をもたらした歴史過程の一部とみることができる

（Kamen＝1970：23）。その後、寛容は、18 世紀後半のアメリカ独立戦争およびフランス

革命時の＜人および市民の権利宣言＞（1789）において、国家権力による強制からの良心・

信仰の自由に基づく基本的人権の一つとして規定された（森 1995：81）。そして、エス

ニシティ、ジェンダー、慣習、法、教育など日常生活全般にわたって文化的多元主義が問

題となった現代では、国家のみならず、地域、学校、家庭、などにおける社会的寛容が問

い直されている（廣松ら 1998：297）。本研究では、子ども虐待対応の「調整」というレ

ベルにおいて、寛容になるとはいかなることであるのかを問い直す。  

 その他にも様々な論者が寛容を定義している（表 26）。Habermas（＝2014：283）は、

英語の tolerance は「振る舞いの性質または徳」であり、toleration は「法的な措置」と

して独語の toleranz よりも厳密に区別されていると述べ、その上で両者が連続した関係に

あることを指摘した。日本語の寛容は独語と同様に明確な区別はないのだが、本研究では

多様性尊重を実践上の課題として捉えているため、徳や価値の問題としてではなく、実践

として寛容を捉えたい。「正しくないがとりあえず存在を許す」といった消極的な寛容から、

互いの奉ずる価値を尊重するという積極的な寛容まで、あるいは権利観念に基づくリベラ

ルな寛容論から「正しさ」の希釈化に基づく非リベラルな寛容論まで、その概念には幅が

あるといわれる（岸本 2015）。岸本（2015）は、こうした無原則的な語であればこそ、特

定の型への固着を免れることもできるともいえると述べた。  

英語 tolerance および toleration は耐える、辛抱する、我慢する、という意味を含むラ

テン語（tolerare）を語源としている（Brown＝2010：35）。語源的にみれば、寛容という

語は、忍び難いものをしのぶことを内包している（Brown＝2010：36）。もともとの宗教

的寛容論においても、多様な宗派の共存を図る必要に迫られていた状況への打開策であり、

譲歩し難い心情の対立に対する処し方として、いうなれば問題の解決よりも問題の回避を

狙って展開されてきた（向山 2013）。英語 tolerance および toleration が前提とする「悪

（不快なもの、嫌悪すべきもの）」とは、まさに、他者性や差異が有する「思い通りになら

ない感覚」そのものである。神谷（2010）は、多様性尊重は基本的にプラスのものとされ

ているとし、多数者の専制に陥らないようにするためには、少数者の意見の尊重が必要で

あり、多様性はリベラリズムの根幹となる要素であると指摘する。その一方で、異質なも

のと接すること、多様なものと共存することは、「異文化体験」、「多文化共存」などといっ
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た言葉で気軽に薦められるような口当たりの良いものだろうかと疑問も呈した（神谷

2010）。神谷（2010）は、まったく違った習慣や価値観の持ち主と接触することは、単な

る楽しい経験とは言えず、むしろ基本的には不快なことなのではないかと述べた。そうで

あるがゆえに、多様性尊重、寛容は相応に難しい実践となる。 

 

表 26 寛容の定義例 

定義者 寛容の定義 

Mendus & Ed-

ward （1987）  

寛容とは、自分が重要とするものからかけ離れているにもかかわらず、そして

道徳的に賛同しかねるにもかかわらず、他者の意見や行動に敬意を以って、自

身の力の行使を慎む徳である。  

UNESCO（1995） 
寛容とは、私たちの世界の文化、表現の型、人間の生き方の豊かな多様性に感

謝し、受け容れ、尊敬することである。  

Walzer（=2003） 

寛容は『生』そのものを支える。なぜなら迫害（persecution）はおうおうにし

て死を招くのだから。さらに寛容は共同の生（common lives）、つまり私たちが

生きている様々に異なる共同体を支える。寛容は差異を可能にし、差異は寛容

を必要不可欠なものにする。  

Borchert et al. 

（2006）  

「寛容」は、好ましくない、あるいは賛成しかねる何かが存在する中で忍耐強

く自制する方策である。  

村上（2006）  

「機能的寛容」①自己が一つの選択肢としての、ある伝統に依拠していうこと

を自覚することができ、それに基づいて、②伝統に関してほかの選択肢の可能

性を認め、かつそれに依拠する他者の存在を認め、また、その可能性を自ら検

討できる、という二つの能力を有する  

Julia（＝2008）  
われわれのものとは異なる考え方や行動の様式、および感情を受け入れようと

する傾向  

Brown（=2010）  

寛容とは一般に、法によって是認されるかもしれないが、それによって正確に

成文化されることも、規制されることもない、市民的もしくは社会的な美徳で

ある。  

間（2012）  政治的寛容は、賛同しがたい考えや集団に対して我慢すること。  

 

 

2）寛容の抑圧的側面とその克服に向けて  

多様性の取り扱いにおいて、他者性が有する「思い通りにならない感覚」が、抑圧を生

むことがある。これは寛容の議論においても、これまで指摘されてきた。寛容は、あまり

にも自明に「よいもの」として、諸手を挙げて賞賛されているがゆえに（山本 2008）、他

者性の抑圧や排除を正当化する手段として用いられることさえあった。「調整」を検証す

る上でも、多様性尊重という原理を掲げたとしても、それ自体が抑圧を正当化する可能性

があるということにも触れておかなければならない。寛容批判の急先鋒として知られる政

治哲学者の Brown（=2010：5）は、広範囲の立場にまたがり、様々な目的のために無批

判に普及されているとし、自由主義世界における支配を正当化するための言説として機能
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していると批判した。山本（2008）は寛容の抑圧性に関する論点として、寛容には非対称

性と寛容の境界線をマジョリティが恣意的に決定し得る点を挙げている。Marcuse Her-

bert は、抽象的で無差別な寛容が既存の支配体制の強化につながるとして、普遍的特質を

装った寛容言説の抑圧的な側面を指して、「抑圧的寛容（repressive tolerance）」と名付

けた（Wolff et al.＝1968：108-151）。たとえば、労働者階級が階級的抑圧自体の廃棄を

要求してブルジョアジーと闘う中では、寛容の主張はしばしば階級協調を説く反動的イデ

オロギーのスローガンの一つとされた（森 1995：81）。 

こうした寛容の抑圧性は、「何が何処まで寛容されるべきか」という問いと直結し

ている（山本 2008）。寛容は、本来的に容認か排除かの二者択一を前提とした概念であ

る（芋坂 2007）。Habermas（=2014：285）は、どのような寛容な行いも、受け入れるべ

き範囲を限定せねばならないこと、またそのことにより寛容自体に限界を設けざるを得な

いとし、排除を伴わぬ受け入れはないと述べた。そのため、寛容が一方的に行われる限り、

恣意的な排除という欠陥がつきまとう（Habermas=2014：285）。このことは、排除の言

い訳として、寛容言説が用いられる可能性を含意する。寛容する人に比べて、寛容される

人を劣ったもの、逸脱したもの、周辺的なものとして印づけ、寛容の限界が破られたとみ

なされた場合は、ときとして恐ろしい、あるいは破壊的でさえある行動も正当化されてき

た（Brown＝2010：20）。そして、「寛容する者」と「寛容される者」の道徳的地位が逆

転することは構造的に不可能となっており、「寛容される者」はつねに「寛容される者」

としてのみ再生産され続ける（藤井ら 2013）。水谷（2010）は、様々な領域における多

様性の擁護は、決して多様であれば多様であるほどいいという主張とはなっていないと指

摘する。そして、擁護の対象となっているのは、「事実として存在する」、そして「無視さ

れたり排除されたりする可能性に曝されている」、多様性であり、ここには、事実として存

在する多様性と社会的に構築された多様性ということの間にある緊張があらわれていると

述べた（水谷 2010）。つまり、守られるべき多様性とそうでない多様性の選択が社会的に

なされている（水谷 2010）。 

Brown（＝2010：39）は寛容を差異に対する反目や敵意を解消するというよりも、むし

ろ、それらを管理するものであると指摘した。本質化された差異の、自然とみなされた対

立を克服するものとしての寛容は、教育と抑制から生まれる（Brown=2010：251）。Brown

（＝2010：251）は、「寛容学習」はひどい不公平、絶対的なアイデンティティ、偏った

愛着を脱ぎ捨てることを求め、その言説のなかでは、寛容を学習する目的は平等や他者と

の連帯に到達することではなく、他者に耐える方法を身につけることであるというのも注

目に値すると指摘している。自己の正当性を自制するという形で遂行される寛容は、最終

的に「なんでもあり」の相対主義に陥る危険性も孕んでいる（藤井ら 2013）。これは、「無

関心」にもつながり得る。大西（2009）は、「自分と直接的に関係のないもの」に対して

人間は大いに寛容でいられると指摘した。そして、寛容が「他者のふるまいを我慢するこ

と」と同義であると教えられれば、我慢できない事態になったときには、廃棄されてもか

まわないという理屈が成立する（大西 2009）。そして、いったん自分の利害と直接に関わ

ることが明らかになった場合、無関心の寛容は一転して排他的なものとなる場合がある（大

西 2009）。大西（2009）は寛容が「嫌悪の規制」あるいは「共生の強制」でしかなかっ

た場合、その限界は早くに現れるだろうと述べた。 

こうした寛容を装った、抑圧的な「非」寛容性は、第三章で触れた集団の愚かさをも引
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き出しかねない。Briskin ら（＝2010：146）は、集団が愚かな選択を行う背景には、二

つの行動パターンがあると指摘する。一つ目のパターンが、分断と細分化である。自分が

知る内容、または知っていると思っている内容を肯定する情報だけを受け入れる傾向があ

らわれる（Briskin et al.＝2010：147）。この傾向は、「確証バイアス」と呼ばれ、自分が

知るものと違うものは、すべて「身内ではない」ものとして意識的・無意識的に排除され

る（Briskin et al.＝2010：147）。Briskin ら（＝2010：147）は、分断と細分化は、知の

深い結びつきと、視野を広げた理解から人を遠ざけると指摘した。一つの分類体系が支配

し、それが存在そのものの分類であるとして固定化されている領域の内部だけに生きる人

にとって、「わかる」とは、相手が自分と同じ分類体系を持っていることの確認であり、対

象を自分の分類体系のどこかに位置づけることであり、「わかり合う」とは、相互に同じ分

類体系を持っていることの相互確認である（坂本 2006：216）。また、アイヒマン実験（注）

で知られる Milgram Stanley は、人がどのように世界を解釈するかを変えれば、その人の

振る舞いはかなりの部分でコントロールできるとし、だからこそ、革命や戦争など個人が

とんでもない行動を要求される状況においては、人間の条件を解釈する試みであるイデオ

ロギーが常に大きな役割を果たすと述べた（Milgram＝2008：194）。どんな状況も一種の

イデオロギーを持ち、それは「状況の定義」と呼ばれ、ある状況の要素に一貫性を与える

視点である（Milgram＝2008：194）。ここでいう分類体系やイデオロギーは、準拠枠と同

じ意味を持つ。一つの分類体系、一つのイデオロギー、一つの準拠枠に支配された「わか

り方」が閉鎖社会の特徴である（坂本 2006：216）。集団の愚かさの根底にある「分から

ないこと」を受け入れない頑なさは、一つの準拠枠による支配によって形成される。 

二つ目のパターンは、偽りの合意、見せかけの団結に向かわせる、沈黙と服従としてあ

らわれる（Briskin et al.＝2010：148）。Briskin ら（＝2010：148）は、これは一つ目の

パターンと表裏一体であり、対立や葛藤を避けるために、情報を吟味することを避け、差

異の存在を隠そうとするものと指摘した。人々は、正当な権威が提供した行動の定義（準

拠枠）を受け入れる傾向を持つ（Milgram＝2008：194）。Milgram（＝2008：194）は、

服従の主要な認知的基盤を構成するのは、この権威に対するイデオロギー的な放棄である

と指摘した。服従の状態にあるその人は、自分を導く権威に対しては責任を感じるのに、

権威が命じる行動の中身については責任を感じていなかったという（Milgram＝2008：

195）。Briskin ら（＝2010：148）は、この場合、既存の分断と細分化がいつわりの合意

という形で保存されると述べ、集合知という、相互作用を通じて獲得される知識は形成さ

れ得ないと考えた。 

Habermas（=2014：290）は、寛容に振る舞えるのは、異なった信仰をもつ者を拒絶す

るに足る、主観的に確固とした理由をもつ者だけであると指摘した。つまり、自律した意

思決定ができる者だけが、寛容であることができる。数土（2001：225）は、無条件に他

者を受け入れるという徹底した寛容は、究極的には他者に対して他者の存在意義を否定す

ることになり、結果的に「非」寛容であることと同じになると述べた。相手の主張に関係

なく相手を受け入れる戦略にとって、他者のとのコミュニケーションは余計なものでしか

なく、他者の主張によって「私」の決定が左右されることはない（数土 2001：225）。相

手が何者であるかを問わないということは、自身の特異性を主張する機会のむなしさを他

者に味合わせることになる。ゆえに、数土（2001：226）は、「自分が自分である」ことの

根拠を否定されたと感じさせてしまうために、徹底した寛容は、その人の固有の価値を否
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定しまわざるを得ないという意味で「非」寛容の一形態であると論じた。 

それでは、「思い通りにならない」存在である他者と、一緒に援助するためには、どの

ように連携相手を尊重すればよいのか。「寛容になる」とはいかなることなのだろうか。神

谷（2010）は、まったく違った習慣や価値観の持ち主と接触することが基本的には不快な

ことであるにもかかわらず、あるいはそれゆえに、異質なもの、多様なものは重要なので

はないかと指摘する。神谷（2010）がいう不快な経験が、回収しつくせないという他者の

本質（他者性）に由来するのだとしたら、その不快さの中にこそ、他者のかけがえのなさ

が含まれていることになる。そして、Rey（=2006：150）は、回収できないという外部性

を尊重することは、多様性を妨げないことと同義であり、多数性や全体性に還元できない

多様性が与えられるのは、何にもまして社会関係の中、対面の中となると説明する。つま

り、他者とのつながりの中に多様性は存在する。多機関・多職種連携内の多様性を集合知

の生成に活用するためには、連携する援助職同士がつながっていられるように「調整」し

ていく必要があるということになる。 

寛容への批判を踏まえ、寄川（2009：5）は、互いに理解できないからといって初めか

ら対話を放棄するのではなく、対話することだけは欠かせないという一点だけは共有でき

るだろうかと問いかけた。そして、その時にはもはや自分の主張こそが正しいと思って押

し通すこともできないはずだし、それぞれの立場で考え方が違うのだと言って違いを放置

しておくこともできないはずだと主張する（寄川 2009：5-6）。寄川（2009：6）によれば、

寛容の倫理で問題になるのは、思想や信条の中身ではなく、議論をするときの形式である

という。寛容の抑圧性の発生条件の一つは、一方的に「寛容‐する」側と「寛容 -される」

側が決定されてしまうことが挙げられていた。受動と能動を二項対立として捉える限り、

寛容は一方向的な働きかけとなる。そうであるならば、抑圧性の克服法として考えられる

のは、双方向的なコミュニケーションを展開することである。Julia（=2008：81）は、寛

容の目標は、力の関係に代えて対話の関係を打ち立てることにあり、その基本原則は常に

他者の観点を理解することにあると指摘した。  

稲沢（2017：140）によれば、対話とは、一方的に話したり、一方的に聞かされたりす

るのではなく、語りながらも聴き手の視点に立ち、聴きながらも語り手の視点に立ち、時

間を掛けながら語り手聴き手の視点を相互に交換する過程とされる。クライエントと援助

者の関係では、両者の間で意見や考え方の食い違いが明らかになったとき、まず、援助者

がクライエントの意見や考え方を引き受ける（稲沢 2017：141）。その上で、納得できれ

ば自分の意見を相手に合わせ、納得できなければ「ここまではわかるが、でもこう思う」

とか、「こうではないか」と投げ掛けることで対話は開始される（稲沢 2017：141）。この

クライエントと援助者の間の対話は、そのまま「調整」担当者と連携相手に置き換えるこ

とが可能である。ここまで本研究の論述内容に照らすならば、対話とは、グループ・ダイ

ナミクスの核となるコミュニケーションを指し、集合知という「生きた結びつき」、「頼り

あい」を創出するための現実的な手段である。  

どれが正しいのかという中身について議論するのは難しく、内容についての議論は結局

のところは互いの違いを確認するだけで終わってしまう（寄川 2009：6）。そのため、は

じめから結論が見えてしまうので、寛容を説くものは、実質的な議論をうまくかわしてい

こうとする（寄川 2009：6）。寄川（2009：21）は、思想や意見を尊重するとは、それを

承認することでも、否定して無視することでもなく、その思想の支持者と真面目に議論し
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ようとすることであり、そして、議論が行き詰った時には、その思想が真である可能性を

認めることであると述べた。Surowiecki（＝2006：114）は、「調整」の問題を解決するに

は、自分が正しと思う答え以外にも、周りの人たちが正しいと思う答えは何かを考えなけ

ればならないと指摘する。その理由は、一人の行動がほかの人たちに影響し、反対にほか

の人たちの行動がその人に影響しているというように、相互依存関係にあるからだという

（Surowiecki＝2006：114）。グループ・ダイナミクスを扱う「調整」においては、こうし

た認識形態が必要になると考えられる。 

Brown（＝2010：16）は、寛容を別の言葉に置き換えれば済む話ではないと主張してい

る。そして、寛容が権力とは無縁であるという世迷ごとから目覚めることは、寛容を無用

もしくは有害なものとして退けるものではないとし、寛容の地位を超越的な美徳から、歴

史的に変化するリベラルな統治の要素に変えることにつながると説いた（Brown＝2010：

16）。つまり、Brown（＝2010）の批判の趣旨は、寛容の実質を問うためのものであった

ことが分かる。集団の愚かさを「調整」によって避けるためには、「調整」担当者自身こそ

が自らの認識過程において他者性を抑圧していないか、服従状態に陥っていないかを、省

みる必要がある。寛容の議論を参照しても、他者性の扱いは難しく、権力を使って思い通

りに操りたいと考えられてしまう可能性すらある。そして、多様性尊重や寛容などといっ

た言葉の力を借りることで、そうした支配や抑圧を正当化することさえできるという点に

も、「調整」の難しさはあるといえるだろう。この難しさは、たとえどのように素晴らしい

行動原理を掲げたとしても回避することは難しい。その原理の素晴らしさゆえに担当者が

思い上がることで、「調整」を抑圧に転化させることができてしまう。ゆえに、多様性尊重

を現実の行動に反映させるためには、支配でも服従でもない、対話を意識した寛容性とい

う資質が必要になるのである。 

 

3）寛容性の観点からの論点整理 

窪田（2013：79）は、ソーシャルワークは「相手の力に力で対抗することをしない」こ

とと、「相手の言いなりにならない」ことを両立させる必要があると指摘する。Toseland

ら（=2003：106）は、メンバー同士が助け合う関係を強めることが重要であり、グループ

ワークの専門家として、グループリーダーの役割を必要以上に発揮しないことが重要であ

ると示していた。メンバーの認識や行動のすべてを自らの理解に回収し、コントロールす

ることが「調整」ではないし、連携相手にコントロールされることも「調整」とは異なる。

では、多様性を扱わざるを得ない「調整」が歩む対話に向けた道程とはいかなるものなの

だろうか。子ども虐待対応における「調整」においては、どのような形で実践され得るの

だろうか。それを検証することが、本研究の目的であった。  

ソーシャルワークにおいても、多様性尊重の危うさは指摘されており、その危うさへの

対抗措置として、人権尊重の重視とともに、対話の重要性が説かれている。ソーシャルワ

ークの大原則とされる「危害を加えないこと」と「多様性尊重」は、状況によって対立し、

競合する価値観となり得るという（IFSW2014）。その一例として、女性や同性愛者などの

マイノリティの権利（生存権さえも）が文化の名において侵害される場合が挙げられる

（IFSW2014）。この複雑な問題に対し、IFSW（2014）は、ソーシャルワーク教育は基本

的人権アプローチに基づくべきと主張することにより対処しようとしていると述べた。そ

して、特定の文化的集団のメンバーとの批判的で思慮深い対話を通して、人権という（特
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定の文化よりも）広範な問題に関して建設的な対決、解体、および変化は促進され得ると

示した（IFSW2014）。狭間（2001：167）は、対話は批判的思考を含むと指摘する。人は

省察によって、自己を世界から切り離して対象化し、さらに自分の活動から自己を切り離

すことができる（狭間 2001：167）。ゆえに、対話と省察的実践とは、密接な関係をもち

つつ、展開されることになる。 

一つの準拠枠に支配された世界に対話などという学習過程は必要ない。なぜなら、理解

できているのだし、分かりあえているからである。坂本（2006：216-219）は、異質の分

類体系を知るためにこそ、論争や対話が必要であり、本当に「わかる」とは、異質な分類

体系を理解することだと述べた。それは簡単に「わかった」とか「理解ある態度」を示し

たりできるようなものではなく、長く困難な相互の努力、通い合うことによってはじめて

可能になるような、そして可能にはなっても、実現は極めて困難な道である（坂本 2006：

219）。尾崎（1994：78-79）がいう、「わかる」ことと、「わからない」ことを区別する技

術とは、こうした相互の通い合いを模索するための技術である。多様性を扱う実践におけ

る課題は、他者性あるいは差異の尊重の問題と密接にかかわる以上、クライエントとのか

かわりにおいて必要となる「理解できないことも含めて理解する」ことが、「調整」におい

ても必要となる。抑圧を避ける上では欠かせない「理解できないことも含めて理解する」

といった認識形態が、実際にはどのように行われているのかという点が、「調整」の論点の

一つとなる。 

加えて、服従を避けるという観点からは、自律性・主体性に対するアプローチという二

つ目の論点を挙げることができるだろう。組織や専門職集団への帰属意識を有する多機

関・多職種連携の構成メンバーにとって、それぞれの準拠集団はこうした自律性・主体性

を担保する働きを持つ。結果的に、それぞれの帰属（組織や専門職集団）を尊重すること

が、それぞれの自律性や主体性を引き出すことにつながると考えられる。また、「調整」担

当者自身も自らの自律性・主体性を保つことが必要になるだろう。Milgram（＝2008：195）

は、人が自分の行動に責任を感じるためには、その行動が「自己」から生じたと感じなく

てはならないと述べた。アイヒマン実験の被験者たちは自分の行動についてまさに正反対

の見方をし、その行動は、別人の動機から生じたものだと考えていたという（Milgram＝

2008：195）。これが服従の一つの特徴である。服従状態にあると、アイヒマン実験がそう

であったように、他者に危害が及ぶことを厭わなくなる可能性が高い。なぜなら、「自分は

悪くない。○○が決めたことだから。」といったように、他者に責任を押し付けることがで

きるからである。子ども虐待対応で危惧されるのは、子どもに害が及んでいるにもかかわ

らず、「自分は悪くない」と援助者が考えている場合、子どもの置かれた状況に変化をもた

らそうとする積極性が損なわれる可能性がある。こうした無責任な対応の代償は、子ども

たちが支払うことになる。ゆえに「調整」という役割が重要であり、多様性を尊重しよう

とするならばなおさら、自らの主体性や自律性を維持することも必要になるだろう。  

ただし、自律性や主体性だけを強調する働きかけは、分離を強調することにもなる。「私

とあなたは違う」というだけでは、共に援助することは難しい。多機関・多職種連携にと

って一番望ましいことは、個人が専門性を通して局所的な知識を手に入れて、システム全

体として得られる情報の総量を増やしながら、個人が持つ知識と私的情報を集約して集団

に組み込めるようになっている状態を保つことである（Surowiecki＝2006：98）。これが

普遍と個別のバランスがとれた状態ということになる。個人の知識をグローバルに、そし
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て集合的に役立つ形で提供できるようにしながらも、その知識が確実に具体的で個別的で

あり続けるようにしなければならない（Surowiecki＝2006：98）。そうした観点から、「間」

の扱いかたという 3 つ目の論点を示したい。 

第三章四節にて、集団には中間意見が出しにくいという性質がある（野中 2014）という

これまでの先行研究を紹介した。「理解できないことも含めて理解する」ためには、決めつ

けや偏りを避ける必要があり、「間」を意識した実践も求められる。では、「間」を意識す

るとはどういうことなのだろうか。フランス現代思想を支える哲学者の一人、Nancy 

Jean-Luc は、ある特異なものと他のものとの間にあるのは、連続性ではなく隣接性であ

り、それも、最も近い極がそこに生じる隔たりを際立たせる限りという条件があると述べ、

こうした隔たりを抱えた分離の中においてのみ、互いに触れ合うことができると指摘した

（Nancy＝2005：32）。この隔たりを「間で（entre）」という言葉で表現し、「間で」は固

有の実質も連続性も持たず、それは一者から他者へと導くのでもなく、おそらく「絆」と

して語ることすら正確ではないと述べた（Nancy＝2005：32）。「間で」の距離を保たない

ものとは、自己の内へと崩壊し、意味を奪われた内在でしかないという（Nancy＝2005：

32）。こうした距離感が、尊重するためには必要ではないかと考えられる。岩田（2007）

は、人間の尊厳やヒューマニズムといった原点を抽象的に確認することではなく、排除や

統合の多様な動態を示す様々な人間同士が、大枠のところで「われわれ」として緩く合意

しあうような、複層的な組織を形成する現実的条件を探っていくことが社会福祉の課題で

はないかと提示した。岩田（2007）の指摘する複層的な組織には、多機関・多職種連携も

含まれる。そして、Nancy（＝2005）がいう「間で」は、緩く合意しあうためにも必要な

距離感ではないかと考えられる。 

また、寛容に関する議論を参照する限り、多様性尊重の道筋は対話の関係へと展開する

こととして理解される。稲沢（2017：143）は、対話を重ねることには手間がかかると述

べている。しかしながら、数土（2001）や稲沢（2017）の指摘にあるように、対話を重ね

たからといって合意に達するとは限らない。すなわち、どれほどの手間をかけても求める

結果が得られず、徒労に終わることもあり得る（稲沢 2017：144）。効率性を重視するの

であれば、対話は無駄の多い作業といえる。しかし、稲沢（2017：144）は、コストを省

き、効率だけを求めるような対応では、もはや援助などとは呼べないほどに質が低下する

と警告する。そもそも人間は、効率的にのみ生きているわけではない（稲沢 2017：144）。

この指摘は、Munro（2007）がいう子どもと効率主義の相性の悪さに関する論述と通じる

ものである。どうすればいいのか見当もつかないで戸惑い、分かっていながらも決められ

ずに迷い、どうすることもできないのに諦められずに苦しみ、といった、理屈に合わない、

効率の悪い、無駄にしか見えないような悩みを抱える人たちが援助を求めている（稲沢

2017：144）。稲沢（2017：144）は、そうした人たちとともにあることが援助であるのだ

としたら、ただ効率性を追求する姿勢は援助という営為にそぐわないと指摘した。そして、

援助の根底には、手間をかけても望ましい結果が得られる保証はどこにもないという現実

と、しかし、手間をかけなければどこまでもその質が低下するという現実との間のジレン

マ（二律背反）が潜んでいると述べた（稲沢 2017：145）。そうであるとしたら、こうし

たジレンマが潜む実践の中で、「調整」担当者を支える認識基盤についても検証する必要が

あるだろう。 

 ネオナチに傾倒する人々は、「免疫を見ろ。人間の身体でさえも非自己を排除するのだか
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ら、我々が異民族労働者を排除するのは免疫の理論に従っている」と主張する（多田 2013：

23）。これに対し、多田（2013：23）は「免疫学的寛容（immune tolerance）」もある

と反論した。免疫作用とは、病原性の微生物のみならず、あらゆる「自己でないもの」か

ら「自己」を区別し、病原体を自分以外のものと認識し、排除する仕組みである（多田 2013：

15）。ゆえにネオナチに代表される排他主義を正当化するメタファーとして用いられるこ

ともあった。しかし、当然反応すべきはずの異物に対して、まるでそれが自己自身である

かのように受け入れ、発熱や炎症といった反応を示さないことがある（多田 2013：18）。

たとえば、肝炎ウィルスが肝臓の細胞内に寄生した場合、ウィルスとの平和共存が成り立

つと慢性肝炎と呼ばれ、比較的無症状に経過することがある（多田 2013：20）。そもそも、

飲食物は外界から体内に混入される「異物」であり、排他的システムだけが作動していて

は、生体維持に必要なエネルギーを摂取することが難しくなる。したがって、受け入れる

ことのできる異物を選別するメカニズムを、生物は備える必要があった。こうした異物を

受け容れるような反応メカニズムを「免疫学的寛容」と呼ぶ。生物の反応性は、完全に一

律に決められているのではなく、かなり曖昧に、条件次第でどちらにでも動くようにセッ

トされている（多田 2013：19）。多田（2013：19）は、こういう曖昧性こそ、生命をしな

やかで強靭なものにしていると指摘した。  

行動にも影響を及ぼす認識は、意味付与を行う過程で排除のメカニズムを作動させる。

それゆえに、たとえ行動原理を掲げたところで、「調整」が多様性を尊重できるとは限らな

い。しかし、免疫学的寛容がそうであるように、生物に備わるという反応性は人間の認識

レベルにおいても観察できるかもしれない。そして、子ども虐待対応における「調整」を

担当する人間にも、対話の中で柔軟に情報を処理できる寛容性がみられはしないか。特別

な役割を担う人の認識には、特有の性質があることを仮定し、子ども虐待対応において現

状の「調整」から読み解いていく。 

 

注）アイヒマン実験とは、ホロコーストの大虐殺が起こった心理的メカニズムに関心を持った Milgram

（＝2008）が行った、権威者に服従する心理を検証するための実験。被験者には「体罰と学習効果の測

定」と説明し、実験者は被験者に対して、隣室にいる生徒役が回答を間違えるたびにより強い電気ショ

ックを与えるように要求した。実際に生徒役には電気ショックは与えられていないのだが、生徒役が苦

痛を訴える声を被験者に聞かせた。与えられる電撃の強さに応じて生徒役が発する苦痛を訴える声を操

作的に変化させ、うめき声がやがて絶叫となるように仕組んだ。被験者は生徒役の声にたじろぐことも

あったが、白衣を着た男性（実験者）から冷静沈着に実験の継続を促された結果、最終的に 65％の参加

者が命の危険があると表示されていた電気ショックを生徒役に与えることになった（Milgram＝2008）。 

 

 

第二節 定性的データを用いた検証方法 

1）定性的研究法を用いる背景 

尾崎（1994：ⅱ）は、臨床に難しさはつきまとうが、われわれはそうした中で臨床を行

うからこそ、多様で新鮮な経験を重ね、専門家としての自分を生かすこともできるとし、

こうした実践経験から「懐の深さ」、「幅の広さ」が生まれると論じた。そこで、定性的デ

ータを用いた検証では、「調整」担当者の「懐の深さ」や「幅の広さ」について寛容性とい

う観点から分析し、現時点においてどのような形で表れているのかについて分析したい。
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現状の資格取得状況を見る限り、子ども虐待対応における調整機関に配置された「調整」

担当者の専門的基盤には違いがみられる。また、自ら福祉職や相談員として働くことを希

望して調整機関に勤めた者もいれば、一般行政職で入った職員が社会福祉士などの資格を

取得することで児童福祉主管課などに配属になったりすることもあると聞く。ただ、子ど

も虐待対応という複雑な現象に対応し、さまざまな機関や職種とコミュニケーションをは

かるという、「調整」担当者が置かれたセッティングは、皆に共通している。なぜなら、児

童福祉法がそうした基盤を要対協というシステムの中に組み込んだからである。このよう

な状況に置かれた「調整」担当者は、制度が用意した「状況」に適応しなければならない

はずである。そのため、たとえ資格基盤などが異なっていたとしても、実践内容には何ら

かの共通性を見出すことができるのではないかと仮定した。 

この状況との対話の結果行われた「調整」を、担当者の認識過程を中心として定性的デ

ータを用いて読み解く作業を行う。認識を中心に読み解く背景には、認識過程そのものが

排除のメカニズムを含むため、場合によっては「調整」担当者自身が多様性を排除するこ

とにもなりかねないためである。つまり、多様性を扱う「調整」には、認識能力の点にお

いて相応の特別さが要求される。20 世紀を通じて多くの科学者たちは、意識や思考のよう

に主観的な本質を有する事象は本来的に信頼できず、従って科学的な研究になじまないモ

ノとして扱い（Zahavi＝2009）、例えば行動主義者たちが論理実証主義から操作主義（概

念の意味は観察する操作によってのみ得られるとする考え方）を取り入れたように（藤永

ら 2005）、主観的な用語を排除する形で科学化を目指してきた。しかし、Schön（＝2001：

74）は、科学哲学者の間では、実証主義者と呼ばれたいと思う者は、もはや誰もいないと

主張する。現在では多くの科学者たちは、認識の説明について、現代科学ではまだ解明さ

れていない数少ない主要な問題の一つであると見なすようになり、単に意図的な行動を機

能的に分析するだけでは十分ではないと考えるようになった（Zahavi＝2009）。 

定性的研究を採用する理由は、言語情報が有する「意味」を再構築することで、語りや

体験内容についてあらためて見直し、研究対象となった人々が体験している意味の世界を

追体験し、共感的に理解するようになる（佐藤 2008：22）という定性的データの特徴を

活用するためである。「調整」の省察的実践を理解する上で、定性的データが有する豊かさ

は活用できるものと考えた。一方、量的データと違って質的データの場合には標準的な分

析法が確立されているとは言い難いが、佐藤（2008：23）は、これはある意味、当然であ

ると述べている。文化の翻訳としての性格が強い質的研究の手順を完全にマニュアル化す

ることは極めて困難であり、質的データに含まれる豊かな意味内容をその豊かさをできる

だけ損なわないようにしながら解釈していく作業を伴う（佐藤 2008：23）。 

 

2）調査方法と分析方法 

定性的研究を行う上で必要となるインタビュー調査を施行するにあたり、東京都内で調

整機関を担当する市町村の子ども家庭支援センター（および相当部署）の相談担当者 13

名に協力を依頼した。調査対象地域である東京都の特徴については、第五章にて示した通

りである。ある程度の「調整」経験を有する相談職からインタビューを取りたかったため、

条件として、日常的に他職種・機関と連携しており、5 年以上の対人援助職経験を有する

方にのみ依頼した。調査対象者の選定にあたっては、東京都福祉保健局の子ども家庭支援

センター管轄担当者に相談し、都内すべての子ども家庭支援センター（および相当部署）
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にメールで依頼し、調査協力を申し出て下さった該当者に依頼した。加えて、スノーボー

ル式に協力者を募った。 

インタビュー調査では、およそ 1 時間～1 時間半程度の半構造化面接を行った。調査対

象者（「調整」担当者）が経験した「共通認識を形成できた」ケースについて語っていただ

いた。これは、「調整」の寛容的な側面を検証するにあたり、差異がある中で共通性を見出

す実践が行われていたと考えられるケースを題材とするためである。クライエント、他機

関や他職種との関わりにおける自身の認識プロセスについて、内省を促すよう配慮した質

問を行った。なお、事前に説明したうえで、インタビュー内容は IC レコーダーにて録音

した。調査実施期間は、2016 年 1 月から同年 6 月までである。 

得られたインタビュー内容は文字テキストに変換し、文書化した。この文書化された定

性的データの分析には、定性的コーディング法の一つである、事例‐コード・マトリック

ス法を採用した。定性的コーディングでは、収集された文字テキストデータの内、ある特

定の意味を持つと考えられる文字テキストデータの一部（以下、セグメント）に「コード

（小見出し）」をつけていく。定性的コーディングは、文字資料に含まれる情報量を圧縮す

ることにより操作しやすい形式に加工していくという点では、データの縮約手続きとして

の一面を持つ（佐藤 2008：40）。 

これに加え、事例‐コード・マトリックス法の場合、個々の事例が行（横軸）、コード

が列（縦軸）として構造化された表（マトリックス）を作成し、事例とコードが交錯する

セルには該当するセグメントが配置される。佐藤（2008：71-72）は、定性的研究の場合

には個別の事例にとらわれることで全体的な傾向や一般的パターンが見落とされること

（「木を見て森を見ず」）や、逆に、詳細な事例の分析を経ることなく性急に一般的なパタ

ーンについて論じる（「森を見て木を見ず」）といった、落とし穴があると指摘する。事例

‐コード・マトリックス法は、質的データに本来含まれている豊かな情報やニュアンスを

できるだけ損なわずに、かつ、事例の具体性や個別性を見失うことなく、その個別性を超

えて見いだされる全体的なパターンを明らかにするうえで有効な手法と考えられ（佐藤

2008：72）、そのために本研究では分析手法として採用することとした。  

事例‐コード・マトリックスを作成するにあたっては、複数のコード同士の関係やコー

ドと文書セグメントの間の関係などについて比較検討をするのだが、こうしたプロセスを

通して概念モデルを構築することを、継続的比較法という（佐藤 2008：112）。佐藤（2008：

112-113）は、継続的比較法の作業手順を次のように説明する。  

・共通のテーマを含むと思われる複数のデータを相互に比較しながら、それらのデータ

にふさわしいコードのラベル（名前）を考える。  

・データの内容とそれに対応するコードがあらわす概念的カテゴリーとを比較する。  

・複数のコード同士を比較する。 

佐藤（2008：112-113）は、こうした継続的比較法の手続きは、データの中から理論を

立ち上げていく際に必要な手続きと指摘していた。本研究でもこの考え方に基づき、分析

を行った。 

子ども虐待対応における「調整」におけるソーシャルワークの必要性を明らかにする観

点から、結果の解釈にあたってはソーシャルワーク理論や集合知に関する理論などとも照

らし合わせながら分析した。なお、分析には、定性的コーディングのための分析補助に使

用される QDA ソフトの一つである Nvivo11 Pro for Windows を使用した。 
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3）倫理的配慮 

インタビュー開始前には、研究目的や研究内容、個人情報の取り扱いについて文書を用

いながら口頭で説明し、同意書への署名を依頼、インタビュー協力者の自由意思に基づく

研究参加が行われるよう努めた。また、同意書への署名後であっても同意撤回の機会を用

意し、ただし、研究成果の報告後についてはこの限りではないことについても説明した。  

個人情報の取り扱いについてはデータにはケース番号のみを付与し、施錠可能な保管庫

にて、氏名リストは別管理とした。テキスト化に際し、固有名詞はランダムに付与したア

ルファベットや数字の表記に変換し、個人の特定が可能な情報が公になることのないよう、

細心の注意を払った。また、本研究は立教大学コミュニティ福祉学部・研究科倫理委員

会の審査・承認を経たうえで、施行した。  

 

第三節 事例の展開過程との関連から見る「調整」  

1）調査対象者の属性 

 インタビュー調査に協力して頂いた調査対象者の属性について表 27 に示す。調査対象

者 13 名中、社会福祉士は 6 名、保育士 5 名、児童指導員 1 名、社会福祉主事 1 名、であ

った。社会福祉士又は精神保健福祉士の配置が推奨されてはいるものの、他の関連資格で

代替されている現状を反映した構成となっている。 

 対人援助領域での勤続年数は（児童福祉以外も含めた対人援助にかかわった勤続年数）

は、調査実施時を起点として、11 年～43 年であった。子ども家庭支援センターでの勤続

年数は、3 年～14 年となっていた。 

本調査で対象者が想定した事例の概要について、表 28 に示す。No.4、No.6、No.9、No.13

はひとり親世帯（母親のみ）である。また、No.5 もひとり親世帯だが、母親が失踪したた

め父方祖母と父親が主たる養育者となっていた。No.12 は両親不在のため、母方曾祖母が

主たる養育者であった。 

 親自身が精神疾患あるいはそれに準ずる状態が疑われた事例は、No.1、No.2、No.3、

N0.4、N0.6、No.8、N0.10、No.11、の 8 ケースであった。子ども自身に何らかの障害が

疑われた事例は、No.5、No.9、No.10、の 3 ケースであった。No.10 については、親と子

どもそれぞれに何らかの障害があり、かつ、外国籍の世帯であった。以上は、いわゆる、

リスク因子を抱えた家族に該当する。一方、No.7 のように、表層的には家族の脆弱性が評

価しにくいケースも含まれていた。「調整」担当者（調査対象者）自身が当該ケースに関わ

るきっかけについては、前任者からの引継ぎ、他機関・他職種からの要請、クライエント

本人（親）からの相談、などであった（表 28）。 
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表 27 調査対象者の属性 

No. 回答者の資格 年齢層 
対人援助領域で

の勤続年数 

子ども家庭支援セ

ンターの勤続年数  
最終学歴 

1 社会福祉士  30 代  14 年  14 年  大学  

2 児童指導員  40 代  22 年  10 年  大学  

3 保育士  40 代  28 年  10 年  専門学校  

4 社会福祉士  30 代  12 年  5 年  大学院  

5 
社会福祉士、保育士、幼

稚園教諭、認定心理士  
40 代  15 年  4 年  大学  

6 保育士  30 代  16 年  3 年  大学  

7 保育士  60 代  43 年  12 年  短大  

8 保育士  40 代  11 年  9 年  大学  

9 社会福祉士  40 代  18 年  12 年  大学  

10 
社会福祉士  

教員免許  
50 代  15 年  9 年  大学  

11 保育士  40 代  18 年  5 年  専門学校  

12 
社会福祉士  

介護支援専門員  
50 代  29 年  3 年  大学  

13 社会福祉主事  40 代  24 年  9 年  大学  
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表 28 事例概要 

No. 家族背景 概要 介入のきっかけ  

1 
両親、子どもの 3 人家族。

父親は糖尿病、母親は精神

疾患を患っていた。  

育児への負担感が母の許容量を超えており、家族単独

での養育が難しかったため、乳児院や保育園などを利

用しつつ、子育てを行っていた。  

児童相談所からの

協力依頼  

2 

両親、子どもの 3 人家族。

母親には精神的な不安定さ

がみられた。父親は仕事が

忙しく、家庭内で不在のこ

とが多かった。  

母親自身の自傷行為、子どもへの加害行為が疑われ、

母親自身も混乱していたため、精神科を受診。母親が

入院することとなったため、子どもは乳児院へ措置と

なった。  

母親から相談を受

けた保健師からの

介入依頼  

3 
両親、子どもの 3 人家族。

父親は抑うつ傾向、母親は

アルコール依存症疑い。  

アルコールの問題を抱えた母親が幼稚園の行事催行の

協力や人間関係に疲れてしまい、不適切な養育に移行

する恐れがあることを理由に保育園に転園し、子育て

支援を受けた。  

母親からの相談  

4 

母親と子ども 2 人の 3 人家

族。母親は外国籍、日本滞

在中に精神疾患を発症、措

置入院歴あり。  

母親の措置入院時に子ども達を保護。家庭復帰後もラ

イフラインが止められる、食事の準備ができない、な

ど、養育の不適切さへの懸念があった。  

児童相談所からの

協力依頼  

5 

父方祖母、父親、子ども 2

人の 4 人家族。母親は失踪

（祖母の話ではネグレクト

状態だった）。  

祖母のきょうだい間の差別（第一子の優遇）、第二子の

解離症状などがみられたため、不適切な養育を疑い、

子育て支援が行われた。  

前任者からの引継

ぎ  

6 
母親と子どもの 2 人家族。

母親は精神疾患を患ってい

た。子どもは不登校状態。  

子どもは不登校状態。連日、包丁を持ち出すなど母子

間での衝突が続き、食事の支度もままならない状況や、

子どもの衣服の不衛生、などがあった。  

前任者からの引継

ぎ  

7 
両親と子ども 2 人の 4 人家

族。  

母親が子ども達に対して手をあげる。子どもたちが、

お腹がすいて冷蔵庫のものを親に言わずに食べたり、

筆箱の中身がきれいに整えられていなかったりすると

暴力を振るわれていることが疑われた。  

学校からの通告  

8 
両親と子ども 2 人の 4 人家

族。母親は抑うつ傾向やア

ルコール依存傾向あり。  

父親から母親に対する暴力あり。第一子には発達の偏

り（落ち着きのなさ、等）がみられた。母親は飲酒す

ると暴れてしまい、警察を呼んだりしていた。子ども

は学校で落ち着きが無く、学校の教員が対応に苦慮し

ていた。  

母親からの相談  

9 
母親と子ども 3 人の 4 人家

族。第 3 子には顕著な発達

不良あり。  

第 3 子が健診未受診、居所不明にて介入。第 3 子に発

育不良があることで、周囲からの指摘を恐れた母親は、

家庭外に連れ出さずにいた。第 3 子の発育不良につい

ては、器質的疾患に加えて環境要因も疑われた。  

健診未受診ケース

としてアウトリー

チ  

10 

両親と子ども 2 人の 4 人家

族。両親共に外国籍。また

両親ともに精神疾患の既往

有り。第一子は自閉症。  

第一子が自閉症で、学校の備品などをとってしまうな

どの行動に対して親が対応できない。父親の女性問題

などから母親が精神的に不安定になる。生活リズムの

崩れや食事準備が難しいなどの状況があった。  

学校から福祉事務

所へ連絡、福祉事

務所からの介入依

頼  

11 

両親と子ども 4 人の 6 人家

族。父親は家庭内のいざこ

ざに積極的に介入しない。

母親には精神的な不安定さ

あり（後に精神科を受診）。 

第 3 子の家庭内暴力が顕著（第 1 子・2 子にも家庭内

暴力の既往有）。母親は相談機関ショッピングを繰り返

していた。両親は包丁を持ち出すようなけんかをし、

子どもにも包丁を向けることもあった。  

転入により他地域

からの情報提供お

よび介入依頼  

12 
90歳代の母方曾祖母と子ど

もの 2 人家族。母親とは死

別、父親は行方不明。  

曾祖母は要介護度 2、軽度の認知症が疑われ、金銭管

理などに不安があった。子どもは自分からの意思を発

露することが少ない。曾祖母との関係は良好だが、在

宅生活の限界が懸念されていた。  

前任者からの引継

ぎ  

13 母親と子どもの 2 人家族。  

経済的には支障はないものの、母親は仕事が忙しく、

子どもの清潔保持ができない、教育上必要な物品を準

備できない、夜間子ども一人で留守番をする、料金の

支払い忘れによりライフラインが止まる、などの状態

があった。  

前任者からの引継

ぎ  
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2）「調整」担当者による≪問題状況の構築≫  

 定性的コーディングを行い、29 のコードを生成した（表 29）。セグメントから直接生成

したコードを、便宜上、下位コードと呼ぶ。下位コードを用いて、継続的比較法により「調

整」の文脈を再構築した。この文脈性をもった下位コードの集合を、下位コードとの違い

を明確にするために便宜以上、上位カテゴリーと呼称する。なお、上位カテゴリーと下位

コードの違いを明確にするために、下位コードを＜＞、下位コードを統合して生成した上

位カテゴリーを≪≫と表記する。 

連携相手と「調整」担当者の関わりの前提には、「調整」担当者が連携しなければなら

ない理由の構築、≪問題状況の構築≫が必要になる。Schӧn（＝2001）のいう省察的実践

では、問題状況は「現前」ではなく、実践家の認識によって構築されるという考え方を採

用する。まずは、生成されたコード、＜不適切な養育としての認識＞、＜クライエントの

脆弱性＞、＜クライエントの強み＞、＜クライエントの利益の推察＞、の文脈を再構築す

ることで≪問題状況の構築≫という上位カテゴリーを説明する（図 19 および表 30）。 例

えば、No.1 では、「主訴が養育困難なケースで、お父さんが糖尿病で、お母さんが統合失

調症で、お子さんが 10 カ月のときに、ちょっと養育をお手上げという形になっちゃって」

と＜不適切な養育としての認識＞が形成されていた。その上で、＜クライエントの脆弱性

＞について、「月曜日はご主人が透析なので、日中いない。上の子も含めて、自分が見ない

といけない。ちょっと近い人で実質見て、手伝ってくれる親族もいない」、「このお母さん

は、言葉がけも下手だし、家事も苦手で料理も作れないし、それについてご主人が荒れち

ゃうし」と理解しつつも、「結構、ここのケースのお宅が、ご主人は透析を受けている、ち

ょっと、こう、身体的な体のほうが不自由だけど比較的子育ては器用というか、言葉がけ

が器用だとか、話すのが上手だとか」、「だから、この人たちはこの人たちで頑張って生き

ているけども、生きづらくて、こういう状況になっている」といったようにと＜クライエ

ントの強み＞を認識し、クライエントの生き様が肯定されていた。 

 当然のことではあるが、援助する理由が認識されなければ、援助職がクライエントへの

援助を行うことはない。そのため、子ども虐待対応では＜不適切な養育としての認識＞が

なされることが援助開始のきっかけとなる。その上で、＜クライエントの脆弱性＞に限ら

ず、対極的な＜クライエントの強み＞も認識されていた。クライエントに対する認識が偏

らないよう、両義的な見方が採用されていることが分かる。＜不適切な養育としての認識

＞、＜クライエントの脆弱性＞、＜クライエントの強み＞、＜クライエントの利益の推察

＞は、「調整」担当者の私志向性があるがゆえに形成された、クライエントに対する認識の

諸相である。本データからは、問題の構築には、問題を問題としても認識する（＜不適切

な養育としての認識＞）だけではなく、その問題の背景にある＜クライエントの強み＞と

＜クライエントの脆弱性＞が捉えられていることが伺えた。そして、＜クライエントの利

益の推察＞を行い、その利益の実現に向けて「調整」は行われていく。 
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表 29 生成された上位カテゴリーと下位コードの一覧 

上位カテゴリー 下位コード 

≪問題状況の構築≫ 
＜不適切な養育としての認識＞、＜クライエントの脆弱性＞、 

＜クライエントの強み＞、＜クライエントの利益の推察＞ 

≪差異の包摂≫ 

＜差異の認識＞、＜私自身の見立て＞、＜連携相手への懐疑＞、 

＜連携相手の肯定＞、＜違うのが当たり前＞、＜謙虚さ＞、 

＜連携相手の代え難さ＞、＜連携相手の領域を侵さない＞ 

≪共通性を見出す≫ 
＜「間」をみる＞、＜根拠の蓄積＞、＜大きなシステムの一つ＞、 

＜変化に合わせる＞、＜先を見据える＞、＜共通性＞ 

認識基盤 
＜不確実性＞、＜我々志向性＞、＜希望を持つ＞ 

行為レベルの 

実践内容 

＜明確にする＞、＜明確化を避ける＞、＜やり取りを重ねる＞、 

＜私とクライエントの接触＞、＜カンファレンス＞、 

＜私自身も負担する＞、＜連携相手へのお願い＞、 

＜新たなサービスの導入＞ 
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表 30 ≪問題状況の構築≫の事例‐コード・マトリックス  

NO. 不適切な養育としての認識   クライエントの脆弱性  

1 

主訴が養育困難なケースで、お父さんが糖尿病で、お母さんが統合失調症

で、お子さんが 10 カ月のときに、ちょっと養育をお手上げという形になっちゃっ

て。お子さんの泣き声もお母さんが、対応ができなくて、市役所の方にそのと

きに相談が入って、即日一時保護、乳児院でしょう。で、・・・お子さんが１

歳半のときに、地域に帰ってくるんですけど  

月曜日はご主人が透析なので、日中いない。上の子も含めて、自分が見ないと

いけない。ちょっと近い人で実質見て、手伝ってくれる親族もいない。  

このお母さんは、言葉がけも下手だし、家事も苦手で料理も作れないし、それにつ

いてご主人が荒れちゃうし、 

2 

「虐待しちゃうんじゃないかって自分自身でも思ってるよ」って。「だからちょっと

相談がしたいんだ」っていうふうに、保健師さんの方に電話があったんです。  

やっぱりお母さんがかなり症状が重く出てしまった、…腕に自傷痕がたくさん出

てしまって、深刻味が増したっていうところでは、みんなの緊張感は一気に高

まりましたよね。 

お母さんが何と言ったかと言うと、「うん、確かに自分がやってることは虐待なんで

す」って素直に認めたんですよ。「でも、この子は絶対手放しません」って言った  

…子どもを手放したくないっていう思いが強くなって、感極まって涙したんですが、そ

のときにですね、手放したくないんだっていうことを表現するのに、ちっちゃい子が地

団駄を踏むような感じで。大の大人が地団駄を踏んだんですね。  

3 

そしたら、そうするとやっぱり彼女は、お酒、飲んじゃいけない、飲んじゃいけな

いと思うんだけど、やっぱり飲んじゃうんですよね。  

 

要するに子どもが歩けなくなったっていう事実は。やっぱり背景がやっぱり見え

てきますよね、当然。3 歳の子どもが歩けない。しかも身体的なものは、病院

にまで行ってすべての検査をしても何もないっていったら、もう原因は一つにな

りますよね。 

「私は母親になってもいいんでしょうか」って言った方なんですね。うん。ていう方だっ

たんですよ。  

結局アルコール飲んじゃうので、軽く酔ってる、もしくはニオイがする状態でお迎えに

行ってしまうんですよね。・・・彼女が言ってたのは、お酒が入ると、自分の言葉で話

すことができる。だから、それぐらい人と接するのがとても緊張する人なんですね。  

4 

…子どもにフライパンと、何か鍋、フライ返しだ。何か、誰かが襲ってくるからっ

つって、持たせて、一緒に神社行かせて、お母さんが社務所の中のやかん、も

うぐらぐらに煮えたやつを自分にかけようとして、それで措置入院の、子どもが

一時保護。  

 

それこそそこまで金銭管理ができない。水が止まるおうちにいるっていうのは、や

っぱりネグレクトですよねって。 

生保の情報からも、ライフラインが止められる家なんですよ、取りあえず。  

 

本当に△△語しかしゃべれないので、たまに英語の単語加えながら…全然こう、

何だろう。日本の文化の入ってる方じゃないから。  

 

ご飯が作れないんですよね。食事が作れない。  

5 

お母さんが失踪されて、お父さんが見れなくて、おばあちゃんが見てるっ

ていう状況だったんです。…でも、結局は、今は、おばあちゃんの養育が

非常に問題視されてる。  

どうも兄弟で差別的な扱いがあるっていうことと、親御さんが下の子に

対して、かなり心理的に圧迫してるんじゃないかっていうことが上がって

きたので。 

だから、二人とも幼少期のネグレクト体験っていうのは、かなり言葉が出るの

が遅いとか、学習の積み重ねがちょっとできない、体験の積み重ねができな

いっていうところでは、二人とも課題を抱えていますね。  

6 

まあ。母子で生活はしてるんですけど。まあ。お母さんの方が、まあ、精神疾

患があられて。なかなか子育て自体は、もう生まれたときからちょっと心配な状

況があって。 

 

やっぱり母子の衝突が激しくって。うん。なったときに、お母さんが包丁を出して

しまったっていうことで。 

お子さんの養育ができない状況があって、たぶん、かかわり始めてるんですよ。それ

で、お母さんの方もその後、別の相談をしていたので。  

 保育園に通わせるのもなかなかできなかったりとか。  

 

（母親は）他罰的なところでの話をずーっとし続けるので、もう、こちらの話は入って

かないっいう。  

7 
食べ物で、お母さんは冷蔵庫、例えば冷蔵庫に、帰ってきて夕飯のために何

かを作っておくとか。子どもっておなかすいちゃうから、学校から帰ってきて、冷

蔵庫開けてあったら食べちゃいますよね。そんなことぐらいで、すごい暴力なんで

すよ。 

でも、親御さんも困ってるんですよ、実際に。困って、やっぱり手が出たりとかしちゃう

ので、そこは一緒に考えましょうよって。 

 

やっぱり子どもさんは、必ずしもね。自分の目線では言えるんだけども、事実を伝え

られるかっていうと、小さいときはやっぱり事実を伝えられないので。  

8 

小学校の方からお子さん（第一子）が非常に、学校で落ちつかなくて、大変

困っていると。親御さんにそのことを伝えると、もう親御さんもパニックになってし

まって、親御さんに言うこともできないというような。  

 

結局ですね、このご家庭、お父さまは DV があり、お母さまはアルコールの問題

を抱えてるという状態なものですから。  

たびたびアルコールを飲酒しすぎて、あるいはもしかしたらお薬と併用してしまってだっ

たのかもしれませんけれども、大きな夫婦げんかであったり、お母さま自身が暴れて

しまったりというようなことがたびたびありまして、・・・ 

 

ただやっぱりお父さん、お母さんも上の子に対しては拒否感もありますけれど、正

直、もう限界でもあったんです。  

9 

だから、本当に、姿が見えない子というところで。まさに「これは、本当に

居所不明だね」っていうところで、当時、職場の中でもざわめきが起った

のを覚えています。  

 

この子は、もう、この世にはいないんじゃないかと思ってた。  

本当に、そうなんです。  

（第 3子は）小さいし、何と言うんでしょうね。がりがり。がりがりで、抱っこする

と硬い背骨とか、ここのお尻の骨が私の膝に当たるような。髪の毛もほとん

どなくて、目だけがぎょろぎょろしていて、言葉も全然出ない。状況は指さし

で、「あーあー、うーうー」みたいな感じ。ただ、衰弱しているっていうのとはま

た違っていて。  

10 

で、お母さんも夜になると、インターネットをしまくって。で、もう結局お母さんが

そうやっているから子どもも起きている。…その食事っていうのも、子どもが食べ

るものしかあげないので、やはり自閉のお子さんなので、白いご飯と肉しか食べ

ないんですよ。それか、白いご飯と納豆。  

 

（子どもは）もちろん特別支援学校で、自閉症で愛の手帳をもっていました。の

で、言葉もないし。  

お母さんはうつとはいいながらも、どちらかというと躁鬱のような……。だけれど、お母

さんが、お金で追い詰められてたんだと思うんですよね。で、自分の自由にならない

といったところで、自分がお金を稼がなきゃっていうところにズッと頭がいき、もう子ども

には目がいっていなかった。 

11 

（第 3 子が）やっぱり夜中とか、また家族だけになると、やっぱりお母さんに、何

か納得いかないとただただほんとに暴れて。…本当にお互いに痣ができるよう

な激しいけんか。  

 

お母さんもちょっと精神状態が不安定かなと私も思っていた、その包丁出した

りとか、自分が止められなかったりといった部分では心配していた  

・・・相談機関ショッピングをしているようなお母様だったので…  

 

家計の不安定さがあるってことが分かったりとか。  

 

ぐっちゃぐちゃで、物にあふれ返って。ほんとに足の踏み場がない状態で。  

12 

小学生の男のお子さんで、曾お祖母ちゃんと 2 人で生活している。 

曾お祖母ちゃんはもう 90 歳の方なので、ちょっとやっぱり認知的な面とかも問

題が出始めていたので、そういう意味では養育困難に陥っている状況でした

ね。 

 

テーマがもう金銭的な問題と。  

おばあちゃんがどうかなった時のことでしかないので。  

曾お祖母ちゃんも 90 過ぎてきて、家庭内、自宅内では自立しています。…とりわ

け都営住宅の 2 階にお住まいなので、エレベーターがないので 2 階でも下りていくの

は、上り下りは無理だというような状態でした。そういう身体的な面もあるんですけ

ど、（曾）お祖母ちゃんはやっぱり年相応か、それ以上に認知の問題も、認知能

力も低下してきているので、ずっと要介護 2 ぐらいのレベルでは介護保険の認定上

は来ているんですけども。  

13 

…ネグレクトの家庭です。低学年のときから、衛生面が行き届いていないと

か、体が夏場は臭うとか、学校の体操服、体操靴、運動靴もちゃんと用意

しないとか、給食費の支払いが遅れるとか。  

 

（子どもから）「ああ。時々あったよ、これまでも」みたいな感じで、「電気も止ま

っちゃうことあったけど、でも、お母さんに電話すれば、大体しばらくすれば復旧

してたから」みたいな感じの発言。 

お母さんも、全く拒否があるわけではなくて、何か自分が責められてると思うと出て

こなくなっちゃったり、電話にも一切出ないとかいう人ではあるんですけど、  
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NO. クライエントの強み  クライエントの利益の推察  

1 

だから、この人たちはこの人たちで頑張って生きているけども、生きづらくて、こ

ういう状況になっている  

 

結構、ここのケースのお宅が、ご主人は透析を受けている、ちょっと、こう、身

体的な体のほうが不自由だけど比較的子育ては器用というか、言葉がけが

器用だとか、話すのが上手だとか。  

やっぱり私たちができることは再入所をできる限り防ぐというのが役割だと思うし、も

し、また、負担感を抱えたとしても、できるだけ軽い段階でこちらがやっぱりキャッチす

べきだと思うので、そういう関係を、保護者、特にお母さんと構築していくというところ

がありますし、…  

2 

その家庭訪問のアポイント取るにあたっては、全然お母さんは抵抗がなくて、

今回のケースの場合は抵抗がなくてですね、割と。  

 

確かにこちらが全部変だっていうふうに言ってしまうと、そこで相談が切れちゃう

可能性もあるんだけど、「お母さんとしては変と感じるんだよね」と。  

お互いにやっぱり子どもから見てどうなのかっていうのは気にしながら見てるんですけ

ど、 

 

ワーカーの方はそういうお母さんはあるとして、じゃあお母さんが何かやっちゃうときの

危険を考えると、子どもだけのことを考えて、何とかサービスを入れようっていうふうに

見てるんですよね。  

3 

やっぱりお母さんが、その彼女が、お母さんっていう役割であるとか、彼女自身

の人っていう部分から、入っていきましたよね。やっぱりね。 

 

で、やっぱりお母さんもすごくね、いい人なんですね。謙虚だし、人に対する感

謝の言葉等もちゃんと言えるし。 

気をつけたことは、まあ、お母さんに不利益にはならないようにっていうこと  

4 
でも、お母さんは、子どもに対する思いはやっぱりあるっていうことが分かれば、

何とか、じゃあ、地域が入っていって、お母さんたちの課題をフォローしていきま

しょうっていう話にはなるなと。 

やっぱりケースにそれが響くっていうことが私たちとしては一番やってほしくないことなの

で、やっぱりそこは言わないと。  

5 

世帯の代弁っていったら変なんですけど。やっぱり当事者を入れてやる

カンファって割と少ないじゃないですか。そうすると、どうしてもできてない

ところの情報が集まりやすいので。そこを「でも、こういうときにはできて

る」とか「私が見てる分には、もう少しこういうふうに言えばやってくれたと

きもある」とか、そんな話をしていく…  

それで、みんなが分断することで、結局、子どもの支援につながるかっていっ

たら、ちょっとそれは難しかったし。  

6 

で、お母さんも困ると必ず相談はする方なので、ここまできてその話をしたんで

すよね。っていう 

 

結局、その後、結構長い期間入院したんですけど。でも、やっぱ入院してみ

ると、本人は特にそんなに問題があるわけではないので、分離のための入院っ

ていう感じだったんですけど。  

その後のこともやっぱり考えちゃって、今、病院だけど、この後、じゃあ、そのまま関係

切れて退院、区長同意にはなってるけれども、まあ、退院になっちゃうことがいいの

かなっていうことは、やっぱり児相から言われると私も悩むところはありました。  

 

分離できたこと自体は、やっぱり大きな成果だったなって。 

7 

本当に立派なご家庭なんですよ。本当に立派なご家庭でね。お二人とも社

会的にバリバリ活動してる立派なご家庭なんです。  

 

本当にこう、親御さんも本当に忙しい人なんだって。忙しくて、なかなかゆとり

を持って子どもさんに接したりすることができなくて、なかなか大変なんだってこと

をね。 

あとやっぱり本当に親御さんを守ってあげないと、親御さん、子どもを守るってことは

親御さんを守ることだと思うんですね。  

 

必ずしも子どもを家庭から除くことは、この子にとって幸せとは限らない。  

8 

（第一子は）知的に低いということではなくて、こだわりとかそういったものが強い

お子さまですので、そこのこだわりとかを十分満たしてあげられれば、学校生活

送れるお子さまだったので。  

 

お父さん、もちろん DV もあるんですけれども、一つのキーパーソンでもあったとい

うか、…  

確かに、もし他にいい場所があれば変えるって手もあったかなとは思うんですけど。  

9 そこでお母さまから出たのは、「本当に、私、つらい」って。…「お母さま

のせいじゃないから、今度、病院にかかってみましょう」と。  

いかにお母さんがアクセスできるところを増やして、そのアクセス場所が、い

かにお母さんとのパイプを強くしていくかっていうところに、おそらくこのケース

の家庭復帰の成否がかかっていると思っていたので。  

10 
お母さんの様子っていうのも、うつっぽいけれど、どうにかやれてるっていうところ

で、お父さんも一緒に住んでるっていうようなところで。小学校も幼稚園もちゃ

んと送り出していて、登校は確保されているし、子どもたちはやせ細っているわ

けでもないし。  

子ども守らなきゃいけないからということで、（児童相談所へ）送致。  

11 

ちょうどニーズが合っていたのか、やっぱ子どもを何とかしたいというのとか、家が

ぐちゃぐちゃは恥ずかしいんですけどって言いながら、でもそれは仕方ないです

よ、と。最初はほんとに寄り添い型でお母様の今の苦労を思うと、やっぱり一

緒にこう、客観的に評価してお話ししていくと、やっぱりお母さんは普通に物

理的に見ても、時間足らないですねっていう話から、それは仕方ないから、じ

ゃ、どういうふうにしていこうかを考えていきましょうねって言っていったところが最

初でしたかね。 

じゃ、やっぱりどうしても止められないとき、お互いどっちかが大けがしたりね、どっちも

加害者や被害者になったら困る 

 

…やっぱりどちらかが大けがとかしてね、思い余ってみたいなのだと困るというのでは、

どうしようかなというのをすごく相談、言っていたので。  

12 
学習面では落ちこぼれちゃってるほどではなく何とかついていけていて。その環

境の中でやっているにしてはすごく頑張ってるんだなとは思うんですけども。  

（子どもは）だんだん思春期に入ってきていて。本当だったら勉強も少し見て、家庭

で見てあげなくちゃいけない。  

 

さっきもちょっと触れたように、施設に入ると、N 地域内とか、周りの市は割とお子さ

んの土地勘があるし。（曾）お祖母ちゃんとか、友達にもすぐ会いに行けるようなとこ

ろの施設へ入れるかどうかも分からないということと。  

13 
子どももね、やっぱり親のことはすごく認めていて、親の悪口は一切言わずに、

お母さん頑張ってるからということで。  

 

やっぱり、（学校は）彼（子ども）の日中の大半を過ごす居場所でもあるし。最終

的にこちらとの関係が何か学校と対立するとか。対立にはならないかもしれないで

すけど。うまくいかないことによって。本当に目標というか、目的としては、彼がもっと

安心して学校でもどこでも過ごせるようになることかなと思ったので。こちらが何かぎく

しゃくするのは彼にとって最終的にどういう影響を与えるのかなというのは頭の中に

働きましたね。 
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図 18 「調整」担当者による≪問題状況の構築≫ 

 

 

3）「調整」担当者の認識基盤 

 「調整」の認識過程を分析する前に、その前提となる認識基盤について確認しておきた

い。関連する下位コードとして、＜不確実性＞、＜我々志向性＞、＜希望を持つ＞が生成

された（表 31）。 

Thompson（＝2004：28）の指摘に従えば、ソーシャルワークと不確実性は切り離せな

い問題である。そして、「調整」担当者もまた、＜不確実性＞を認識しながら実践にあたっ

ていることを、分析結果は示唆していた。例えば、「もしかしたら違うかもしれないってい

うのはやっぱり考えますよね。…やっぱりそういう揺れてる部分っていうのは確実なこと

が言えないと」（No.2）、「分離しても、すごいいいかっていうと、何ともそこは言えない

んで」（No.5）、などといった発言から、＜不確実性＞が認識されていると読み取ることが

できる。子ども虐待対応における「調整」に含まれる＜不確実性＞のマネジメントという

性格は、＜不確実性＞の存在を前提としておく必要がある。  

＜不確実性＞が存在する中、連携する人々とクライエントをつなぐのが＜我々志向性＞

である。それぞれのケースにおいて「調整」担当者は、「だけど、やっぱり、真ん中に子ど

もを置くっていうことに関して、こういうブレがない状況がつくれたなっていうか」

（No.5）、「専門職同士というところの良さは、特に子どもに関する専門職同士の良さは、

最終的には子どもの安全をどう確保するかっていうところなんですよね。アプローチの仕

方とか方法論は違っても、目的とするところはそんなに違わないので」（No.9）とあるよ

うに、連携する援助職の間に差異が存在することは前提としつつ、大枠のところにおける

＜我々志向性＞が認識されていた点が特徴として挙げられる。 

志向性は向性あるいは関与性という特質を持ち、それゆえに人々をつなぐ機能を有する。

言い換えるならば、志向性が拘束をかけることによって、援助職は多機関・多職種連携に

＜不適切な養育としての認識＞  

＜クライエントの脆弱性＞  ＜クライエントの強み＞  

＜クライエントの利益の推察＞  

私
志
向
性 「調整」 
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留まっている。この拘束の特徴は、「離れようと思えば、離れることができる」にも関わら

ず、「つながっている」点にある。稲沢（2017：160）は、援助者とはクライエントの苦し

みを前にいつでも逃げ出すことのできる者として位置づけるとともに、逃げることができ

るということは、同時に、逃げない決意をすることができるということをも示すと述べて

いる。敢えて逃げ出さない決意をするということは、クライエントの関係性を自らの意志

で「選び取る」ことになる（稲沢 2017：160）。こうした稲沢（2017）の論考に準じるの

であれば、クライエントに寄せる関心；志向性もまた、援助職によって選び取られたもの

であり、「誰か」によって強制されているわけではないと解釈できるだろう。  

私たちが相手にしている問題（子ども虐待）はつかみどころがなく、どんなに優れた専

門家でも常にうまくいく保証はできない、と Munro（2007：78）は語っていた。＜不確

実性＞には、「どうなるかわからない」という未来に対する不透明感も含まれている。した

がって、「調整」も、常にうまくいく保証がない中で行わなければならない。そして、他者

との関わり合いである「調整」には、数土（2001）も指摘するように、コンフリクトが生

じる可能性も含んでいる。Thompson（＝2004：162）は、ソーシャルワークは、成功や

仕事に対する満足感がその場で得られる仕事ではなく、それはしばしば、成功と失敗が並

走する仕事であると述べた。そのため、一定の状況下で、実践家の中には、バランスの取

れた見方を続けることや、肯定的な考え方をすることが困難だと気づき、一種の敗北主義

に陥る人もいると述べ、そうした敗北主義的実践を「失敗」と位置付けた（Thompson＝

2004：161-163）。実践家の否定的で、敗北者的態度は、非常に破壊的であるとし、変化は

不可能であるという考えから出発すると、実践家の否定的な態度が否定的な結果につなが

ると指摘した（Thompson＝2004：151）。集合知においても、世界は単なる偶然の産物で、

その力は限られているとみるならば、あるいは世界は人が対立し、心無い行動をとる場だ

とみるならば、思考は外部からの唐突な脅威に揺らぎ、内部からの不安や怒り、自己保身

や支配欲に左右されると説明されている（Briskin et al.＝2010：103）。つまり、敗北主義

に陥り、希望を見失ってしまうことで、集合知の生成も難しくなる。希望のない中では、

「クライエントの利益」という不確かで曖昧な概念が、成果や達成感とは無縁の、無意味

なものに思えてしまう。それゆえに、Thompson（＝2004）は敗北主義的実践を失敗と位

置付けたのだろう。 

選択に伴う不確実さを軽減するには、「うまくいかなければ、うまくいくまで、何度で

も挑戦できる」という、世界に対する信頼が必要となる（数土 2013：49-50）。Briskin ら

（＝2010：103）も、集合知の出現を支えるスタンスは、ものごとの深いつながりを見出

し、誰もが備えている偉大な適応力を認識する世界観だと述べた。子ども虐待という＜不

確実性＞を抱えざるを得ない現象を前にして、「調整」にも世界に対する信頼が必要になる。

こうした観点から注目されるコードが＜希望を持つ＞である。具体的にセグメントを見る

と、「ずれるだろうな。でも、どうしたら、こうやって合わさるかな、っていうのを、会話

の中で探ります。」（No.4）、「とにかくちょっと、無理だと思わずに関係機関に話をしてみ

るっていう。そこから糸口が見つけられるだなっていうところが大きかったかなあ。」

（No.6）、などといった形で＜希望を持つ＞形で実践が行われている様子が伺えた。  

Germain（＝1992：39）は、不確かな未来が莫大な適応課題を課したとしても、人間の

潜在的可能性への確信はそれらの課題を達成させるに違いない、と人間がもつ変化する可

能性を信じ、不確かな未来への希望として示した。「どうなるか分からない」という＜不確
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実性＞は、「どうにかなるかもしれない」という潜在的可能性をも含む。セグメント内容を

参照するかぎり、＜希望を持つ＞という世界に対する信頼を自らの中に構築することによ

って、＜不確実性＞の中に可能性を見出しているものと考えられる。「そうか、諦めなかっ

たなあと思って。」（No.4）という語りにもあるように、どうなるか分からない、思い通り

にもならない現実と向き合い続ける上で、ただ諦めないということにも実践上の価値を見

出すことができるだろう。 

これら 3 つの下位コード（＜不確実性＞、＜我々志向性＞、＜希望を持つ＞）を認識基

盤と位置付けた理由は、寛容であろうとするとき、つまり、多様性を尊重しようとする上

で欠かせない、柔軟性、向性・関与性、継続性を担保すると考えられたからである。＜不

確実性＞は、尾崎（1997）がその著書のタイトルに示した「『曖昧さ』から『柔軟さ・自

在さ』へ」の言葉のように、極端を避け、思考を柔軟に展開させる上で欠かせない認識で

ある。＜我々志向性＞は、志向性が有する向性・関与性という性質が、クライエントと援

助職をつなぎ、連携する援助職をつなぐ役割を果たす。そして、＜希望を持つ＞ことによ

って、諦めずに、継続的に実践を行うことができる。そのため、＜不確実性＞、＜我々志

向性＞、＜希望を持つ＞、は寛容であろうとする時に、必要な認識基盤となると考えられ

た。こうした＜不確実性＞、＜希望を持つ＞、＜我々志向性＞というコードを用いて「調

整」における認識基盤を図式化すると、図 20 のような形態になると考えられる。  
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表 31 「調整」担当者の認識基盤に関する事例‐コード・マトリックス 

NO. 不確実性 我々志向性  希望を持つ 

1 

でも、別にそんななんかかしこまってすべてやったってい

い結果が出るか分からないので、本当にやりようだな

って。 

でも、今、自分たちは何に向かって今の対応をして

いるかという確認は、結構、皆さん、話す人たちが多

かったので。  

なんか、お互いのわだかまりなく次に進むという作業を

一つ一つやっていれば対立もないし。溝ができそうと

思っても溝をつくらないうちにならしていけるんだろうな

って思うので。  

2 

もしかしたら違うかもしれないっていうのはやっぱり考え

ますよね。ケースワーカーもケースワーカーで、保健師

さんが言ってることがそうかもしれなって思いつつ、でも

今まで自分たちが右に行ったり、左に行ったりって揺

れてた部分があるから。やっぱりそういう揺れてる部分

っていうのは確実なことが言えないと。  

「じゃあ子どもどうしようか」って話にやっぱりなったんで

すけど・・・お母さん自身のきわどさもあり、それからそ

ういうお母さんが子どもに対していろいろなことをしてる

だろうというような、そういう状況、ちょっと状況証拠の

方が強かったですけども  

じゃあそういう見立てがいったん出たので、じゃあ関わ

り方についてもう 1回そのクリニックの先生にアドバイス

をもらって、そのとおりやってみようじゃないかっていう展

開が、われわれが想定する展開ですよね。 

3 

それは、私には分かんないですね。  お母さん、子どもさんをやっぱり守る。子どもさんの成

長を保障していく 

でも、お母さん、最終的に、「でも、No.3 さんって諦

めなかったですよね」。 そう。そういうふうに言われて、

ああ、そうか、諦めなかったなあと思って。でも何か、そ

の感覚も何かちょっと。それは全く余談なんですけ

ど。何かそれはちょっとうれしかったというか。  

4 

何で、何でこんなことしたんだろうって思って  大前提となる大きな目標の部分っていうのを最初に

合わせてしまえば、たぶん、ある程度、役割が違って

も、合致はしてくるんですよね。  

たぶん、児相もある程度、物事、根拠立てて、根拠

を持ってないと、って言われれば、こっちも根拠を持っ

てやってけば、それなりに折り合いはつくので。  

 

ずれるだろうな。でも、どうしたら、こうやって合わさるか

なっていうのを、会話の中で探ります。  

5 

分離しても、すごいいいかっていうと、何ともそこ

は言えないんで。  

 

でも、だからって、今、分離がいいかどうかは、や

っぱり、子どもの気持ちもあるから、それで「良か

った、良かった」っていうわけじゃないんですけ

ど。  

でも、やっぱり、子どもっていうのを中心に  

 

だけど、やっぱり、真ん中に子どもを置くっていう

ことに関して、こういうブレがない状況がつくれた

なっていうか。  

 

子どもの今の状況が少しでも良くなるために何

ができるかっていうことなので。  

だけど、それが、また違う機関が入って「あなた

の訴えはこうだけど、でも、子どもに対してどうだ

ったのか」っていうあたりを、もっと全然違う角度

から介入してもらえれば、それは御の字だなって

いうところなので。また、今後、そこがね、絡んで

くれば、少し違う役割を、児相が当初とは全然違

うところで発揮してもらえるかなっていう期待をし

つつという感じ。 

6 

大変……もう、ほんと、だから私もどうしたらいいのか

なあと思うのは。常で。  

先生の方が入院をあたってくれるって言ったことと、あ

とは児相の方も入院が決まるんだったら一時保護

委託をかけられるよっていう、こう、ことを言ってもらっ

たときに、「あっ、一応、みんながそっちの方向で動く

んだな」って、いうことの確認ができた感じ。  

とにかくちょっと、無理だと思わずに関係機関に話を

してみるっていう。そこから糸口が見つけられるだなっ

ていうところが大きかったかなあ。  

7 

本当に何ですかね。心理的虐待とかの本当に何て

いうんですか、ぎりぎりのところで、洗濯機をね、どこも

ね本当だったのかなっていう感じはね、正直言って…

…。実際にあったかどうかはまたちょっとね、分からな

いですね。 

もう子どもの命があってこそ信頼関係だって。親御さ

んとの信頼関係だって、全てが何か必要なわけで、

子どもがいないのに信頼関係あってもしょうがないで

すよね。本当に守んなくちゃいけないのは子どもで。

子どもの究極は命なんだけれども。でも、命と同じぐ

らいの重みがあると思うんですよね。子どもの心が傷

ついたりとか、この人生にずっと引きずっていくっていう

のはもう本当に大きなことだと思うので、  

こちらのやり方も分かってくれるし、やり方の違いにつ

いても理解してくれて、あのときはこういうやり方だった

けれども、このときは、こういうやり方。おそらくこれはま

た違うやり方を取ってくれるんだろうっていう、やり方に

ついての、何て言うんですかね。バリエーションを理解

してくれるんだと思うんですけれども。  

8 

もう本当ね、結果的にこれで良かったのかどうか分か

らないですけれど、  

 

たぶん相手側も変わるでしょうし、やっぱりこちら側も

説明って、十分電話でしてるつもりではありますけれ

ど、やっぱり伝わりきらないところ。  

「じゃあ、こういうことがあったときにはこうしましょう」って

いう方向性もみんなで確認しておけるので、漏れも

起きにくいっていうところでは、非常に効果的だったの

かなと。 

・・・多少、噛み合わないところ、お互いもし仮にあっ

たとしても、何とかここで乗り越えていくしかないかなと

思ったんで。  

9 

この件について、そこもあやふやだったんです。  

 

本当に、これはどうしようかなと思っていて。  

専門職同士というところの良さは、特に子どもに

関する専門職同士の良さは、最終的には子ども

の安全をどう確保するかっていうところなんです

よね。アプローチの仕方とか方法論は違っても、

目的とするところはそんなに違わないので。  

そこで合えばいいし、合わなければ、どこが違う

のかっていうのをその場で解消していく術は、他

にあるので。  

10 

そうすると、やはり、まださっぱり分かりませんけれど、こ

のお母さん、外国の方だし。ここの土地に住んでどの

くらいいるのかも、私、その時点では何も知りませんで

したし。先ほど言った生育歴みたいなところも知らな

かったですし。あと、これだけの障害があって、下の子

も障害があるとなると、それだけ生活、大変だし。あ

と、障害受容もどれだけできているか分からない。  

取りあえず子どもの視点にたって。 

 

夏休み、学校に行かない中、地域で見守るとした

ら、私たちと、あと学童とか、そういったところなので、

そこの地域で見守るメンバーの中で、何を気を付け

ていこうかっていうところで。  

相手の視点を聞いた上で自分の考えてることと擦り

合わせをするっていうことで、なぜそこが違うのか、そこ

を協議していけば共通認識ができるんじゃないかなと

いうふうには思ってるんですけれども。  

11 

このお子さんが、やっぱり今、無理に施設入所が傷

つくから、この子が傷つくんだということに私は気がつい

てなかった 

やっぱり、ずっと同じと思うと排除したくなっちゃうのか

なと思いますね。だから、何かそのためにみんなが動い

ているんだと思うことというのは、みんなそれぞれの機

関も力になるのかなというのはすごく思いましたね。  

ちょっとずつ改善していたときだったので、もうちょっとや

っぱりやろうというふうに思っていたからだと思います

ね。何か支援とか、変化をさせることで、この家がや

れるんじゃないか、施設が必要だと言った家もやれる

んではないかというふうに思ってたからだと思います。  

12 

・・・その時になってみなきゃ分からないし、どっちがい

いとも判断はつかない、難しい問題だよねっていう  

 

やっぱり、1 つは、親権者であるお父さんがいるのでお

父さんに聞いてみなくちゃ分からない。ましてや、本人

もどういうのか分からないというところがあって。  

どっちがいいか本当は分からない。  

とりあえずは子どものために集まってきている人たちな

ので、最終的にはそこでまとまるというお守りみたいな

ものを自分で持っているというのが 1 つと。 

そうですね。ご家族を中心にやっていただいて、なるべ

く在宅生活を長く続けていただきたいなっていう点で

は一致していますから。  

13 

何て言われるかなとは思いましたけど、児相に連絡

したら。 

関係だけを優先させるのであれば。それが目的では

ないのでね。やっぱり最終的には彼（子ども）がもっと

何か、生きやすく、安心できるところに持っていくのが

大事なのかなというのはあったんで。関係は大事だけ

れども、でも一番大事なのはこっちだよねというのも

一応持つようにはしていたので。 

その会議をきっかけに学校はまだ児相とか、こちらに

要求することもありましたけども。ただ、学校もできる

ことはやってみようか、やらなきゃいけないかなという雰

囲気にはなってくれた感じはしますけどね。 
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図 19 「調整」担当者の省察の前提となる認識基盤 

 

 

第四節 「調整」の特徴としての寛容性 

1）≪差異の包摂≫ 

 「調整」担当者は、≪問題状況の構築≫の後、自らの認識基盤の下、多様性を扱おうと

認識レベルにおいて「実践」を展開する。この認識レベルの実践内容について、多様性の

構成要素である差異と共通性に注目して検証する。まずは差異である。インタビュー内容

を分析した結果、＜差異の認識＞、＜私自身の見立て＞、＜連携相手への懐疑＞、＜連携

相手の肯定＞、＜違うのが当たり前＞、＜謙虚さ＞、＜連携相手の代え難さ＞、＜過度な

干渉を避ける＞という 7 つの下位コードを生成した。これらの下位コードを用いて、≪差

異の包摂≫という認識の文脈性を表す上位カテゴリーを生成した（表 32）。この認識文脈

を図式化したものが図 21 である。 

 連携相手との関わりの中では、クライエントの複数性の問題に加えて、異なる準拠枠を

有する者同士が接触するがゆえに、他者性や差異が顕在化する。例えば、母子間の葛藤状

況の中で包丁が持ち出される状況もあった No.6 のケースでは、「保健師さんは、もう、も

ともと、『とにかく（親子）分離が必要だろう』みたいなスタンスがあったので。じゃあ、

まあ、そこをどうしていくかっていう、どうにかしたいっていう話はずっと聞いてるんで

すけど。まあ。でも、今の状況じゃ（親子分離は）難しいかなぁって。私としては、どう

にもならないかなと思いながら、いた感じですかね」と語られており、＜差異の認識＞が

なされている。こうした連携相手との差異が認識される背景には、「まあ。本人（子ども）

が……分離するにしても本人が。まったく話ができないし、いうことを聞かないから、ち

ょっと、もう連れ出すにしても難しいかな、っていう。感じだったですかね」といった＜

私自身の見立て＞が認識されているからである。援助職としての自我が形成されていれば、

当然、他者からは独立した形で見立てができるようにもなる。理解には選別を伴うがゆえ

に、自律した見立てができるようになるからこそ、連携相手との差異も認識できると考え

＜不確実性＞ 

認
識
レ
ベ
ル 

≪問題状況の構築≫ 

＜我々志向性＞ 

＜希望を持つ＞ 

向性・関与性の担保 柔軟性の担保 
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られる。 

 ＜差異の認識＞は、＜連携相手への懐疑＞にもつながる。学校からの通告を受けて介入

をしようとした No.7 のケースでは、通告したものの子ども家庭支援センターの介入を躊

躇う学校に対して、「子どもが言ったこと、子どもが SOS 出しているんだから。今、このこ

とを、私たちが言ったってことさえ認めてくれる、学校が了解してくれれば、こういうこ

とがあったみたいで、学校から相談があったんですよって。学校しか知り得ない事実なん

で。そこさえ言ってくれれば、どういうふうなやり方でも入れると思うんです。」といった

形で、学校の対応に対する疑念が示されている。自律した＜私自身の見立て＞があれば、

それとは異なる考えや行動に対する疑念が生まれるのは自然なことといえるだろう。  

 その一方で、「調整」担当者は＜連携相手の肯定＞をも認識していた。例えば、No.4 の

ケースでは、「でも、これ、一応、相手のこと、信頼したって申し上げましたけど、心底、

信頼してるわけではなくて」と＜連携相手への懐疑＞が語られる一方で、「児相としても、

その材料がただ欲しいだけなんですよ。別に本当にどうしても帰したいっていうよりは、

あの親を説得する材料があれば、それなりに説得はしますので。お母さんに。でも、そう

言ってもらわなきゃ困りますよね」と＜連携相手の肯定＞もなされている。他のケースに

おいても、程度の差はあれ、こうした＜連携相手への懐疑＞とともに＜連携相手の肯定＞

が含まれていた。 

 ＜差異の認識＞が＜連携相手への懐疑＞を生むとして、それに加えて対義的な＜連携相

手の肯定＞がなされる背景には、＜違うのが当たり前＞や＜謙虚さ＞という価値観を媒介

とすることで、＜連携相手の代え難さ＞が認識されるためと考えられる。まず、＜違うの

が当たり前＞というコードが含む内容は、連携相手との間に差異があることを当然とする

考え方である。例えば「だってやっぱりそれぞれの機関で困ってることって違いますよね。

だから入り口はみんなズレるし、判断も『この家庭で大丈夫じゃない？』って思ってると

ころもあれば、いや、必要以上に『心配だよ』って心配する機関もあれば」（No.8）など

といった発言からは、違いがあることが当然であるという考え方を読み取ることができる。

ただ＜差異の認識＞がなされるだけでは＜連携相手への懐疑＞にのみ傾いてしまうところ

だが、＜違うのが当たり前＞と捉えることにより、連携相手を肯定するための土台が形成

される。 

加えて、差異のある連携相手が代え難い存在であることに気づくためには、自らが万能

ではないことを受け容れる必要がある。もし、「調整」担当者が自らの正しさを絶対視して

いれば、「絶対に正しい」自分とは違うがゆえに、連携相手のことを「正しくない」と認識

してしまう恐れがある。つまり、自らの限界を認識していないと＜連携相手への懐疑＞に

囚われる、認識の閉鎖化を招く可能性がある。山本伸（2009）は、他者性における顕著な

性格を、それそのものが自己自身の「不如意（意の如くはならない）」の感得や経験の中か

ら生まれる点に見出している。こうした自己の限界性の自覚が他者性の認識に結び付くと

いう観点からは、自己自身の限界を“補填する”他者の姿を見出すことができる。  

そうした観点から注目されるのが＜謙虚さ＞というカテゴリーである。Thomson（＝

2004：118）は、謙虚さ（humility）注 1）を「積極的で、建設的な態度は維持しつつ、困

難な状況の中で達成できることの限界を認識できるスキル」と定義している。その特徴と

して、①何が達成できるか非現実的な期待を持たないこと、②自分の限界を認めること、

③ソーシャルワークに課されている課題の大きさを認識すること、④常に新しい課題が発
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生していることを理解すること、⑤我々はいつも誤りを犯す危険性を持っていることを認

識すること、を挙げた。Butrym（＝1986：68）は、ソーシャルワークの原則である非審

判的態度は謙虚さ注 2）と名づけることもできるとし、神の役割をとろうとする誘惑に対す

る自制であると述べていた。具体的にセグメントを取り上げると、「だから、それぞれが分

担してやらないと無理なのかな、っていう」（No.10）、「ただ、やっぱり、こちらができる

ことも。すべて何かできるということはできませんし。やっぱり、そこでは連携とかが絶

対必要になってくるので」（No.13）、などである。山中（2003）は、連携には自らの限界

の認識が不可欠であると指摘していたが、この分析内容はこうした先行研究と照らしても

矛盾しない。 

 ＜謙虚さ＞は、自分以外の正しさをもつ存在として＜連携相手の肯定＞を促し、結果的

に＜連携相手の代え難さ＞を明らかにする。不登校の子どもを家に迎えに行く役割を学校

と子ども家庭支援センターで行っていた No.11 のケースでは、「よく言われたのが、他の

子たちの教育のやっぱり権利を侵害するからみたいなのも言われたんですけど。でも、何

かそういうのを聞いているうちに、正直、この子がいなくなれば収まるっていう考えなん

だなっていう気持ちがちょっと心の中ではありましたね」という＜連携相手への懐疑＞と

ともに、「あとから考えれば、そりゃそうだよなって思いましたね」と＜違うのが当たり前

＞と語られている。加えて、「（子どもの学校への送り出しについて）いや、ちょっと物理

的に無理だなって。私もいろいろお当番もありますし。ほかのケースの訪問もあるので」

と＜謙虚さ＞が表れていた。自分の限界を知るということは、できないこともあるという

当然を、受容していると言い換えることもできる。ゆえに、他者の限界の受容にもつなが

るために、「プラスアルファのことをしてもらってるっていう、してもらっているっていう

か。本業がちゃんと別にあるんだっていうのを意識するようにしているかもしれないです

ね。それを滞りなくやるべきだというのが、当然のことが起きてるっていうのは途中で思

って、そこは気を付けるようにしたかもしれないですね」と＜連携相手の肯定＞が認識さ

れている。いったんはヘルパーに学校への送り出しを依頼するのだが、「ヘルパーさんをな

くしたあとも（子どもの登校しぶりが）時々あっても、学校さんが『行ったんですよ』っ

て言ってくれたときは、『たまにだからいいじゃないか』って前は思ってても、でも、やっ

ぱりそれは本業のことに加えてやってくださっているんだという意識が働くようになった

ら、『本当にお忙しいところをやっていただいて、本当にありがとうございます』とか、『こ

の子にとってはうれしかったことだと思います』という、やっぱり感謝の気持ちが出るよ

うになったかもしれない」と＜連携相手の代え難さ＞が語られていた。  

ソーシャルワークの立場から言えば、ほかの専門職者に貢献に敬意を表し、これを受け

入れることは調整的な活動の必須要素であるといわれる（Johnson et al.＝2004；窪田

2013）。＜連携相手の代え難さ＞が認識されるようになれば、差異のある連携相手は排除

の対象とはなり得ない。むしろ、代え難さゆえに包摂の対象となるだろう。多機関・多職

種連携では、個々人の個性だけに留まらず、組織や専門職性といった準拠集団の異なる人

たちが集まるがゆえに、必然的に差異を扱わざるを得ない。自分とは異なる考え方や行動

などを、いちいち排除していては皆が一緒に援助できるように「調整」することなどかな

わない。ゆえに、「調整」担当者には、差異を包摂するための認識メカニズムが備わるもの

と考えられる。 

では、＜連携相手の代え難さ＞が差異の包摂には必要だとして、＜連携相手への懐疑＞
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は多機関・多職種連携を「調整」する際に必要のない認識なのだろうか。もし、連携相手

のことを何も疑わずにすべて受け入れると仮定した場合、事実確認も、アセスメントも、

その連携相手だけが行えばよいという理屈が立つ。「調整」担当者が何らかの判断をする必

要はなく、その連携相手にすべてを委ねてしまえばよい。多様な複合的問題を抱える家族

に対しては一機関の自己完結的な援助で効果をあげることは困難である（厚生労働省

2013b：11-12）から複数の機関や職種が連携するのであるとしたら、こうした連携相手へ

の依存は結果的には多様性を減じることになるだろう。ゆえに、連携相手の発言を「鵜吞

みにしない」（No.10）といった認識は、連携相手への依存を避ける働きを持つと考えられ

る。 

ただし、＜連携相手への懐疑＞に囚われてしまうと、「調整」担当者は独善的な援助を

展開することになりかねない。閉鎖的な認識の展開は、Schӧn（＝2001：135）の指摘す

る「無反省な実践家」の象徴であり、破滅的な実践をもたらしかねない。「調整」における

破滅的な実践とは、たとえば、連携相手を自分の意見や行動と同化させようと試み、結果

として援助システムの多様性を破壊することである。ゆえに、＜謙虚さ＞や＜違うのが当

たり前＞という価値観により、＜連携相手の肯定＞から＜連携相手への代え難さ＞へと展

開することで、自らの認識を開放していくことが必要と考えられる。そして、＜連携相手

の代え難さ＞が認識できるようになれば、連携相手が自律していてくれること、つまり、

「連携相手が思い通りにならないこと」に意味を見出すことができるようになる。「私とし

ては、文句は、文句っていうか、これはどうかなっていう意見は言うけれども、最終判断

は児相さんがやっぱりすることだから、そこは児相に任せますよっていつもお願いはして

るんです。」（No.4）、「やっぱり警察さんも、もちろん学校さんも全部そうですけれども、

やっぱりそれぞれの立場っておありですし。それぞれの判断があると思いますので、やっ

ぱりこうしてほしいと言われて動くっていうのは、よほどじゃないと難しいと思う…」

（No.8）といった語りからは、連携相手を支配しないための配慮、＜過度な干渉は避ける

＞という認識を読み取ることができるだろう。支配や抑圧の対象にしないということは、

連携相手の自律性を守るということである。「まず最初の見立ての段階から一緒にやろうよっ

ていう、そういうメッセージを送った方がいいし、そう言われた機関は『じゃあ、分かった。うちは、う

ちの見立てをしてもいいのね』って思うわけですよね。」（No.9）の発言からもわかるように、自

分の考えを押し付けないことにより、連携相手から主体性を引き出そうと試みていると考

えられる。 

＜連携相手への懐疑＞が自らの自律性を維持する上では無用の長物とは言い難いとし

ても、それを破滅的な実践に向けて暴走させるわけにもいかない。そう考えると、＜過度

な干渉を避ける＞という認識は、仮に＜連携相手への懐疑＞があったとしても、連携相手

を自分の考えに従わせたいという欲求を抑制することが期待できる。窪田（2013：168）

は、連携相手に具体的な行動を求めることを「失礼」と位置付けていた。こうした失礼な

行為を避けようと認識することが、結果的に、無反省な実践を避ける上でも有用ではない

かと考えられた。このように≪差異の包摂≫には、＜連携相手の代え難さ＞を認識するこ

とも、＜連携相手への懐疑＞も伴う自律性を維持することも、どちらも必要と考えられる。  

また、すべてのケースにおいてではなかったが、予想外の出来事をクライエントのため

に利用している可能性があるということも示唆された。例えば、No.5 のケースでは、学校

と医療機関と「調整」担当者がいる中、学校が「調整」担当者をとばして医療機関に直接
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連絡をとるという状況があった。その際、「『えっ、私を飛ばして』みたいな感じで、『まあ、

でも、いいか』と思って。」と違和感があったにもかかわらずそれを収めている（表 33）。

その理由として、「あとは、若干、医療機関が停滞気味だったので、一発ぼんと、私じゃな

い、ちょっとたまに変わった人がしても良かったんじゃないかなと思って。」と語られてい

た（表 33）。このセグメント内容からは、仮に連携相手の行動に違和感があったとしても、

クライエントのためになるという判断が、個人的な違和感よりも優先されている様子がう

かがえる。No.5 以外にも、No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.8、No.9 にお

いて同様の不測の事態を活用した実践が語られていた（表 33）。 

 

 

注 1）、注 2） Thomson（＝2004）や Butrym（＝1986）の邦訳版では humility は「謙遜」と訳され

ている。ただし、リーダーズ英和辞典第 3 版では「謙虚（さ）」と示されていた。「謙遜」は「へりくだ

ること。卑下すること。ひかえめにすること。また。そのさま」（精選版日本国語大辞典）、「控え目な態

度で振る舞うこと。へりくだること。」（広辞苑第 6 版）とあり、「へりくだる」というニュアンスが

Thomson（＝2004）の定義とはそぐわないと考えられた。「謙虚」の「ひかえめですなおなこと。」（広

辞苑第 6 版）といった表現の方が妥当と考えられたため、本研究では「謙虚」という訳を当てることと

した。ただし、「謙虚」という言葉の説明においても「謙遜で、心にわだかまりのないこと。控えめでつ

つましやかなこと。へりくだって、つつましやかにすること。またそのさま」（精選版日本国語辞典）の

ように「謙遜」のニュアンスを含んで解釈されることもある点は付記しておく。  
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表 32 ≪差異の包摂≫の事例‐コード・マトリックス 

No. 差異の認識  私自身の見立て 

1 

例えば、病み上がりで、大事を見て休むというのはあるんと思うんですけど、大事

も見られないでも、例えば、7 度 5 分以上だったら預かれませんというところで、「7

度 3 分だから連れて来ました」という。「病み上がりでもう 7 度 3 分まで落ちたか

らお願いします」って、言うときも園から電話が来るんですよ。「大事を見て休むと

かできないんですかね」みたいに。 

だから、何か自分たちのやり方によって、またこのケースが、お母さんが落ち込むと

か、再々入所を必要とするような状況には持っていってはいけないなっていうとこ

ろで。  

2 

やっぱり行くたびにですね、誰が行くか、それからどういう組み合わせで行くかによっ

て、今のお母さんの現状を捉えるのがちょっとずれている。片やリスクがあるんじゃ

ないか。いやいや、いや、まだまだお母さん耐えられるんじゃないか。  

ケースワーカーの方としては、お母さんは確かに矛盾してることは言ってるけども、

しゃべってやりとりをしていて、保健師さんが言ってるほど精神疾患があるような受

け答えには感じないと。…だとすればそこのところは病的なものではなくて、そういう

ようなパーソナリティーの部分であるとか、発達障害系の方の見立てじゃないのか

っていうふうな認識にあったんですね。  

3 

ちょっと何ていうかな、ちょっとやっぱり違ったか、対応っていうのが、いいよいいよっ

て。いや、いいんだけど、いいよいいよだけじゃ、やっぱりいけないところもあるってと

ころが、やっぱりこう私立の幼稚園とかだと、なかなかこう働き掛けが難しい。  

だから、今、子どもさんが置かれてる状況、確かにご飯は食べれてます、幼稚園

には行ってます。幼稚園では先生たちがちゃんとフォローはしてくれます。だけど、

やっぱりこの方、このご家庭、このお子さんたち、このお子さんが、この先の成長、

もしくはお母さん自身が、お母さんとしての役割をやっていくためには、ここはやっぱ

り医療につなげたいし、安定した状況の中で医療につなげたいと思う。  

4 

これ、実はここも意識が児相とちょっと違ったのが、児相は養育困難だったんで

すよ。結局、親が措置入院での養育困難。  

 

基本的に養育困難で、児童福祉司指導っていう行政処分にはしないので、

養育困難なのに児童福祉司指導かけるって、それ、違くないですかっていうとこ

の、お互いのリスクアセスメントは最初、違ってた。すごい全然、その話の土台が

違うので。  

あとは予測ももちろんありました。情報的に、かなり指導が入らない方なので、養

困（養育困難ケース）で取るよりも、ネグ（ネグレクトケース）で取っちゃった方が縛

りはきつくなるので、そっちの方が、ゆくゆく子どもたちに何かあったときに、すぐ渡し

やすいかなっていうところの予測はありましたけど。  

5 

温度差はありますね。  

児童相談所は、やっぱり、直接、子どもと会ったり、親御さんからの訴えで

何か困ってるっていうことではなかったし。・・・学校が一番、特に下の子に

関して、…「ひどい」っていう、何か昔話に出てくる、意地悪されてるシンデ

レラみたいな状態なので。だから、やっぱり、それが、かわいそうっていう思

いがすごく強かったですね。  

でも、確かに児相が分離するほど、至るところで解離をしちゃうかというと、

そういうわけでもなく。…確かに、それで児相に何とかしろと言っても、今の

状況だと、若干、弱いかなっていうところがあったので。…子どもとしても、

なんか、自分たちが悪い子だから入れられたんだっていう感じになっちゃう

ので。それよりは、今、これだけ大事にしてくれる大人の人たちがいるんだ

ったら、そこから栄養をまず入れていった方がいいんじゃないのかなってい

うところですよね。  

6 

保健師さんは、もう、もともと、「とにかく分離が必要だろう」みたいなスタンスがあ

ったので。じゃあ、まあ、そこをどうしていくかっていう、どうにかしたいっていう話はずっ

と聞いてるんですけど。まあ。でも、今の状況じゃ難しいかなあって。私としては、

どうにもならないかなと思いながら、いた感じですかね。  

（今は、分離はちょっとと思った理由）まあ。本人が……分離するにしても本人

が。まったく話ができないし、いうことを聞かないから、ちょっと、もう連れ出すにして

も難しいかなっていう。感じだったですかね。  

 

（子どもと親が）いったん離れて、不登校でも何でもいいので取りあえず離れて、

ちょっと彼女自身の生活っていうか、お母さんから離れたところでっていうところが

必要かなっていうのは、すごく感じてましたね。  

7 

だけれども、学校は通告したって分かるじゃないかって。  

 

（学校は）信頼関係があるから、この件について、こちらの言ったことは伝えられな

いって。通告したことは伝えられないって。 

もともと根っこがきっと親御さんの中にあるんでしょうから、あんまり変わんないんで

すね。だから、この情報、貯めといて、本当に見守って行く必要があるんだってい

うふうに言っても、なかなかうまくいかなくて。 

 

いろんなやっぱり作戦を練っていかなくちゃいけないので、これで本当に、私たちも

はっきり言っていろんな手を使いましたね。  

8 

やっぱり学校さんはもう本当に一生懸命やっていらっしゃるけれども、もうお子さま

を否定的な見方。とにかくこう、「もう、うちでは見れません。うちの小学校じゃなく

て、やっぱり特別支援学級のお子さんでしょう」というような。もう、どちらかという

と、正直、学校で見きれないっていう、そんなようなニュアンスでしたので。  

だから児相さんにはいきなり保護っていう話ではなく、まずはお父さんがそういうふ

うにできるっていうのを分かっていますので、お父さんに連絡を入れて、連絡が取

れた時点で、これは児相ないなと。ただ連絡取れなかったら、児童相談所か

ね。あるいはうちのショートステイかねとか、いろいろ考えました。  

9 

その段階で、児童相談所の方に、こちらから援助依頼という形で出してい

ます。…最初はですね、なかなか難しくて。  

 

(家庭 )復帰前に、こちらから入園希望を出したりとか、療育の手続きをし

ますよね。「本当に、こんなケースで大丈夫なんですか」。やっぱり、びっくり

されますよね。「えっ」みたいな。  

そうただ、こちらとしては、子どもに会ってもらえたら（児童相談所の）判断

が変わるだろうっていう思惑が……あったんですね、やっぱり。  

10 

最初は、その福祉職とか、保健の人たちが、（母親に対して）そういう接し方って

するのかしらっていうくらい、ちょっとこちらとしてもびっくりしたんですよね。だから、結

局、「お母さん、それは違いますよね」というようなところを、しっかりともう言ってい

く。確かに言ってくのはいいけれど、だけど、たいていそこまでのきつい言い方はしな

いし。・・・ああ、これは何でなんだろうという違和感はあったんです。  

そのときは、やはり、このお母さんの大変さといったものが何なのかを、こちらの方と

してちゃんとお話を聞いていく、と。学校で、お子さんからの聞き取りってできるよう

な状況ではないので、言葉がないですから。だから、お子さんは、学校で安全に

暮らせればいいし、とにかく支援を入れるしかない方なので。  

11 

お母さんの主治医というのは母の主治医なので、子どもの立場ではやっぱりお話

しされないといった意味では。・・・お話を伺っている中では、私としては地域でや

っていこうともう覚悟を決めて支援体制をやってるにもかかわらず、いつまでもやっ

ぱりお母さんの病状を治すには、この母 1 人で 4 人の子育てというのは相当負

担が大きいから、1 人ずつでもいいから減らしたほうがいいだろうというお考えの主

治医。 

変えたのは先生に届くようにお母さんから言ってもらうほうがいいって。患者本人

からの訴えのほうが通じるだろうっていうのは、保健センターさんとの作戦の中で出

たからですね。  

12 

やっぱり、学校とのちょっとした認識のレベルの違いだと思うんですけども。1 つは

先ほど言いました家庭内の金銭的な問題と。もう 1 つは、やっぱりお子さんの将

来というか、このままの曾お祖母ちゃんとの生活でいいの？というところなんですけ

ども。 

 

それは、今の状態を維持していくのも悪くはないんだろうけども。お子さんのことを

考えると、やっぱり思春期の真っただ中にならないうちに次のことを。（曾）お祖母

ちゃんが少しでも元気なうちに決めていたほうのが長い目で見ればいいんじゃない

かなと。 

13 

特に学校の中では、一番普段子どもが通ってるので、そういったところをキャッチ

できているので、保護者に、まあ、保護者を決して責めるわけではなくて、お子さ

んにちゃんと、お母さん、これを用意してくださいって、何か用意できないんだった

ら、事情を伺いますよとか、何かあってもいいとは思うんですけども。あまりこう学

校からは保護者にアプローチがなくて、学校が体操着を、何か予備のものを用

意して子どもに渡したりとか。 

とにかく、ちょっとサービスをてこ入れたりとか、この子が 1 人でいる時間を減らした

方がいいかなって、ちょっと再度方針を練り直して。  

 

ただ、お母さんは責められた感だけ残ると、それで決裂しちゃうかなっていうところ

もあったんで 
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No. 連携相手への懐疑  連携相手の肯定  

1 

お母さんだって、家事が得意な人、苦手な人がいるでしょって。 

 

そもそも仕事してないけど、って。仕事してないからといっても要件としては疾病

要件があるんだから、疾病の人には曜日は関係ないでしょっていう。そもそも負

担なんだから、預けるんだからっていうのを一応公立の学童だったので  

でも、何か表裏のない保育士さんなので。  

 

親以上に子どもを養育してるかもしれないし、この子の幸せを願って、家庭で暮

らせることを願って毎日かかわってくれてたと思うので、やっぱりそれができない親な

のでっていう思いはあっただろうし、ほかのお宅とやっぱり比較しちゃうと思うんです

よね、クラスに十何人、20 人いたら。 

2 

なので、お母さんのほんとに困ってる部分、悩んでる部分が保健師さんにちゃんと

表出できてるかどうか。それともまだまだお母さんがそういうふうに気持ちが揺れて

る、ってところで、ほんとにそういう気持ちがあるのかどうかっていうのが分からないよ

ね、っていうことで……。  

 

たぶん考えすぎじゃないか……。  

多少、保健師さんの言ってることの信憑性っていうんですかね。もしかしたらほん

とに保健師さんの言ってるとおりに、状況は結構シビアなのかもしれない。そういう

ような感じに変わったっていうことですよね。  

 

なのでワーカーとして、保健師さんが言ってることも分からなくはないけども  

3 

 

 それじゃあ、困るわけですよね。 

きっと嫌っていうかね。で、だいたいそういう方、今、保育園、ほんとにいろんなお

子さんたち入ってくるわけだから、まあ、面倒くさいわけですよね。平たく言うと。す

ごく言い方、変なんですけど。悪い言い方ですよ。みんながそう思ってるとか、そう

いうことじゃなくてですよ。もっと軽い感じで、でも、やっぱり大変なケースの方が 1

人入って、もう 1 人なんですよね、この場合ね。もう 1 人。 

4 

でも、これ、一応、相手のこと、信頼したって申し上げましたけど、心底、信頼し

てるわけではなくて。  

児相としても、その材料がただ欲しいだけなんですよ。別に本当にどうしても帰し

たいっていうよりは、あの親を説得する材料があれば、それなりに説得はしますの

で。お母さんに。でも、そう言ってもらわなきゃ困りますよね。だから、それこそ児相

もやりやすいように、っていうのを、私たちはなるべく、たぶん。対立はし易いですけ

ど、児相にとって有利な情報をもちろん、それで渡すので。  

5 

でも、もう一歩。もう一歩、踏み込んでもらえないかなって思う、思うことは

ありますけどね。  

 

私も、それは、人によってはカチンとくるというか。「今までこんなに私が間

に入ってコーディネートしてたのに、何でこんな大事なことを、私を飛ばし

て、しかも医療機関から聞かされる」っていう……なんか、一瞬、なんかよ

ぎったんですけど。  

でも、だいたい、学校からの訴えだとかってなったときには「お母さん、ろく

でもない」とか、そんな感じになっちゃうので、そこら辺を、とにかく、何でそ

う思うのかとか。それこそ、学校が困っていることも絶対あったりする。保育

園もそうですけど。あるので、何を困ってて、何が起こっているのかっていう

のをじっくりまず聞いて。  

6 

何とか、その後を引っ張ってもらうことも必要なのかなあって思いながら。でも、何

とかうまく、そうはいっても話をして「直面化してくれよ」みたいなことは思います。  

「学校も困ってますよね」って言って。 

 

こう、しんどいかなっていうのはあるので学校の話。……で、あとは、いつもはリスク

を一番高く持ってるところに。よくいわれるのが、やっぱり、こう、合わせていかなき

ゃいけないっていう、そこ……いうのは私も何かいやなので、まあ、いつかリスクは受

けつつ、でも現実的にできるかできないかっていうのはこっちで決めてくことかなって

いうところでちょっと、うん。  

7 

子どもが言ったこと、子どもが SOS 出しているんだから。今、このことを、私たちが

言ったってことさえ認めてくれる、学校が了解してくれれば、こういうことがあったみ

たいで、学校から相談があったんですよって。学校しか知り得ない事実なんで。

そこさえ言ってくれれば、どういうふうなやり方でも入れると思うんです。  

私たちも、やっぱり人の家庭のことを通告する。なかなか本当にハードルの高いこ

とだって分かってるので・・・  

 

繰り返し、子どもにね。それを受け止めていく担任っていうのは、なかなか大変だ

と思うんですよね 

8 

書類通告より身柄通告がいいんじゃないかと思っても、・・・  もちろんそれをね、学校さんが一生懸命頑張ってらっしゃるのは分かりますので、

否定はせず、学校さんの大変さを受け止めながら……。  

 

ただいきなり「心配だから保護してください」っていうようなお話をしたって、これは

保護しないですよね。なので、やっぱり地域としてできるところまでやるけれども、た

だ、じゃあ「限界ですから、はい、お願いします」と言っても、タイミングがなければ

やっぱり児童相談所だって保護できないと思いますので。  

9 

（療育機関から）「連絡が取れなくなっちゃいました」。「ああ、また来たか」

と思うんです。  

（施設入所から家庭復帰に向けて、保育園や領域機関が）「本当に通い

続けることができるんですか。そんな、連絡も取れないような親」だとか。当

然ですよね。心配はごもっとも、だと思うんですが。当然、そこは、地域で

実際に、この子と関わる時間が多い機関ほど、そういった懸念はお持ちに

なるんだと思うんです。 

10 

（施設入所を推す他機関に対して）いや、そのくらいで施設には入らないでしょ

う。 

 

鵜呑みにしないというところで。  

 

（保健師に対して）やっぱり、その人が見る中で、それだけ言ってくるっていうこと

は、相手もそれなりにキャリアを重ねてきていらっしゃる方なので、それは懸念され

ることがなければ、そんな言い方を私にしてくるはずがないので、何かしらあるに違

いないというところで  

11 

（医者から）・・・まずそういうふうに（子どもの施設入所を）押してもらうのが子家

センの仕事、みたく言われたときは、悩みましたね。 

 

（学校から）よく言われたのが、他の子たちの教育のやっぱり権利を侵害するから

みたいなのも言われたんですけど。でも、何かそういうのを聞いているうちに、正

直、この子がいなくなれば収まるっていう考えなんだなっていう気持ちがちょっと心

の中ではありましたね。 

それぞれ本業といいますか、学校さんだったら教育をされたりとか、あとは病院だっ

たら治療する、当然ですけれども、そういうことをされるというのが当然のことであ

る。プラス、こういった課題が起きてる。関係機関と会っていただくとかですね。プラ

スアルファのことをしてもらってるっていう、してもらっているっていうか。本業がちゃん

と別にあるんだっていうのを意識するようにしているかもしれないですね。それを滞り

なくやるべきだというのが、当然のことが起きてるっていうのは途中で思って、そこは

気を付けるようにしたかもしれないですね。  

12 

でも、証拠がないからね。訴えるのは曾お祖母ちゃんだけど、曾お祖母ちゃんにそ

れを説得して警察に訴える能力はないでしょう、みたいなね。 

 

でも、やっぱり、実際、警察に訴えるということはこういう手続きをしておいて、これ

はやっぱり頑張ってやったとしても無理だし、じゃあ、それで解決になるのかというと

そういうわけでもないので。  

学校は、やっぱり、お子さんの。それに、その他、金銭的な問題のためにお子さん

のやっぱり学習面であるとか、発達に何か悪影響を及ぼすのはまずいという姿勢

なんです。  

言われればそのとおりなので。  

13 

やっぱり学校しか知り得てない部分とか、学校から言った方がいい改善点とかっ

ていう部分を、きちんと言ってほしいというところを言っても、なかなかそこに、「い

や。お母さんとの信頼関係があるんで」ってことで。  

 

ただ、具体的な動きというところがちょっとこちらから見ているといろいろ、つい、こう

したりとか、こうかなっていうというところはあったという感じで。  

多分、いろいろ学校の先生と、特に担任の先生とやりとりをしている中では、担

任の先生なりに彼のことを一生懸命受け止めようという気持ちとか、そういうのは

伝わってはきていたんです。なので、あんまり強く言ってしまうとそういう先生のやっ

てきた部分がもしかたしたら否定されたというふうに思われちゃうのは嫌だなという

のはありましたね。 

 

だけども、やはり学校の先生も頑張っている部分もあるし。  
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No. 違うのが当たり前  謙虚さ 

1 

いろんな価値観があって当然なんですけど  最初は「うわあ、やっちゃったんだ」って思いましたけど、それまでそうならないように

食い止めるのが私の役割だとかって思って、保育士さんをどうどうどうってさせなが

ら、ママにも「こういう思いだったんじゃない？」とか「こういう見方もあったんじゃな

い？」みたいなふうに、こうママにも納得させてきたのが、もう知らないところでポン

ポーンってやっちゃって。 

でも、別にそんななんかかしこまってすべてやったっていい結果が出るか分からない

ので、本当にやりようだなって。 

2 

そうそう。専門知識が違うからね、っていうことですよね。  

 

こちらのワーカーは、一応、保健師の見立ても立ててるんですよ。それはそれで

尊重してるんですよ。  

もう一つやっぱり保健師さんも自分たちの見立てを持ちながら、やっぱりそれは自

分の見立てだからはっきり、自分たちの見立てだからはっきりしたものではない。も

しかしたら違うかもしれないっていうのはやっぱり考えますよね。ケースワーカーもケ

ースワーカーで、保健師さんが言ってることがそうかもしれなって思いつつ、でも今

まで自分たちが右に行ったり、左に行ったりって揺れてた部分があるから。やっぱ

りそういう揺れてる部分っていうのは確実なことが言えないと。  

 

それで客観的にお母さんがやってることを証明する人がやっぱりいないんです

よ。・・・痕跡がない限り確認ができない。  

3 

やっぱりこう立場が違うので、見方が違ってきますよね、当然。  

 

やっぱりそういう方（アルコール依存症の方）が入ってくるってなったときに、どうして

もやっぱり、悪い意味じゃなくて、どうしてもこうフィルターは、掛かるかなっていうふ

うには思ってたので。 

私がいくらキャンキャン騒いでも、そういうことは、私は何の権限もない。  

4 

だって、ケースワーカーとか、児相の福祉司とかの力量って、たぶん、ばらばらじゃ

ないですか、みんなが。それで、人がやることが当たり前だと思うんです。人がやる

仕事だから。だけど、そこをぐずぐず言っても、何か変わらないかなとは思っちゃうの

で 

 

だから、たぶん、相手の目標と、たぶん、うちはもちろんずれてるなっていうところか

ら、たぶん、意識合わせ始めてると思います。  

今からたぶん、言ったところで、結局、一時保護されてれば、要件を、主訴変

（主訴変更）をすることはできないですよね。そこで何かやらかしてくれない限り

は。なので、その時点で、もう児相がその判断をしてるんだったら、しょうがないとい

うか。  

5 

違って当然ですよね、それはね。  

 

でも、見る角度というか、こっちの方面から見れば、当然、そうだろうって思

うんですよね。だから、それが間違ってるとかということでは決してないし、  

たぶん、私が間に入ると動きが悪くなるんですよ、調整するから。そこで。

学校は、もっと医療機関に言いたいことがいっぱいあるんですけども。  

 

やっぱり、何と言うのかな。一番身近に感じた人が生の声を伝えることが

必要な場合もあるじゃないですか。生々しすぎるときは、私から、もちろん、

入りますけど。  

6 

学校が一番、お母さん・子どもと接しているので。学校が心配することって当然

かなあっていうのが。私の中であって、だから、その当然なところをむげに。できませ

んっていうのは、やっぱり 

その以前からあった、過去にあったことについては、ちょっと、（私には）触れられな

かったかなっていうところがあります。・・・今、こうなっちゃってるのは、その前があっ

たからだよねっていうとこまでは、ちょっといけなくって。  

7 

私たちの協議を待てずに、児童相談所にも連絡をするし、おうちにも行っちゃう

しっていう感じで、でもね悪くないと思うんですよね、それは。悪くないと思うんです

ね。 

（一つの）機関だけじゃできないから、私たちとか医療機関であったりとか、児相も

そうですけれども  

8 

温度差が、温度差があるのは当然ですよね。最初ですから。初めて関わるわけ

ですから。そのことについては、あんまり疑問には思わなかったですけれど。  

 

だってやっぱりそれぞれの機関で困ってることって違いますよね。だから入り口はみ

んなズレるし、判断も「この家庭で大丈夫じゃない？」って思ってるところもあれ

ば、いや、必要以上に「心配だよ」って心配する機関もあれば。  

もう地域の中ではかなり限界ですということは（児童相談所に）伝えさせていただ

きました。 

 

けれども、もうこれ以上やれることは、ちょっと、もう、うちとしてはないだろうと思って

いたので。  

9 

難しいとまでは言わないけれども。こちらの調査の意図をきちんと伝えない

と、「どうして」っていうのは、もちろん、当然ですよね。  

 

逆に、そこの良さは、こちらからその方向性とか見立てを決め打ちしていく

と、せっかくほかの機関と関わるのに、それ以外の側面が見えなくなるの

は、かえって危険だなという思いが、以前からそれはあったんです。  

特に、このケースは、八方ふさがりだったんで。  

 

違うというよりは、やはり、人なので。思ってもいないことが起きるわけなん

ですよね、それ。 

 

やっぱり、こちらでできる限界があるっていうところはあって  

10 

何か、しょうがないかなっていうような。  

 

やっぱり人の情報って、保健師さんは保健師さんの目で見ているし、やっぱり生

保のワーカーは生保のワーカーの目で見ているし、私の目っていうのもきっと子ど

もの安全はどんなとこにあるだろうかとか、そういったところに着眼して見ているはず

なので、同じものを見ても、見えてるものが多少違いがあることはあると思うので。  

だから、それぞれが分担してやらないと無理なのかなっていう  

 

（児童相談所が入らないことには）もう無理だって思いましたね。  

11 

あとから考えれば、そりゃそうだよなって思いましたね。 

 

（医師が母親の治療のために子どもを施設に入所させるように言ったことについ

て）だからといって、それはお母さんの、あとから思えばお母さんの治療なんだから

当然のことなんですけど。  

学校なんかは、うん。でも、子家センがやるったって保護もできないところなのにみ

たいなね、言われながら。 

 

（子どもに対する学校への送り出しについて）いや、ちょっと物理的に無理だなっ

て。私もいろいろお当番もありますし。ほかのケースの訪問もあるので。あと、やっ

ぱり安定した同じ人がいいかなと思っていたので。  

12 

やっぱり、そういう意見もあるだろうという。  

 

やっぱり、自分は自分の価値観とか、規範に則ってそういう意見はその場では

言うけども、やっぱり別の見方があって当然。  

ただ、仕分けするんだけども。受け継いだ当時ではないんですけど、だんだんその

辺がちょっと使い方があいまいになってきてしまって、誰が使ってるのか、誰がどうい

うふうに使ってるかっていうのは（曾）お祖母ちゃんに聞いても分からないので、そう

いったところの苦労はありましたね。 

13 

でも、想定内だったので。  われわれもできるけれども、やっぱりそこはちゃんと共有してますよっていう前提じゃ

ないと、なかなか動きにくい部分もあるんでっていうふうに話をしたらば、学校、そこ

は理解はしてくださったのかなっていうところはありましたね。 

 

ただ、やっぱり、こちらができることも。すべて何かできるということはできませんし。や

っぱり、そこでは連携とかが絶対必要になってくるので。  
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No. 連携相手の代え難さ 過度な干渉を避ける 

1 

何か先生も相当、言っちゃったっていう後悔もあり、その後は、それ以前よりも何

かフランクにお母さんにも関わろうと保育士さんも意識してくれて、一時期は何

か、帰るときに子どもにはやっぱり「何とかちゃん、バイバイ」とか「バイバイタッチ」と

か、こうやるじゃないですか。ママともハイタッチをやってくれてて。っていうのも聞いた

ことあったので、もちろん保育士さんとしても、その辺の言っちゃったことへのフォロー

はしてくれたんだろうなと。 

相手が別に男性だろうが、女性だろうが、役職あるか、ないとかも関係なく、年

下とか、年上関係なく、なんかちょっと、こう、あんまり相手のことを突っついている

んだけども突っついてるって思わせないようにしたり  

2 

でもそれはやっぱりお医者さんとわれわれの立場を比べたら、われわれはやっぱり

専門ではないですよね。特に医療っていうふうになってしまうとですね。  

あくまでもお互いの見立てが違うよねっていうところで、そこで収まっていて。特にじ

ゃあその見立てが違うから相手がなんだっていう話にはならなかったですよね。  

3 

でも保育園ってね、ほかのたくさんの子どもたちがいる中、たぶんお迎えも少しず

つ来る中で、その状態のお母さんが来て、そういうふうな、事務所できちっとお母

さんを保護して、そこで非難するんじゃなくて、ちゃんとお母さんを受け入れてやっ

てくれるっていうこと自体が、もうすごく、私の中ではすごくありがたかったっていう形

があったので。  

 （要保護児童ケースとして受理されなくても）最初は引きました。「あ、そうです

か」って。最初は引きましたね。あ、そう、「分かりました」って。「そういうことなんで

すね」っていうふうに、言いました。 

4 

（生活保護の自立支援担当ワーカー）彼の行動 1 個で、やっぱりすごく大切な

役割の仕事だと思うので、それによって子どもの安全とか、親、もちろん親の精

神面とかのフォローがリスクになってしまうっていうのが一番怖いかなって。うまく、本

当は進むはずのケースが、少しうまく進まなくなったりとか、そういうところが一番怖

いので。  

私としては、文句は、文句っていうか、これはどうかなっていう意見は言うけれど

も、最終判断は児相さんがやっぱりすることだから、そこは児相に任せますよって

いつもお願いはしてるんです。  

 

結局、お互い、みんながみんな、専門職なんですよね、私たちの関わりって。な

ので、必ず専門職の専門性っていう部分は侵さないようにしようと私は思ってま

す。  

5 

学校でやってくれていることとか、学童とかでやってくれていることに関して

は、本当に感謝でしかないので、そこは全面に出してっていう感じですか

ね。役割としてやってもらってることは、十分にやってもらっているので。  

「みんな、フォローしてください」っていうわけじゃなくて。でも、彼はこんなふ

うに表現ができて、本当はこんなにいろんなことを思ってる子なんだってい

うことだけは、それぞれにお伝えして。  

 

だけど、やっぱり、それこそ、だけど、医療機関の治療に関して私たち素人

が何か口を出せるわけでもないから。  

6 

だから、学校も、わりとそのときに動いてくれたんですよね。そういいながらも学校と

しても心配しているので。その当時、お子さんの病院もかかわっていて。心理さん

の受診を月に 1 回とかしてたんで。まあ。その病院と、とにかく、ちょっと、じゃあ、お

子さんの状況についてと、今このまま母子でいていいのかについて話をしたいっ

て、学校の方から言ってくれてたんですね。お子さんの待遇について。「ああ。じゃ

あ、それはしましょう」っていうことで。とにかく、その学校の心配事を伝えるっていう

ことで病院の方に私の方から電話をして。  

もしかしたら私の話としては、してないかもしれないですね。すごい、ほんとに長くか

かわってきた保健師さんだったので、その世帯に、ちょっと私も自信を……まだ初

回で。そこまで返すっていう自信はちょっとなかったので。  

7 

本当に学校は信頼できる所だって、お子さんの異変に気が付いてね、それはお

母さんを助けようと思ってる気持ちもあって通告したんだっていうことをね。  

何か学校の抱えている課題については、学校が日常的に苦しんでいる問題に

ついては、外側から見てるよりはもっともっと苦しい思いをしているんだろうなってい

うことは分かったっていうことですよね。  

 

あとはやっぱりうそじゃないってことは分かってもらえるんだと思うんですね。荒らすん

じゃないんだって。 

8 

ただ本当に学校なりに、やっぱりその都度の工夫をいろいろされていたので、やっ

ぱり学校さんの思いですよね。別に、最初はもちろんうちではないんじゃないか。も

うみれないって段階でしたけれども、でもお子さんにとっても、うちで見ていくしかな

いっていうところまで、学校さんの中でのご理解と、あと受け止めがあったので、で

あれば一番いい形で学校に行っていただきたいっていうのはありますので。やっぱり

そこの、本当、先生方のお気持ちも、あと管理職の先生のね、ところ、お気持ち

もあったのかなとは思います。  

やっぱり警察さんも、もちろん学校さんも全部そうですけれども、やっぱりそれぞれ

の立場っておありですし。それぞれの判断があると思いますので、やっぱりこうして

ほしいと言われて動くっていうのは、よほどじゃないと難しいと思うのと、やっぱり相

手の方の、私はそう思いますけど、書類通告より身柄通告がいいんじゃないかと

思っても、やっぱり見立てはそれぞれ違うと思いますので、やっぱりそこは尊重しな

きゃいけないんじゃないかと思うんですね。  

9 

そこの、そこの機関でしかできないところ。こちらではその日常の保育の中

で、この子のことを伸ばしたり、お母さんの日々のお話とか愚痴を聞いたり

っていうことは難しいから、そこは、通常、通っているところでしかできないっ

ていうことで、本当にお力をお借りしてっていうところのお話をすると、保育

のプロの意識が頭をもたげるんでしょうかね。それで、ある意味、依頼をさ

れた立場から、自分たちのお客さまというか、主体になるんですかね。  

ケースの見立てをするときには、こちらのある程度の方向性があったとして

も、最初からそれを詳細にお伝えしてしまうのではなくて、本当に緊急だっ

たら別ですよ、すぐ保護してほしいって。でも、そうでないんであれば、まず

最初の見立ての段階から一緒にやろうよっていう、そういうメッセージを送

った方がいいし、そう言われた機関は「じゃあ、分かった。うちは、うちの見

立てをしてもいいのね」って思うわけですよね。  

10 

言ってきてる言葉は保健師さんとしてきちっと見てらっしゃる話をしてくれているの

で、そこは私は信頼していますし。  

それは、やっぱり、その人が見る中で、それだけ言ってくるっていうことは、相手もそ

れなりにキャリアを重ねてきていらっしゃる方なので、それは懸念されることがなけ

れば、そんな言い方を私にしてくるはずがない  

 

バシッとは言わなかったですね。  

11 

ヘルパーさんをなくしたあとも時々あっても、学校さんが「行ったんですよ」って言っ

てくれたときは、「たまにだからいいじゃないか」って前は思ってても、でも、やっぱりそ

れは本業のことに加えてやってくださっているんだという意識が働くようになったら、

「本当にお忙しいところをやっていただいて、本当にありがとうございます」とか、「こ

の子にとってはうれしかったことだと思います」という、やっぱり感謝の気持ちが出る

ようになったかもしれない。感謝の気持ちが言葉の端々に出るようになったかもし

れないですね。  

教育を侵したいわけじゃないんだけれども、分かっているからこそ、こういうふうにこ

の機関はこれをやって、この機関はこれをやってというのをやっていますので。ずっと  

12 

（生活保護の担当ワーカーは）このままずっとおばあちゃんが 100 歳まで生きてく

れて、成人して、また生活保護を受けるのがね。そういう連鎖を断ち切らなくちゃ

いけないというのがあるので、学習塾へ入れてくれたりとかもするし。そういう自立

の概念を広くとらえてくれて協力してくれて。お父さんを探す時もお子さんという角

度から変えてくれて。一応、扶養義務者にはなるので扶養義務者の調査という

形で、いろいろ戸籍調査をしてくれたりとか、手紙を出してくれたりとかっていうこと

をしてくれるので。 

それは、どっちがいいとか悪いとかっていうほどどっちも明らかに、明白にいいとか悪

いとかではないというところなので。そこは、並列に考えとかなくちゃいけないなという

ところは、子ども家庭支援センターという調整機関であればあるほどそう思うかな

と思いますね。  

13 

2 学期の初めぐらいに会議をやって。1 学期は登校状態が悪くなったから、2 学

期から卒業して中学に行くまでが大事だってところで会議をもったんですけど。そ

のあとは、学校も頑張ったと思いますね。  

 

ただ、子どもにとっての部分で、ちょっとこれはこちらが今何か動くということはでき

そうもないし、これは学校しか持っていない情報だからこれは学校に頑張ってもら

う必要があるんじゃないかなと。  

やっぱり、児相の判断は児相の判断なので。  

 

あとは、やっぱり、児相さんもできることとできないことがあると思うし。こちらがこうし

てください、ああしてくださいという関係ではないのかなというところあります。  
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表 33 不測の事態の活用をあらわしていたセグメント 

No.  不測の事態の活用  

1 

（保育士が母親に対して責めるような発言をしたことについて）で、何かぶっちゃけの後は、私、何か敷居低くなったんじゃ

ないかなって思ったので、最初は「うわあ、やっちゃったんだ」って思いましたけど、それまでそうならないように食い止めるのが

私の役割だとかって思って、保育士さんをどうどうどうってさせながら、ママにも「こういう思いだったんじゃない？」とか「こういう

見方もあったんじゃない？」みたいなふうに、こうママにも納得させてきたのが、もう知らないところでポンポーンってやっちゃっ

て。 

2 

実はその 2 週間っていう期間がですね、なくなったんです。何でかって言うと、クリニックの方から「キャンセルが出たよ」って連

絡が、タイミング良く来て。で、しかもそれは翌日の分なんですよ。翌日だったらキャンセルが出たから、一応訪問してお母さ

んの同意を得てるけど、「明日来れる？」って話になったんですね。  

3 

それが本人から来る、まあでも、保育園から来るとはあんまり予想はしてなかったんですけど。  

4 

児相とうちははっとしましたよね。・・・児相としては、「衣食住が欠けるようなネグレクト状況があったときには、もちろん、保

護っていう可能性もありますよ」っておっしゃったので。そこに関しては、うちの方からは、「ただ、衣食住が急に欠けるってこと

はたぶんないから、その前の絶対的なサインがあるはずだから、そのためのリスクアセスメントを今回したと思ってください」って

ことは伝えました。 

5 

でも、これは「この材料を、医療機関に伝えないことはない」っていって、校長じきじきに医療機関にかけてまし

た。私は、事後報告でしたね。「先生、すごい」。それが予想外っていえば、予想外ですね。随分、飛ばしたなって

いう。ソーシャルワーカーさんまで飛んで、主治医にかけたんです。「よく捕まりましたね」っていう感じ。病院から、

ソーシャルワーカーさんに、主治医の先生からおりてきて、こっちにおりてきて。「えっ、私を飛ばして」みたいな感

じで「まあ、でも、いいか」と思って。 

やっぱり、何と言うのかな。一番身近に感じた人が生の声を伝えることが必要な場合もあるじゃないですか。生々

しすぎるときは、私から、もちろん、入りますけど。やっぱり、一番、この手紙を見つけて、この手紙に関して子ども

と対峙しなければいけない、親と対峙しなければいけないのは学校だから。学校が動いてもいいかっていうのと。

あとは、若干、医療機関が停滞気味だったので、一発ぼんと、私じゃない、ちょっとたまに変わった人がしても良

かったんじゃないかなと思って。  

6 

（医療機関が協力的になるきっかけとなったカンファレンスについて）まあ、学校から提案があったので、まあ、ちょっと学校も

大変だから設定しなきゃっていうところで。私がちょっと設定したかなっていうところがあったんですけど。で、まあ、ある意味、

さっき言ったみたいに、そこで、じゃあ、何かいい解決策が出るかっていうと、それはないだろうなっていうのも。思いながら行っ

てたんですけど。まあ、わりと本当に学校が熱く話をしてくれたので。で、で、だからといって、こう、文句とかじゃなくって。ちゃ

んと、こう、学校としての心配どころだったりとか、そこをきちんと説明してくれいて、なので、私の中では高くは設定してなかっ

たんです。 

7 
  

8 

なので「今の時点では入れてないんです」と言ったら、病院さんとして通告を、児童相談所にしようか検討してますっていう

タイミングと、ちょうど警察に 110 番したタイミングと合いまして。警察さんが書類通告にしたことで、自動的に児童相談所

が加わりましたので、病院からの通告はなしになりました。  

…（保護になったのだが）正直、指導のみかなと思いました。保護はないだろうと思ってました。  

9 

だいたい、保護所がだめとなると、もう入院しかないっていうことになり。担当の（児童福祉）司も、すごい怒られち

ゃったとか言って。・・・そこで分かったのは、そういった病気が背景にあって育ちにくいっていうところもあったし、

二次的なものとして、そういう体が小さい、しゃべらないっていうところを指摘されるのが怖くて社会的な経験とか

をさせなかったことで、より言葉も出ないし、見た目も伸びていなかったっていう。  

 

というよりは、やはり、人なので。思ってもいないことが起きるわけなんですよね、それ。  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
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図 20 ≪差異の包摂≫の認識文脈 

 

 

2）≪共通性を見出だす≫ 

次に、多様性が有するもう一つの側面、共通性の観点から認識過程を検証する。認識文

脈≪共通性を見出だす≫を構成する下位コードは、＜大きなシステムの一部＞、＜「間」

をみる＞、＜展開に合わせる＞、＜先を見据える＞、＜共通性＞である（表 34）。 

≪問題状況の構築≫に含まれる＜クライエントの脆弱性＞と＜クライエントの強み＞、

≪差異の包摂≫に含まれる＜連携相手の肯定＞と＜連携相手への懐疑＞、といった対極的

な認識が形成されていた。子ども虐待の曖昧さ、グループ・ダイナミクスが有する動態性、

などを扱わなければならない「調整」においては、対極にある座標を展開させることで、

包摂的に物事を捉えようと試みられている。そうした認識のあらわれは、＜大きなシステ

ムの一部＞と名付けた下位コードにもみることができる。この下位コードは、連携する援

助職それぞれの動きが、連動する大きなものの一部として機能していることを認識できて

いる様子をあらわしている。例えば、No.13 では、「もちろん、何か学校と連携しながら

両輪でできるのが一番いいなっていうふうには思ったんですけど。ただ、やっぱり、私も

学校に行って様子を見ました、こういう状況でしたとか、学校からもこういうふうに聞い

てて、学校の先生も心配してますっていうことを聞いたっていうことでやれれば、よりお

母さんにも具体的にお話しできると思うんでっていうことは、お話ししました。」といっ

たように、母親へのアプローチについて、学校だけでも、「調整」担当者だけでもなく、

大きな援助システムの一部としてそれぞれが機能する必要性が認識されている。 

森（2007）は、人間の「非」寛容は、二項対立的、二元論的思考に由来すると指摘する。

そうした志向は人間にとって逃れられないものだから、それを単純に否定するわけにはい

かないが、少なくとも二者択一的、排他的思考に「非」寛容の根源をみることができる（森

2007）。今回の分析結果は、この「非」寛容とは対照的な認識形態をみることができる。

対極的な認識を併せて展開しつつ、＜大きなシステムの一部＞として自らや連携相手を認

識している。Briskin ら（=2010：35）は、集合知は、自己と他者の二元性（duality）を

＜私自身の  

見立て＞  ＜連携相手の 

代え難さ＞ 

＜差異の認識＞  

＜連携相手への 

懐疑＞ 

＜連携相手の 

肯定＞ 

＜違うのが当たり前＞ ＜謙虚さ＞  

開放的な認識の展開 閉鎖的な認識 

の展開 

＜過度な干渉を

避ける＞ 

暴走を制御 
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乗り越える助けになるとし、それぞれが大きな枠組みの一部として、自分の役割を果たし

ているとわかるからだと説明した。「調整」担当者の認識においても、こうした集合知の生

成するために必要となる認識がみられた。 

「調整」担当者自らも含めた大きな枠組みとして多機関・多職種連携という援助システ

ムを捉えられると、＜「間」をみる＞といった視座も出現する。Litwak ら（1966）は、

システム間の距離は近すぎても、遠すぎても不具合が生じるとし、社会的距離の中間点が

必要だと指摘しているが、そのためには「間」を捉えられるようにならなければない。  

具体的に発言内容を見ていくと、「どっちがいい悪いじゃなくて。だから、一方的に『こ

の人、悪者』とか『この人、かわいそうな子どもたち』っていうんじゃなくて。」（No.5）、

「（子どもの転帰先について）お祖父ちゃんのところだったとしても、もうお祖父ちゃんな

のでもう 70 歳は過ぎてるだろうし。・・・でも、施設もやっぱり、良し悪しがあるよね、

みたいなことで」（No.12）、等といった形で、大きな枠組みの中に含まれる対極的な考え

方や対応方法などにより、「調整」担当者が揺れる（迷う）ことによって、「間」が意識さ

れていく。「あんまり入れ込まないというか、養育者の人も含めて、バランスよく見ていく

っていうところですかね」（No.5）といった発言に代表されるように、＜「間」をみる＞

という認識には、いわゆるバランス感覚が必要とされ、決めつけや偏向を避ける働きとな

っていることが推察された。「間」は、Nancy（＝2005）が述べたように、「属していない」

という性質をもつ。どこにも属さないというその性質ゆえに、この「間」の内に曖昧さは

保存される。如何なる侵略も支配も許容されないという認識は「尊重」の礎であり、それ

ゆえに誰にも占有されない緩衝地帯が必要となる（実方 2016a）。曖昧さの活用は、他者

の他者性を尊重する中で対話の関係を構築する上で価値のある課題である。  

Thompson（＝2004：6-7）は、ソーシャルワークには「間にはさまれる」という問題を

抱えていると指摘する。たとえば、虐待を受けているために保護が必要だと思われる子ど

ものケースにおいて、ソーシャルワーカーは、児童の安全を確保しつつ、過度に侵入的な

インタベンションによって家族を破壊してしまわないようにしなければならない

（Thompson＝2004：6-7）。このようなジレンマがあることは、ソーシャルワーカーがシ

ンプルで、定まった回答を基盤にできないことの一因であり、Thompson（＝2004：7）

は、このような問題の微妙さがわからない人はソーシャルワーカーの注意深い行動を「日

和見的」だとして批判するが、定まったやり方を身につけたとしても、「間にはさまれる」

という問題の複雑さを処理できるようにはならないと述べた。ゆえに、ソーシャルワーク

のプロセスは、定まったやり方で一般的なルールを適用するものではなく、十分な情報に

基づいた行動な慎重さが必要な専門職実践なのである（Thompson＝2004：7）。こうした

観点からは、＜「間」をみる＞という下位コードにも、ソーシャルワークの特徴との合致

を見ることができるだろう。 

この＜「間」をみる＞に関わる下位コードとしては、＜展開に合わせる＞と＜先を見据

える＞といったコードも見出された。＜展開に合わせる＞は柔軟性であり、＜先を見据え

る＞は先見性と言い換えることができる。そして、＜展開に合わせる＞と＜先を見据える

＞は連動する。先を見据えているからこそ、そこに至るまでプロセスの展開が見えるよう

になる。現状を固定化されたものとしてではなく、展開されていくものだと認識するから

こそ、その先も見えてくる。現状を展開過程における通過点と捉え、その先に未来がある

という、時間的側面から現実を理解しようとするのであれば、柔軟性や先見性もやはり、
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固定された視座ではないという点において＜「間」を見る＞に連なるものと解釈できる。

具体的にセグメントを概観すると、母親の自傷行為が悪化する中、「だからどう転んでもい

いように準備はしておきますっていうことで、翌日を迎え、保健師さはお母さんのところ

に行き、ケースワーカーはその手はずどおり手配を整えたって形ですよね。」（No.2）と＜

展開に合わせる＞と同時に、「大変なことは大変なんですけどね。どういう手を打てばいい

かっていうような計算ですよね。一手。(次は)動こうっていうことですね。」（No.2）と＜

先を見据える＞というコードが見出されている。Axelrod（＝1998：189）は、先の見通し

は協調関係を維持するうえで大切な役割を果たすと述べている。少なくとも一定期間、付

き合う必要がある相手であれば、失礼な対応をとれば、即、自らにかえってくる。Thompson

（＝2004：112）は、「調整」の基本的要素は、「幅広い見通し」を作る力、あるいは「ヘ

リコプター的展望」といわれるものを作る力、すなわち、ある状況から脱する、あるいは

処理しようとする状況に巻き込まれる前に将来の展望を作り上げる力であると述べた。将

来の展望を作り上げ、様々な要素間の結びつきを理解する力は「調整」の基本的部分であ

り、身に着ける値打ちが十分にある力であると指摘している（Thompson＝2004：112）。 

しかし、子どもの「生」に何らかの困難が生じている、あるいは生じ得る状況の中で、

どっちつかずの状態を維持するだけというわけにもいかない。河合ら（2003：13-14）は、

希死念慮の強いクライエントとの関わりの中では死ぬとか殺すとか言わざるを得なくなっ

た私とその人との関係について反省することは大切としながらも、誰かが「死ぬ」といっ

た場合はその範囲内においては明確な態度を取らなければならず、曖昧さは許されないと

述べている。子ども虐待対応も同様であり、したがって「間」だけでは十分ではなく、選

択を迫られる場面もある。そうした「調整」担当者の選択を支えるのが、＜根拠の蓄積＞

というコードである。例えば No.1 のケースでは、母親の養育能力を推し量るにあたって

「あとは連絡ノートを、家庭と保育園とショートステイ先にも三角ノートみたいにしてや

るんですが、書くのも不得意なママなので、何も書かない。だんだん預けることも、子ど

もにも言わない。」などといったことが、「だんだんちょっと重なってきて」と語られてい

る。他のケースでも同様に、自身の判断の根拠となり得る事実を積み上げていこうとする

認識過程が見受けられた。 

そうして、「『じゃあ子どもどうしようか〉』って話にやっぱりなったんですけど…お母

さん自身のきわどさもあり、それからそういうお母さんが子どもに対していろいろなこと

をしてるだろうというような、そういう状況、ちょっと状況証拠の方が強かったですけど

も」（No.2）といったように一緒に事実確認を行い、＜「間」をみる＞ことによって、連

携相手との間に＜共通性＞が形成される。＜共通性＞のセグメントには「だから、そうい

うことが、これまでやってきて、理解を、共通認識をしていって。誰がいい、悪いじゃな

くて、この子のために、今、私たちが何を、力を合わせられるかなっていうところを…」

（No.5）といったように、「何」に「誰」に関心を向けなければならないのかを確認する

過程が含まれていた。Thompson（＝2004：143）は、個人のユニークさを認識すること

は重要であるが、それに加えて、我々は単にユニークな個人であるだけではないというこ

とも認識するべきだと指摘する。ただ「皆が違う」ことを肯定するだけでは、援助システ

ムに調和をもたらすことはかなわないだろう。ゆえに、共通認識の必要性は多機関・多職

種連携でも強調されてきた。 

ただし、誰かの認識に一方的に同調することを強いる実践は、抑圧以外の何物でもない。
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ここでいう＜共通性＞とは、たとえば「この先たぶんこのまま放置しちゃったら、子ども

に確実に手がいくよねっていうところは一致したんですよね」（No.2）、「共通認識できた

ところで、やっぱり、その入院にもっていくところ？ そこが一番たぶん、それぞれが「あ

あ。何とかできるのかな」って思ったところだったかなと思いますね。」（No.6）といった

ように、すべてにおいて同質であると認識されているわけではなく、限定的に互いが通じ

合っていると認識されている。＜共通性＞は、どちらにも属さない「間」を見据えながら、

根拠を積み上げていこうと努力することにより、局所的に表れるものと考えられる。  

 このように、＜大きなシステムの一部＞という包括的な視点から捉え、＜展開に合わせ

る＞とともに＜先を見据える＞ことで＜「間」をみる＞ようにし、同時に＜根拠の蓄積＞

を行うことで＜共通性＞の認識がなされるに至っていると解釈される（図 21）。ここでは

こうした一連の認識文脈を≪共通性を見出だす≫と名付け、≪差異の包摂≫とともに「調

整」における不確実性のマネジメントのあらわれとして確認したい。 
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表 34 ≪共通性を見出す≫の事例‐コード・マトリックス 

No. 「間」をみる 根拠の蓄積  

1 

「このときこうやって言いたかったんだよね。それをうまく言えなかったんだよね」という

のも代弁しながら、・・・  

あとは連絡ノートを、家庭と保育園とショートステイ先にも三角ノートみたいにし

てやるんですが、書くのも不得意なママなので、何も書かない。だんだん預けるこ

とも、子どもにも言わない。保育園も、お迎え前に「今日はショートステイの日だ

から、お迎えは何とかさんが来るって」みたいなのを言ってくれるんですけども、それ

を「じゃあ、今日は何て言えばいい？」ってママに聞くと、ママが実はその話ができ

てない。このかばん見れば分かるから。お泊まりバッグ。でも、そうじゃないよっていう

ところがだんだんちょっと重なってきて。 

2 

現場に 2 人が立ったときに、そこでの意見のすりあわせっていうのは当然出てくる

ので。  

 

ケースワーカーもケースワーカーで、保健師さんが言ってることがそうかもしれなって

思いつつ、でも今まで自分たちが右に行ったり、左に行ったりって揺れてた部分

があるから。  

じゃあそのワーカーの立場としてそれを、見立てを変えていくには、もうちょっと根拠

が必要だよね。だから今度保健師さんが単独で行くんではなくて、やっぱり一緒

に行って確認した方がいいよね。 

 

今度もう 1 回行ったらば、今度は傷があった。それを同じ目で見てきたっていうと

ころで。・・・「やっぱりこのお母さん、自分を傷付ける行為をしてるってことがある

から、やっぱりなんかあるよね」って。 

3 

幼稚園の園長先生は、ご本人からお話も聞いていますと。で、ちゃんと子どもさ

んの様子も見ていくし、大丈夫ですって評価をしてるっていうふうに。やっぱり聞い

てるわけです。で、それは否定しないんです。もちろん全然否定するつもりはない

し、きっとそう、もちろんそうしてる。彼女も、幼稚園の園長先生にも話を聞いて

もらってるっていうふうに言っていたし。ただ、うん、だから、でも、それをそのまま鵜

呑みっていうか、それは鵜呑みにしてもらっても構わないんだけど  

やっぱりこう、これまでの背景とかって、あらためてなぞっていきますよね。・・・これま

での経過であるとかっていうところで、いけるかなっていうふうに思いましたね。  

4 

責任の押し付け合いって、どっちにも行きそうなグレーゾーンのものですよね。それ

を、たぶん、どっちでもいいのに、どっちだ、あっちだってやるっていうこと。たぶん、遊

びの部分だと思うんですけど。役割の責任の部分は明確に、それこそ、その仕

事の職責だったりとか、役割が明確にあるので、そこの責任って、すとんと落ちる

かな、っていう。  

もちろん、こっちも感情論で言うつもりはないので、じゃあ、どこら辺が厳しいのか。

どんな事実があって、厳しいって思ったのかっていうのは、もちろん、何て言うんで

すか、みんなで共通認識を持たせて、やっぱりお母さんが夜、出てないとか、病

院も行ってないとか。  

5 

あんまり入れ込まないというか、養育者の人も含めて、バランスよく見てい

くっていうところですかね。だから「お兄ちゃんだって」っていうことはもちろん

言うけれども、でも、下の子のことを軽く見ているのかっていったら、もちろ

ん、そうでもないし。  

私の想像だけでお兄ちゃんのことを語っているのかというと、いろんなケー

スの中で、やっぱり、こういう状況にある子はこうだっていう、ある程度、裏

付けも含めてお伝えをするっていうことですかね。私の感情だけで伝える

んじゃなくて、もう少し、一般的にっていうようなところも含め。  

6 

そこにいたけど負けちゃう……ってるのかなとは思いながらも。ただ、お母さんの難

しさも、やっぱりかかわってる分、分かるので。そこだけをしててもなあっていう感じ

も。あって、迷いもしましたかね、何か。  

その時点でもう児相としては、もう保護はできないだろうっていう感じがあったよう

ですね。そのだいぶ前に失敗してる経過も……失敗っていうか。ならなかった経

過もあって、子ども自体の納得が得られないとやっぱり・・・  

 

…通えてた時期もあって今、不登校になってしまってきていて。で、結局、毎日

のように衝突が続いている状況と。  

7 

子どもさんの様子を見てて、担任がこんなに一生懸命やってるし、担任の力で

ね、ここまでやれてるので、ちょっと外部からのね、力を入れずにやっていこうって、

やっぱり揺れ動くんだと思うんですよね。  

（補助員が）障害のお子さんに付いてるんだけど、この子があまりにも荒れるの

で、その障害の子よりもむしろこの子に付いてるっていうぐらいの話をたまたま別ル

ートで聞いて、多分この子にも恐らく何かね、発達上の見ていかなくちゃいけない

課題はあるんだろうなって、それが例えばお母さんの不適切養育からきてるのか、

この子がもともと持ってるものなのか、もうちょっと時間かけて見ていかないと、ちょっ

と分かりにくいなって……。  

8 

もう、そこの間に挟まれて、お母さんも苦しんでいて、そこの間に今度私が入った

んですけれども。  

その時の 110 番通報については、内容も軽微なものだったので、・・・まさかそん

な背景があるとは、ちょっと警察さんもそこまでとは思ってなかったようなので、地

域でそこまで長年関わって、限界がきてるというのであれば、やっぱりこのタイミング

で児童相談所だろうとたぶん判断してくださったんじゃないかなとは思います。  

 

お母さんがまた飲んじゃって、私が電話したら、「もう家に帰ってきたら子どもと一

緒に死にます」と言って、宣言して電話プチッと切れるような状況もあったんで

す。  

9 

ただ、この段階では、どちらとも取れると思っていたんです。結果的に、お

子さんに対する適切な医療であったり、予防接種、健診を受けさせなかっ

たという、ある種、不適切な行為はあったけれども、そこの背景を鑑みる

と、そこを単純に突っつくだけではいけないので。  

これまでの経過をお伝えして、・・・。つまりは、今まで相談したくても、相談

先にうまくつながれなかったっていうところとか。自分が親として認められて

ないっていうふうなところを責められるのがとてもつらいっていう、区のサー

ビスを享受できないっていうのかな、そういうところのつらさがあった上での

こと。今は、そこを十分に振り返ることができていて、少なくともこちらと児

相との対応が成り立っているっていうことと、ちゃんとプログラムに乗ってく

ださっているっていうところをちゃんと評価しているし。  

10 

もし、この子が本当に施設が適切だ、学校での問題行動もあり、親もかなりひ

どくて痩せちゃってたとかいうことであれば、校医の診断書をもってそのまま児童相

談所に学校が持っていけるわけですよね。 

そこまできてるので。だけど、それを持ってかないっていうのは、学校としても迷いが

ある。校医さんはそういうふうにおっしゃるけれど、親御さんは育てたいって言ってい

るし、で、学校にもちゃんと登校させてきているし、この段階がいいんだろうかって

いう迷いがあって来てるとこです。  

取りあえず、やっぱり私も、エビデンスじゃないですけれど、自分の目で見て、自

分で、自分の質問で返して、そのお母さんを見ないといけないなというようなところ

が。 

・・・でも、（母親は）医療はしっかりとかかってないことが分かったりだとか。あと、一

緒におばあちゃんが住んでたんですけれど、その、母方のおばあちゃん、外国の人

ですけれど、そのおばあちゃんが今老人の施設に行ってるんで生保を受けてるん

ですけれど、そこの費用もお母さんのところに振り込まれてきていて、お母さんが

使い込んで費用払ってなかったとか。いろんなことが発覚してきて、・・・  

11 

感情が先に立っている方は、「えっ、でも、たまにだから読書タイムにしてくれて、こ

の子がせっかく行く気になったのを手伝ってくれれば」と思いながらも、心の片隅

で。あ、でもそういう子もいるんだって少し思ったからだと思いますね。  

やっぱり安全がね。確保できないという意味では警察さんもずっと相談乗ってくれ

てるから、何度も臨場していたので・・・  

12 

お祖父ちゃんのところだったとしても、もうお祖父ちゃんなのでもう 70 歳は過ぎてる

だろうし。・・・でも、施設もやっぱり、良し悪しがあるよね、みたいなことで。  

 

それは、どっちがいいとか悪いとかっていうほどどっちも明らかに、明白にいいとか悪

いとかではないというところなので。そこは、並列に考えとかなくちゃいけないなという

ところは、子ども家庭支援センターという調整機関であればあるほどそう思うかな

と思いますね。  

最初からこの世帯、曾お祖母ちゃんとひ孫の世帯は無理だよねっていう認識は

あったんだけど、だんだんとやっぱりみたいな感じになってきて。ヘルパーさんたちとか

からの情報でもこんなことがあったとか、お金もちょっとこういう使い方は危ないんじ

ゃないかとか。こういう大人が出入りしてるからあんまりうまくないんじゃないかとか

ね。そういう情報が蓄積されてきて。 

13 

その辺のバランスを考えながら自分なりには言っていたのかもしれないですけどね。  で、またしばらくして、1 カ月半後ぐらいに止まっちゃってたことがあってですね、電

気が。 

 

話すほうについても、よく考えたら気をつけるようにしていることはあります。『なぜ、

そうなるのか』。根拠を示すように心がけています。  
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No. 大きなシステムの一部  先を見据える 

1 

保健師さんが少なくとも以前から関わりをしていたので、お母さんのことを知って

いる人が 1 人でもいれば、そこに便乗してという関わり方はできるし、お母さんもこ

う、何かあればお互いに人なので、相性も含めて、選択もできるし、やってみよ

う、みたいな感じですね。  

きちんと見送って、その先まで見送ってというか、やっぱりみていかないと終結でき

ないから  

2 

だからお母さんを、今日はいよいよ自傷しちゃった後の、結構な自傷の後の受

診だから、そこで「お医者さんは今の段階では入院が必要かもって言ってるよ」っ

て、その情報だけで、じゃあ自分はこう動くから、こっちはこう動くねっていう。  

 

相手の動きが見えるっていうんですかね。相手の動きが見えれば、じゃあ自分が

何をしなきゃいけないかっていうのはすぐ出てくるんで。  

大変なことは大変なんですけどね。どういう手を打てばいいかっていうような計算

ですよね。一手。(次は)動こうっていうことですね。 

3 

（母親が）「もうすぐ卒園です。今まで保育園の園長先生とか担任の先生にす

ごくね、いろいろ話を聞いてもらって、すごくよくしてもらってきたけど、そういう人がい

なくなっちゃって、私ちゃんとやっていけるか心配です」って。で、そういうふうに園長

先生に言ったら、「No.3 さんに連絡をしなさいって言われたから、電話をしました」

って言われたんですね。  

この環境の中で残りの 2 年半ぐらい、2 年ぐらいですかね、幼稚園に通うっていう

ことが、治療も、治療を見据えたときにできるかなっていうのがあって。  

 

やっぱり長い目で考えたときに、個人の努力ってもうレベルは越えていたので。  

4 

例えば、私が夜、訪問に行って、8 時の時点の訪問で誰もいませんでした。保

育園には、じゃあ、その日、何時に出ましたかって。「6 時に出てます」。じゃあ、

空白の 2 時間、何してたかとか。  

 

ある程度、関係機関が動けてる。連携が本当に取れてるときなんかは、このと

き、手の空いてる担当の方が、ケースワーカーでも、保健師でも、うちでも、「お

母さんと同行受診しましょうか」みたいな感じで。  

そうですね。たぶん、そこでもある程度のボトムラインは決めさせてもらってました。

このお母さんが、例えば服薬を中断したりとか、あとは子どもに傷あざがあったりと

か、またライフラインが止められるようなことがあったら、もうこれは、次は保護です

よ。 

 

それでもやっぱり服薬ができないってなったら、やっぱりお母さん、今後、崩れる可

能性がありますよねって。 

5 

やっぱり、連係プレーっていうんですかね。絶妙な感じの。こっちが何かを

言ってお願いするとか、向こうがこっちに「子家センだから、やってください」

とかって言うよりも、本当に、キャッチボールというか、そこが。たぶん、それ

が先生にもよってくるのは確かにあると思うんですけど。  

ここ止まりじゃ、ここで終わっちゃうので、次の展開、次の展開っていうのは

考えてますけど。  

6 

じゃあ、病院から家に帰るのは、それは児童相談所の方が頑張っていただいて、

「帰るのは無理だよね」っていう説得を本人とお母さんに……。依存の方は、た

ぶん先生も巻き込んで、先生からそれを、こう、言ってもらって、一応、施設入

所までは。基本やった感じです。  

今後、どうしていったらいいかなっていうことの話で。  

7 

全部来てるかどうかは分からないですけど、来ますね。来て、こういうことがあった

のでってことで、上の子が、下の子が何かやられてるのを学校で訴えたとか。下の

子の様子がちょっと変だとかっていうことで、様子が変だからじゃ、なかなか関われ

ないと思うんですけれども。あと、お兄さんが言ってるからと、弟のことは言えないと

思うんですけど、なかなか。  

子どもさんが被害を訴えているんだから、このままじゃ駄目だし、止めてあげない

と、やっぱりもう、もっともっと加速してしまうかもしれないっていうことで、  

8 

動きが必要になったときには漏れないように動くっていう確認は常にしていたかな

とは思いますよね。 

もうたぶん時間の問題。もう次、起きるのはですね。手を上げるか、お母さんが

110 番するか。そのタイミングはもう次、すぐあるだろうということで、そのタイミングを

どこの機関が、どうキャッチして児童相談所に連絡するかっていうのの確認をさせ

ていただきました。 

9 

じゃあ、地域の生活がどんな構成で成り立っているかっていうことを考えた

ときに、やっぱり日々のお子さんの所属があって、お母さまのご相談を受

けるところがあって、また事態が悪くなったときに、また分離ができる機関

があって。そういう何層構造からなっていますよね。それぞれの階層の中

で、ここでしかできないことっていうのは、やっぱりあって  

でも、これから先、療育に通うっていうことであれば、療育機関の方がそこ

を探っていただくっていうのも、たぶん、大切で。それはなぜかというと、お

母さんがつながれる機関が増えるっていうことにつながってくるんだと思い

ますね。最初の区の入り口はしつこく行った私だけれども、そこから区のい

ろんな相談先とか設備を、自分自身で選び取って使うようになるっていう

のが、おそらく、この家庭の、たぶん、最終的な目標だと私は思っているん

ですね。 

10 

私たちは、お母さんがそういうことをしないように、掘りを固めていったんですね。  

 

2 人とも保護です。もう最後のときには、関係機関みんながスクラム組んで、お

母さんに情報もらさないで、で、送致っていう形にして、児相とも根回しをしてい

きました。 

夏休みの状況とかの連絡を入れたりだとか、学校に登校したてのころの話を入

れたりした中で、やっぱり学校も改めてお母さん、状況が悪くなると誰にでも連絡

を入れてってしまう人なので、学校にももうしょっちゅう連絡が入っていて。「やっぱ

りもう施設入所かなー」というようなところが頭にあったんです。で、確かそのとき

に、児童相談所の方にも情報提供入れてたような気がするんですよね、確か。

いや、児相に援助要請かな。  

11 

私が、朝、送ったりっていうのもしたんですけど。そういうのができないとか、（学校

が）やってくれたので。  

 

やっぱり家庭復帰も見据えて、児相だけでは手が届かないところを子家にもやっ

てもらおうというのがよく分かっていたので、ここは足並みそろえたほうがいいかなと

思ってたんですね。  

会議の前にもう、散々ヘルパーは入れられるかというのを実際に言われていたの

で、所内でももう協議はしていたんですね。  

 

そうはいっても、在宅していて、もっとこの子の傷つきとか、お母さんの傷つきがひど

くなるようだったら、それは児相さんにもう一度相談しようとは決めてましたけど。 

12 

私のほうは定期的に、カンファレンスは別に定期的に学校のほうへ、主に校長

先生に電話してお子さんの様子を聞いて、そこから何か家庭内での心配な面

も見えてくるかもしれないので、そういった情報を取っていくということ。高齢者のほ

うのケアマネジャーさんには、ヘルパーさんが大体短時間で毎日入っているので、

ヘルパーさんからいろいろ家庭内の情報が気になるようなお子さんに関連する情

報があれば教えてもらうということにしていました。 

（曾祖母が）やっぱりちょっとしたことで入院となって、それが長期入院となったりと

か、あるいはお亡くなりになられるかということは近々予想されるので、そうなってか

ら、じゃあ、お子さんを施設なのか、親類を探して親類に預けるのかとかっていう

話はその時になってからしたんじゃ遅いので、今のうちから話し合いをしていきまし

ょうということにはなっています。 

できれば、（曾）お祖母ちゃんが何とかなる前に本人に話をして、次のステップへ

行かせたいという  

13 

もちろん、何か学校と連携しながら両輪でできるのが一番いいなっていうふうには

思ったんですけど。ただ、やっぱり、私も学校に行って様子を見ました、こういう状

況でしたとか、学校からもこういうふうに聞いてて、学校の先生も心配してますっ

ていうことを聞いたっていうことでやれれば、よりお母さんにも具体的にお話しでき

ると思うんでっていうことは、お話ししました。  

しかも、これはやってもらわないと、彼にとってはやっぱり最終的にはいろんな不利

益が来るなみたいなところは、 
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No. 変化に合わせる 共通性  

1 

お互いに無理なく本当に家庭復帰する子も突然とか１週間前というのは全然

なくて、数ヶ月前から徐々に……。こういう１年後には家庭復帰方向だから、例

えば、「外出や外泊が始まったらご連絡しますね」とか、「また、会議をやっていき

ましょうね」とか。 

 

必要に応じてっていうところ 

なんか本当、このケースの時の関係者って、人は代わりながらもみんながこのケー

スのお宅の支援者ってチームとしての支援者だったなっていう  

2 

だからどう転んでもいいように準備はしておきますっていうことで、翌日を迎え、保

健師さはお母さんのところに行き、ケースワーカーはその手はずどおり手配を整え

たって形ですよね。 

 

またシフトしましたよね。 

で、その変化がですね、あまりにも目に見えて、2 人の目で見えたので、いや、ひょ

っとしたらこのまま抱え込まれて、子育てテレフォンに言ったように死んでやるって話

になっちゃったらちょっと厳しいよね、っていうところで。そこでまた再び両者の見立

てが一致し。 

 

この先たぶんこのまま放置しちゃったら、子どもに確実に手がいくよねっていうところ

は一致したんですよね  

3 

何か、なかなか、やっぱり難しいんですけど、通常。ただ、これはすごくうまくいった

ケースかなっていうふうには、思ってるんですね。ステージが変わって。 

共通認識が明確に持てた。 

 

例えば批判「お母さん、アルコールなんか飲んじゃ駄目じゃない」っていうような形

でいかれちゃうと、おそらくこれ絶対うまくいかないなっていうふうに思ってたので、そ

この部分を最初のすり合わせのところで、たぶんうまくこういけたところで、おそらくそ

ういう意味での共通認識がちゃんとできたんだと思うんですよね。  

4 

別にそこを詰める必要があるかどうかって考えたときに、今、別に詰めなくていいな

って思ったら、そこはそうですかってします。  

しかも「虐待」で取ってくださいっていう合意を取って、ケース会議してますね。  

 

ケースワーカーとうちの目標は合ってることは確認してるので。  

 

今、帰そうとしてるけど、一応、地域側の共通認識としてはやっぱり難しいよねっ

ていうお話だったので  

5 

子どもたちの成長に合わせて、・・・結構、バトンを渡すというか、ボールを

パスするというか、その辺は結構いいタイミングでできてる、できたなって思

うことがあって。  

今の展開の中で、この機関が入り込むことはないだろうって思うときは「ま

た何かあったら呼びますから」っていう感じ。その辺は、もう見極めますよ

ね。変に入っちゃってると、結局、みんな「あんた、何やってるの？」みたい

な感じになっちゃうので。  

だから、そういうことが、これまでやってきて、理解を、共通認識をしていっ

て、誰がいい、悪いじゃなくて、この子のために、今、私たちが何を、力を合

わせられるかなっていうところを・・・  

6 

今、逃すの、お母さんがせっかく児相につながったので、今、逃すと……うん。ま

た、できなくなるっていうことは言ってたと思います。  

 

あとは、お母さんが、お母さんの困り事でちょっとつなげたっていうところで、そこから

ですかね。やっぱり、そこのチャンスを逃さないようにしたいっていう。っていうのが大

きいかったですね。今まで、どうしようと。そこにつながらなかったのが、やっとつながっ

たので。  

共通認識できたところで、やっぱり、その入院にもっていくところ？  そこが一番た

ぶん、それぞれが「ああ。何とかできるのかな」って思ったところだったかなと思います

ね。 

 

ただ、施設に、そのままうちに帰すっていうことではないっていうことが、おそらくみん

なの中で「ああ。そうですね」っていうところだったかなと思います。  

7 

やっぱり、でも学校っていうのはやっぱりステージが変わりますね。子どもってやっぱ

り成長していく段階で。  

 

復活したんですね。なかなかこう、解決って。その子のこの件、この示唆について

はいったん終われるってのはあるけれども、なかなかですよね。  

ある程度、本当にこちらが、こちらがこういう仕事を通して、学校の先生と同

じように子どもを健全に育成しようとしているんだっていうことを分かっていた

だきたいなって、こうやって心から思っておりますよね。  

8 

タイミングを図れてうまくいった  

 

子どもの問題が大きくて学校でも困ってるっていうところが入り口のスタートですけ

ど、結果的にやっぱり家庭の問題だよねっていうところにシフトしてくっていうような

ことはありますよね。 

お父さんもお母さんも子どもが問題だって、ずっと思っていたので、ずっとそこにこう

みんな取り組んでいたところがあったんですけれども、だんだんみんなの認識を少

しずつ変わっていったのは、お母さんとお父さんの問題。でも、実は、下の子にも

問題があったっていうところに、その心理面接の結果とかを学校さんなどにフィー

ドバックしていただいて。そこで共通認識として、やっぱり 2 人とも駄目だねってい

う、心配だねっていうことになり。これはもう親御さんから引き離すしか、たぶん親

御さんも変わるタイミングがないだろうということで、次のは保護。  

9 

一つは、家庭復帰の段階ですね。施設、都合 6 ヶ月ぐらい、8 ヶ月、9 ヶ月

ぐらいいた。・・・どんどん、どんどん、子どもが成長していって。ちょっと遠

方の施設だったんですけれど、お母さん、頑張って、ちゃんと面会とか、外

泊の家庭復帰のプログラムをちゃんとこなしておられました。  

やはり、一つは、親子に対する見立ての一致ですかね。  

 

その上で、まず共通しているところはどこかなって探すと、どうしてもお子さ

んに関するところっていうところは間違いがないので。みんな、最終的に

は、お子さんがちゃんと元気に育っていくことっていうのは、突き詰めれば、

そこは必ずというか、ほとんど合致するんです。  

10 

だから、次に回すしかないなということで  

 

それから、やはり、力動が変わったんですよね。  

 

まあ、行くには行くけれど、まだ、行った展開によりけりっていうところは。  

お母さんのうつの状況があって、大変つらい状況なんだなっていうようなところで、

みんな一緒だったみたいなんですけれど。それから、半年もたたないうちに大きく

変わってきて、関係機関の中で、このお母さん大丈夫かしらっていうところになっ

ていたので、みんなの中でのやっぱり危機感というか、疑問というか、があったの

で。  

11 

でも心理士の予定を組む間もなく、やっぱりね、いろいろなことが起きるので、私

も急行する。自転車でビュッと行くような感じだったので。「大変だったね」って。

「昨日、何々がきっかけであれだったんだって？」とか。宿題を見てくれないとかだ

ったりしたんですけど。それでやっぱり嫌だったのとか言って、もうプイッみたいな感じ

だったけれども、「話さなくていいよ」って言いながらも、「痛い思いをして嫌だったよ

ね」と言いながら、「どうしてこうかな」って言っているのが次の段階でしたね。。  

この子はこうやって学校で問題を起こしたりとか、何か起きたときに親が対応でき

ないから、親の力がないからでしょうという言い方を学校さんはするんです。ま、言

い方は違うくても、私も共通認識なのは、この子がこういう暴れたり学校で問題

起こしたりっていうのは、やっぱりこう家が落ち着かない。一番そばにいる親御さん

がやっぱり養育能力としてなかなか届かない部分があるからやってるという意味で

は、福祉的な目で見ても、この子の課題はやっぱりこの子だけの問題ではなく

て、家庭にもあるというのは学校と同じ認識だったからだと思います。  

12 

2 年前は今よりも曾お祖母ちゃんも認知能力はちょっとは高かったので。低下が

進んでくるにしたがってやっぱり周りも心配になってくるので、だんだんそういう。  

 

あとは、そういう順番があるということ  

在宅生活の限界ってすぐに来るので、それは見極めが遅れないようにという共通

認識はやっぱりありました。 

13 

もちろん本当に緊急性があったり、何かもう一度何か事情があって、でっち上げ

てと言ったらあれですけど、行く場合もありますよ。ただ、このケースの場合って、そ

こまでのことが必要とは思えなかったんですよね。  

そこはちょっと、共通認識ができたっていうのか分かんないんですけど、学校とも

徐々にその辺は改善していった。  
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図 21 ≪共通性を見出す≫の認識文脈 

 

 

3）行為レベルの実践内容 

子ども虐待対応における「調整」は、クライエントへの援助の一環として行われる。そ

のため、＜不適切な養育としての認識＞を形成しつつ、＜クライエントの脆弱性＞と＜ク

ライエントの強み＞を両義的に捉え、＜クライエントの利益の推察＞を行い、≪問題状況

の構築≫がなされていることが前提となる。そして、ここまでの分析結果では、「調整」に

は、≪差異の包摂≫や≪共通性を見出だす≫という認識文脈を有する情報処理過程がある

と考えられた。この二つの認識文脈は、多様性の性質（個別性と普遍性のバランスがとれ

た状態）を考えるとどちらも不可欠と考えられる。どちらが先かというよりは、どちらも

同時に生起しないと、寛容的な「調整」は成立しない。  

寛容という実践の行為レベル、対話に向けた働きかけは、こうした認識レベルの実践を

背景として行われるものと考えられる。行為レベルに関して生成された下位コードとして

は、＜明確にする＞、＜明確化を避ける＞、＜やり取りを重ねる＞、＜「調整」担当者に

よるクライエントへの接触＞、＜新たなサービスの導入＞、＜カンファレンス＞、＜連携

相手へのお願い＞、＜私自身も負担する＞があった（表 35）。認識レベルと行為レベルと

いう次元から、抽出された上位カテゴリーと下位コードの関係をモデル化したものが、図

23 である。 

本分析結果では、連携相手への働きかけの大きな傾向としては、＜明確にする＞と＜明

確化を避ける＞を見出すことができる。＜明確にする＞では、「（原因不明の歩行困難とな

った子どもについて）やっぱり『ここまでのものを 3 歳の子どもがやります？』って。『や

らないですよね』って。」（No.3）、「（養育困難ケースとして扱っていた児童相談所に対し

て）ただ、その時点でも、リスクとしては高いので、一時保護。また一時保護とか、施設

入所のリスクがある家だっていうことは、児相も分かっといてくださいっていうことは念

押ししました。」（No.4）、などといったセグメント内容となっている。窪田（2013：79）

＜共通性＞ 

＜連携相手の肯定＞  ＜連携相手への懐疑＞  

＜先を見据

える＞  

＜変化に  

合わせる＞  

＜大きなシステムの一部＞ 

＜根拠の蓄積＞ 

＜クライエントの脆弱性＞ ＜クライエントの強み＞ 

＜「間」をみる＞ 

「間」を取りつつ、根拠があ

る部分に限局的に出現 
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は、相手がこちらを支配しようとして繰り出す言葉に対して、いわば「自分自身を乗っ取

らせないため」の工夫が必要であり、その基本は、「私の目」、「私自身の立場」、「私の意見」

を静かに礼儀正しく述べるということに尽きると述べている。連携相手への依存や服従を

避けるためには、自分自身の考えを示す必要がある。＜明確にする＞必要性の判断につい

ては、二つのパターンが考えられた。一つは、クライエントの利益を考慮する中で必要と

考えられる場合である。先述のセグメント内容を見ると、クライエント（主に子ども）の

利益を推察する中で自分の意見を明確に主張しなければならないと認識されていると考え

られた。もう一つのパターンは連携相手に対する配慮である。「で、それは『そうかもしれ

ない、うーん』っていうふうに言ってると、保健師さんの方にとって、ケースワーカーさ

んは自分の言ってることが分かってくれてるのか、それとも分かってないのかっていうの

がよく分からなくて、このまま一緒にやっていけるのかどうかっていうような、ちょっと

そういった不安につながるんですよね。」（No.2）といったように、連携相手に対する配慮

と考えている担当者もいた。 

他方、連携相手への働きかけとしては＜明確化を避ける＞というコードも見出されてい

る。具体的には、「直接、言ったわけじゃないんですけど、本当に柔らかいんですけれども」

（No.7）、「ケースの見立てをするときには、こちらのある程度の方向性があったとしても、

最初からそれを詳細にお伝えしてしまうのではなくて、そういった中で、まず、こっちに

来て、まず来てもらわないと、っていう『ちょっとね、口では言えないんだ』っていう話

をしている。」（No.9）、などである。明確化は権力的思考と連動する。「こちらの見立てを

最初に言ってしまうと、相手って言えなくなってしまうと思うんですよね。」（No.10）と

いった発言からも分かるように、連携相手への抑圧を避けようと＜明確化を避ける＞とい

う手段が選択されると考えられた。 

明確にした方がよいのか、曖昧さを保つ方がよいのかを、状況との対話により判断し、

「調整」担当者は手段を使い分けていると考えられる。しかし、選択を誤る可能性もある。

こうした「調整」担当者の限界を担保する役割を果たすのが、＜やり取りを重ねる＞行為

であると考えられた。働きかけがうまくいかない時、うまくいかないことから学び、行動

を修正するためには、やり直すチャンスが用意されていなければならない。＜やり取りを

重ねる＞という応答の反復性は、学び、修正するという、コミュニケーションの本質を反

映したコードである。「でも、今、本人が望んでない中では分離っていっても難しいですよ

ねえっていうのを、まあ、何回かのやり取りの中でそのへんはお伝えしつつ…」（No.6）、

「学校ともその辺りですかね。いろいろ今このように動いてます、っていうこととか、学

校の方からも、何かあったら教えてくださいとかいうところで、ちょっとずつやりました。」

（No.13）、といったように、応答を繰り返すことによって、対話は成立する。認識レベル

において＜希望を持つ＞が＜不確実性＞がもたらし得る敗北主義への対処であったように、

＜やり取りを重ねる＞は、行為レベルにおける不確実性、＜明確にする＞と＜明確化を避

ける＞の選択の誤謬への対処といえるだろう。 

行為レベルの実践には、＜明確にする＞と＜明確化を避ける＞、それをつなぐ＜やり取

りを重ねる＞といったコミュニケーション技術上の傾向がみられるが、さらに細分化する

と、＜「調整」担当者によるクライエントへの接触＞、＜新たなサービスの導入＞、＜カ

ンファレンス＞、＜連携相手へのお願い＞、＜私自身も負担する＞、などのコードが見出

された。 
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＜カンファレンス＞は、子ども虐待対応の枠組みの中では個別ケース検討会議と呼ばれ

る。セグメントを具体的にみると、「関係者はあなたたちのできないところとかを見つけて

指摘するとか、指導するのではなくて、支援する、お手伝いをする人たちなんだよ、ほら、

ここにいる顔、みんなそうなんだよ、という機会で会議を設定していたことが多いので。

なので、本当に一時期はよくやりました。3 ヶ月に１回ぐらい。」（No.1）、「家庭復帰の会

議やってるんですよ。その時点に関しては、前にお伝えしたみたいに、もう、だから、保

育園入れたら、もうこれは家庭復帰だよなって。年齢もそうだし、お母さんの生活も落ち

着いてるし、って。保育園も、うちも、しょうがないっていったらあれですけど。」（No.4）

などと語られていた。先行研究によると、＜カンファレンス＞の開催回数と我々志向性と

の間には、正の相関があると報告されている（実方 2016b）。こうした先行研究を踏まえ

ると、あくまでも限定的に解釈した結果ではあるが、＜我々志向性＞の確認作業において

＜カンファレンス＞は有用であると考えられる。 

一方で、＜カンファレンス＞に関しては、下位コードや上位カテゴリーには反映されて

いない個別の見解として、「どこか、児童相談所が入っていると、どうしても児童相談所に、

最後の砦というか、そこで投げちゃうようなところもあるかなと思うので。そういうカン

ファは、あんまり後味が良くないというか、あんまり前に進んだ感じもしない」（No.5）、

「『あのお母さん、こんなにできなくて』とか『この子、こんなに大変で』っていう話を、

それぞれ、時間をせっかく取ってるのに、話をされても、次の一手が見付からないという

か。…やっぱり、その段階では、まだまだ、個々で連絡を取り合って、もう少し深まって

『次、どうしていこうかね』っていうあたり。」（No.5）といったように、ただ開催すれば

よいというわけではないという意識をもって「調整」している担当者もいることが分かっ

た。 

＜クライエントの利益の推察＞を行い、＜「調整」担当者によるクライエントへの接触

＞をはかることで現状の援助内容だけでは足りないと考えられると、＜新たなサービスの

導入＞や＜連携相手へのお願い＞という形で「調整」が実践される。例えば、No.2 では、

自傷行為のある母親の子育てについて、「ワーカーの方はそういうお母さんはあるとして、

じゃあお母さんが何かやっちゃうときの危険を考えると、子どもだけのことを考えて、何

とかサービスを入れようっていうふうに見てるんですよね」とクライエントの利益を推察

し、自傷行為や子どもの首に手をかける母親に対して「そうしたら『今回やっぱり首に手

を当てたっていうのは、お母さん、それは変だよ』って、もう素直に、素直にこちらも言

ったんです」と＜「調整」担当者によるクライエントへの接触＞が行われていた。その上

で、「区の方に赤ちゃんショートステイっていうのがあるんですね。『そういったサービス

を使って、離れてみるっていうのを提案してみよう』っていう話になったんですね」と＜

新たなサービスの導入＞や、「ケースワーカーはもうたまたま 2 日後に、もう他の予定が入

っちゃったのでちょっと行けない。『じゃあそこのところ保健師さん、よろしくね』って言

って、保健師さんにお任せしたんですね」といったように＜連携相手へのお願い＞がなさ

れていた。このように、クライエントの利益を慮りながら、必要な援助が提供されるよう

に自分以外の機関や職種に働きかけを行っていた。 

ただ＜連携相手へのお願い＞だけでは、一方的な押し付けとなってしまい、連携相手の

主体的な行動選択を阻害する恐れがある。窪田（2013：78）は、語りかける言葉は、相手

の言葉を呼び起こす力を持つがゆえに、時として強い強制力を持って相手方に影響を及ぼ
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すとし、相手を自分のコントロール下に置く言葉の力は、必ずしも乱暴な、直接的な要求

の形をとるとは限らないと述べている。そこで重要となるのが、＜私自身も負担する＞こ

とである。「うちも『今すぐ行きます。15 分後には到着するから』っていうぐらいに対応

も工夫するし」（No.1）、「間隔をあけない見守りが必要だから、じゃあ保健師さんが今回

行けないんだったら、じゃあうちの方で単独で行きましょう。」（No.2）などが具体例であ

る。「情報収集も、児相ができない分の訪看（訪問看護）に電話したりとかっていうことも

するので。『これ、できてなかったので、お母さんにこう伝えてもらえれば、たぶん、お母

さん、納得せざるを得ないですよね』とかって言うと、『そこまで連絡してくださって、あ

りがとうございます』とは。」（No.4）といった語りにみられるように、連携相手にばかり

押し付けずに、「調整」担当者自身も責任を分け合おうとする働きかけがあることが推察さ

れた。≪差異の包摂≫という認識文脈により、連携相手を支配しないように制御される。

そして、≪共通性を見出だす≫過程においては、＜「間」みる＞ことでバランスについて

考えるようになるため、連携相手との間で分け合おうとする行為が導きやすくなると考え

られる。その結果、＜連携相手へのお願い＞を行うだけでなく、＜私自身も負担する＞と

いう行為も生起されるものと考えられる。  

以上、整理したように、行為レベルにおいても「調整」は諸相を含み、複合的に実践し

ていると考えられた。クライエントや連携相手からもたらせる＜不確実性＞を処理しつつ、

自らの行為によっても＜不確実性＞を生み出している。そうした複雑な状況下にある子ど

も虐待対応は、成果が見えにくい仕事であり、その中で連携する人々の「調整」にあたる

上でも過大な期待を抱くことで担当者は消耗する。そういった意味で、＜謙虚さ＞のよう

に自らの限界を認識することは必要だが、Thompson（＝2004）が指摘するように、現実

的になることと、敗北主義的になることは違う。そのため、＜希望を持つ＞という認識基

盤が形成されていることも重要になると考えられた。  
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表 35 行為レベルの事例‐コード・マトリックス 

No.  明確にする 明確化を避ける 

1 

だから、その辺で保育園さんに私から電話して、「たぶん、ママはなかなかコミュニ

ケーションを取るのが得意ではない方だから、あとあとやっと私に勇気を振り絞って

言ったと思うんだけど、これってさ、園長先生って」言って。  

 

だけどケースなのこれ、っていうところで、いかに私がママの代弁をするか。  

（第二子に関して）だから、それ以外でも聞いても「いや、2 人ともそんな問題な

いからいいですよ」っていう感じなので。ちょこちょこ情報は学校には入れてはいる

んですけど、なんかそれならそれでっていう。  

2 

だけど自分はこういうふうに見立ててるよっていうことは、はっきり言ってました。で、

それは「そうかもしれない、うーん」っていうふうに言ってると、保健師さんの方にとっ

て、ケースワーカーさんは自分の言ってることが分かってくれてるのか、それとも分か

ってないのかっていうのがよく分からなくて、このまま一緒にやっていけるのかどうかっ

ていうような、ちょっとそういった不安につながるんですよね。  

でもちょっと違うよね、っていうようなことは、自分の中で収めてるっていうんですね。

うまく収めてるっていう感じですかね。  

 

だとしたらそこの部分は捨てきれず、っていうところで、持ち続けたいっていう気持ち

がそこで出ましたね。 

3 

やっぱり「ここまでのものを 3 歳の子どもがやります？」って。「やらないですよね」っ

て 

 

そして、私がうるさい。これ、結構大きかったんじゃないかなと思うんです。私がうる

さい。うるさかった。 

そうかって、またそこでもなるわけ。ああ、そういうふうに園長先生は仰ってた。  

4 

まあまあ、でも、いやいや、これ、でも、養困じゃないですよね、とは言いました。こ

れ、養困ですか、って言って。 

 

ただ、その時点でも、リスクとしては高いので、一時保護。また一時保護とか、施

設入所のリスクがある家だっていうことは、児相も分かっといてくださいっていうこと

は念押ししました。 

でも、そこはそこで、でも、分かりましたって言って、そこで収めましたね。  

 

そうですね。そんなことしたら、地域、帰ってきても、面倒見ませんよっていう雰囲

気が、たぶん、伝わってたんじゃないですか。（そのことは）言ってはないですね。だっ

て、最終的に帰ってきたら、見るつもりではいましたから。 

5 

（第一子は）「もうちょっと繊細なんだよ」っていうようなところを、また改めて

こっちから伝えてって。  

 

そこにはまず応えていく中で、見えてきたものを伝えていくっていう感じです

かね。 

 

よっぽど見立て違いだったら、それは、ちょっと、関係が悪くなっても言いま

すけど。  

「でも、そういうことなのかな」なんて思いながら、ちょっといたんですけど。  

 

言葉で交わさなくてもお互いやってたみたいな感じのところがあったので、

その辺は、結構、実感はしましたね。  

6 

引き下がるっていうか、「でも心配です」っていうところはやっぱり言ってましたかね。  結局、そこの部分だけでもめてても、ちょっと進まないかなって自分の中でもあった

ので。まあ。もちろん言うことは言うけど、できないところの折り合いは付けるしかな

いなっていうところの判断で。まあ。そこを少し収められるところは収めてもらってい

うところがちょっとあったかなと思います、保健師さんの方にも。  

7 

そこは時間をかけて、学校は説得して・・・  

 

だから、様子を見守るとか、最初はそのくらいでしたよ、本当に。  

 

直接、言ったわけじゃないんですけど、本当に柔らかいんですけれども  

8 

強いていうなら、その書類通告のタイミングの、警察さんの反応ぐらいですかね。

なんかあまりこう問題視してなかったので、「いやいや、いや、違いますよ、すごい問

題のある家庭ですよ」っていうのを、非常に押したぐらいで。  

保育園さんの大変さをお聞きしては、「まあまあ」って言って。もうそれで何とかいく

しかないのと、  

 

あと一番最初はその問題が、やっぱり学校としてはもう正直にね、出したいって

感じだったので。そこをどうにか収めるっていうところでは、この問題より、実は親な

んですよっていうようなところを、ご理解いただくっていうのには少し時間というかね、

そういうのが必要でしたけれど。  

9 

無理なお願いというか「引き受けてくれたらラッキーだな」って…… 「そうは

いっても、言ってみるか」って。  

 

そういった意味では、どうしてこの調査が必要で、どうして協力を得ている

のかっていうところの説明は、もう、がつがつとしました。  

ケースの見立てをするときには、こちらのある程度の方向性があったとして

も、最初からそれを詳細にお伝えしてしまうのではなくて、そういった中で、

まず、こっちに来て、まず来てもらわないとっていう「ちょっとね、口では言え

ないんだ」っていう話をしている。  

10 

（保健師から子どもを保護する必要があると親に告げてほしいといわれて）「話を

聞いた中で、そういうことがあったら、私は言います」というふうには言ったんですけ

れど。 

バシッとは言わなかったですね  

 

こちらの見立てを最初に言ってしまうと、相手って言えなくなってしまうと思うんです

よね。なので、まずは、相手がどんなふうにとらえてるか、相手の視点を聞いた上

で自分の考えてることと擦り合わせをするっていうことで、なぜそこが違うのか、そこ

を協議していけば共通認識ができるんじゃないかなというふうには思ってるんです

けれども。 

11 

「・・・私たちは子どもの立場で、子どもの傷つきを考えると、治療にはそうであって

も、子どもさんはできない。そして、児童相談所、それを決定する児童相談所が

そういうふうに判断している以上、うちとしてはちょっとこれ以上押すということはで

きないですし、児相にもできないですし、子どものためにもするつもりがちょっと、今

のところは考えてない」みたいなのをちょっと言ったら、すごく先生が怒っちゃって。  

他の子がって、そのときはまだ私も。そうですね、うーん、でも、確かにちょっとこの子

にとってはやっぱり心の、気が知れてる先生の方がいいと思うから、そんなずっと続

くわけじゃないんだからいいんじゃないのかなというのは、実はちょっと、実はちょっと

思っていました。言わなかったですけど。  

 

ちょっともう少し協議しますっていうところで留めといて。  

12 

でも、やっぱり、今のうちにいろいろお子さんの将来のことも決めておいたほうがいい

のでということは言いますね。  

それは、警察に訴えたとしても、調べてもなかなか証拠不十分になっちゃうという

ことは分かっているので。そんなに、無理と言ったことではなかったですけども。  

 

それぞれが役割分担を、「ケアマネさんは、これね」っていう役割分担をしなくて

も、それぞれの持ち場でやるべきことはこの世帯のためにやっていきましょうという認

識では最初からいてくれている  

13 

ただ、やっぱり、彼に全部負担をさせてしまうというのは、まだまだ小さいし、厳しい

かなって思うんですよ、みたいなところから。やっぱり最低限これは親にちゃんとやっ

てもらわないとっていったところは、彼だけではなくて親にもちゃんと連絡をしていた

だいたほうがいいかなと思いますけどみたいな感じの言い方をしましたね。  

そういったてこ入れをすることで、まあいろいろ、あとは、時々こちらが様子を見てい

こうっていう形でやってたんですけど。  

 

そこでして、あれですね。「いやいやいや」って言い方はできないですからね。  



 

176 

 

No.  やり取りを重ねる カンファレンス 

1 

なので、何かそういう経過を、結構随時、細かく確認していた中で、私もこう、お

互いの、何かこう、何ていうんですかね。納得加減というか、そのやり取りが特に

煩わしさとか、何かこう、持たれてないなっていうのは感じたかなっていう印象です

かね。 

 

お金もなくて、人もいなくて、だけどやっぱりお互い人なんだからわかり合うまで、じ

ゃあ、話せばいいじゃないっていう。  

関係者はあなたたちのできないところとかを見つけて指摘するとか、指導するので

はなくて、支援する、お手伝いをする人たちなんだよ、ほら、ここにいる顔、みんな

そうなんだよ、という機会で会議を設定していたことが多いので。なので、本当に

一時期はよくやりました。3 ヶ月に１回ぐらい。 

2 

今の状況を共有するっていうんですかね。やりとりをしてる  なので、実質、1 時半の受診に集まったのは、保健師さんがお母さんを連れてき

た。ワーカーは現地集合したけども、お父さんも自主的にそこに入ってくれた。 

3 

そのあと園長先生とはメールで、個人的って自分のメールじゃなくて、区のあれ

で、どうですかって、どうですかっていうようなメールをして、お母さん、治療に乗って

ますって、向こうからも報告をいただいて、聞けてたし、私も報告を、最近こちらに

は連絡ありませんって、保育園できっとお母さん、落ち着いた生活して、治療を

始めてるんだと思って。すごくありがたいし、うれしく思ってますっていう形でのやりと

りを、1 ヶ月、2 ヶ月ぐらいしたかな。 

入園が決まって、4 月、入園式が終わって 1 週間ぐらいたったあとですかね、その

権利のワーカーと私と、それから、あちらの（決まった保育園の）園長先生と副園

長先生と 4 人で、ケース会議を開いたんですね。  

4 

もう事前にも、ちょくちょく、全部、伝えていることなんです。なので、「そう来るか

な」と、たぶん、向こうは思ってたと思うんですよね。  

…家庭復帰の会議やってるんですよ。その時点に関しては、前にお伝えしたみた

いに、もう、だから、保育園入れたら、もうこれは家庭復帰だよなって。年齢もそう

だし、お母さんの生活も落ち着いてるし、って。保育園も、うちも、しょうがないって

いったらあれですけど。  

5 

相当、話しましたね、いろんなところと。医療も、ソーシャルワーカーさんと

かとも、結構、連絡を取ったり。学校とも、やっぱり。とにかく、学校にも通

って、顔を見せてっていうのもやったし。  

 

結構、やりとりを学校としていたので。  

カンファをやりましたね。 

6 

でも、今、本人が望んでない中では分離っていっても難しいですよねえっていうの

を、まあ、何回かのやり取りの中でそのへんはお伝えしつつ…  

それで、児相は保護できないって言われたっていうんで、入院は何とかできるのか

っていう。相談を先生の方にしたですよね。まあ、それも、ちょうど、すぐにっていうの

は難しいってことで。今、児相もかかわるから、それこそ一時保護委託とか、そう

いうものができないかどうか、ちょっと、会議をしたいっていうことで児相も入った上

での、ちょっと医療機関のことを会議を設定しましたね。  

7 

その積み重ねで、何か起きたときに、こっちにも連絡をすぐにくれます。すぐにくれて

るかどうかははっきりと分からないですけど。  

 

結構頻繁に学校とやり取りをしている  

この子は本当 6 年いるわけで、下の子を入れると 10 年以上、10 年ぐらいいるわ

けですよね、この家庭はね。だから、協議は少しずつできるようにはなってきてるん

ですけれどもね。 

8 

あるいはただお願いしますじゃなくて、やっぱりそういったやり取りですよね。やっぱり

適宜やり取りをしてる中で、お互いの信頼関係とあとお互いの、何ていうんでしょ

うね。役割とか、そういったところを少し明確にしていくのが、長年、積み重なって

るから、この 2 年間のこの動きができたんだろうとは思います  

あくまで、児童相談所としては書類通告に対する指導。その指導の内容が

次、どんなことがあっても、やっぱりお子さんに課題があるわけですから、手を上げ

て止めるとか、そういうことではなくて、きちんと服薬とか対応とかもいろんなところと

助言聞きながら、きちっと、まだ手を挙げてはいけないという話と、お酒の問題を

ちゃんと取り組みなさいというような指導等をしていただき、はい。で、お子さんの

面接をしていただいたりした中でカンファレンスを開かせていただき。  

9 

そのときだけの説明では難しい  

そのときだけの電話でとか、対面の依頼ではなくて、それ以前からの培わ

れてきたものっていうところがベースになっているのかなと思います  

 

それまでの協力関係の実績の中で「じゃあ、そうね」っていうふうになったっ

ていうのが、たぶん、一番本質に近いのかなとは思います。  

カンファレンスをそこでして。そこはお母さまも含めてのカンファレンスをし

て。うちと、児相と、保健師と、病院と、お母さまでカンファレンスして。  

10 

夏休みの状況とかの連絡を入れたりだとか、学校に登校したてのころの話を入

れたりした中で、やっぱり学校も改めてお母さん、状況が悪くなると誰にでも連絡

を入れてってしまう人なので、学校にももうしょっちゅう連絡が入っていて。  

で、ケース会議をして、方向性を確認し合いましょうっていうところになったんで

す。  

11 

ずっとやりとりしてたので。  

 

何回かやったんですよ。何回か足運んだけど  

 

だから、ある意味何度か足しげく通ったのも、ぶつかりながら行ったというのもよかっ

たのかもしれない。ヒントをいただけたという意味ではよかったかもしれないですね。  

なので、実際会議開いたのは、一時保護から帰るときに第 1 回といった形になっ

たと思っています。 

12 

その後、そういう話を何回かしていて、  定期的に、もう前任者の時代から関係者でカンファレンスを開いてましたので。カ

ンファレンスを年 2 回ぐらいの割合ですかね、開いて。今現在のご家庭の状況と

かを把握して、それぞれの役割分担を確認するというような作業をしていました。  

13 

学校ともその辺りですかね。いろいろ今このように動いてますっていうこととか、学

校の方からも、何かあったら教えてくださいとかいうところで、ちょっとずつやりまし

た。 

 

何回も何回もそういうことをやりとりしていく中で、お互いの理解が進んだりとか、

そういう共通認識にたどりつくのかなという気はするんですよね。  

会議には児相が入っていただいて、あと地域ですね。地域の子ども家庭支援セ

ンター、小学校、それから、児童館のような機能を持ったところです。  
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No.  調整担当者によるクライエントとの接触  新たなサービスの導入  

1 

これが見合うだろうということで、月に 1、2 回は訪問を保健師と私で繰り返して

います。  

 

だから「何でも言うんだよ」っていう。「抱えないんだよ」っていう。私の 1 個か 2 個

上のママだったので「私のこと、良かったら友達と思って話して」って。っていうお付

き合いですかね。  

ショートステイを基本使い始めるんですけれど、結構使うんですよね。ショートステ

イ使った。最初、お試しで週末使って、もうその後、金、土、日、月とか。この辺

は平日ですけど、結構。  

 

上の子も下の子を出産するときにショートステイも使ったし  

2 

保健師さんの単独でお母さんに家庭訪問かけて、それから子どものケースワーカ

ー単独で家庭訪問し。で、時には一緒に行ってって、何度かその間もですね、お

母さんの現認、子どもの現認には行ってたんですけども。  

 

そうしたら「今回やっぱり首に手を当てたっていうのは、お母さん、それは変だよ」っ

て、もう素直に、素直にこちらも言ったんです。  

区の方に赤ちゃんショートステイっていうのがあるんですね。「そういったサービスを

使って、離れてみるっていうのを提案してみよう」っていう話になったんですね。  

3 

その方と、もともと私が知り合ったのは、彼女が妊婦さんのときだったんですね、

で、そのときからちょっと育児不安がある方で、まあ継続的に、まあお話を伺って

たりしてたんですけど  

 

じゃあ病院に行く、行こうかと思う。それはいいねって。でも、まあもちろん、1 人じ

ゃ行けないっていうところがあったので、じゃあ、ついていくよって。  

なので、お母さんにですね、保育園は考えられないかっていうことを聞いたんです

ね。でも、当時彼女は、自分はそういうふうな病気ではない、大丈夫だって仰

る。だから、「それでいいんじゃない」って。「別に病気で入るとかじゃなくて、お仕事

をする」って 

4 

児童相談所からの協力依頼。東京ルールの協力依頼で来ていて…協力依

頼の中身としては、もう本当、その経過と、子どもが保護所の中で特に問題は

ないし、帰りたいって言ってますと。生保もかかってるので、しっかり生保と、何だっ

けな、うちの訪問と、児相の訪問と、あと保健師も入ってもらって、医療もしっか

り入れば、まあ、落ち着くでしょう、というところで入ってきてた協力依頼ですね。  

じゃあ、ちょっとお手伝いしてくれる養育支援ヘルパーさんっていう人がいて、私み

たいに、一緒に。そのとき、一緒に料理作ったりとかもお母さんとしてたので、「一

緒に料理作ったりとか、教えてくれる人いるから、やってこうよ」って言って、何とか

養育支援ヘルパー入れて。メンタル（の問題）はあったので、そのまま、養育支援

ヘルパーさんから自立支援のヘルパーに切り替えたんです。  

5 

単純には、もう、引き継ぎのケースだったんです。  

 

「私が、お迎えに行くから」って。そうすると、迎えの間に子どもたちとすごく

お話ができたりとかして、子どもたちの気持ちとかその辺が聞けたので、  

まず、学生ボランティアのサービスをちょっと入れようかなと思っていて。  

 

今、第一子の方は、もう 1 個、学習の居場所をつくったんですね。今、いろ

いろ、若者の居場所っていうのがありますけど。…次の居場所っていうこと

で、つなげて。  

6 

まあ。すごく長いケースで、もともと、もう、前任者がかかわっていて。  はい。ここに

移動して引き継いだケースではあるんですけど、はい。  

  

とにかく、お子さん、訪問して、ちょっとお子さんと、状況を確認しながら。  

今まではどちらかというとお母さんの具合が悪いっていうことで児相に言ったんです

けど、「いれないよね、2 人で危ないから」っていうことで。ちょっと相談所に相談し

てみようかって言って、お母さんを連れて児童相談所に行くっていう形になったん

ですね。で、お母さんもずっと拒否してたんですけど、そこで一応つながった、という

感じですね。もう一回。  

で、結果的に入院はできたんです。先生の方が、まあ、入院できる病院と調整

はしてくださったっていうのと。 

7 
その日のうちに極力、子どもさんの様子を見させてもらって、今、けがをしてると

か、してないとか、けがの度合いとか見て、週明けにもう 1 度、あらためて話をする

んだけれども、  

まず地域の方には、民生委員さんには、何か家庭の中でね。家庭の中で起き

てることは間違いないので、それを学校へ発信しているだけであって、なので、ちょ

っと注意深く。しかもですね、やっぱり夜とか、土日ですよね。子どもと親が関わる

のは。なので、注意深く見ていただきたいということをお願いしてね。  

8 
やっぱりお酒をお母さまが多量に摂取されて、「もう私はなくなりたい」と言って、

泣きながらここにお見えになったことがあり、お父さまと一緒に入院につなぐというよ

うな、そんなようなことも騒ぎとしてありましたので。  

手を出しちゃったのはお母さんじゃなくてお父さんだったかもしれないですけど、とに

かく叩かれてしまったのは上の子ですけれども、下の子も同時に併せて職権保

護となり。 

9 

そこは率直に伝えました。お母さまの中で困っていることがきっとおありに

なると思っているっていうことは。  

 

そこで、いろいろなことが分かるし」って言って、その場では「分かりました」

と、お母さまが了解してくださったとともに、幼稚園が難しければ、保育園

でもね、いいんじゃないのかなっていう話をして。集団生活に入れて、少し

でも伸びるようにっていうご提案を差し上げて  

やはり児相としては、ネグレクトとしての扱いにして、その後、障害児施設

に入所しました。そこは、もう、お母さまもご了解を得た承諾という形で。  

 

あとは、保育園と療育機関は、帰す前提で、その二つは必ず通わせること

っていう約束をお母さんとしていたので。  

10 

…まずは生活環境を見なきゃいけないと思って家庭訪問を提案して。  

 

…やっぱり夜中にお母さん起きて、インターネットをしているので、子どもも目が覚

めてしまって、隣で騒いでいて、1 日 4 食目の 4 食を食べているとかいうような話

が出てきたので、「お母さん、そこ、不適切だよね」っていうような。ところは言ってま

す。  

児童デイサービスにつなぎ、で、児童デイサービスも 1 週間丸々というほど空きが

ないので、学童クラブの中で障害児を受け入れてくれるところを探して、そこを紹

介し。 

 

下のお子さんは、軽度知的障害で、上のお子さんほど大変ではないし、自転

車に乗せて家に連れて帰ってくるという、30 分もあれば終わるところだったので、

養育支援ヘルパーを使いました。 

11 

もともとは、他区からの転入ご家庭で、他区からの情報提供が入り口なんです

ね。 

 

一番最初は、お母様から早速相談、そのとき相談意欲が高い時期だったの

で。ちょうどね、高い時期で。早速ご連絡いただいたので、私としては会うのが一

番だなと思ったので、アポイントを取って、来所面接をするという設定をしました。 

（一時保護の後）やっぱりこれを機に、やはりお母さんの通院が条件みたいに返

ってきたので、保健センターへ通って、通院したら、お母さんはちゃんと病名が付

いて、自立支援ヘルパーを入れて、お母さんの力だけじゃ大変だというので。  

12 

で、曾お祖母ちゃんに聞くと、お年玉があって、親戚からもらって、それを使ってる

んだって言うんだけども。その親類の方から聞くといくらもらってるっていうのはうそじ

ゃないかもしれないけど、そんなに何万も 1 年間小遣い代わりに持つほどもらえな

いよね、親戚はいないよねっていうことなので。  

その原因はともかく、これはまずいといういことで、福祉事務所で契約しているまた

別の NPO さんに金銭管理をお願いして、必要なものだけ毎週持って届けてもら

うように通帳とはんこを預かるようなことになりましたので、それは割と落ち着いてき

ました。 

13 

こういうサービスをご案内したいとか、あと、どうしてもちょっとお母さんにお話しした

ことがあるんでってことで、一度、土日でいいので会ってもらえませんかって話をした

ら、まあ、いろいろのらりくらりではあったんですが、最終的には何とか会うという約

束を取りつけることができて。 

 

…ライフラインの支払い、1 カ月以内にやっていただかない場合は、申し訳ないけ

ど、児相に電話させていただきますという提案をして。  

こちらもいろんなヘルパーサービスを夜入れて、夜、毎週 1 回なんですけど、2 時

間ヘルパーさんを入れて食事を作って、多めに作ってもらって、日持ちするような

カレーだとかどっさり作ってもらったりとかしたりとか、部屋の掃除、洗濯っていうこと

もやってもらう。 

 

あとは、地域のいろいろ NPO がやってるような、子ども食堂とか。  
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No.  連携相手へのお願い 私自身も負担する 

1 

だけどちょっとここは頑張ってとか、ここは我慢してって。 

 

でも、もう、このおうち、審査で学童が決まった時から「こういうお宅だからお願いし

ますね」って。入会前面談の前からも「こういうお母さんだからよろしくね」っていうの

は言っておいたんですけど  

…多分、受けてもらえないというのを私聞いて、学童に「保育園まではこうだった

んだけど、ダメ？」っていう交渉はしたと思うんです。  

でも、こっちでその分こうやるからさみたいな。  

 

うちも「今すぐ行きます。15 分後には到着するから」っていうぐらいに対応も工夫

するし。 

2 

「その間にも何か起きちゃったら大変だよね」ということで、保健師さんは改めて、

「じゃあ 2 日後にもう 1 回お母さんの話聞かせて」っていうような形で約束を取り

ました。で、ケースワーカーはもうたまたま 2 日後に、もう他の予定が入っちゃったの

でちょっと行けない。「じゃあそこのところ保健師さん、よろしくね」って言って、保健

師さんにお任せしたんですね。 

間隔を開けない見守りが必要だから、じゃあ保健師さんが今回行けないんだっ

たら、じゃあうちの方で単独で行きましょう。 

 

ほんでお母さんのその受診については、保健師さんが行きますから。ケースワーカ

ーはその前にちょっと予定が入ってたので、一緒に行けないんだけど、ただショート

ステイ、それから児相への連絡っていうところは、手はずは整えておきます。  

3 

ほんとにやっぱりこう、お子さんがこの先やっていくには、もう園長先生も副園長先

生も、ほんとにこんなね、ことを、あらためて申し上げることではないんだけれども。

ただすごくこう、ここの部分が心配で、で、やっぱりこう、安心して安定する大人の

モデル像が、やっぱり保育園に入ればあるしっていうところでは、ほんとに保育園に

入れてよかったと思うしっていうところで、こう話を…。  

それに、やっぱりあそこで話し合いをしたので、何かあったら連絡くださいっていうふ

うには言ってたんですね。いつでもかまわない、私ができることはもちろんさせていた

だくので、って。  

 

お母さんの方はもし（何か）あったらこちらがやりますし、必要があれば投げ掛ける

ような関係は、彼女と私はできているので、その辺は大丈夫です。何かあったら

連絡をくださいっていうふうにも言ったし。 

4 

いや、駆け引きですよね。私たちの仕事、たぶん、相当、駆け引きをしながら関

係機関ともやるので。  

 

そこが児相にそれを促す。 「やって。おまえだぞ」って。なので。  

なので、訪問も、だから、それなりに行きますよね。情報収集も、児相ができない

分の訪看に電話したりとかっていうこともするので。「これ、できてなかったので、お

母さんにこう伝えてもらえれば、たぶん、お母さん、納得せざるを得ないですよね」

とかって言うと、「そこまで連絡してくださって、ありがとうございます」とは。  

5 
でも、それもね、学校では、なかなかできなかったけど、その分、お迎えのと

きに、下の子よりはいっぱい話が出せてたので、そこは 1 回こっちで受け止

めて。それをほかの人に「お願いしますね」って。  

あと、養育者の方とも、サービスをなんとか入れ込むっていうことで、きっか

けとしては、全く「どうですか、最近」って言って「大丈夫です」って言われる

よりは「こういうのを、今、入れれって、こういうふうになってますけど、どうし

ますか」とか。「どうだから、もう少し続けるか」とか。「どうだから、やめるか」

とか。そういう話のテーマとかも、ある程度、絞りやすいし。  

 

やっぱり、それだけ、このワーカーが、この家族をどこまで見て、どこまで誠

実に関わっているのかっていうのは、たぶん、見られてるんだろうなと思う

んですよね。 

6 

（児童相談所に対して）お母さん、本人には、ほんとは悪くないんだけどっていうこ

とは伝えてほしいっていうことと、お母さんの方の課題についても、私たちも課題の

方は話すから児相としてもその課題の部分は、で、課題を確認した感じがしま

す、お母さんの課題を。 

もう、じゃあ、次はそこの調整をするしかないなっていうところで。動いた感じですか

ねえ。 

 

そこはうちも言うし、一緒に。 

7 
他のやり方をするために他の人の力を借りようっていうふうに思ってもらえるように、

家庭もやっぱりちょっと膨らんでいってもらいたい。そこにね学校はさらに危機感を

深めてね、自分たちも面の部分を広くしてもらいたい。  

こういう動きをしていると、やっぱりいったんはやり過ぎちゃったなってのも分かるんで

すね、親御さんもね。  

8 

私の方でちょっと働きかけさせていただいたのは、もううちでも、もうずっと長年関わ

ってきて、学校もそうやってお子さまの問題には取り組んで、解決、解決まではい

かないですけどね。お子さまの問題には取り組んでこられている。でも結局ご家

庭はもうしょっちゅうそのように、警察を呼ぶような騒ぎをしてるって、やっぱり今度

お母さまのお酒の問題が大きく出てきましたので、そこのところを警察の方にもご

理解をいただき、児童相談所に書類通告という形を。  

私たちもまだまだ行き届かないところありますけれども、その関係機関から何かし

ら連絡をいただいたりしたら、可能な限り迅速に動くとか。  

9 

（児相には）分離っていうキーワードが出てきているから、ちょっと一緒に会

ってもらいたいなっていうところ。  

 

…それもあったので、児相の方には、「見てもびっくりしないでほしい」と。お

子さんを見ても「これは、いかん」ってすぐに言わないでほしいっていうふう

に、あらかじめ打ち合わせをして行きました。  

実際、地域に帰って、保育園とか療育とか通う段になって、例えば通って

これなくなっちゃったりとか、親御さんとトラブルがあったときに、きちんとそ

れはセンターだったり、児童相談所の方がちゃんとフォローします、というふ

うなところをお伝えする中で「じゃあ、分かりました」というふうに言ってくださ

ったっていう経過がありますね。  

10 

で、確かそのときに、児童相談所の方にも情報提供入れてたような気がするん

ですよね、確か。いや、児相に援助要請かな。会議をするので、かなりお母さん

の様子よくないし、子どもたちも障害も抱えているから、ケース会議の中でちょっと

見立てをするのに、一緒に参加してほしいっていうようなところでお話は入れて、

来てもらって。 

不満を言うのは親なので、その親を鎮めるために、ちょっと親が何を考えてこんな

状況になってるのか、背景の因子とか、そういったものを、まずはこちらが理解しな

ければいけないというふうな思いで、親御さんにお会いして、お話を聞かせていただ

いた上で、どうしようか考えさせていただきますので、またご連絡しますというようなと

ころで、そのときは終えてますんで。  

11 
（母親が通院する医療機関の医師に対して）在宅の中での治療を何とか進め

ていただきたいということなんだけどなっていうのをお願いしたんだけど。  

自立支援医療につながれば、お母さんのヘルパーが入るから、それまでの期間と

いうことでは、うちの養育支援ヘルパーを入れて、朝の送り出しは学校さんの負

担を少し減らしますといったところで、学校には納得いただいて。  

12 

お母さんは亡くなったりしていて、親権がお父さんにあって。お父さんは行方不明

だったんですけど、その辺は福祉事務所のケースワーカーに調査していただいて

居場所が分かったので、こちらのほうで福祉事務所と共同してアプローチをして、

お父さんは何とか見つかって。  

あと、親類の方と、福祉事務所と、子ども家庭支援センターで話し合いながら

やっていきますということと。あと、家庭内の状況も今以上に注意して家庭訪問

をしたりして把握していきますというような話でいました。  

13 

同じやるにしても、やっぱりここはどうしても学校の先生にやっていただきたいってこ

とは、ちょっとやんわりと言ったりはしましたけどね。  

 

児相には、一応こういうことでお母さんと期限を切って改善してほしいって話をし

て、改善しなかったら児相に連絡するよってことで話してあるので、ということで児

相に入っていただいて。児相さんは「え、えーっ」て感じではありましたけども。  

 

「もちろん、こちらもできることはやっていきたいと思ってます」とか。  

 

「できません」というよりは、どうしても何か、これこれこうなれば可能です的な、そう

いう言い方を何か自分はしたいのかなと。  
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図 22 寛容的側面に着目した「調整」の実践内容 

  

≪差異の受容≫ ≪共通性を見出す≫ 

＜カンファレンス＞ 

＜明確化を避ける＞ ＜明確にする＞ 

＜私自身も負担する＞  

＜不確実性＞ 

認
識
レ
ベ
ル 

行
為
レ
ベ
ル 

＜私とクライエントへの接触＞  

＜連携相手へのお願い＞  

＜新たなサービスの導入＞  

＜やり取りを重ねる＞ 

≪問題状況の構築≫ 

＜我々志向性＞ 

寛容 

＜希望を持つ＞ 
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終章 「調整」の質の担保に向けて 

 

第一節 クライエントが果たす役割 

1）「調整」の重心となる志向性 

 本研究では、先行研究を整理することで子ども虐待対応には多様性が求められるという

仮説を構築し、この仮説については定量的データを用いて実証した。子ども虐待対応では、

親権の濫用（abuse）により生じる抑圧性を制御するために、行政権限を強化することで

対応してきた。ただし、その限界も明らかとなってきている。子ども虐待という現象自体、

何が虐待で、何が虐待ではないかは明確に線引きすることが難しい。そうした中、親の行

為の意図ではなく、子どもに及んだ影響から子ども虐待か否かを解釈するという方針が、

児童虐待防止法では示された。しかし、何が子どもの最善の利益なのか、どうしたら親を

支えることができるのか、私たちがあらかじめ知るには限界がある。だからといって、子

どもの最善の利益や親が抱える困難感について思考することが無意味であるはずがない。

分からないことがあると知るからこそ、分かろうと努力することができる。クライエント

の侵し難い性質はそのままに、なおクライエントとの関係を維持する上で関心を寄せるこ

との意義を説明するために用いたのが、志向性という概念であった。  

そして、集団内の志向性（我々志向性）には脆弱化傾向があるゆえに、志向性の維持・

強化が「調整」にも求められる。多機関・多職種連携は、組織（ローカル志向）と専門職

（コスモポリタン志向）の二重の準拠集団による拘束を受けた人々が寄せ集められてでき

る集団である。ローカル志向、コスモポリタン志向、どちらが強いかは個人によるとして

も、多機関・多職種連携という集団に対する帰属意識はほとんどないといってよい。その

ような中、援助職が多機関・多職種連携に留まる理由は、「援助する」という職責によって

拘束が生じるからである。「援助するために」、対人援助職は他機関や他職種と連携する。

しかし、集団思考などの例からも分かる通り、「援助するための」という機能は志向性の脆

弱化により見失われる恐れもある。多機関・多職種連携がクライエントとのつながりを、

そして、連携する援助職同士のつながりを維持するうえで、常にクライエントに関心を寄

せ続けることが必要となる。 

そのため、「調整」担当者の認識を支える基本的なセッティングの一つとして、本研究

では＜我々志向性＞を位置付けた。＜我々志向性＞は、本来は多機関・多職種連携という

集団に対する帰属意識の低い人々（援助職）をつなぎとめる手段として有用であり、多機

関・多職種連携を「援助するための」システムとして機能させるためにも欠かせない要素

である。それゆえ、連携内の不調和の解消を目指す「調整」においては、＜我々志向性＞

を意識する必要があると考えられる。そして、志向性のつなぐ機能は、同質化や均質化を

避ければ、固定することができないがゆえに、柔らかく、緩やかに私たちをつなぐ。なぜ、

連携する人々のつながりが「柔らかく、緩やか」なのかといえば、一つには、「離れようと

思えば、離れることもできる」という事実を前に、それでも「離れない」という選択によ

って形成された「つながり」だからである。つまり、志向性により形成される「つながり」

の特徴は、強制ではなく、職業人としての自律した意思が機能している状態において拘束

がかけられる点にある。逆に、強制的な力によって支配された状態では、職業人としての

自律性は機能しないため、志向性は脆弱化する。クライエントに関心を寄せているように
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見えても、実際には、強制力に服従しているに過ぎない。多機関・多職種連携自体への帰

属意識がそれほど高くないことは、否定的に捉える必要は全くない。集団凝集性は確かに

相互作用を活発化するが、高くなるほどに集団思考化する危険性も高まるからである。そ

れゆえに、帰属意識の低さは「柔らかく、緩やかな」つながりの形成に活用し得る要素と

して扱うこともできる。 

ただ、志向性が多機関・多職種連携内のつながりに「柔らかさ」や「緩やかさ」を担保

するというだけでは、＜我々志向性＞がなぜ「調整」において重心をとる際に機能するか

を説明することは難しい。＜我々志向性＞が「調整」においてバランスをとる上で欠かせ

ない理由は、志向性の先に存在するクライエントの「重み」に依るところが大きい。  

 

2）クライエントを他者化する効用 

多機関・多職種連携が語られる中では、クライエントをこの援助システムの中に組み込

まれる場合がある。この場合、援助がクライエントとの協働であることを強調する意図か

らであることが多い。ただ、本研究では、そうした立場を採用しなかった。その理由は、

クライエントの絶対性を強調したいと考えたからである。多機関・多職種連携というシス

テムからクライエントを外在化したとしても、クライエントとの協働は強調される必要が

ある。ただ、このことは、「同じ」になることを意味するわけではない。 

援助を必要とする側とそれに応えようとする側には、絶対的な違いがある。親から暴行

される子どもや、子どもの育て方に悩む親へ、「あなたの痛みが分かる」などと断言できる

人がいるのだとしたら、その不遜さを戒める必要があるだろう。クライエントの尊重が意

味するのは、違いがあることを認め、その違いを排除しないことである。違いがあること

を認めることは、分断を強調することではない。違いがあるからこそ代え難いのであり、

関心を維持しようと努力する。連携相手の差異を包摂するのと同じ理屈である。そして、

クライエントの困難を何とかしたいのに肩代わりができないことに、援助する者はある種

の痛みを感じることがある。その痛みは、クライエントが絶対的他者であるがゆえにもた

らされるものである。こうしたクライエントの絶対性を強調するために、あえて多機関・

多職種連携というシステムの中にクライエントを回収するのではなく、志向性という概念

を使ってつなぐ方法を本研究では選択した。 

 多機関・多職種連携とクライエントとの構造的な位置関係は、クライエントの世界内に

多機関・多職種連携は位置づけられる。なぜなら、多機関・多職種連携が「援助するため

の」システムである以上、システムの存在意義はクライエントにしか定義できない。ゆえ

に、多機関・多職種連携はクライエントの世界に取り込まれたサブ（下位）システムであ

り、志向性は世界と多機関・多職種連携をつなぐ機能を果たす。では、多機関・多職種連

携は、クライエントに従属しているのかといえば、そうではない。志向性の概念が明かに

したように、受動と能動は二分されているのではなく、二重構造をとる。クライエントが

多機関・多職種連携に意味を与えることができるとするならば、多機関・多職種連携はク

ライエントに対して「違う」可能性を担保することができる。具体的に説明すると、次の

ようなことがいえる。 

子ども虐待は、子どもや親、家族、社会の脆弱性を子どもが引き受けることで、家庭内

のバランスを調整している状態にある。さまざまな援助機関や援助職は、子どもだけがこ

の脆弱性を引き受けなくてもよいように、親の養育機能を代替したり、経済的な補てんを
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したり、等といった形で働きかける。この働きかけではクライエントとは「違う」という

ことに意味がある。子どもが調整役を担うことを「普通」とする準拠枠ができてしまった

家族形態を、別の形に移行するためには、異なる準拠枠を有する相手との対話が必要であ

る。同じ準拠枠であっては、別の可能性を担保することができない。クライエントの世界

内に位置付けられたとしても、取り込まれる（同質化する）のではなく、違うものとして

「つながる」。多機関・多職種連携はクライエントからみれば他者と位置付けられ、クライ

エントもまた多機関・多職種連携にとって他者である。他者であることを認めることは、

外在化された存在であることを認めることであって、排除することではない。「違う」から

つながることができるのであり、同質化こそ他者（性）の排除である。そして、多機関・

多職種連携を中心に論じた本研究では、クライエントを他者化することによって、クライ

エントの絶対性と、クライエントと違うものとしてつながるという位置関係に多機関・多

職種連携を設定した。 

「調整」における連携内の多様性の扱い、つまり寛容に関わる問題の特徴の一つは、私

でも連携相手でもない、それを超えた存在であるクライエントの利益を追求する中で展開

されるため、寛容の議論で問題となっていた「受け容れることが可能な差異」の判断基準

を連携する援助職だけでは決めかねる点にある。助けを必要とする人（々）が困らなくな

ることを目指すために対人援助職は存在する。そういった観点から、クライエントは人間

を助けることを職業とする人々にとって絶対である。そして、絶対的存在であるクライエ

ントが有する回収しつくせない性質（他者性）が、援助職に＜不確実性＞を認めさせる。

結果、特定の個人の準拠枠に依存した一義的な正しさは棄却せざるを得ない。加えて、子

ども虐待対応の場合、クライエントの複数性の問題があるため、なおさらに一つの準拠枠

に頼ることができない。子どもの利益、親の利益の重なるところ（共通性）を見出してい

こうとする時には、様々な角度から検討し、いろいろな援助形態を担保することが有意と

なる。こうして多義性を帯びたクライエントという存在を絶対のものとして外在化するこ

とにより寛容の基準は、「調整」担当者でも、連携相手でもない、「外≒他者」に掌握され

ることになる。そのため、連携「内」において、寛容の基準を設定することができない。

すべて「外≒他者」に還すことで、何が受け入れられ、何は受け入れられないのかを検討

することになる。結果、連携内においては「寛容する‐される」の非対称性は回避するこ

とができる。 

今回の「調整」に関する検証では、≪差異を包摂≫しつつ、≪共通性を見出す≫上で、

担当者が＜我々志向性＞を頼りにしている様子がうかがえた。詳細については、表 31 を

参照していただきたいのだが、例えば No.12 のセグメント内容に含まれる「お守り」とい

う表現は象徴的である。志向性を「調整」の重心となる根源には、クライエントの存在の

「重み」、つまり絶対性がある。 
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図 23 クライエントを中心とした世界における多機関・多職種連携の位置づけ  

 

 

3）クライエントが支える「調整」 

クライエントの「生」は、対人援助に携わる実践家にとっては関心を持ち続けることで

しか認識する術がない。このように、志向性によってクライエントとの接触を維持するこ

とにより、援助職、ひいては多機関・多職種連携は、クライエントに適応し続けることに

なる。集団思考や集団極化といった現象に代表されるように、集団力動においてホメオス

タシスが強くなりすぎると、安定性を優先する傾向があらわれる。しかし、クライエント

へ適応しようとし続けている限りにおいては、変化のダイナミクスを維持することができ

る。なぜなら、クライエント自身が変化し続ける存在だからである。つまり、集団が苦手

とする曖昧さの扱いを可能にするためにも、志向性（特に＜我々志向性＞）は欠かせない

要素といえる。 

違いがあっても、分かりあえないとしても、対話だけは欠かせないという認識を醸成す

るうえで、クライエントほど信頼できる存在はない。クライエントが、連携するメンバー

を対話せざるを得ない状況に拘束してくれる。志向性を媒介させることにより生じるクラ

イエントによる拘束は、援助システムに多様であることを要請する。不確実な状況の上に、

クライエントの複数性を抱える子ども虐待対応には、「私の正しさ」や「あなたの正しさ」

ではなく、正しさの複数性が必要になる。ある状況下においては適切な行動も、条件が変

われば不適切になることもある。そのために、一義的ではなく、多様な援助形態が必要で

あると考えられるようになってきた。こうした背景の下、差異を排除の対象とすることが

クライエントの不利益となるがゆえに、多機関・多職種連携という援助システムにとって

差異の排除が損失であるとするからこそ、「調整」担当者はそうした排他性を避けようと自

らの認識形態を展開するものと考えられる。  

こうした＜我々志向性＞を利用した「調整」は、権限を使って強制的に対話「させる」

よりも、よほど有効である。そもそも「強制的な対話」など矛盾を含んでいる。支配や抑

圧の下で行い得るのは、「見せかけの寛容」だけである。寛容の議論において、その抑圧性

は、違いが存在する人々の内の特定の誰かが正しいことを前提に、「正しい者が過ちを犯す

者を許す」という構造をとる時に発生する。正しいものは絶対に正しく、誤ったものは正

されなければならない、もしくは、過ちを見逃してもらう必要がある。正しさを一義的に

設定しようとすると、力の及ぶ方向が一方的になり、誤りと規定された一方が「寛容‐さ

れる（あるいは、寛容‐されない）」という働きかけを一身に受ける。つまり、非対称性が

多機関・多職種 

連携 

クライエント 

志向性 

クライエントを中心とした世界 
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生じる。寛容の抑圧性からの解放、対話の次元への展開は、「私の正しさ」や「あなたの正

しさ」という個人の準拠枠への拘りから解放され、「私たちの間にある正しさ」へと視界が

開けた時にあらわれるものと考えられる。  

このように考えると、拘束が必ずしも不自由さを増すばかりではないということが分か

る。選択肢が増えすぎると、かえって不自由さは増す。そのため、拘束は人を不自由にす

るばかりではなく、何にどのように拘束を受けるかによっては、選択の自由を確保できる

場合がある。対話という次元が開かれることが、連携するメンバーに多様性を保障すると

考えることができるのであれば、志向性を媒介としたクライエントによる拘束は、「調整」

担当者に「違っていてもよい」という自由をもたらすと解釈することもできる。「調整」担

当者は多機関・多職種連携の「調整」を任されてはいるものの、援助職を連携に縛る権限

は有さない。このように、システムから外在化された他者、クライエントによる「柔らか

く、緩やかな」拘束は、「調整」担当者を＜不確実性＞による不自由さからの解放を可能な

ものにする。 

「調整」をクライエントの制御下に置くことによって、支配でも服従でもない「調整」

も可能になる。クライエントは、ただ「援助される」という受け身一辺倒の存在ではない。

クライエントは援助職に与えることができる存在でもあり、クライエントが援助職に与え

るものの一つが、志向性である。クライエントを支えようとしながら、「調整」担当者は志

向性（担当者自身の私志向性と連携内の我々志向性）を媒介変数とすることで、クライエ

ントからの支えを受けている。クライエントの「有難さ（かけがえのなさ）」の認識が強化

されるほどに、対人援助実践の質も向上する。このように、クライエントが援助職をエン

パワーする（力づける）存在であることを認める次元において、「調整」におけるクライエ

ント中心主義は理想という位置づけから、不確実性のマネジメントにおける有用なツール

となる。どのように「調整」すればよいか迷う時にこそ、クライエントに対する自身の関

心を高め、連携する人々の志向性を引き出す働きかけを強化する。そうすることで、「私た

ち」にとって正しいことが何かを探し続ける。クライエントの存在の重みを認識し、志向

性を以て重心を取ろうとすることが、「調整」の助けとなる可能性があると考えられた。  

 

第二節 包摂の実践としての「調整」 

1）不確実性を扱う特別な実践としての「調整」 

＜我々志向性＞が有する緩やかな拘束力を使いこなすことができれば、連携内のつなが

りという実践の軸を得ることで「調整」において重心を保てるようになると考えられる。

しかし、子ども虐待対応の場合、クライエントの複数性の問題がある。子どもと中心に関

わる機関、親と中心に関わる機関、夫婦問題に関わる機関、など子ども虐待という現象に

巻き込まれたクライエントの中の誰と中心的に関わっているのかが異なっている。加えて、

親の就業に力を注ぐ職種もいれば、親の精神病理に注目する職種もいるなど、仮に親と中

心的に関わる場合であっても、志向性には質的に違いがある。つまり、＜我々志向性＞は

「調整」の重心と成り得るものの、この認識基盤は単独で重心となるわけではない。＜我々

志向性＞を重心と成すためにも、多様性を尊重する必要がある。そして、多様性が差異と

共通性の「バランス」がとれた状態を指す以上、この「バランス」を扱うことに、「調整」

の特殊性はあると考えられる。 

本研究では、特に、「調整」担当者の認識に注目しているのだが、これは、認識過程に
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おいて意味付与を行う際に生じ得る排他性の制御方法について明らかにする必要があると

考えたためであった。クライエントの侵し難さと向き合い、組織や専門職性の異なる人々

が集団化する子ども虐待対応において、「調整」担当者から提供された定性的データからは

＜不確実性＞というカテゴリーが抽出されたのは必然であったといえる。実践の中で＜不

確実性＞の認識は、ソーシャルワークの特徴の一つでもある。＜不確実性＞は、「調整」担

当者の認識文脈、≪差異の包摂≫と≪共通性を見出す≫の源泉であると考えられる。「わか

らない」ことの存在に気づくことができる人間は、＜謙虚さ＞という自らの限界を認識で

きる人間でもある。＜謙虚さ＞が自分の限界を知ることであるとしたら、一つの手段、一

つの考え、一つの準拠枠、を絶対視する視点は傲慢と規定できるだろう。多様性を尊重し

ようとするのであれば、自分一人では成し得ないことがあることを知る必要がある。「調整」

担当者は絶対的存在になる必要などない。なぜなら、完全ではないがゆえに＜謙虚さ＞が

表れるのであり、＜連携相手の代え難さ＞を捉えることが可能になるからである。そして、

＜連携相手の代え難さ＞が認識できるからこそ、「調整」担当者の自律性・主体性を放棄す

ることなく、＜過度な干渉を避ける＞という認識を機能させることで閉鎖的な認識の展開

を避けることも可能になる。 

また、≪共通性を見出す≫ためにも、＜不確実性＞は重要な役割を果たす。曖昧さを保

存することもできる＜「間」をみる＞といった認識は、＜不確実性＞を扱うための情報処

理の形態であるといえる。緩衝地帯としての「間」を捉えることで、過度に干渉すること

を避ける形で、連携相手との交通路を確保することができる。そして、自身が見えている

ものが確実であると考えている人間は、根拠を蓄積しようなどとは考えない。つまり、＜

根拠の蓄積＞の背景には、＜不確実性＞に対する認識が必要となる。＜根拠の蓄積＞と＜

「間」をみる＞ことにより、連携相手との間に限定的に＜共通性＞を認識していると考え

られることから、＜不確実性＞を認識できるということが、≪共通性を見出す≫ためにも

必要であると考えられた。 

「分からない」という状況の中にあって、他者との違いを肯定し、「間」を捉え、共通

性を限局的に思い描くことができるのも、「調整」担当者の想像力・創造力の賜物である。

そして、＜不確実性＞の高い現象を扱う場合には、相応の能力が要求される。その実践家

が創造的な思考力を持ち合わせているならば、不確実な状況にあるからこそ、連携相手の

かけがえのなさに気づくことができ、分からないからこそ根拠を積み上げようと努力する

ことも可能になる。完璧にはなり得ないことを認識する限りにおいて、実践家は創造的で

あることを要求される。構築や開発は、不完全な状態を補おうとする力動であり、完璧で

はないから実践し得るのである。そうした観点からは、＜不確実性＞を認識できるという

ことには、実践的な価値があると考えられる。  

 

2）反復性・継続性を担保する世界観 

 ただし、＜不確実性＞の認識は、実践家にある種の無力さをもたらすこともある。その

ため、＜不確実性＞と向き合い続ける「調整」には、希望も必要となる。そうであるとし

たら、＜不確実性＞を扱うための認識文脈である≪差異の包摂≫と≪共通性を見出だす≫

を成立させるためにも、＜希望を持つ＞という認識が必要であると考えられる。どれほど、

熟達した実践家であったとしても、子ども虐待という複雑な現象を、いつも必ず好転させ

ることができるとは限らない。子どもの最善の利益を実現するという目標を掲げたとして、
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当の子どもの最善の利益自体、「調整」担当者が決めることもかなわない。子どもの最善の

利益を定義できるのは、ほかならぬ子ども自身だけである。対話に向けて「調整」すると

いったところで、その対話は、必ず相互理解にたどり着けるとは限らない。援助という営

為を実践するには、不確実な未来に希望を見出す取り組み方が求められる。  

実践家の行為を安定させるための一つの方法が、マニュアル化である。マニュアルがあ

れば、それを参照することで安定的な選択が可能となる。例えば、どういう時に明確化し、

どういう時には明確化を避ければよいのか、パターンを決めておけば、いつも、誰でも、

どこでも、同じ行為を実践することはできるだろう。しかしながら、行為の選択に関与す

ると想定される変数は無限にある。クライエントの状況、連携相手の状況、「調整」担当者

自身の状況、クライエントと連携相手の関係性により生じる状況、クライエントと「調整」

担当者自身の関係性により生じる状況、「調整」担当者と連携相手との関係性により生じる

状況、それ以外にも社会動向や法制度など、様々な状況によって、行為の選択は変わり得

る。仮にその変数をすべて書き出すことができたとしても、そのマニュアルは数百ページ

でも足りないかもしれない。それをすべて暗記するという作業に、「調整」の学習過程とし

てどれだけの価値があるのだろうか。 

 暗記しなければならない変数や関数が多くなるほどに、記憶を引き出す作業にも時間が

かかる。選択肢が増えるほどに、かえって選択は阻害される。ゆえに、省察的であること

に価値が生まれる。過ちを犯す可能性もあるからこそ、振り返り、必要であれば修正する。

そして、うまくいかないからといって無駄だと決めつけるのではなく、諦めずにクライエ

ントや連携相手とかかわり続ける。実践の質を担保するために私たちにできることは、そ

の程度である。しかし、子ども虐待対応において、子どもや親に援助された経験を創り出

すことに意味があるのだとしたら、限界があったとしても、最善を尽くすことに相応の価

値を見出すこともできるはずである。 

そうした観点からは、＜希望を見出す＞という認識基盤とともに行為レベルにおいて見

出された＜やり取りを重ねる＞という下位コードにも注目したい。＜やり取りを重ねる＞

はコミュニケーションの反復性を示すコードであり、＜不確実性＞が存在するからこそ必

要となる。連携相手を支配しないように、慎重に＜明確化を避ける＞ことと、必要であれ

ば＜明確にする＞ことを使い分けたとしても、使い方を間違えてしまうこともある。クラ

イエントのためを思って主張したことが、連携相手の反発を招くかもしれない。連携相手

の顔色を伺って主張を控えてしまい、連携する皆がクライエントの見立てを誤ってしまう

こともあり得る。ゆえに、＜やり取りを重ねる＞という、反復性や継続性を担保する行為

にこそ、人間の限界を超えていくためのヒントを見出せるのではないかと考えた。  

うまくいくこともあれば、いかないこともあるのが現実であり、程度の差はあれ、未来

の予測には誤差が含まれる。間違いを犯さない人間を想定した理論は、人間性を排除する

思想を含み、少なくとも対人援助に見合うとは考えられない。「こうあるべき（当為）」は

抑圧に直結しやすく、自らの完璧さを追求する姿勢は、転じてクライエントにも完全であ

ることを求めかねないからである。見通しを誤った時に必要なのは、その誤りから学ぶこ

とであり、学んだことを踏まえて改めて挑戦できる機会が用意されていることである。死

亡事例検証などを参照しても、「一発アウト」で子どもが死に至るのではなく、クライエン

トとの関係性（関係性こそ蓄積の産物である）や情報の取り扱いなど、「積み重ね」を欠い

たことによる問題点の指摘がほとんどである。＜やりとりを重ねる＞という行為は、まさ



 

187 

 

に「積み重ね」であり、改めて挑戦できる機会を担保するという点において、「調整」担当

者の慎重さをあらわした概念である。  

ただ、敗北主義に陥ってしまった実践家は、反復性や継続性を実践の中に含めようとす

ることが難しくなる。仮に続けられたとしても、惰性の中で繰り返すだけでは、クライエ

ントの変化に適応することは難しい。ゆえに、実践には希望が必要になる。現実的になる

ことと敗北主義的になることを分けるのは、＜希望を持つ＞といった世界観を構築できる

かにかかっている。＜謙虚さ＞を保ち、不確実な状況から意味や価値を見出す創造的な実

践を展開するには、希望が必要になる。思い通りにならないことは諦めてしまうほうが簡

単である。ゆえに、より困難な選択として、子ども虐待という思い通りにならない現実を

諦めることなく捉え続け、何度でも挑戦する資質をもつ者は、特別な存在である。こうし

た、行為レベルにおける＜やり取りを重ねる＞、認識基盤としての＜希望を持つ＞は、「調

整」に求められる特徴の一つである。そして、この特徴はソーシャルワークの有する世界

観との親和性も高いと考えられた。 

 

3）「尊重」という包摂の実践 

 権限が有する強制力は、抑圧（加害）行為を止める時に有効である。この手段は、子ど

も虐待対応以外でも用いられている。例えば、精神保健福祉領域において、自傷他害の恐

れがある際に採られる措置入院と呼ばれる入院形態では、本人の同意がなくとも入院させ

ることのできる権限が都道府県知事に付与されている。措置入院は、安全管理が難しい状

況にある人にとって、その本人や周囲の人々の安全を守るための抑止的手段として活用さ

れ、この手段自体が本人を癒すというよりは、癒すための準備段階で用いられる。児童相

談所の措置権の場合、その有効性は、親権の抑圧性の抑止に限定される。子どもの成長や

変化を支えたり、親の悩みを聴こうとしたりする時には、行政権限に頼ったかかわりは直

接的には役に立たないことが多い。なぜなら、人間の成長・発達では本人の自立性や自律

性が、弱さの発露には受容してもらえるという信頼感が、必要になる。権限は強制力をも

つがゆえに主体性を引きすことは基本的には不得手であり、受け容れることよりも与える

ことを得意とする。ただし、権限を用いた強制的介入を子ども虐待対応という大きな枠組

みの中の一部とみなすのであれば、これほど心強い道具もない。子どもの成長・発達を促

す保育技法や、親の悩みを聞く傾聴技術を活かすためには、本当に子どもの「生」が危ぶ

まれるときには強制的に保護することができるという保険が欠かせないからである。 

ある特定のアプローチ（例えば権限を用いた強制的介入）は、単独で用いられるよりも、

他の方法と組みわせた方がよりその存在価値が強調される。児童虐待防止法成立以後の日

本の子ども虐待対応システムが強制的介入の強化に力を注いできたことが、間違っていた

わけではない。ただ、次のステップへの移行過程にあり、付加価値が求められているとい

うだけである。現段階においては、子ども虐待対応を多様な援助形態を有する大きな枠組

みとして捉えることが求められており、そうした中、調整機関にかかる期待も当然大きく

なる。それぞれの機関や職種の「できること」、「できないこと」、が異なる中、それぞれが

「違うということ」を護る実践が多様な援助形態を子ども虐待対応に担保することになる。

ゆえに、「調整」に求められるのは、排除ではなく包摂の論理である。  

では、包摂とはどのように実現できるのだろうか。＜連携相手への懐疑＞がありながら、

＜連携相手の肯定＞を認識するためには、＜違うのが当たり前＞や＜謙虚さ＞という認識
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を媒介する必要があると示し、本研究ではこうした認識文脈を≪差異の包摂≫と呼称した。

対極の概念をそれぞれに必要なものとしたのは、「あるものは、ある」と認め、それを活か

す論理を導くことが実践のスタートラインだと考えたからである。実践家は「今、ここ」

にある現実との対話を繰り返すことで、その実践に適合する論理を導いている。自分を信

じることが自信（confidence）なのだとすれば、自分を信じているがゆえに自分とは違う

ものを疑う気持ちも生まれる。これは、当然である。自分を疑う実践家は、他人に依存す

るよりほかなく、＜謙虚さ＞だけでは援助は実践できない。自分を信じることと他者（連

携相手）を信じることを両立させることで、「調整」担当者は現実に適合する認識や行動は

何かを振り返り、思考する。こうした省察が、＜連携相手の代え難さ＞や＜連携相手の領

域を侵さない＞という認識を生み、自らの認識の閉鎖性を打破するためのピースを見つけ

出していた。 

≪共通性を見出す≫プロセスにおいても、＜「間」をみる＞とともに＜根拠の蓄積＞を

し、差異ばかりでなく＜共通性＞を認識しようと試みられている。そして、≪問題状況の

構築≫においても、＜クライエントの脆弱性＞と＜クライエントの強さ＞といった対極的

なものの見方を展開していた。両極端なものを視野に入れながら、その＜「間」をみる＞。

明確にするのかしないのか迷いながら、＜やり取りを重ねる＞。「調整」担当者は、自らの

行為レベルおよび認識レベルにおいて、対極にあるものを視座に収めることで、偏りを避

けようとしていた。偏りを避けるとは、つまり、「バランスをとる」ことである。こうした

バランスをとるための視座を、俯瞰的あるいは広い視野、ヘリコプター的と形容すること

がある。全体を見通したいときには、あえて対極的な考え方をセットにする。対になるよ

うな異なる認識や行動は、「極」を出現させるため、＜不確実性＞に一定の範囲が与えられ

る。一定の範囲が示されることで「極」と「極」の「間」もあらわれる。包摂が「ある事

柄を、一定の範囲に包み込むこと」（広辞苑第 6 版）であることを踏まえると包み込むた

めには一定の範囲を設定することも必要になる。つまり、「調整」担当者の決めつけや偏り

を避ける努力は、包摂に向けた実践として解釈することができるだろう。  

極と極、そしてその「間」を捉えるという認識形態は、＜不確実性＞を包摂するための

工夫であり、バランス感覚を要求される実践である。そして、偏りを避け、抑圧でも服従

でもない実践形態である包摂の実践こそ、「尊重」のあらわれである。クライエントを尊び、

連携相手を尊ぶということは、曖昧で不確実な状況を受け容れ、人々の間に存在する差異

と普遍性の可能性を信じることが必要であり、そうした実践の中にこそ包摂性は存在する。

そして、今回検証した子ども虐待対応における「調整」には、たしかに包摂性があらわれ

ていた。 

 

第三節 「調整」に必要なソーシャルワーク 

1）寛容性という資質 

社会福祉の固有性の一つとして、包摂性が挙げられるということは、すでに先行研究で

繰り返し述べられてきた。そして、クライエントの絶対性を強調する価値観は、ソーシャ

ルワークの強調してきた思想である。この二点を確認したことにより、現状において、子

ども虐待対応の「調整」には、ソーシャルワークが必要であるという結論を示したい。  

多機関・多職種連携は、子ども虐待対応という援助に多様性をもたらすことが期待でき

るシステムである。ただ、「一つのまとまり」であることを強調しすぎると同質化を招き、
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個別性の重視にだけ傾けば「一貫した援助」や「統合された援助」は難しくなる。そのた

め、多様性という視点が導入されることには意味があり、多様性により個別性と普遍性（共

通性）のバランスを取ろうと働きかける「調整」の全体性や包摂性を描くことができるよ

うになる。 

留意点として、第六章の分析結果があらわしていたのは、現段階においては「調整」担

当者の専門性と呼称するのは早計である。定性的研究のインタビュー協力者の資格基盤は、

一つの資格に限定されておらず、また社会福祉士や精神保健福祉士に限られてもいなかっ

た。ただ、定性的データからは、現在の「調整」担当者が行う実践内容とソーシャルワー

クとの間において、一定の整合性を読み取ることができた。これは、「調整」という実践に

携わることで、ソーシャルワークが求められるがゆえであったと考えられる。このように、

本研究では、「調整」担当者の適応形態を見ることで「調整」に求められる能力について検

証した。これは、資格という枠組みに当てはめてその専門的な能力を読むのではなく、「調

整」という実践自体からの要請を帰納的に検証するためであった。  

本研究が明らかにした、「調整」担当者が現状に適応し、多様性を扱うために発動させ

る能力を、ここでは寛容性と呼びたい。この多様性を尊重するための資質、対話の次元に

展開するための能力は、ソーシャルワークに求められる次の世代の専門性、協働的専門性

の萌芽として解釈することも可能である。今回の検証では、「調整」の一つの特徴として、

自律性を意識して実践されていた。専門性の一つの特徴として、自律性を有していること

が挙げられる。しかし、もし、協働的専門性などというものが専門職の特質として存在す

るのだとしたら、自律しているだけではその要件を満たすことはできないと考えられる。

自律した考えをもつがゆえに＜連携相手への懐疑＞が生まれても、＜連携相手の肯定＞や

＜連携相手の代え難さ＞を認識し、＜過度な干渉を避ける＞ことができる能力が必要であ

る。違いがあることを阻害要因として捉えていては、協働も連携も成立しない。「あなたで

なければできないこと」を認識できれば、連携相手とのコミュニケーションはこの認識に

基づいて展開される。 

そして、自分にできないと分かれば＜連携相手へのお願い＞が必要になる。しかし、＜

過度な干渉を避ける＞という認識が、一方的な押し付けを避けようとするだろう。連携相

手の主体性を尊重しつつ、連携相手にお願いもしたいという場面において、＜私自身も負

担する＞という形で自らが主体的に行動することにより、「一緒に」援助していると伝える

ことができる。「頼り合う」とは、依存とは区別されるという意味では、分け合うことに近

い。どちらか一方だけが「頼る」のではなく、「頼る」という行為を互いが分け合い、引き

受ける。頼り合いの経験、集合知とは、お互いが自立（自律）した存在であることを認め

る中にあって、責任を分け合いながら形成されるものと考えられる。  

違いがあることを認識していても、共通性を見出そうとする努力も惜しまない。決めつ

けや偏りを避けるために「間」を見据えつつ、志向性によって重心を確保する。クライエ

ントとの直接的なかかわりにおいてだけでなく、連携相手とのかかわりの中にあってもク

ライエントの存在を中心に据えるといった特徴は、ソーシャルワークにおいて語られてき

た調整機能の中心的な課題であった。そして、「調整」には広い視野やバランス感覚が求め

られる、つまり、包摂性を必要とする実践である。先行研究をみても、社会福祉およびソ

ーシャルワークの特徴の一つは、その包摂性にある。こうした観点からいえば、ソーシャ

ルワークの特徴と、本研究の分析結果には一定の整合性があると考えられる。 
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2）「調整」の難しさを引き受ける意義 

以上のような特徴を有する「調整」は、誰にでもできる実践とは考えにくい。特に、子

ども虐待対応には特有の難しさがある。連携相手を尊重しながらも、クライエントを中心

に据えることを怠らない。そして、志向性の維持・強化には、認識的多様性を尊重するこ

とが求められる。多様性を扱おうとする場合、顕在化した差異に正誤や真偽といった価値

を付与することよりも、解釈の余地を設ける方が有効である。連携する援助職の誰かが間

違えることがあったとしても、システムからの排除に追い込むのではなく、解釈の余地を

避難スペースとして活用することもできる。ゆえに、対話的な関係を構築する上では、決

めつけないことが重要となる。つまり、誰かにとっての「あるべき」志向性にだけ意味を

持たせるのではなく、様々な関心のあり様を肯定するからこそ、排他性が有する頑なさで

はなく、つながりの中に「柔らかさ」や「緩やかさ」をさらに含ませることができるよう

になる。しかし、「柔らかさ」や「緩やかさ」は不安定な状態でもある。緩衝地帯として機

能することが期待される「間」にしても、不安定さを強調するものでもある。「なんでもあ

り」の極端な相対主義に陥れば、実践家はただ迷うだけで行動に移すことができないだろ

う。「どうしたらいいのだろう」と言い合うだけのカンファレンスに、参加する意義を見出

すことは難しい。こうした＜不確実性＞を扱いつつ、志向性を重心として機能させる実践

を展開するには、相応の認識的な専門性が必要になるだろう。  

そして、子ども虐待対応が有する強制的介入を抑圧的だと闇雲に否定するのではなく、

利用価値があるものと捉え、「保護」が「抑圧」とならないように十分に気を付けながら、

しかし、子どもの「生」が危ぶまれる場合には行政権限による介入を厭わないといった覚

悟も必要となる。「保護」を「抑圧」に転化させないためには、別の手段を準備しておくこ

とも必要である。その際には、使いどころを見極め、選択する。こうした過程の中で「調

整」を担うためには、状況を見極める「広い視野」や「ヘリコプター的展望」をもった人

材が必要になる。子ども虐待対応においてが多機関・多職種連携が必要だとしても、複数

の機関や職種が集まれば、「自然に」連携できるわけではない。ゆえに「調整」が求められ

るのだが、それぞれの機関や職種の差異を否定せずに、多様性という意味に変換する過程

には、相応の困難も予想される。多様性という、差異と共通性のバランスがとれた状態を

尊ぶのであれば、権限に頼ることもできない。抑圧は差異の排除を目隠しすることはでき

たとしても、尊重という次元を開くことを得意とはしない。このことは、寛容の議論を参

照すればわかる通りである。対話を継続する道のりも決して平坦とは言えず、常に揺らぎ

の中で重心を意識して、バランスを取り続ける必要がある。こうした困難を克服する方法

を一義的に決めておくことも難しい。固定化された枠組みを用意したところで、クライエ

ントから与えられる＜不確実性＞がおとなしく当てはまてってくれるとは限らない。マニ

ュアル化の難しい問題を抱える現場においては、状況との対話を繰り返し、省察的に実践

できる能力が必要となる。 

 このような「調整」を担い得る人材の条件は、そんなに簡単に満たすことはできないか

もしれない。しかし、誰にでもできることに優れた能力も専門職も必要ない。難しさを知

ることにより、「調整」の特別さも明らかになる。そして、「調整」の特別さは、それを担

う人間にも相応の特別さを身につけることを要求するのである。  
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3）子ども虐待対応の「調整」に求められるソーシャルワーカー  

省察的実践は「完全な」ソーシャルワーカーには不可能な実践形態である。実践の中で

常に疑問を持ち続け、迷いながら行動するがゆえに状況との対話が必要になるのであり、

省察的であることを自らに課すからである。ゆえに、省察的実践に着目した検証では、「完

全な」ソーシャルワーカーを観察するという課題設定は実現不可能な命題といえる。

Richmond は、初めからケースワークの母だったのではなく、最初は慈善組織協会（charity 

organization society；COS）で働く一人の事務員だった。困っている人たちに応え、困っ

ている組織に応え、困っている社会に応えようとする中で、ソーシャルワーカーはソーシ

ャルワーカーになる。いうなれば、（ミクロレベル、メゾレベル、マクロレベルにおける）

脆弱性への応答としてソーシャルワークはあらわれたのであり、ソーシャルワーカーは要

請に応じる中で形成された職業という意味においては、人間の適応形態の一つの表象であ

る。 

現段階において、要対協の調整機関に配属された担当者をソーシャルワーカーと呼ぶこ

とが果たして相応しいのかは議論する必要がある。ただ、「調整」が展開される現場では、

志向性を媒介にしたクライエント中心主義と、包摂的な実践が求められている。このこと

から、少なからずソーシャルワークが求められていると考えられた。「調整」担当者が行っ

た実践が状況との対話の結果のあらわれとみるならば、状況から「何」を要請されている

のかが実践内容に反映されているはずである。そして、本研究の分析結果からは、「調整」

担当者の認識レベル及び行為レベルにおいてソーシャルワークのあらわれを読み取ること

ができた。ゆえに、子ども虐待対応の「調整」にはソーシャルワーカーが必要である可能

性が高いという結論を、本研究では示したい。少なくとも、「ソーシャルワークを学ぶ必要

がある」と認識し、学び続けることのできる職種が求められる現場といえるだろう。 

もしかしたら、「調整」担当者の中には権限を使って「調整」したいと望んでいる人も

いるのかもしれない。しかし、実際には権限は与えられていないがために、権限が無いな

りのやり方を見つけるしかない。状況との対話の中で編み出した方法が包摂的な実践であ

り、自らの寛容性を発達させるよりほかなかったのだと考えられる。そして、絶対性をク

ライエントに預けることにより、バランスの中で重心を保つようになった。ソーシャルワ

ークが「現前」だったのではなく、「調整」担当者が置かれている状況がソーシャルワーク

を要請したと考えればこそ、子ども虐待対応における調整機関にはソーシャルワーカーの

配置が望ましいとと論じることが可能となる。「調整」担当者は、強力な行政権限を持たな

いからこそできることもある。仮に「調整」担当者が連携相手を従わせるような権限を持

つとしたら、多様性尊重という行動原理を掲げたところで、その「調整」は抑圧的になる。

どれほど「調整」担当者が正しかったとしても、それは尊重ではない。自らが権限という

絶対性を掌握しなくとも、クライエントの絶対性を活用し、その緩やかな拘束力を利用さ

せてもらうことで、援助職を多機関・多職種連携を「一つのまとまり」としてシステム化

することも可能である。 

ソーシャルワークは、創造的実践である。子ども虐待対応における「調整」が示した、

向き合わざるを得ない＜不確実性＞、必要となる≪差異の包摂≫と≪共通性を見出だす≫

という多様性尊重、これらにも創造性が必要とされる。こうした点からも、「調整」には、

ソーシャルワークがよく適合するものと考えられた。そして、これらの特徴を有する実践

が一定の再現性をもち、ある程度普遍的に行われるのであれば、子ども虐待対応において
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「調整」を担当する者は「ソーシャルワーカー」と呼ぶに相応しいといえるだろう。 

 

 

第四節 「調整」の質の担保に向けた今後の課題  

1）本研究の意義  

 不十分な点は多々あるものの、本研究では一定の成果を上げることもできたと考える。

まず、「調整」という、使用頻度は高いが実際に何をするのかが見えにくい実践を問い直し、

包摂する実践としての姿を示すことができた。多様性尊重；寛容性という側面から見える

姿ではあるが、子ども虐待対応に必要となる援助方法の多様さを確保するという命題を踏

まえると、今後の「調整」という実践の質を上げていく際のメルクマークを明らかにする

役割は果たせたのではないかと考える。特に、定性的コーディング法を用いて、「調整」に

おける実践家の省察過程の詳細を明らかにすることができた点は、「調整」に関する研究お

よび実践上の発展可能性の拡大に貢献することもできたのではないかと考えられる。  

「調整」担当者の省察プロセスを明らかにした点は、本研究の特徴の一つであった。「は

じめに；着想に至った経緯」でも説明したように、本研究では、「調整」担当者という認識

主体の視点からみた困難感に注目し、「思い通りにならなさ」≒他者性あるいは差異の扱い

かたを取り上げた。これは、例えば制度論や実態調査のような、「外」側から観察すること

で「調整」の構造を説明する、あるいは「調整」の現状を報告する、といった研究アプロ

ーチとは異なる手法である。こうした、「調整」を認識主体からとらえる試みを理論的に支

えたのが、Schön（=2001）の実践的認識論であった。「状況との対話」を前提にしたアプ

ローチは、マニュアル化やチェックリスト化に貢献しにくいかもしれない。しかし、子ど

も虐待対応に不確実性への対処が含まれることを鑑みると、「調整」の実践内容を固定的に

捉えるよりも、省察的実践に着目することで動態性を捉える方が、より特殊性を詳らかに

することができる。こうした省察プロセスを明らかにすることにより、子ども虐待対応に

おける「調整」とソーシャルワークとの親和性を示すことも可能となった。 

また、クライエントを多機関・多職種連携というシステムから外在化して捉えることで、

クライエントの絶対性を示し、クライエントの存在が「調整」担当者に与える影響力を示

すことができた点も一つの成果と考えられる。この位置関係では、多機関・多職種連携を

中心に見ると、クライエントは他者として位置付けられる。ミクロレベルの実践、いわゆ

る個別援助技術においては、クライエントの主体性が強調されてきた。クライエントを主

体として記述することが、エンパワメントなどにおける常套手段ではある。ただ、他者化

することによっても、クライエントの絶対性を示すことができなければ、間接的援助技術

に分類されることもある「調整」においてクライエントの存在意義を示すことができない。

こうした観点からクライエントを多機関・多職種連携から外在化させ、あえて他者として

位置づけた。こうした多機関・多職種連携とクライエントとの関係性を活かして、クライ

エントの影響力を記述する上でカギとなったのは、志向性という概念である。 

志向性概念の特徴としては、当為を外して論じる際の手段として有用であったと考えら

れる。特に、子ども虐待対応のようにクライエントの複数性の問題を抱えている場合、連

携内の志向性（我々志向性）が多義的で多様性を含むといった点を説明する場合には、連

携内の「誰か」にとっての「あるべき」関心像から論じることになると、それとは異なる

関心の持ち方を「あるべきではない」として排除することにもなりかねない。それでは、
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「調整」が有する差異と共通性の包摂を論じることは難しい。専門性などにより価値づけ

られた概念は、連携場面では、特定の領域の価値基準を他領域に押し付ける形となるため

に使い勝手が悪い。その点、志向性は存在概念として論じることできる。加えて、哲学領

域において一定の議論が重ねられていることも仮説構築上の助けとなった。特に、志向性

が有するつなぐ機能や、「受動－能動」を二項対立とする視点からの二重構造に論理構造を

転回させることができるなど、実践上も必要となる着眼点を示すこともできた。援助職の

志向性は、援助職だけのものではない。クライエントからのギフトであり、クライエント

のために皆に活用される、「開かれたもの」といえる。志向性（関心）の「開き」の構造を

扱うという実践上の課題を示す上で、志向性に関わる議論は有用な理論的背景を提供して

くれた。 

そして、寛容という概念を用いて、「調整」における多様性尊重という行動原理を実行

する能力を記述する試みた点も、特異的な試みであった。多様性尊重性と記述することも

できたのかもしれないが、寛容についてその抑圧性についての議論も重ねられている。多

様性尊重についてもその危うさは指摘されているのだが、宗教戦争の時代にまで遡るほど

の歴史を有する寛容に関する議論のほうが質・量ともに勝っていた。これにより、「調整」

が多様性尊重という当為を掲げたとしても、危うい実践になる可能性があることを視野に

入れることができた。そして、その危うさを乗り越えようとする時に、権限を持たないこ

とにも意味があると示すことが、子ども虐待対応における「調整」について論じる上では

必須であった。もし、多機関・多職種連携をコントロールし得るほどの権限が与えられて

いたとしたら、そうした実践の中に対話は存在できないだろう。話を聴いている「ふり」、

言いたいことを主張している「ふり」はできたとしても、それは見せかけであり、本当に

言いたいことは権限の前に抑圧され、聞きたいのではなく聞かされるだけになる。その過

程に頼りあいの経験は存在しない。ゆえに、集合知は生まれない。「単独では成し得ない援

助」という意味は、権限の有する強制力によって奪われてしまう。もし、協働的専門性と

いうものがあり得るのだとしたら、おそらく、その性質は寛容性という形で表記できるか

もしれない。少なくとも、そうした可能性を示すことができた点は、一つの成果であると

考えられる。 

 

2）本研究の限界 

 一定の成果は上げられたと考えられるものの、限界もあった。今回は定性的データを用

いて「調整」に必要となる能力の質的カテゴリーまでは明らかにしたが、どの程度できる

のかという、力量を図ることはできていない。能力の特性を記述することができたとして

も、そうした能力をどこまで発揮できているのかを把握することができなければ、「調整」

担当者の寛容性を協働的専門性のあらわれと述べることはかなわない。専門性の中核には、

「優れている」という認識が必要になる。また、この能力が標準的な教育を受けることに

よって、発達させることができるかどうかも、寛容性が新しいタイプの専門性として認め

得るかを左右する問題である。 

 二点目は、マニュアル化に寄与できなかった点が限界としても挙げられる。マニュアル

化が何の役にも立たないとは考えられない。収束的な科学が役に立つこともある。「調整」

に関していえば、連携を開始した当初において確認しなければならない事柄を事前にリス

トアップしておくことなどは、インテーク段階において有効と考えられる。また、集約さ
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れた情報を整理する際に、リスクアセスメント指標が役に立つことも多い。収束された知

識を絶対視することが問題なのであり、あらかじめ明らかにしておけることは示し、不確

実な状況が含む可変性や流動性は柔軟に扱おうとする意識付けが必要となる。本研究がと

った省察的実践からのアプローチだけでは、実践上は不十分であると考えられる。  

 三点目として、制度や政策などといったマクロレベルにおける子ども虐待対応に関する

議論についても不十分であったと言わざるを得ない。本研究では、メゾ実践としての「調

整」に焦点を当てたため、制度や政策についても、メゾ実践から見たときにどのような意

味を持つのかといった視点からしか論じることがかなわなかった。しかし、メゾ実践とし

ての「調整」はマクロレベルにおける子ども虐待対応システムとの対話によって展開され

ていることは既に述べた通りである。これまで、マクロレベルにおける子ども虐待対応シ

ステムは、現実に適応するために変化し続けてきた。おそらくは、これからも変化し続け

るだろう。メゾ実践から見えてきた課題をマクロ・システムに還元するという作業は、今

後の課題として残されたといえる。 

そして、子ども虐待対応に関する研究としてみた時に、多様な援助形態を有する子ども

虐待対応の個々の援助の精緻化を扱えていない点にも限界があった。「調整」を検証するこ

とが無意味であるとは考えられないが、一つ一つの援助の質的な精度を上げていくことが

子どもの権利を護り、親を支えていく上で、欠かせない努力であることは間違いない。本

研究は、そうした行為（手段）の選択に有用なパターンは見出そうとはしなかった。ゆえ

に、マニュアル化により実践の安定化を図るうえで、本研究の貢献は期待することができ

ない。このことは本研究の限界であるのかもしれないが、実践的認識論の立場からはマニ

ュアル化を目指さないことにも意義があるため、研究デザイン上、致しかたない点ではあ

った。 

 

3）今後の課題 

 本研究の意義と限界を踏まえた上で、今後の課題について確認する。子ども虐待対応に

おける「調整」担当者は、今まさに、専門職化を図っている最中である。そして、社会福

祉士や精神保健福祉士を充当したとして、こうした国家資格を持ってさえいれば、多様性

を扱う難しさをそのまま引き受けることができるようになるのかも未知数である。だから

こそ、省察的実践に着目して状況からの要請内容を検討し、定性的データによって「調整」

という実践の潜在的可能性を示したのだが、「調整」の標準化に向けての課題は残されてい

る。定量的調査などにより、現状の実践家の能力の把握や寛容性を刺激する変数（要因）

の特定などが明らかになることで、多様性を扱う専門職としての「調整」担当、ソーシャ

ルワーカーの資質の向上に貢献し得るものと考えられる。  

 たとえば、≪差異の包摂≫の認識文脈では＜連携相手に対する懐疑＞と＜連携相手の肯

定＞という対極的な認識を両立させるためには、＜違うのが当たり前＞や＜謙虚さ＞など

といった認識の形成が必要になると考えられる。こうした認識を刺激する変数（要因）を

特定することができれば、研修プログラムに刺激する変数（要因）に関連する内容を含ま

せることによって、「調整」における差異を包摂する能力の醸成を図ることも可能になるだ

ろう。あるいは、バーンアウト傾向（無力感に起因する心身の疲労感や感情の鈍麻などが

現れる極度の心のエネルギー不足）は職務の遂行を阻害する要因と言われているが、「調整」

の認識過程との関連が明らかになれば、「調整」の質を担保する上でも重要となる、担当者
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のサポート体制を構築するための一助となるかもしれない。加えて、本研究で明らかとな

った≪差異の包摂≫や≪共通性を見出だす≫などといった認識文脈の醸成を助ける変数

（要因）や阻害する変数（要因）を明らかにすることは、マニュアル化には必須となる、

定式化が可能なプロセスを探索することにもつながる。このような観点からいえば、本研

究は基礎研究の域を出ないものの、実践領域に還元可能な知見を含むともいえるだろう。 

そして、基礎教育のあり方や研修内容、スーパービジョンの方法などについての検討も

必要となる。「調整」の質を担保し、安定化するためには、教育による実践の標準化が必須

であるが、標準化は均質化を目指すこととは違う。実践の標準化において問題となるのは、

正規分布が仮定できるかどうかである。極端にできる人とできない人がいるとして、その

中間層を厚くしていき、できる人はよりできるように、できない人も少しでも能力を発揮

できるよう、全体として高次のレベルを目指す。それぞれの個性を生かしつつ、全体のレ

ベルを上げるための教育方法の開発やスーパービジョンの体制のあり方を検証することも

今後は必要となってくる。なお、他領域では異文化コミュニケーションや企業内研修など

で行われるダイバシティ・マネジメントなどが近接領域の教育方法としては存在する。ソ

ーシャルワークにおいても多文化ソーシャルワークからの援用も期待できるのではないか

と考えられる。 

また、本研究では職責を負った人たち同士の連携、多機関・多職種連携における「調整」

を扱っているが、子ども虐待対応においては、児童委員や民生委員はもちろん、NPO 法人

やボランティア、地域住民との協働・連携も必要と考えられている。子どもやその家族が

「私は私であってもよいのだ」と思えるように整えるためには、地域社会が生きづらさを

抱える人たちを包み込んでくれることも必要になる。ただし、非援助職との連携では、さ

らに「調整」は複雑になる。とくに、人々を連携というつながりの中に引きつけ方につい

ては、多機関・多職種連携と非援助職との連携には大きな違いがある。  

多機関・多職種連携においては志向性という緩やかな拘束を活用できたのだが、非援助

職との連携では、クライエントに寄せる関心としての志向性は必ずしも必要ない。職責と

いう拘束がない以上、児童委員を担う意義も、ボランティアに参加する意義も、子どもや

その家族のためによって意味づけられる必然はない。非援助職との連携では、参加する人

たちの関心のあり様は、さらに多様さを増す。たとえば、児童委員やボランティアにクラ

イエントに対する関心を高めるように働きかけすぎると、クライエントを監視するような

機能が強まる恐れがある。また、連携に参加することの意義（例えば、社会貢献）などを

強調しすぎると、援助職との同質化を招くこともあり、「援助職ではない」というメリット

が活かしにくくなる。援助職ではないメリットとして考えられるのは、「近所のおばさん」、

「友達」、といった形での思いやりの応酬であり、援助職以上に自由意思に基づくつながり

の形成である。システム化では、複雑性の縮減という言葉に象徴されるように、拘束をか

けてまとまりの形成（凝集させる）をはかる。多機関・多職種連携では、こうした拘束に

も利用価値があった。なぜならクライエントに責任を負っているからであり、いざとなれ

ば離れることもできるので、強制力も弱いからである。しかし、特定の地域住民に「近所

のおばさん」という意味に縛ることは、その住民自身が自らに与え得る意味を奪うことに

なる。そして、子どもやその親にとっても、「近所のおばさん」であることを強いられた人

との付き合いは、ひどく窮屈なものになるだろう。  

こうした非援助職との連携では、多機関・多職種連携のようにシステム化を図る働きか
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けよりは、場の形成を促進する方法が有効ではないかと考えられる。本研究では扱いきれ

ない課題ではあるのだが、一つの示唆として、ある母親から聞いた話を紹介したい。彼女

は、子どもに障害があることが分かった時、自分にしかその子を幸せにできないと考えて

いた。したがって、サービスの利用にも消極的だった。周囲からサービスを利用するよう

にうるさくいわれ、しかたなく、ショートステイを利用してみようと思ったそうである。

ショートステイ先を見学した際に、彼女の世界観が変わった。その時、ちょうど、プレイ

ルームに複数の障害のある子どもや大人たちが集まっていた。職員がうたう歌を楽しそう

に聴いている人もいれば、窓際にベッドを寄せて日向ぼっこをしている人もいた。彼女は

その光景を見た時に、自分の子どもも、この場にいさせてあげたいと思ったのだという。

当然のことながら、プレイルームにいた人々は、この母親に関心を寄せていたわけではな

いし、子どもに興味を持ったわけでもない。それぞれが、自分のためにそこにいて、ただ

時間と場を瞬間的に共有しただけである。にもかかわらず、その母親はかたくなに拒否し

ていたサービスを利用してみようと思い、自分の子どもの幸せには、多くの人がかかわっ

てくれることが必要なのだと悟った。 

こうした作用は、おそらく職責を負って援助しようとする多機関・多職種連携には、期

待することが難しい。それゆえに、本研究が扱った「調整」とは別の方略が必要になる。

「市町村子ども家庭支援指針」において、市町村に求められる機能としては、子どもやそ

の家族の支援拠点の整備とともにコミュニティを基盤としたソーシャルワークの展開や資

源をつなぐ役割が挙げられており、子どもの権利を守る地域文化や地域で子どもを育てる

文化の醸成なども行っていくことが求められている（厚生労働省2017c）。そして、子ど

もやその家族が生活し続けていく場として関わり、支え続ける機能を果たすことが期待さ

れている（厚生労働省2017c）。そうした場の形成を助ける「調整」とシステム化を図る

「調整」を統合することにより、子どもやその家族の福祉の実現に、また一歩、近づくこ

とができる。そして、システム化と場の形成の双方に働きかける「調整」には、さらに高

次の専門性が求められることになるだろう。 
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おわりに；謝辞に代えて 

 子ども虐待を取り巻く状況は、変わろうとしている。論者自身の意識にも変化があった。

養育の不適切さを見つけたら、「子ども虐待」として捉えなければならないのだと考えてい

た。それが、子どもを守るために必要なことなのだ、と。しかし、子ども虐待という家族

の相互関係の問題の複雑さを扱うためには、そのような単純化した情報処理で対応できる

はずもない。多様性を扱うという課題の重要性は、子ども虐待対応の現場においては、日々

実感できるものであり、制度もそうした現実に呼応して、調整機関という枠組みを示すに

至ったと考えられる。 

 こうした現場で必要とされている課題を、実践を否定することなく、しかし現場の愚痴

に終始するのでもなく、研究として扱いたいと考えた。そのためには、論理を紡ぐための

理論的支えが必要であった。そうした理論という支柱を見つけることができたのは、主指

導教授の三本松政之教授のご指導によるところが大きい。多機関・多職種連携というメゾ

レベルの実践に関して、社会学の理論、とくにシステム論の活用には、三本松先生からの

ご指導のおかげであった。遅筆にも、寛容にお付き合いいただき、重ねて感謝申し上げた

い。また、副指導教授を引き受けてくださった平野方紹教授や原田晃樹教授から頂いた示

唆に富むご指摘を頂くことができた。自分とは異なる専門領域からのご意見は、とても新

鮮で、様々な議論があり得るのだということを知る機会を与えていただいた。その他にも、

立教大学コミュニティ福祉学研究科の先生方には、各種報告会や審査会を通じてご指導い

ただけたことは、何よりも代え難い財産となった。  

 また、直接的に論文指導を仰いだわけではないものの、本研究のコンテクストの背景に

は、薫陶を受けた諸先生方の影響も大きかった。まず、学部生であった頃に出会った尾崎

新先生の『対人援助の技法 ―「曖昧さ」から「柔軟さ・自在さ」へ』は、その後のソー

シャルワーク実践においても支えとなったばかりか、本研究で示したいと考えた「調整」

の包摂性を記述する際の手掛かりとなった。加えて、窪田暁子先生の高著、『福祉援助の臨

床 －共感する他者として』からは、「人を尊ぶ」とは如何なることなのか、ソーシャルワ

ーカーが不本意だとしても用いざるを得ない力（power）をどのように論じればよいのか

について学ばせていただいた。前掲の高著の出版記念講演を拝聴することができたのは幸

運であり、窪田先生のご講演を伺うことができたお蔭で、「ソーシャルワークとは何か？」

という疑問を持ち続けていてもよいのだと思えるようになった。加えて、博士課程前期課

程において、当時、東洋大学にご所属であった野村豊子先生のご指導のおかげで、グルー

プワーク理論の中で「調整」が論じられてきたというソーシャルワークの理論的背景を抑

えることができた。 

 「はじめに；着想に至った経緯」でも触れた通り、本研究は、論者自身の拙い実践経験

を端緒としてデザイン化されたものである。実践の中で、「寛容になりたい」と願い、「寛

容になるとは如何なることか」という疑問を持つに至った背景には、臨床の場におけるメ

ンターの存在が大きかった。国立成育医療研究センターの奥山眞紀子先生は、まさしく、

寛容さをもつ人だった。自分とは異なる意見や行動パターンを持つ人を排除することなく、

しかし、子どもや親などの脆弱な立場の人たちの権利を侵害する状況には断固として立ち

向かっておられた。イメージができないものになりたいと思うことはできなかったはずで

ある。「どうやったら、こんなふうになれるのだろうか？」といった、身近にお手本になる
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人が存在していたという機会にも恵まれた。奥山先生からは多くのことを学ばせていただ

いた。例えば、子ども虐待対応の制度設計にも関わった経験から、制度では決めきれない

部分があること、そうした制度の隙間を実践家の裁量によって埋めていくことを前提とし

ているために、制度自体が寛容に設計されているということも、その一つである。奥山先

生から直接教えて頂きながら、曖昧さを活かすことを前提とした臨床経験が、本研究の根

底を支えていた。 

 そして、この研究は子ども虐待対応に関わる多くの実践家の協力なくして、成立しなか

った。お一人お一人のお名前を挙げることはかなわないものの、お忙しい中、貴重な実践

の知を提供していただいたことに、深くお礼を申し上げたい。  

  

 

 

 

實方由佳  
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